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序章本研究の課題と視角

1 研究の課題と目的

日本の気象条件では、夏から秋を中心に降水量が増大し、北日本や日本海側を中心に

冬季には降雪がみられる。これらを原因として発生する河川の増水は、その程度が大き

くなり、ある一定量を超えると「洪水j となる。この洪水が及ぶ範囲に人々の土地利用

や経済活動が存在し、洪水によってその活動が阻害されることがあれば、それは「水害」

として認知されることとなる。古来より人々はこの「洪水j を「水害Jにしないため様々

な方策を試み、河川!との共存を図ってきた。そして今日までに、 i7.k害j の原因である「洪

水j そのものを克服すべく、土木技術を駆使してきた。

国土交通省は平成 18年 (2006)夏、上流はダムの建設によって、下流では大きな堤防に

よって、河川が増水してもその水を一滴たりとも人々の暮らす堤内地に出さないというこ

れまで、の治水政策を変更した。今後は河川の自然条件に合わせ、河川は溢れるものという

前提のもと、遊水地等の整備を行うこともあり得るとしづ見解を発表したD

他方で、集中豪雨などによる人命や家屋被害は毎年のように繰り返されており、洪水、

水害をめぐる「治水jの問題は未だに完全な解決策を持たない、古くて新しい問題である。

ところで、現在のように河川や洪水そのものを人の力で制御するという手法は、明治時

代末期から始まった「高水工法 1)Jによる堤防の構築と、昭和 20年代後半から開始される

水資源開発と関連した上流域での大規模ダムの建設によってようやく可能となったもので

あった。すなわち、それ以前の時代には、洪水そのものを制御することは到底不可能であ

り、人々の河川に対する認識も今日とは異なっており、その中で社会経済が展開されてい

たことが想像される。

本研究の目的は、かつて水害が頻発し、そのことにより条件不利地域として捉えられる

河川下流域において、そこに居住する人々がいかにして社会経済活動を持続していたのか、

そして、それが明治時代以降導入された土木技術による水害の減少を通じて、いかに変容

していったのかを、歴史地理学的な手法を用いて明らかiこすることである。

一般的に地理学では、現象を把握する基本的な単位として「地域Jを設定し、その概念

を以って事象の解明を目指す。この場合、例えば日本という大きな枠組みを設定すること

もできるし、過疎化により 1軒しか居住していないような山間地域の場合でも、その家の

行動範囲や、所在地を手がかりに地域を設定することができる。すなわち地域とは、明ら

かにしたい現象に対して、自由な尺度で設定することが可能であり、そこに必要な条件は、
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i{可かを空間的に解明するに際して必要な、最低限の共通事項の存在j があるかどうかと

いうことのみである。

これを踏まえて、本研究の課題として設定した河川と人間活動との関係に、地域の概念

を設定してみよう。前述したように、河川が引き起こす洪水は、その規模の大小にかかわ

らず行き渡る「範囲j が存在している。この「範囲」は、自然地理学では f沖積平野 2)Jと

規定され、地形的な一つの特徴を形作っている。また、広範囲にわたって洪水の影響が出

るのは、河川が山間部の谷底を流れている間ではなく、谷口を抜けて海に注ぐまでの問、

すなわち、この沖積平野上での現象となる。このように、洪水の行き届く範囲こそが、本

研究で設定する「河川下流域j なのである。

2 時代設定と研究対象地域

1 )近代化の授座

本研究において議論する内容のおおまかな構成を確認しながら、課題を解明するために

設定した論点を整理し、既存の研究と対応させつつ本研究の立場を明確にしていこう。

欧米の水理学や土木工学を導入した河川改修工事は、政府の治水事業として明治 10年

(1877)代頃から本格的に開始された。すなわち、土木技術の近代化が、水害減少に大き

く寄与することとなったといえる。

一方で、治水工事が進展していく明治 20年 (1887)前後は、我が国の産業発達が絡につ

いた時代にも相当し、いわゆる「近代日本の形成期J としても位置づけられる。明治時代

に始まった日本の産業革命をその端緒とし、東京、大阪というこつの大都市を中心に、軽

工業生産の増加が見られた 3)。これには、地方からの労働力の流入や、賃金労働者の増加に

よる消費力の増加などが関連しており、工業化と大都市の発展が結びついていった 4)。

一方、地方においては、農作物をはじめとし、加工原料や材木など、大都市の需要の増

大に合わせて市場の拡大がみられた。そして、これらは、鉄道の開通などによる交通路の

整備により、早く、安価に、そして大量に輸送が可能となったことが大きく影響していた。

また、農村においては一部で新たな農法 5)や、化学肥料の導入が行われた。農業組織自

体も、中央かち末端にまで至る全国的に編成された「農会j によって、農業政策の中央集

権化が一応の成果を見せていた 6)。また、産業組合 7)の設立も盛んであり、農業を基礎ーと

する加工業や、ある特定の農作物を栽培するに際して、組合を利用することも多くなった。

このように大都市の発展は、都市への諸物資の供給能力を地方や農村が有していたから

こそ可能となった。しかし一方では、大都市に市場ができたからこそ地方の発展があった
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という考えも存在しよう。これらはどちらが先かを問うよりも、両者が相互補完的な関係

を持って展開されてきたと考える方が自然であろう。

それゆえ、本研究が解明を目指す水害常襲地域の変容期とは、大都市とその他「地方J

との関係性の発展期にも相当する。すなわち、大都市の発展を支えることができた地方の

潜在的な力に注目し、それがし¥かなる構造をもっていたのかについて検討を行っていく。

なぜなら、明治時代の大都市の発展を支えたのは、それ以前から地方の農村地域において

存在したなんらかの素地に、鉄道の開通、都市の需要が重なったことが重要で、あったと考

えられるからである。

2)研究対象地域の選定

東京・大阪の発展と相互に影響し、地域間関係を有するのは、明治という時代背景を考

慮、すると、おそらく日本中のすべての地域が相当するであろう。それゆえ本稿では指標の

ーっとして、東京・大阪(神戸)の両都市を結ぶ東海道本線の存在に注目する。この鉄道

沿線は、ほぼそれと並行して江戸時代の東海道が通っており、歴史的に交通路としての重

要性を有していたことが明らかである。

ところで、この東海道に沿った地域には、何本もの河川が存在し、そのほとんどは東海

道と直交する形で流れ下る。換言するなら、旧東海道以来の交通路は、これら河川の下流

域に相当する、沖積平野上を横断しているのである。そして沖積平野上には、城下町や宿

場町、あるいは在郷町などが数多く存在し、それぞれが後背地を持つ中心地機能を有して

いた。このように、各河川下流域において、流路に沿った南北方向を「縦軸Jとするなら、

東海道は「横軸Jとして機能しており、これら縦横の基軸によって地域の性格が決定付け

られていたのである。

これらの条件を有する河川を、東から)1慣に列挙すると、代表的な河川!としては、多摩川、

相模)11、酒匂川、富士川、安倍川、大井川、天竜)11、豊川、矢作川、木曽川、長良川、揖

斐川!などが挙げられる。このうち、木曽川とそれ以西の 2河川は、下流域において離合を

繰り返す同ーの自然環境を形成していると考えてよいD また、関ヶ原以西(I日東海道は鈴

鹿山脈以西)には、琵琶湖周辺の中小河川!と淀川が存在しているが、地質的に西南日本 8)

の特徴を有するこれら河川は、淀川を除くと河川自体の「縦軸Jとしての機能が小さい。

また、淀川は下流域に大阪市街を有するため、その発展との結びつきが大きいという特徴

がある。

以上の条件を考慮し、この中から、事例地域としてふさわしい河川とその沖積平野を選

定してし¥く。
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各河川の自然条件に注目すると、列挙した河川の多くは、中部地方の山岳地帯にその本

流や大きな支流の水源を持ち、流量が多く、かっ土砂の堆積量の多い河川である。これら

河川は、増水時に破壊的な水流となって河道を流れ下るため、一般的に制御が困難で、流

域で展開される社会経済活動は、常に水害の危険と隣り合わせであった。土砂堆積量の程

度は、下流域の自然条件や、そこに暮らす人々の土地利用を決定付ける口そこで、東海道

に沿ったいくつかの河川について、統計等を利用して自然条件の予察的な検討を行った。

沖積平野では、後背湿地の農業的土地利用は水田となることが多く、土砂の堆積によって

できた自然堤防などは畑となることが一般的である凡それゆえ、土砂堆積の特徴を示す、

水田と畑の比率を比較するための一覧表を作成した(序-1表)。以下、その内容から明ら

かになる点を論述してみよう。

本表の作成に当たり使用した統計は、大規模な農地の改変が見られず、伝統的な土地利

用形態が残存していたと考えられる昭和 25年の農林業センサスに記載された農地面積であ

る。ここで注目されるのは、天竜)11下流域での田畑の面積比率であり、水田 51に対して、

畑 49と、ほぼ 1対 1の割合となっている。他の河川では、日本有数の急流といわれる富士

) 11で 66対 34であり、その程度はほぼ 2対 1となっている。また、多くの輪中を有し、自

然堤防が卓越することで有名な木曽川、長良川、揖斐川の流れる濃尾平野中西部でさえも、

その比率は 84対 16である。

序-1表向J11下流域平野における水田と畑の割合

河川名および当該[z間
当該区間向

ハi延長
田畑面積 田畑比率

(km) 水田(町) 焔(町〉 水田:畑

甲府盆地(笛吹・釜無・荒}11) 36.4 4，731 2，823 63:37 
富士)11 6.6 1，677 863 66:34 
大井川 18.6 6.201 675 90: 10 
天竜川 24.2 3.578 3，371 51 :49 
矢作}11 30.2 13，604 4.764 74:26 
木曽J11左岸 38.6 6，970 1，883 79:21 
木曽・揖斐・長良}I1 ~輪中(東海道本線以南) 36.0 13.560 2，584 84: 16 
琵琶湖東岸(日野・野洲}11) 17.1 3.446 271 93:7 
淀川(I日巨椋池~門真) 34.6 5，359 558 91 : 9 

U1950年世界農林業センサス市町村別統計書jより作成)
1)範囲の設定、河川延長の算出は、当該地域の20万分のl地勢図、 5万分のl地形図を用いた。

その方法は、 5万分のl地形図より沖積平野を50%以上領域として含む市町村を抜き出し、

センサスに記載された当該市町村の田畑面積を合計したものを、当該何J11の沖積平野田畑
面積とした。



このように、一般的な河川下流域での農業的土地利用は、水田の比率が高く、畑の比率は

低い傾向にあり、水田での稲作を中心とし、そこに畑作物の生産が加わるという形で展開

されていたことが明らかである。しかし、天竜)11ではその比率がほぼ 1対 1となり、他の

河川|に比べて畑の面積が特に大きい。このことは、天竜川下流域を取り巻く地形的特徴が

大きく影響している口天竜川は、二俣市街から半島状に西に突き出す鳥羽山にさえぎられ

て蛇行し、さらにその南で、赤佐の椎ヶ脇神社の所在する標高 70m程の山に行く手をさえぎ

られて、東向きに谷口を形成している。それ以南の平野は東側を磐田原台地に、西南方向

を三方原台地に挟まれており、南北 25km、東西の幅は最大で 7'"'-'8kmの規模を有している

(序-1図)。この東西の台地の存在が天竜川の氾濫原を限定させるため、後背湿地の発達

が見られず、流れてきた土砂はすべて平野上に堆積を繰り返すこととなる。このことは地

形分類図 10)からも明らかであり、平野は網目状の乱流路と自然堤防からなる自然的特徴が

形成された(序-2図)。

天竜)11は、このような自然条件の沖積平野を 20km以上にわたって流れ下るという、東

海道に沿った河川群の中でも治水対策の特に困難な河川のーっという特徴が指摘できる。

ここに、本研究の事例とする、天竜)11下流域の重要性が認識されることとなる。

3)天竜川下流域の地域構造

河)11とそこに展開される人間活動との関係のうち、特に河川の氾濫原への永続的な居住

と耕地化を行おうとする場合、土木技術が未発達の時代には、水害を克服することは極め

て国難であった。本研究が事例とする天竜)11下流域においてもそれは同様であり、自然条

件にし 1かに対応していくかが、社会経済活動を持続する上で重要な条件となっていた。そ

れゆえ、天竜)11下流域で展開される社会経済活動は、水害を「前提Jあるいは「考慮J し

た上で成り立つものであったといえる。

そして、その「前提Jは、いくつかの特徴的な要素から成り立ち、それらが相互に関連

することによって、「地域構造Jを形成していたと考えられる。本節では、天竜J11下流域に

おいて社会経済活動が持続し得た要素を抽出し、それらの連関について論じてみたい。と

ころで、水害の発生自体は、降雨の状況と密接に関わっている。それゆえ、水害常襲地域と

いえども、気象条件によっては大きな洪水が見られず、従って水害が発生しない場合も存

在する。季節性に注目した場合、天竜)11が大きな増水をみるのは夏から秋にかけてであり、

冬から春にかけてはその被害に遭うことはほとんどないD また、数年間の長期的なスパン

で見た場合にも、急激な降雨量の増加をもたらす長雨や台風の通過が少なかった場合は、

年間を通しでも水害に遭わない年が存在することになる。この水害時に対して「平時」と
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序-1図研究対象地域
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序-2図天竜川下流域の地形分類

(門村 1965による)
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表現しうる、水害に被災しない期間は、いずれかの時に水害が発生して以降、どれほど持

続するかはわからないとはいえ、次の水害に遭遇するまでの問、この地域に安定した社会

経済活動の基盤を提供することとなる。水害常襲地域とは、このいつまで続くかわからな

い「平時j と、いつかは発生する「水害時」との両面を併せ持つ地域なので、ある。しかも、

水害を克服できない時代においては、平時の社会経済活動そのものが水害を「前提j とす

ることを余儀なくされていた。

この重層性を考慮に入れて、天竜)11下流域の地域構造を構成する要素を取り上げる。た

だしここでは、複雑な両者の関係を捉えやすくするため水害時、平時の要素を個別に説明

した後、それらがし¥かに関連しているのかを論述していく。

水害を「前提j にしている地域の特徴は、まず景観的特徴から見出すことができ、それら

は関わる主体の違し¥から三段階の空間的な広がりを持っている口このうち、最も広範囲な

ものが治水施設として存在する堤防であり、これにより「右岸J、「左岸j といった f沿岸J

が限定されるとともに、そこに堤防を介した運命共同体を形成する。例えば、右岸の堤防

のうち、最も上流に近い部分が決壊した場合には、洪水流はその周辺部だけではなく、右

岸全域にまで広がる危険をもはらんでいるのである。第二の段階としては集落の立地があ

り、とくに天竜)11下流域では、中チ1'[状に存在する自然堤防上に「集居村」の形で現れる G

これら集落の立地は、堤防が決壊したり洪水流が堤防を乗り越えてきた際の水害を、最小

限に押さえることを意図しているのである。そして第 3の段階として、居住者偲々のレベ

ルでの土地利用が挙げられる。とくに、農業的土地利用をみた場合、自然堤防上の畑、乱

流路の水田というように、自然条件と土地利用とが対応しているのである。

しかも、天竜)11の氾濫原は、全域で同じ自然条件を有しているため、主要な流路との距

離に関係なく、等しくこのような景観が形成されたと考えられる。

一方で水害を前提として形成された景観的特徴それ自体も、水害によって幾度も破壊さ

れ、そのたびに土地の再開発が行われてきた。すなわち、これらの景観は、ある段階で画

定されたものをいうのではなく、何度も繰り返されてきた水害の上に成り立つものである。

それゆえ、水害発生時の避難の状況や、その後に行われる土地の復旧作業も、景観形成と

密接に関連している。また、水害の予防を呂的としたり、被災後の混乱を最小限にするた

めの社会組織も機能していたD その一つが水防組合で、あり、天竜川下流域では堤防の保護

を目的に流域の村々によって組織され、増水時には堤防の防御を、平時においても損傷し

た堤防や水制工の維持補修を行っていたc また、支配属である領主への嘆願や、被災しな

かった地域との関連、いわゆる、人的・物的支援の体制も、水害後一定の期間にのみ機能

する地域間関係として捉えられる。
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これらが、繰り返される水害の発生によって形成されてきた、水害を前提として機能し

ている地域の構成要素である。

つぎに、これらを平時の視点から捉えなおしてみよう。水害時に氾濫原に堆積する肥沃

な土砂の供給により、天竜)11下流域は潜在的な土地生産性の高さを有している。それゆえ

農業生産は、土地を基盤にした社会経済活動の中心に位置づけられるものであったが、こ

の基盤そのものが「安定Jしたものではなく、水害に制約されて「不安定Jに存在してい

ることが最大の特徴である。一方で、乱流路上を利用する水田は常に浸水の危険があるた

め、天竜)11下流域では畑の利用が重要であった。その際、主に栽培されたのは綿、読菜な

どであり、これら商品作物の流通を通じて、平時の天竜)11下流域における経済活動の展開

を導くことが可能である。

以上の諸要素が関連することにより、土木技術が未発達で、人々の自然条件への働きかけ

が水害を克服するには至っていない水害を前提としていた時代、すなわち、「水害頻発期J

の地域構造が成り立っていたと考えられる。他方で本研究では、この水害頻発期だけで、な

く、それが近代の土木技術により水害を克服できるようになった時代に至り、その構造が

いかに変化していったのかを検討することまでを考察の視野に入れている。そこで、この

「水害減少期j として捉えられる明治時代以降の天竜川下流域についても、地域構造を構

成する要素を明らかにする必要があろう。地域構造の変容過程そのものは本論において検

討することとし、ここでは構成要素のうち特に筆者が重要と考えるものについて論じてみ

たい。

まず、水害がもはや「存在しなしリものへと近づいた時期にあっても、堤防、集落立地、

土地利用の形態に大きな変化はみられない。これは、引き続き下流域の自然条件を基盤と

して、社会経済活動が行われているからである。しかしながら、新たに築造された堅固な

堤防の完成は、破堤や損傷を前提としておらず、水害からの復旧頻度や水防組合にかかる

負担が、それまでよりも少なくなるであろうことは容易に想像できる。しかも、この堤防

によって主要な流路が固定され、他方では大都市の需要が増加したことも重なり、天竜川

では、それまで以上に輸送路としての重要性が高まった。そして、それは特に筏流しによ

る材木流通の形で特徴的となった。

これらの諸要素から天竜川下流域の地域構造を論じていくが、このうち水害頻発期で、は、

主として景観形成の歴史的展開と土地利用、水害の状況と復旧の過程、農業生産、そして

ボ防組合組織を取り上げる。そして、水害減少期としては、農業生産、材木流通、水害の

状況と水防組合組織を取り上げる。それぞれに共通するものと、しないものが存在するが、

例えば水害頻発期にのみ取り上げる景観形成の歴史的展開の場合、水害減少期においても
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景観は維持され、それを基盤として社会経済活動が継続しているためである。それゆえ、

同じ特徴や機能のまま推移している構成要素については検討の対象としていなし、。むしろ、

両者に存在する要素を比較し、水害の減少による地域構造の変容を明らかにすることが、

本研究の自的に即していることは、これまでの論述からも明らかであろう。

以上の検討は、本稿で、は第E章以下で論じることとし、次節では、本研究が取り上げる

河川研究に関する既存の成果を概括しながら、課題を明らかにしていくとともに、本研究

の意義を位置づけてみたい。

3河川研究と本研究の意義

1 )近代技術の受容

地域構造の変容をもたらした要因のーっとして、治水技術の近代化の存在がある。

河川工学の立場から、大熊 12)は技術の近代化が治水に果たした意味を、以下のように順

序だてて論じた。すなわち、治水の進展は、土木技術の発展、河川|環境の認識、技術の担

い手、という 3つが関連していることを指摘し、水害を克服し河川を制御するに至る現在

までの歴史的展開を紐解くことが、治水史で、あるとした。具体的には、土木技術の発展は、

「自然に対して受け身Jの技術から、やがて「自然と調和する j 技術へと移り、最後には

「自然を征服する」、 3つの段階を経て、今日に至ることが論じられた口そして、これらを

実行に移す技術の担い手にも 3つの段階が存在しており、それらは為政者がその河川をど

う扱うかという「公共的段階J、流域住民が地域をどう守るかという「共同体的段階J、そ

して、自分や家族の生命と財産をし、かに守るかという「私的段階Jの3つを示している。

一方で、各河川の性質の違いと同様に、同一河川であっても、例えば谷口の扇状地と最

下流部の三角州地帯とでは、自然条件が異なっている。大熊はそれらに対して、多様性を

発揮しながら推移してきた技術力と、それを受容してきた過程の解明こそが河川工学的観

点の意義であるとし、先に示した 3つの指標を観点として、江戸時代から現代までの利根

川治水に関する論考を発表している 13)。そして、複雑に絡み合った乱流路などの自然条件

と、治水・利水工事を実行する技術力の進歩という 2つをキーワードとして、為政者が利

根川をどのように利用し、関東平野全体の中にどう組み込もうとしていたのかを明らかに

した。利根川ほど、人為的な改変が断続的に行われた河川は他に例がないため、大熊はい

わば河川!工学における、「技術の襟木j のような河川として位置づけた。

河川が形成した自然条件と、その上で展開される人々の暮らしとの関連を指摘したもの

としては、小出 14)の研究が上げられる。小出は、河)11流域の地質をはじめとする自然条件
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や、河)11の傾斜を元に算出される河況係数の相違によって、f{可床Jにいくつかの特徴が現

れることを、日本の数多くの大河川の比較を通して明らかにした。そして、下流域に形成

される沖積平野を、「比較的広いrlJ高をゆったりと流れる河川IJ と、「土砂供給が多く、絹呂

状に乱流しながら沖積平野を形成する河川IJの二つに大きく分類した。また、沖積平野の

規模によっては、扇状地的な特徴を持つ谷口周辺、乱流路を形成する中央部、そして、ゆ

ったり流れる最下流部というような性質の違いがあることも示した。小出の考察の優れて

いる点は、この河床の違いによって、そこに展開される人文地理的事象に相違が生じるこ

とを予察的に明らかにしている点である。小出の指摘する「土砂の供給量が多く、網目状

に乱流しながら沖積平野を形成する河川IJは、本研究で扱う天童川や、そのほか東海道線

が横切る多くの河川!と共通する特徴として位置づけられる。

2)災害史的視点

治水史研究では、大熊の研究を至高とし、他の河川に関する研A究も、この視座の上に成

り立っているといってよい。これとは55IJの視点から水害を論じたものとしては、自然災害

そのものの研究が挙げられる 15)。これらは、地震、火山噴火、そのほか気象などに起因す

る災害について、その人的被害の把握を目的とするものであり、水害も気象災害のーっと

して位置づけられている。災害研究では、ある特定の災害で発生した被害状況の詳細な復

原や、その災害によってもたらされた経済活動の停滞が、社会にどのような影響を与えて

いたかといったことが分析される。被災範囲や社会的影響の範囲を空間的に解明する手法

は、本研究にも共通するものである。

しかし、災害史研究では、発生した被害という、いわば「負j の側面を明らかにするこ

とを主眼としているため、「なぜ、災害に繰り返し遭遇することを認識しつつも、その場所

で社会経済活動が引き続き展開されるのかJという疑問に答えるには、これとは異なった

研究手法や概念、に照らし合わせる必要が生じる。そしてそれには、自然災害が頻発する地

域においても、災害のおこっていない、いわゆる「平時j の生活が存在するのであり、「災

害時j と「平時Jという両面に注目することで初めて地域構造の把握が可能となる。

また、これに関連し、過去に発生した様々な災害を人々がどう認識し、それを普段の生

活に取り入れているかという研究が、民俗学などを中心に存在している。笹本 16) はそれら

を「災害文化史Jととらえ、歴史的災害の痕跡が、地域の文化的事象の中に様々な形で存

在していることを示した。三陸地方における津波の伝承や、木曽地方における地すべり跡

を示す「蛇Jや「抜j地名の存在、あるいは、様々な災害を記録した慰霊碑の存在などが、

災害の痕跡を文化として捉える指標であるとしている。
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ところで、災害の中でも特に水害は、火山活動や地震などと比べて発生する頻度が短め

て高く、しかも直接的な被害にあう範囲を、常におおよそ特定できるという特徴がある。

この、いわば常習化した災害をどう捉えるかという課題は、長年にわたり地理学の分野か

らも研究が行われてきた。水害常襲地域における過去の水害は、それを後年まで記憶に留

めるための「記念碑j的な痕跡としてではなく、その被害想定範囲が常に水害を考慮に入

れた形で存在している。これらは、地域の土地利用の状況や、社会組織の展開の中からそ

の f痕跡Jを見出すことが必要となる。

3)地理学的視点

地理学における河川研究は、自然地理学、人文地理学の両面において、古くからの課題

として位置づけられてきた。ここでは、地質や地形など、自然地理学の専門知識を必要と

する分野については検討を省略するが、これまでの研究史を踏まえつつ残された課題を抽

出してみよう。

地形学で取り上げられる沖積平野の中の微地形を示す用語である自然堤防単体を、初め

て各地の事例を交えて体系的に考察したものとしては、縫瀬 17) の研究が挙げられる。この

中では空中写真の判読や、 25cm""1m間隔の等高線を用いて作成された超大縮尺の実視Ij図

を活用し、現地調査を組み合わせて、高さ数メートルほどの平野上の高まりである自然堤

防の実例を数多く挙げている。そ して、仙台平野、越後平野、埼玉低地帯といった面積の

大きい沖積平野と、河川の狭窄部を取り上げ、堆積物、集落立地、交通線、土地利用の関

連から、それぞれの場所に形成される自然堤防の特徴を明らかにした。この研究では、事

例として明らかにした各河川の実態から、自然堤防を類型化する検討を行っている。しか

し、縫瀬の主眼は、大縮尺地図の判読や現地調査を通して「どこに自然堤防が存在してい

るかj としづ対象の検出にあり、そこに暮らす人々の河川!とのかかわりや、自然条件への

働きかけに関する検討は、「自然堤防を見つける手がかりの一つ」として取り上げられるに

とどまっている。一方で「人間の生活舞台としてJの自然堤防は、その種別・類型差、地

域差、個別差が強く影響しており、自然災害 すなわち水害との関連では、河川氾濫原上

に存在する危険性に言及している。

これら個別性は、小出の観点にもつながるものであり、河川下流域の自然条件がいかに

形成され、その影響下で進展していく開発の傾向が、どのように決定付けられていくのか

を明確に示すものであるといえる。

一方、人文地理学的な視点に立った研究カ瓦ら、藤井・渡辺 18) は、地主・小作関係を手が

かりに「水害抵抗性j という概念を導き出した。この研究は、水害をある特定の年次に発
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生した被害としてとらえるのではなく、幾度も繰り返される水害に対して、そこに居住す

る人々が生業活動を持続しうる社会構造を総合的に捉える必要性を論じている。

これに対する事例として、一つの水害常襲地域を多面的に分析した研究も数多く存在す

る 19)。このうち、最も著名なものとしては、輪中地域の研究が挙げられよう。輪中研究は、

人文地理的な研究手法により、その分析の主眼を「景観」においていることを特徴として

いる。輪中景観は岐阜県と愛知県を中心とした、木曽川・長良)11・揖斐川の通称「木曽三

) 11 J合流地帯にひろがる景観である。江戸時代初期に木曽川のうち尾張藩への氾滋被害を

防ぐベく左岸の堤防を強固に構築して以降、水害は右岸を中心に発生することとなった。

流域住民は、沖積平野上を新たな農地開発の場としたが、その結果洪水の遊水地となる面

積が減少したため、輪中が発達したとされる。堤防で因われた「輪中Jでは、その中に居

住する人々は運命共同体であり、輪中形成に至る経緯を明らかにするためには、地域の自

然条件の検討や、その時代ごとの治水政策、そして、各輪中において展開された水利慣行

や堤防の維持など、社会環境にまで視点を広げた複合的な検討が必要である。またこのこ

とは、前述した大熊の示した治水史における 3つの段階にも関連している。

輪中は、第二次世界大戦前からの研究蓄積を持つが 20)、このうち、自然条件から社会組

織までを分析した安藤 21)の研究が多くの示唆を与えている。このほかに『本阿弥輪中 22)~ 

など、一つの輪中に限定し、その開発過程から農業生産の実態まで詳細に分析を試みた研

究や、水田の高畝利用 23)など、輪中の特徴の一つを限定的に分析した研究も存在している。

水害から地域を守るという点に注目すると、河川流域には、その目的に特化した機能集

団である、「水防組合Jの研究が挙げられる 24)。内田は、全国の水防組合を指標に、河川ご

との自然環境によって住民の利害関係が決定付けられ、そのことが水防活動設立の動機や

活動形態の違いとなって現れることを示した。そして、水防組合の活動基盤となる負担金

の分析から、 7K~方組合活動によって最も恩恵、を受ける場所、すなわち、堤防に至近で、あっ

たり、遊水地の周辺地区などに賦課の割合を高く設定した「受益者負担」の構造によって

成り立っていることを示した。

また、内田はこれまで研究が備りがちであった大河川流域だけではなく、国やj系の主導

が見込めず、それゆえ大きな予算規模の河川改修工事が行われなかった中小河川の治水事

業に注目し、その中心に水防組合が存在していたことを明らかにした 25)。これら一連のJ冴

究は、水防組合の規約類の分析を中心とした園内河川の比較研究であるため、内田自身が

指摘しているように、組合の担い手や、地域の成り立ちとの関係までには言及されていな

。
、、i

v
 

本研究においても、検討の中心となる天竜川下流域の水防組合は、天保 3年(1832) の
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結成以来、地域の治水に関する様々な活動の中心となってきた。 7K防組合の担い手はそこ

に居住する住民達であり、夏から秋にかけての河川増水期は、農繁期にも相当するため、

これらの労働力をし 1カュにして調達可能としたのかという疑問にも答える必要が生じよう。

このような水害に関連した機能集団の活動が、日々の暮らしとどのように関連し、意味づ、

けられるのかを検討するためにも、本研究の目指す水害常襲地域の地域構造の解明が有効

であると考える。

一方でこのような地域構造の解明を目的とする場合、下流域だけでなく、河川流域全体

の地域間関係からの視点も重要である。このうち、一般的に河川の上流域に相当する山村

研究は、高度や日照、平地の少なさに依拠する農業生産性の低さといった、平野部に比較

して条件不利な要素を持つことを前提に、集落地理学や社会地理学の分野から研究が行わ

れてきた 26)口なかでも、山村の地域経済的側面に注目した諸分野では、山村の存立基盤と

して最も重要であった林業に注目し、その先進地域であった奈良県吉野地方や長野県木曽

地方などを事例に、主として林業経営を中心とした分析がなされてきたが。地理学の視点

から林業地域を捉えなおした藤田 28) は、天然林の採取林業から育成林業への転換期や、そ

の地域性に注目し、全国の林業地域の形成過程を論じた。材木の再生産を目的とし、高iJ次

的に治山につながる育成林業の展開は、河川の上流域、下流域を一つの機能地域として捉

える重要な視点である。また、材木が河川を介して上流から下流に輸送されることに付随

する、人や資金の動きも検討されており、上流域に立脚点を置いて、下流域との関係を論

じた研究として興味深い口

天竜J11は、諏訪湖から伊那谷にかけての上流部が、河岸段丘の発達した比較的平坦な中

を流下する。一般的な河川の上流部、すなわち「山村Jに相当するのは天竜峡以南の中流

部を意味する。材木流通の展開は、大塚 29)が浜松市外の工業化の過程で重要な要因として

指摘したように、上・下流域を結びつける重要な存在として位置づけられる。しかし、こ

れまでの天竜J11中流域に関する研究は、林業経営や、その前段階の土地利用のあり方を検

討したものであり、下流域との関係は、材木輸送を通じた河口港、 j語、;塚との関係、から言及

されるにとどまっている 30)。

このように地域構造は、河川下流域内のみに完結しない場合も視野に入れて検討される

べきであるが、これに関してはこれまで地理学が多くの考察を加えてきたとは言いがたい。

それゆえ本稿で検討する地域構造は、中流域の存在も視野に入れたものとなっている。
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4 本研究の構成

水害常襲地域の社会構造の変容を明らかにするため、天竜川下流域を事例として検討を

行う視座とその意義は、前節までに述べたとおりである。ここでは、各章において検討す

る内容と使用する史料、その他本研究が使用する用語や、統一事項などについて記載した

。
、、、hv

本研究の構成は、以下のようになっている。

第 l章において、天竜)11は過去にどれほどの頻度で、水害を繰り返してきたのかを、年表

の作成を通して明らかにする。その中から、被害が確認できる地点に注自し、その頻度と

被害程度の大小に注目する。また、それらを経年的に追うことで、時代によって被害に頻

繁に遭う地点が変化していくことを指摘し、当時の社会経済状況とし 1カュに関連しているの

かを跡付ける。そのことから水害年表を元に天竜)11下流域で、の水害の発生傾向を 3期に分

類し、それぞれの時代的特徴について言及してし、く。

第 2章では、水害頻発期として、江戸時代を中心とする天竜)I1下流域の地域構造を明ら

かにしてし¥く口天竜)11下流域においては、江戸時代初期が自然条件に対応しつつ人々が氾

濫原を開発していく発展期であった。そのことを示す当時の絵図類から、自然条件に対応

した景観形成の過程と土地利用、水害の状況と復!日の過程を明らかにする。そして、それ

ら景観的特徴を有する天竜)11下流域において展開されていた農業生産のうち、とくに畑で

の綿作とその流通の特徴を明らかにする。一方で、この地域では流域住民の手によって天

竜)11の治水も行われ、それにはいくつかの重層的な活動が含まれていた。このことを明ら

かにするため、天竜)11の洪水に対処する機能集団である、水防組合の役割に注目し、脆弱

であるがゆえに頻繁に行われた堤防修復作業に注目する。そして、景観、被害と復旧、農

業、水防活動を通した住民の生業活動と水害とのせめぎ合いを、水害頻発期における天竜

) 11下流域の地域構造として捉える。

第 3章では、前章において明らかにした地域構造を変容させる最大の要因とみられる、

明治中期の内務省直結による堤防工事を取り上げる。明治時代初期より欧米から移入され

た、河川を制御する土木技術、すなわち、近代的治水技術とはどのようなものであったの

かについて、地域の実態、に即して明らかにする。

天竜)11での河川改修工事は、全長 20数キロメートノレと南北に長い下流域を、いくつもの

「工区Jに分割して段階的に行われていった。これは特に水害の危険の大きい地点から優

先的に河川改修を進めたことと、限られた予算の中で改修を進めていったことが関係して

いる。そして、工事資材、現場の工事を統括する立場にあった人物や組織に注目し、河川

改修工事がどのような過程を経て、実際の現場が機能していったのかということを明らか
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にする。

工事の進捗中にあっても、天竜川|の増水時や、それにより損傷した堤防補修は、江戸時

代以来の水防組合によって防禦の活動が行われていた。それゆえ、水害頻発期、水害減少

期とを分割する画期に相当するこの第 3章においても、水防組合活動の分析は、地域構造

の変容に至るまでの、いわば「過渡期Jの天竜J11下流域を知る手がかりとなる。本章では、

この水防組合が作成した、工事や水防活動に関する帳簿などを分析し、その実態を解明し

ていく。

他方で、この工事は水害の完全な除去のためには不可欠な、輪中の解消などを行ってお

らず、第二次改修工事に向けた要望が下流域の中で大きくなってい くことになる。それら

を取りまとめた人物に、天竜川東縁水防組合長を務めた大橋頼模がおり、彼の残した日記

を元に、地域と中央政府とがし 1かに結びつけられていくのかについて言及する。

第 4章では、内務省直轄河川工事の終了後、水害が著しく減少した天竜J11下流域の地域

構造について言及する。そのために、ここでは、まず疏菜栽培から高度な施設慰芸導入へ

と変貌した農業生産の実態に注目する。そして、この地域の農業的発展を牽引した「丸浜

温室園芸組合Jの関係資料を用い、農業組織の展開から天竜川下流域を捉える。

続いて、天竜川を「輸送路」として使用する材木流通について言及する。材木流通は、

天竜川中流域の山間部で切り出された材木を筏に組み、下流部まで流すことによって成り

立っていた。天竜)11では、江戸時代にはすでにこのような材木流通体系が存在し、材木は

河口に位置する掛塚湊で船に積み替えられ、主として江戸の木場に向かつて出荷された。

明治 22年 (1889) に東海道本線が全通し、輸送手段の「近代化j がなされて以降、筏の水

揚げ地点は鉄道橋周辺に集積し、取り扱う材木量も急憎してし¥く。この材木流通の発展は、

明治中期以降、天竜)11を「輸送路J とする重要性が高ま ったこと を示すものであり、治水

だけではない河川利用の側面からも、地域の特徴を明らかにし得る。

そのための手段として、木稿では従来までの林業研究とは異なり、筏に組む前に増水と

ともに発生する「流出材Jの存在とその取り扱いに注目する。天竜川下流域では、この増

加する流出材を収拾し、再び正規の流通経路に戻すために、流域沿岸III了村が協力していたロ

また、材木は伐採からi輸送、そして最終消費地での販売に至るまでに様々な権利関係が

生じる。これらは順調に輸送されることを前提としているため、流出材木にもさまざまな

権利が生じ、材木流通を取り仕切っていた天竜川材木商同業組合はその差配のために様々

な帳簿類を残している。本研究では、これらを分析することにより、流出材木の実態を抱

握し、流域町村との関係を明らかに してし 1くD そして、本来は材木流通に関連する諸産業

とは無関係である、下流域住民の流出材木への関与を、地域の近代化そのものを象徴する
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現象として捉える。

そして、本章の最後において、明治 44年(1911)に発生した水害の状況と、その際の水

防組合の活動について言及する。天竜川下流域では、明治 31年(1898)に終了した河川改

修工事の後、しばらくは河床の安定状態が続いた後、明治 44年(1911)に大規模な水害に

襲われることとなる。その際、決壊箇所から堤内地への洪水流の侵入を食い止めるために

行われた、堤防の応急工事の状況を、 7k防組合の活動記録を元に検討を行う。そして、農

業生産、材木流通、水害の状況と水防組合組織のあり方を、水害減少期の地域構造と位置

づける口

本研究で、は水害減少期の時代区分を明治末期、すなわち、明治 44年水害を中心に検討し

ており、それ以降の地域の状況については言及していない。明治 44年水害を契機に開始さ

れた内務省直轄による第 2次天竜川改修工事では、完全な高水工法によって施工された。

それ以降、天竜川下流域において堤防の損傷が発生したのは、大正 9年 (1920)に1回と、

昭和 20年に 1回の、計 2回のみである。しかも、昭和 20年の堤防決壊は、堤防の斜面に

防空壕を掘ったことによる完全な「人災Jであった。このように、明治 44年水害が、この

地域での社会構造の変容を表す事例として最も適当であると考えるが、資料の制約や、社

会構造の変容をより鮮明にf苗き出すために、農業の実態に関しては昭和初期までを考察の

対象としてし¥く。

また、第 I章で検討する水害の増減傾向を検討する上で、は、門村によって示された地形

の地域区分 31)を参考にしている(序-3図)。この図においては、平野の地形的な特徴を 4

つに区分し、それらの境界となる等高線とともに明らかにしている。本研究では、北から

jI慎に「扇状地性地域j を「北部j、「自然堤防帯地帯Jを「中央部」、「三角州、|性扇状地」と

「海岸低地(砂州・砂丘)Jの区分を一括し「南部」としている。
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序-3図天竜川下流域の地形地域区分

(門村 1965を加筆して作成)
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序章 注記

1)増水時における河川の最大流量をあらかじめ算出した上で、その計画童;の放水に見合う連続堤防を

構築し、堤内地への溢流を紡ぐ治水方法。

2)①中野尊正(1956)W日本の平野よ古今書説、②大矢雅彦(1993)W河川地理学よ古今書院。

3) 神立春樹(1985) 産業革命と地域社会、歴史学研究会・日本史研究会編『講座日本歴史近代 2~、東

京大学出版会、 121'"'"'165ページ。
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9)①斉藤享治(1988)W日本の扇状地』、古今書説、②箆瀬良明(1990)W自然堤防の諾類型一河岸平

野と水害-~、古今書院。

10)門村浩(1965)航空写真による軟弱地盤の判読-第 l報一、写真測量 4-4、65'"'-'78ページ。

11)①佐久間町編・発行(1982)W佐久間町史(下)j、②村瀬典章 (1992)天竜)11における樽木の)11下

げと通船、地方史研究 42-4、54'"'"'59ページ。

12)大熊孝編(1994)W) 11を制した近代技術:叢書近代日本の技術と社会よ平凡社。

13)大熊孝(1981)W利根川治水の変遷と水害』、東京大学出版会。

14)前掲 8)。

15)①菊池万雄(1986)W日本の歴史災害一明治編-j、古今書段、②大八木規夫(1991)自然災害とそ

の研究史、地学雑誌 100、79'"'"'92ページ。

16)笹木正治(2003)W災害文化史の研究よ高志書院。
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18) 藤井泰介・渡辺操 (1956) 常習水害地における農業の変貌、地理学評論 29-10 、 64~66o
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22)松原義継(1977)W本阿弥輪中ふ二宮書)苫。

23)①元木靖(1997)日本における滞水性低地の開発ークリーク水田地域の比較歴史地理学序説一、

歴史地理学 39-L 18'"'"'35ページ、②有蕗正一郎(1997)低湿地水田における冬季高II珪の研究、歴史

地理学 39-1、36'"'"'52ページ。

24)内田和子(1994)W近代日本の水害地域社会史よ古今書院。

19 
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第I章天竜JlI下流域の水害史

1天竜川下流域における水害とその頻度

1 ) r水害年表jの分類方法

天竜川では、過去にどれだ、けの洪水被害が発生していたのであろうか。本章では、その回数や

頻度を把握した上で、被害地点の判明する個所について微地形を中心とした自然条件との関連

を考察する。そして、洪水や被害の発生地点を、右岸、左岸、平野北部、南部とし1った「区域jの

中に位置づけ、それらが時代ご、とにどのような特徴をもっていたのかについて言及し、天竜川の

水害史としての全体像を明らかにしていくことを意図する口

天竜川の洪水やその被害を把握するために、年表を作成した(第 1-1表)。作成にあたって

は、天竜川で、の増水が何らかの形で、記録として残っていることを前提としている。そして、洪水の

発生した年月日、堤防の決壊や浸水範囲といった被害の具体例や場所が特定される場合は、そ

の地名や被害程度を示した。月日は、史料に記載されたものをそのまま使用しており、明治 5年

(1872)までは旧暦によっている。被害程度のうち、堤防の損傷・決壊が明らかな場合には「破堤」

とし、他と区別した。そして、破堤地点とその規模が判明する場合には、村名と破堤した長さをメ

ートノレ換算で、示した。村名は、明治 22年(1889)の市町村制施行以前の場合で、あっても、下流域

のどのあたりなのかを明確にするため、括弧の中に行政村名を入れた口

被害程度では、このほかに「増水J、「地震jを分類した。「増水jは、破堤被害の有無が不明な

ものを示した。そのため、史料によっては流域に被害が確認で、きても、どこが破堤したのか判明し

ない場合は、すべて「増水Jとしたo i地震Jは、いわゆる「海溝型jの巨大地震が百年、二百年を周

期として発生する東海地方であるため、時として大きな揺れに見舞われている口その際、堤防が

崩れることがあり、これは水害の頻度と比べて発生回数は極めて少なし¥ものの、堤防破堤の遠因

になっている場合もあるため、年表に記した。

また、水害への対応として、同じ時系列の中に「治水工事Jとしづ欄を設けた。この欄は、特定の

水害に対応する工事だけではなく、利水、治水に関する様々な工事が行われた場合にはここに

記してある。例えば、下流域で、の用水が完成した年や、為政者が新たな政策を展開した持、ある

いは天竜川流域から治水の機運が盛り上がり、それらをまとめた陳情を当時の為政者に行ってい

ることが明確である場合には、この欄に明記した。このことにより、実行された政策、普請・工事が、

それ以前に発生した水害とし、かに関連しているかということも明らかとなろう。

以上のような分類から水害史の中に認められる特徴的な事象を抽出し、当時の社会状況と照

らし合わせながら検討-を行いたい。
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2)開発初段階の天竜JII下流域

一般的にf洪水J、「増水jというのは、主に降雨と関連して河川がひき起こす自然現象である。

それが「水害Jになるのは、河川に対して人間が何かしらの介在を行っているからであり、仮に天

竜)11下流域の沖積平野全域が湛水するような大洪水が起こったとしても、そこに人の居住や、土

地の利用がなければ「水害jとはならない。そのことを考慮に入れて、年表の初めの方、すなわち、

古い時代からさかのぼってみよう。天竜)11での最古の水害記録は大宝元年 (701)のものであり、

記載の内容から上流域の信濃国で発生したものらしい。天平宝字 5年 (761)には、復玉河(天竜

) 11の古代の名称)に大洪水が発生し、流域の人々を動員して堤防を修築したという内容が「続日

本紀 lJJに記載されている。これ以陣、 10世紀までの天竜)11では、水害の記録が極めて少ない。

その間にも自然現象としての洪水は何度も発生していたはずで、この頃は天竜)11の洪水が及ぶ

沖積平野の利用がほとんど進んでおらず、それゆえ被害に遭うことも極めて少なかったということ

ができよう。他方で、古代遠江の国分寺は天竜川左岸の磐田原台地上に存在していた 2)。当時

の行政の中心地は、天竜)11を避けて存在していたのである。

中世には、現在の池田を中心とする下流域の沖積平野に、松尾神社領の荘園が存在していた

3)。この頃から沖積平野の開発や居住が展開していたのであろうが、この荘園の洪水被害となると、

記録に残されていなし10天竜)11の洪水被害が頻繁に記録されるようになるのは、戦国時代末期

から江戸時代初期になるのを待たねばならない口この頃特筆される出来事としては、被害とは直

接関係しないが、天王元年(1573)から始まったとされる寺谷用水の開削があげられるC このことは、

天竜川の沖積平野に開墾が進み、平野の水田化が本格的に進行していったことを示すものと考

えられる。これ以降の平野の開発は、右岸・左岸、そして、平野の北部、中央部、南部ご、とに水害

頻度の高低として現れてくる。以下それに即して特徴を述べていくこととする。

江戸時代初期に注目されるのは、明暦 2年 (1656)に築堤されたとし¥われる、彦助堤の存在で、

ある。この堤防が築堤される以前にも、おそらく小規模な堤防が周辺の自然堤防を守るように配

宣されていたと考えられる。しかし、設置された水制工の規模や、それらを管理する主体、そして

堤防、水制工の材料や築堤費用などについて、堤防の利害を共にする関係村の問でなんらかの

取り決めができたのが、この 17世紀中頃であったのではなかろうか。築堤に関する詳しい内容は

後述するが、この彦助堤のある位置は地形図からも、天竜)11本流からは距離をおいた、いうなれ

ば「内堤Jや「控堤」と解される位置に存在していることがわかる(第 1-la図入すなわち、この堤

坊は、本流そのものを制御しようとするものではなく、通常の流路から滋れるような増水があった際

に、堤内(西側一帯)の部分には浸水しないように洪水をくい止めるために設置されたものと解釈

できる。 17世紀中頃の下流域右岸では、沖積平野の開発とその主たる利用は、いまだ本流に面

した地点までは到達しておらず、むしろそのような場所は遊水地的な利用がなされ、堤防などが
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C心

年 I I月日 |場所

大宝元年 1 701 

和銅2年 1 70915月20日

i霊亀元年17百i百五百
養老3年 1 719 

神亀3年 1 726112月

天平宝宇I~~， I 
5年 1 76lj7月 19日 i金玉川堤防

天慶3年 1 940 

天慶9年 I946 

建徳元年 1137018月20日

応永3年 11396 

応永13年 I1406 

文明18年 1148618月4日

明応元年1149215月29日

明応5年 1149618月 17日

明応8年 1149916月

天文13年 1154417月9日

元亀元年 1157018月21日

天王元年 1573

天王16年 1588 

1604 

長10年 160514月

7月20日

慶長11年 1606 3月28日

慶長12年 1607 8月14日

慶長 3年 1608 4月21日

慶長14年 1609 8月9日

慶長15年 16LO 5月7日

6月12日

慶長17年 1612 6月22日

9月2日

|慶長19年 1614 4月27日

5月12日

被害地点 区間

1000m 

第 1-1表天竜川下流域における水害

a被害程度!被害内容

増水 |天竜川水系最古の水害記録

増水 | 
増水 |大地震の後洪水になった

増水

増水

増水 |天平堤が残る(現、浜北市)

増水

増水

増水

地震

増水

増水

増水

増水

増水

増水

増水 |三・遠二州、|の被害甚大

洪水 |熊野御前遺物，この時流失すると伝わる

増水

増水

増水

増水

増水

増水

増水

増水

増水

増水

増水

増水

治水工事

家康この地を領地とし，御普請制度を設けて築堤を行
う。小天竜締切と右岸築堤，寺谷用水取入口と左岸築

寺谷用水完成と伝わる

角倉了以に信州、|から掛塚までの航路を見立てさせる
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元和7年

寛永2年

寛永8年

寛永13年

寛永14年

承応2年

明暦元年

明暦2年

方 治3年

寛文6年

延宝2年

延宝3年

延宝8年

天和元年

貞字3年

元禄4年

元禄6年

元禄7年

元禄11年

元禄13年

宝永2年

宝永4年

宝永5年

正徳冗年

正徳2年

6月4日

1621 

1625 

1631 

1636 9月

1637 8月7日

1653 6月6日

8月6日

1655 

1656 

1660 8月4日

1665 

1674 8月11日

1675 

1680 8月6日

1681 

1686 

1691 

1693 

1694 

1698 7月26日

1700 

1705 6月28日

1707 

1708 7月2日

1711 7月28日

1712 8月18日

4月22日

7月8日

8月9日

増水

幕府は中ノ町村に代官所を設置

気子島 増水 水損引91石

北 鹿島 増水 住行寺が流失

油一色 堤防 破堤

増水

増水

増水

彦助堤築堤

増水

油一色 川成引分が耕地の8割以上を占める

彦助堤 破堤
彼岸の中日まで、彦助堤以南に水が流れる。浜松城
下田町， 7日間家の軒まで、浸水

彦助堤復旧，両さ3m，馬踏10.8m，敷27m，蛇篭多数
で補強

北鹿島 増水 家屋流失5戸，全壊1，破損15

増水

高菌 集落流失し，石f笥218石は127石に減じる

油一色 増水 冠水被害あり

増水

油一色 新田の水害による品引， 5割

中野町)11越島 堤防 破堤
中ノ町，萱場，安間，橋~~，永田，植松まで濁流が押
し寄せる。東海道不通， J 11下住民屋根裏に10日間寝

増水 浸水被害多し

北鹿島 家屋流失17P，全半壊11戸

長森 堤防 破堤

堤防損傷 大地震あり

池田村渡方と宿方が，川除堤の状況と出しの数を代
官に報告した中に石土百工法あり

増水

増水

増水

増水

増水

増水
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正徳、5年

羊保2年

卒保3年

手保6年

享保7年

字保12年

手保13年

牟保19

元文3年

元文5年

寛保3年

延享2年

宝暦2年

主暦3年

主麿、6年

宝暦7年

宝麿8年

明和2年

明手口8年

明和9年

1715 

1717 

1718 

1721 

1722 

1727 

1728 

1734 

1738 

1740 

1743 

1745 

1752 

1753 

1756 

1757 

1758 

1765 

1771 

1772 

6月18---
24日

7月16日 寺島

八幡

8月14日

7月8日 北鹿島

飯田

寺島

八幡

安問川

8月18日 西鹿島

掛塚

7月17日

岩田村

6月

8月16---
豊岡村平松

19日

9月16日

5月2-----6
池田

日

小立野

中 i頼~J託燭島

中瀬細島

匂坂西村

8月2日

増水 未の満水， 180年来の水害

増水

増水

浸水被害

浸水被害

池田村他12ヶ村組合(し1組)は萩原源左衛門の命によ
り水防の義務を負う

増水

増水

家屋流失4戸

堤防 破堤 被害大きい

被害大きい

被害大きい

増水 氾j監

全壊1.F，半壊5戸

家屋流失多数

満水 水量3m

増水 船明の樽木留綱が切れる

彦一一一瞬幕府浜松藩叫
しだし

増参寺史料に堤防大破，死者多数

幕府は竹蛇篭の規格を径1.5"-':"'4尺から1.5-----1.7尺に

統一

村ごと流失，磐田原台地に移転

増水

堤防 破堤

8月21日まじ水田を洪水流が流れる。役人衆検分し，

御蔵米を出す

河道が変わり流失

河道が変わり流失

彦助堤，蛇篭を用い仁復旧

増水

堤防 破堤 水下27ヶ村は国役普請を陳情，取り上げられる

寺谷用水l番土入に寄洲ができ3 新堤築堤と取水口国
定の普請

」一 一
増水
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安政元年

安永2年

安永7年

安永8年

天明4年

天明5年

天明6年

寛政元年

寛政2年

寛政4年

見政5年

寛政7年

寛政10年

寛政12年

阜和冗年

文化元年

文化3年

文化4年

文化5年

文化6年

文化11年

文化12年

文化13年

8月20日

1773 6月 18日

1778 

1779 7月23日

8月3日

8月25日

1784 6月

1785 8月12日

1786 

1789 6月 18日

1790 
8月19-----
20日

1792 

1793 

1795 

1798 4月8日

1800 7月5日

1801 6月29日

8月6日

1804 

1806 

1807 10月

1808 

1809 

1814 

1815 6月27日

7月

1816 8月4日

増水

増水 被害あり。酉の満水

慶安年聞からこの頃の間に，天竜川|右岸は彦助堤を
基準に，連続堤ができあがる

増水

増水

森本村福王寺西
堤防 破堤

彦太夫下

1年で同じ堤防が二ヶ所切れる 池田村地方名主が江戸表に陳情

増水

井通村内 増水 出水被害多し

中瀬村 堤防 1450m 破堤
上島村の人家， 24戸67人流失，うち22人死亡。屋根
を切り抜き三ツ家村に漂着，船に救助される

匂坂西 堤防 破堤 付近一帯荒廃

中ノ四丁 堤防 破堤 人家流失，住人，家畜に溺死あり

増水

増水

彦助堤国役普請，菱牛，沈枠，蛇篭を使用する

小立野村 堤防 破 堤 東海道通行止まる

七l臨幸斤田 堤防 破堤 池田村水没

豊田郡34ヶ村総代，匂坂西村での国役普請を願い出

増水 上流の御樽木が大量に流出

増水

増水

増水

富田・一色 堤防 破堤

富岡村七蔵新田 堤防 破堤 西之島，森下3 宮之一色村浸水

増水

増水

一色 堤防 破堤

増水

常光 堤防 破堤

竜池八幡 堤防 破 堤 田畑の半分は荒廃

高菌 堤防 破 堤

中ノ町一色 堤防 破堤

富田 堤防 破堤

国吉 堤防 |破堤
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文化14年

文文政政85年年

文政9年

文 政10年

文政11年

文政12年

天保元年

夫{呆2年

天保3年

天保4年

天保6年

天保7年

天保8年

天保9年

天保10年

天保14年

弘化元年

弘化3年

嘉永元年

1817 

1822 

1825 

1826 

1827 

1828 

1829 

1830 

1831 

1832 

1833 

1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

1844 

1846 

1848 

匂坂西

8月 14日

10月 立野村長森
6月21---....

富岡村七蔵新田
23日

井通村森本
寸I「Ykf1筒 1ペ¥・缶

7月 16日

6月30日
匂坂中

，....._7月 l日

井通村森本
生I息?K'r'JグJ、れど， -i

宮本・堀之内

鮫島

豊西村常光

7月

3月

井通村以南

池田村

竜池村八幡

富田

中ノ町村白鳥

9月 10日 立野村長森

7月7日

5月

彦助堤箆工完成

堤防 破堤

増水

堤防 破堤 稲作皆無

堤防 破堤

堤防 545m 破堤

堤防 破堤

増水 浸水被害あり

堤防 破堤 人家流失，寺谷大拡大破

堤防 破堤

堤防 破堤 大池がじきる

土砂流入，大きな丘のようになり「一つ森Jと呼ばれる

汐除堤防 破堤 4km北まで，浸水する

去年，今年の水害で乞食となる住民多し

堤防 破堤

堤防 破堤

天保水防組結成

イ方イ曽川岡村から南へ付け替え
上小島宇枝ヶ瀬~ニツ家村上へ堤防新築， 1847年の
出水で‘破壊

堤防 破堤 家屋流失，田畑荒廃

堤防 破堤 家屋流失，田畑荒廃

堤防 110m 破堤

堤防 破堤

堤防 36m 破損 12番出から15番出

流域村々，河川工作物保護の誓約

中瀬村村役普請，川袋村自普請など定式普請の代行

あり

西鹿島村天竜川通り川除御普請

堤防 破損 寺谷用水，土砂が大量に入る

この頃の天竜川本堤，高さ4.5m，馬踏3.6'"'-'5.4m

この年国領は浜松憤領となる。定式普請から浜松播自
普請に

増水
主入樋方お役所が，浜松領内の治水事務を臨時に取り

扱う
増水
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嘉永3年

嘉永5年

嘉永7年

安政元年

安政2年

安政4年

安政5年

方延元年

文久2年

冗治元年

慶応元年

慶応3年

明治元年

1850 

1852 

1854 

1855 

1857 

1858 

1860 

1862 

1864 

1865 

1867 

1868 

7月 19"""'"'
中瀬村下小島

23日

池田村北部

十束村内

常光

末島

7月23日 富田村子安の森

7月7日 池田村

11月4日

7月27日 掛塚敷地

七l蔵新田・池田

8月20日

一貫地

6月 12日

5月 10"""'"' 右岸は白鳥など
11日 10カミ完庁

富岡村七蔵新田

掛塚江口・西堀

白，鳥

5月18日 掛塚藤木・岡間

松ノ木島

掛塚藤木・間間

5月 19日 中瀬村太平

中瀬村小島

ニ原、蔵前

竜池村両闇

高池村新堀

竜池村中蕃地

竜池村倉中瀬

飯田村新貝

堤防 破堤 一村流失，中瀬村へ借地 この出水で、大平川ができる 二斗
堤防 76m 破堤 40数日間浸水。船方の多くは船を流失

堤防 破堤

堤防 76m 破堤 家屋流失，農地浸水。面積は49町7反5畝， 40数日間

堤防 破堤

堤防 破堤

堤防 破堤 所々で堤防が大破

堤防 破堤 家屋流失

堤防 破損 安政地震(M8.4)堤防破損多数

堤防 破堤 田畑荒廃

堤防 180m 破堤 小立野，西之島まじ30日間浸水

一貫地集落流失し，村内の川洲に引っ越し

増水

堤防 延長530m 破堤
浜名郡内59町6反2畝荒れ地に。氾j監流は浜名湖ま
で達する
中野戸・加茂西方面一帯水没，明治末期に，中野戸
に1町の池が残る

堤防 180m 破堤
田の荒廃数十町，江口は2ヶ所破堤し，南の破堤地
点は池になった

東縁では池田・立野・長森・堀之内・岡で被害大きい

堤防 100m 破堤

増水

この頃から浜松楼主が丈夫築人夫に弁当を支給

堤防 破堤 農地浸水，万延元年水害の荒地復旧中再び荒地に

堤防 破 堤

堤防 破堤

堤防 1000m 破堤 100日間水に浸かった地点あり

堤防 破堤
長上郡の8害1]，豊田郡の全て敷地郡の東南部，山

818m 
名郡東部に被害

堤防 909m 破堤 中瀬村上小島は20数戸，農地のほとんどを流失

堤防 272m 破 堤 中普地は10数戸流失

堤防 763m 破堤

堤防 180m 破 堤

堤防 454m 破堤

堤防 545m 破堤 掛塚で、50戸流失
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明治2年

明治3年

明治4年

明治5年

明治6年

明治7年

明治8年

明治9年

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

芳川村老問

弥助新田

ニツ家

松ノ木島

袖j甫藤木・悶

掛塚敷地

掛塚東大塚

掛塚豊岡内堤

掛塚本町

掛塚)11袋

8月14日

7月12日

9月11日 中瀬村荻原

7月29日

9月7日

10月

=ツ家

5月 コツ家

8月

6月

6月

9月13日 掛塚敷地

堤防 63m 破堤

堤防 104m 破堤

363m 

363m 家屋流出，各所に池， ) 11，荒れ地が生じる

727m 東大塚の大半，西堀西新田流失

43m 

堤防 108m 破堤

堤防 270m 破堤

堤防 254m 破堤

堤防 272m 破堤

金原明善，天竜川治水案を民政局へ建白，翌年総督
府へ建白書を差し出す

増水

堤防 171m 破堤

天竜)1115m増水，文政年間以来の洪水

池田・七l或新田間，村役参加の定式普請，静岡潜水
利保程掛3 堤防御用掛が管理

金原明善，水下各村の総代3 水防御用掛に任命

増水 浸水被害あり

増水

工部省設置

池田村に急場御普請，静岡水利郡方が管理

金原明善，天竜川の川幅8町 (873m)が理想、と考える

堤防 48m 破堤

浜松県，鹿島付近の派川締切を命令

佐久間村矢品涛ー浜松県庁より堤防方附属に任
命，天竜)11普請を命ぜられる

金原明善は浜松藩から天竜川普請専務を命ぜられる

堤防 90m 破堤

天竜)11，国費負担一等河川に

池田村に定式普詰，浜松県令が管理

金原明善，天竜川下流締切工事を計画

金原明普天竜川通堤防会社を起こす

オフンダ人技師リンドウ，天竜川を調査(9月まで)

鹿島に量水標設置

相川合流点，工事完成

堤防 230m 破堤 人家数戸流失，浸水3m'""'90cm



むよ〉

o 

明治10年

明治11年

一一一

明治12年

明治13年

明治14年

明治15年

11月

1877 

9月14日

1878 

1879 

1880 7月1日

10月3日

1881 5月

8月

11月

188 211月

8月5日

8月24日

9月

10月l臼

掛塚金洗・東町
境
竜光寺新田

松ノ木島

河輪村弥助新田

安間川合流点

河輪村東

飯田村新員

芳川村老間

河輪村東飛地

松ノ木島

松ノ木島

ツ家

河輪村東飛地

芳川村老間

芳川!村東金折

上野部

堤防 破堤

堤防 破堤

堤防 108m 破堤

堤防 140m 破堤

堤防 90m 破堤

堤防 36m 破堤

堤防 90m 破堤

堤防 54m 破堤

場防 12m 破堤 井通村西之島から池田 帯は浸水被害

金原、明善，改修工事開始，会社名を治水協力社と命
名

堤防 236m 破堤

水防規則7ヶ条発布，金原明善遠江河)11取締役に

増水

増水

浜松県条例制定， 俣・掛塚問堤防修築は，治水協
力社に請け負わせる

金原明善，安間川を自費じ改修

増水

東縁80ヶ村，西縁117ヶ村がそれぞ、れ相好水防組合を

結成

増水

増水

堤防 90m 破堤

堤防 200m 破堤

4郡237ヶ村を甲乙丙丁四水防組に分ける

金原明善天竜川企測量終了

太政官布告により，地7Gg~負組織解散，国あるいは県
の直轄へ

中ノ町量水標設置

内務省，天竜川の調査測量を開始

増水

増水

堤防 81m 破堤 、

堤防 43m 破堤

堤防 47m 破堤

堤防 90m 破堤
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明治16年

明治17年

明治18年

明治19年

明治20年

明治21年

明治22年

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

9月

9月11日

6月30日

8月

l月

4月

5月

6月

6月30日
~7月 l 日

10月15日

9月19日

12月

9月13日

7月

8月31日

7月14日

松之木島

上神増

中i頼村中i頼
中瀬村元屋敷

中瀬村上島

河輪村弥助新田

1可輪村東飛地

芳川村老問

芳川村東金折

掛塚十郎島新田

河輪村弥助新田

中瀬村中瀬

中i頼村苅屋敷

ニツ家

松之木島

中瀬村旧上小島

八幡

上善地

上野部・神田

池田村

松ノ木島

堤防 190m 破堤

堤防 454m 破堤

堤防 545m 破堤

堤防 192m 破堤

堤防 36m 破堤

堤防 52m 破壊

堤防 72m 破堤

堤防 36m 破堤

堤防 27m 破壊

堤防 270m 破堤

デレーケ，天竜川へ実地検分

増水

増水

場防 52m 決壊

掛塚量7k標設置，天竜)!1，政府の直轄河)!!に編入

第一次改修工事開始

堤防 63m 決壊

堤防 192m 決壊

場防 272m 決壊

堤防 72m 決壊

堤防 873m 決壊

堤防 690m 決壊

内堤防 54m 決壊

堤防 727m 決壊

天竜橋 流失

浸水被害

増水

増水

豊田町域において天竜川改修工事開始

金原明善i頼尻宮林への植林開始

増水

十郎島家，駒形，天竜川改修工事のため翼収

堤防 90m 決壊

増水

内務省，池田地先の岩出し180m高IJる

天竜橋 15m 流失
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明治23年

明治24年

明治25年

7月24日

8月21日

9月19日

9月

1890 6月1日

6月

7月15日

9月12日

1891 9月29日

10月30日

1892 9月4日

神田

三ツ家

中瀬村小島

竜池村新野

竜池村末島

電池村松小池

飯田村月之輪

芳川村西大塚

芳川村東金折

掛塚町前新聞

掛塚町竜光寺

掛塚町西堀

掛塚町

掛塚町

掛塚町

掛塚町

中ノ町

中瀬

上島

ニツ家・松ノ木島

天竜，長野，井

通，池広田瀬，富岡，
岩田，

池田村池田

岩田，井通

天竜橋 30m 流失

天竜橋 57m 流失

池田橋 流失

豊田橋 流失

天竜橋 727m 流失

堤防 27m 決壊 全壊27，半壊38，被害家屋780

堤防 1334m 決壊

堤防 909m 決壊

堤防 14m 決壊

堤防 174m 決壊

堤防 300m 決壊

堤防 54m 決壊

堤防 51m 決壊

堤防 47m 決壊

堤防 93m 決壊
全壊6，半壊11，稲作被害4害1]，被害見積4，400円3 畑
作被害見積6，000円

堤防 117，55m 決壊 材木流失6，200本

堤防 21m 破損

栄橋 432m 流失

大当町橋 363m 流失

江口・平間橋 218m 流失

長豊橋 309m 流失

浸水被害

浸水被害

浸水被害

堤防 1450m 決壊 宅地，耕地流亡

郡長は，県知事にニツ家，松ノ木島の集落移転を進
噌;::コ=-

池田橋 36m 流失

水防組合は堤塘の請負工事もで、きるようになる。

増水

増水

浸水擢災民に，小屋掛料，食料の給与

堤防 破損 応急工事

堤防 決壊 岩田村被害全壊56，半壊70，農地被害甚大

三ツ家・一貫地問の東派川締切工事
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明治26年

明治27年

明治28年

明治29年

明治31年

明治33年

明治34年

明治35年

明治36年

1893 8月18日

1894 
8月10-----
12日

1895 6月27日

1896 4月8日

4月

1897 
9月6"-'9
日

9月28-----
30日

1898 
5月5-----7
日

6月

7月

8月 6~7

日

10月6日

1900 3月31日

8月20----
21日

9月28日

1901 
6月30日
~7月 3 日

1902 
5月 5~6

日

1903 7月8日

十東，富岡，天
竜，於保，福島

井通村

?可輪村弥助新田

中瀬村大平

中瀬村中瀬蝋燭

上島村上島

岩田村

袖浦村

全域

岩田村

十束村高木

袖浦村岡

中i頼キす

十東村中島

天竜橋 162m 流失

堤防
破損個所
多数

増水 浸水躍災民に，小屋掛料，食料の給与

増水

池田橋 流失

豊田橋 流失

堤防
破損個所

多数

河川法施行

堤防 2か所27m 決壊 全壊8，半壊5，破損50

堤防 2か所21.6m破損

天竜橋 63m 流失

天竜橋 流失

堤防 249m 決壊

堤防 378m 決壊

堤防 63m 決壊

堤防 201m 決壊

天竜橋 760m 流失

池田橋 流失

天竜橋 710m 流失

掛塚町東大塚堤防，東西2340m改修工事開始

第一次改修工事竣功

農地浸水

農地浸水

増水

天竜川に河川法を施行

増水

堤防 破損

堤紡 破損

堤防 180m 決壊 家屋，農地浸水

堤防・水勢工 破損 14番出の下



C心
品

明治37年

明治39年

明治40年

明治41年

明治43年

明治44

大正冗年

大正2年

大正3年

大正4年

大正7年

大正13年

大正14年

大正15年

昭和2年

昭和2年

昭和3年

昭和4年

昭和5年

1904 

1906 

1907 

1907 

1909 

1910 

1912 

1913 

1914 

1915 

1918 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

7月 10日

7月15日

9月 16~

17日

9月

7月12-----
16日

7月11-----
13日

8月6'""8
日

8月7'""-'10
日

8月4日

9月23日

8月29日

6月24-----
25日

6月

9月3日

2月

1月

7月1日

1月16日

ーョ池田村池田 破損

袖浦村岡 堤防 破損

寺谷村匂坂上 堤防 破損

上島村上島 堤防 144m 決壊

中瀬村中i頼蝋燭 堤防 180m 決壊

増水 水{立1.74m

掛塚西堀堤改修工事

岩田村寺谷 堤防 決壊

国道 天竜橋流出

富岡村匂坂西 堤防 破損

袖浦村岡 破堤

袖浦村駒場 破堤

増水

広瀬村一貫地 改修堤防 1090m 決壊

寺谷村匂坂上 堤防 506m 決壊 左岸全域で被害

岩田村寺谷新田 旧堤防 236m 決壊

竜池村中i頼
流出家屋6，半壊23，浸水580，橋の流出12，農地
400ha 

岩田村寺谷新田 水勢工 破損

金洗，堤防工事施工

増水 池田橋・天竜橋流出

池田 増水 量水標1.8m，渡船中止

天竜川改修実測調査開始

中ノ町村に天竜川改修事務所設置を決定

天竜川改修工事に関する陳情書提出

土地収容事務所を開設

河輪地区機械掘削による川幅拡幅工事開始

天竜川改修事務所開設

用地買収開始，工事の陳情が受け容れられる

掛塚東大塚地区，西堀に移転

河輪地区築堤工事開始

掛塚地区河川改修工事開始



Cムコ
CT< 

昭和6年

昭和7年

昭 和10年

昭和10年

昭和12年

昭和13年

昭和14年

昭和20年

昭和25年

|昭和26年

1931 
110月 7~8

日

1932 2月28日

1935 4月 16日

1935 
8月27.--....-
29日

1937 3月 12日

1938 
6月28日
.--....-7月5日

2月26日

1939 5月 15日

1945 10月5日

1950 4月 1日

~竺』目互里L里

増水 材木流出多数

広瀬堤改修工事着手

東派)!I締切工事着手

中ノar 増水 通常時より3m増水

大平川締切工事着手

上島 堤防 決壊 場防決壊

中瀬地区から水制工事開始

大平川締切工事完成

和田村安問 堤防 浸水50戸

和田村半場
堤防・貨物引

床上浸水60戸
き込み線

芳川村金折 堤防 40m 死者23，浸水500戸

西派川締め切り工事着手

西派川締め切り工事完成
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第 1-la図彦助堤周辺の土地利用一明治中期一 、

(明治 23年測量 2万分の l地形図「二俣町Jr位玉村Jr笠向村Jr三方原jを縮小して使用)
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築かれずにいたと考えられる。そしてこのことは、天竜)11が「関東流jといわれる河川の流路を広く

取り、霞堤などで、あらかじめ水の溢流する遊水地機能を残して増水に対処する方法勺こよって治

水が行われていたことを示している。天竜)11下流域での霞堤配置は、扇状地的な性格の強し 1平

野北部において顕著にみられ、彦助堤の他にも両岸に存在している(第 1-lb図)。

ところで、この明暦 2年に完成をみた彦助堤は、延宝 2年 (1674)に破堤し、その地点から流入

した洪水流によって右岸地域に大きな被害を発生させている。被害の内容によると、 8月 11日に

堤防が破堤して以降、彼岸の中日までとのことなので、約1ヶ月半の問、破堤地点以南に天竜川

の水が流れ込んでいた。

彦助堤は、決壊すると浜松城下にまで被害がおよぶため、右岸の生命線とし 1えるほど、重要な

意味を持つ堤防であることがわかる。このように戦国時代末期から江戸時代初期には、天竜)11沖

積平野の北部において、用水を開削した左岸と、浜松城下を守るため堤防を構築した右岸と、そ

の対応には大きな相違があった。しかし平野北部という性格上、どちらも下流側に利害関係を持

つ村々が集中し、その18流路沿いに運命共同体を形成しているとし 1う点では、何者は共通してい

た。

貞享6年(1686)の高菌、元禄4、7年(1691、94)の油一色、元禄 11年 (1698)の中野町川越島

と、 1600年代を概観すると右岸で、の破堤被害が多くなっている口この要因は、次のように考えられ

よう。すなわち、戦国時代末期からそれまで平野上を自由に乱流していた天竜)11の流路を何本か

に統合し、締め切られた河床を中心に新田開発が盛んとなっていった。そして、かつては本流と

なっていたような、主要な乱流路の l本で、あった磐田原台地麓に沿った流路は寺谷用水となったo

この用水路の開削を命じた為政者側の徳川家康 5)~こしてみれば、自領の米の安定的な収穫は最

も重要な施策の一つである。そのため、寺谷用水の開高Ijと同時に、用水の取水口であり、かつて

の天竜川の分流点でもある寺谷村の周辺を、治水の重要地点としたことは容易に想像で、きる。

戦国時代末期より用水を設け、有効な治水対策を施していたであろう左岸北部で、は、「洪水」は

発生してもそれが「水害jとなることは少なかった。換言するなら、取水口のある左岸を守ることは、

当時の治水技術においては、結果的に右岸の乱流路を「遊水地機能Jとして残すことで、あったと

考えられる。右岸では、寺谷用水の開高Ijから遅れること約 70年にして、ようやく彦助堤を改築、延

長して連続堤防を構築し、乱流路の統合・締切に着手していく。江戸時代初期に右岸北部にお

いて水害が多く発生しているのは、左岸の寺谷用水を守るという大前提の元に、天竜川の治水シ

ステムを維持しようとしたことに要因があったD しかし、右岸においても、後に|日流路を統合してい

くような大きな開発が絡についており、遊水地機能と開発前線としウ相反する土地利用のせめぎ

合いが、水害の多さとして現れているといえる。
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第 1-lb [習天竜)11下流域北部一明治中期-

1)堤防の位置は、筆者が加筆。

(明治 23年測量 5万分の1地形図「秋葉山Ji見鮒町jを使用)
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3)被害頻発地点の変転

a.連続堤防化と水害

1700年代になると、それまで、水害の少なかった左岸においても被害が確認できるようになる。

左岸での被害が最初に確認できるのは、寛永 2年(1625)の気子島であるが、このあと 80年ほど

被害記載がなく、宝永 2f!三(1705)になって長森の破堤があり、宝暦 2年(1752)から断続的に左

岸の地名が現れてくる。なお、元文 3年(1738)8月 18Sに掛塚で家屋流失多数の被害が発生し

ているが、掛塚は昭和 20年代まで両岸を天竜)11に挟まれた、「輪中jとして存在していたため、右

岸、左岸の検討からは、一旦外すことにする。なお、掛塚を含めた平野南部の水害については、

後に詳しく述べる。

宝j替2年(1752)に、岩田村付近において大きな水害が発生しており、それ以降になると池田、

小立野、匂坂西とし1った村々が初めて被害地点として登場してくる。ここで注目したいのは、宝暦

7年(1757)5月に発生した水害で、右岸の被害に中瀬地区の大字で、あった蝋燭島と細島が「河

道が変わり流失」となっていることである。この水害によって、それまで、乱流を統合することによっ

て一応の治水、利水システムを形成していた天竜)11下流域が、ある区間に関しては新たに川の

本流となるなど、再び不安定な状態に陥った可能性があるO このことは、年表で、は洪水からは年

が経過した明和 8年(1771)の記載にある、「寺谷用水一番玖に寄洲がで、き、新堤築堤と取水口

固定の普請jに関連があると考えられる口つまり、宝暦7年頃から天竜)11の流路がそれまでの統合

した流れではなく、乱流時代のどれか男IJの一本が主要な河道となってしまった。そしてその流れ

に沿って、新たな微高地が堆積しはじめたため、水の取り入れに差し障りが生じてしまったので、あ

る。この流路の移動以降、それまで、遊水地機能の残っていたで、あろう彦助堤付近にも、同様に洪

水流の流れ込みが少なくなり、結果として平野北部が比較的安定した状態を保つこととなったO 一

方で、水害は弁連、池田などの左岸を中心に増加したcそして左岸だけでなく井通・池田の対岸

に位置する、竜池村南部の常光、八 111番から中ノ町村にかけての一帯が、この時代の水害頻発地

域として顕著となっていったo

このように、 1700年代の中頃からは、下流域の中央部(第 1-2図)において水害の発生する

回数が多くなる傾向にあったO 当初は左岸に被害が多くみられたが、徐々に右岸も間程度に被害

が多くなっていったD その要因としては、天竜川の流路が当初予期していた場所から変転したこと

があげられる。

一方で、この時代に採用されていた治水システムに注目すると、流路の変転とは異なるもう一

つの要因が浮かび上がる。それは、 1700年の中頃から、遊水地を廃して連続堤防を構築し、河

道をその中に固定させるとしづ、紀州流の治水技術が導入されていたことである口安永 7年

(1778)年頃は、右岸において彦助堤以南の連続堤が完成した時期に相当している。左岸の連
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続堤防の完成時期は不明であるが、年表の享保 7年(1722)に「池田村他 12ヶ村組合jがf水防

の義務を負うjとしづ記載が見られ、おそらくこのころには複数の村々を防御するような、ある程度

の長さと規模を持つ堤防が存在していたのであろう。堤防の距離が長くなれば、洪水の際に決壊

する危険も同様に大きくなる。初期の洪水頻発地として現れた平野北部の堤防は、流路を l本の

河動に向けて統合していった関係で、霞堤を採用している箇所が多く、増水の勢いを直接に受け

る連続堤防とは治水の対応が異なっていた。このような堤防の配置の違しも、北部と中央部の水

害回数の増減に関係していたと考えられる。

b.南部輪中地帯の特徴

天竜川下流域南部は、鶴見・掛塚両輪中の存在と、輪中間において天竜)11本川が3本に分流

することが特徴である(第 1-3図)。

1800年代になると、被害程度や、大きな災害となった場合にはその内容が、詳細に記述される

ようになる。特に、江戸時代末期の 1850年代になると、平野中央部と並んで南部での被害記載が

顕著となってくるD 先に見たように、単発的には掛塚で元文 3年(1738)などの被害が確認できる

が、嘉永 3年(1850)以降極めて頻繁となってくる。この嘉永 3年には十東村に於いで堤防の破堤

があり、 5年後の安政 2年(1855)には掛塚輪中の敷地において、万延元年(1860)には同輪中の

江口、西堀において破堤被害が発生している。嘉永 3年から、江戸時代最後の被害である慶応3

年(1867)の 17年簡をみても、破堤被害のあった 8回の洪水のうち、南部での被害は 5回となっ

ている。同じように、 北部、中央部地域を数えると、それぞれ 3回、 6回となり、中央部は大きな増

水があると必ずどこかの堤防が破堤する、慢性的な水害発生地となっている。これは連続堤への

負担が大きかったことを意味している。しかし、この年代になると、南部においても徐々に水害の

危険が高まっていることがわかる。

平野南部における洪水の増加は、明治時代に入ると更に顕著なものとなる。その様子を、明治

元年(1868)、明治 9年(1876)、明治 15年(1882)の3年次を例に検討してみよう。明治元年で破

堤被害があったのは、北から)1慎に記載すると北部左岸 2、北部右岸 6、中央部 0、南部 9となる。

明治9年の場合は北部右岸 2、南部 9であり、明治 15年は 9月、 10月を合わせて、北部左岸 3、

北部右岸 3、中央部 0、南部 8とし 1う破堤数となる。このうち南部で注目されるのは、 1ヶ所のみで

はなく、複数の地点で破堤が発生していることである。また、このような場合には中央部が被害に

遭うことが非常に少ない。反対に、明治 l児8年(1885)のように中央部で

部にそのような被害が出ていなしい、。

ここで南部と一括している地域について、破堤が起こった場所と、周辺の本支流の複雑な関連

に注目し、上記 3回の洪水被害をもう一度見てみたい口南部地域は、鶴見111命中を形成する西派
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) 11の分流が始まる、明治 22年(1889)以降で、いうならば東海道本線の鉄橋付近をその境界とするD

両輪中間に位置する天竜)11本)11のi隠は、平野の中では最も狭い区間であり、その距離は 800m

程である。西派)11は、鶴見輪中の南で再び、天竜}'I本)， Iに合流するが、東派)11は河口部まで独立

して流れる。

この三)11ごとに、先の洪水被害を数え直してみよう。東派}11・本)11・西派)I1の)1慣にそれぞれあげ

てみると、明治元年には 2・5・2、同 9年は 1・3・5、向 15年は 0・2・6となり、同じ南部でも、東派)I1 

は破堤の頻度が少なく、本)11と西派)I1での破堤が多いことが特徴的である。破堤回数の多い本

J 11と西派)I1について、破堤個所に注目すると、 3 回すべて破堤している地点として、老問と、弥助

新田の 2ヶ所が明らかとなる。老間は鶴見輪中の最南端に位置しているため、西派)I1、木)'1の両

方から洪水流が押し寄せる危険があったoしカも本)'1狽11は、天竜)'1下流域での最狭窄部である、

川岸 800mの部分にも相当する。一方弥助新日は西派川と本川の合流地点の南に存在してい

る。

このように破堤地点は、天竜)I1の微地形や流路に関連した水流の強くなる場所であり、そこが

治水上の「急所Jとして存在していたことが分かる。同様に、平野北部、中央部にも繰り返し水害

に遭遇する地点の存在を指摘できるD 例えば北部では左岸の三ツ家や松ノ木島が急所なのであ

り、右岸では中瀬村一帯がこれに相当する。また、中央部では左岸の七蔵新田と池田の問、右岸

では八幡・常光などが挙げられる。これらの地点は、かつての!日流路の分岐点に当たっていること

が多く、過去において水の流れていたゆセjが、流路が統合された後もそのまま残っていることを

示している。事実、中世に描かれた日記文学では、都から東に向かつて進んで、きた一行が池田で

天竜川を渡河し、磐田原台地に向かっていることが確認で、きるら)。集落の立地や、神社・寺院の

存在から、池田の集落が位置を移したとは考えられず、元来池田が立地していた自然堤防を基

準として、)'Iの流れが東西に移ったと考える方が自然であろう。この池田の東を流れていた流路

は、集落のすぐ北側で現流路から分岐していた跡が空中写真で確認でき、七蔵新田の集落は、

この!日河床を開発してで、きた新田集落で、あった。

これまで見てきたように、幕末期以降に中央部から南部に破堤被害が起きる頻度が増えた要

因には、以下のようなことが考えられる。すなわち、この頃に天竜川下流域では河川本流の限界

に近い地点にまで開発が進み、それを連続した堤防で、水害から守ろうとしていた口しかし、土木技

術の未発達な江戸時代においては、ひとたび大規模な増水が起きると、堤防は容易に破:爆した。

しかしこのことは、堤防の総延長が伸びたことにより、それだけ破堤の危険性も増大したことを示

すもので、あり、天竜)'Iの洪水そのものが増加したことをしめすものではない。

また、南部においても、中央部と同じ規模で輪中堤防をめぐらせていったD それにより、中央部、

南部で、の被害は相関関係がで、き、中央部で被害が大きい場合は南部で、小さく、その反対'に中央
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部で被害が小さい時は南部で、大きくなる傾向にあ-ったo

2 堤防復旧までの期間

先項までの検討により、天竜川下流域の水害史と、回数や場所に関する傾向が下流域を取り

巻く社会の動向と関連があったことが明らかになった。ここでは、破堤被害が発生してからどれほ

どの期間を経てその堤防が復旧されていたのかに注目し、検討を行ってみたし九

明治時代に入ってからの左岸における水害の発生回数は、それを集計したものが「中ノ町村誌

7) Jの中に残されている口その中では、明治元年(1868)から 37年(1904)まで、について、破堤被害

の発生日とその偲所の小字、そして破堤した長さと堤防の復旧を開始した日、あるいは竣工日が

明らかとなる。これらを村ごとに集計し、一覧にしたものが第 1-2表である。この表は、復旧に着

手した日付や破堤地点の小字が判明する点など、先に挙げた「水害年表Jに比べて詳細に被害

を書き上げている点が注目される。ただし、中ノ町村になんらかの被害があった場合についての

書き上げであるため、右岸の記載が多く、同時代の左岸の状況については、 2箇所のみが記載さ

れているに過ぎない。それゆえ、明治期の天竜川下流域におけるすべての水害を網羅したもの

ではないことを考慮する必要がある。また、破堤の発生年月日とその場所、長さについては、水害

年表と重複する部分があるが、対応関係が明らかとなるためそのまま集計した。

本表によると、破堤被害は天竜川下流平野の最北部に位置する中瀬村において最もその回数

が多くなっているD この中瀬村内での破堤回数は、 37年間で 19回を数える。そして、被害の特徴

について、以下の 2点を指摘する事ができる。第 1に、前述したように治水の「急所jとなる、同じ

地点が複数回破堤していることがここでも確認できる。{J"IJえば中瀬村中瀬の小字rI日上小島Jでは

4目、中瀬村八幡の「元屋敷Jでは 3回の被害が確認できる。同様に、河輪村弥助新田の「卯之

起jでも3回の被害が見られる。第2に、同じ日に数箇所が同時に破堤することが多いことである。

本表に記載した中では、明治元年5月 18日の被害が顕著であり、中瀬村中瀬では同じ日に3つ

の字で堤防が破堤している。さらに翌 5月 19日にも、中瀬村八111番の「彦一東Jや「元屋敷j、高菌

の「中島」や「朱印北Jなどで破堤が発生しており、このときの洪水が大きな被害をもたらしていたこ

とがわかるD

つぎに、被害が発生してから、復旧工事が開始、もしくは竣工するまでの期間を見てみよう。中

瀬村中瀬において、同じ日に 3箇所が破堤した明治元年 5月の水害を例に取ると、 5月 18日に

破堤してから、堤防の復旧が開始されるのが、 3ケ所ともにその年の 11月であり、半年の間は本格

的な復旧工事が行われていなし 10特に上小島で、の破堤は、 18年 7月 1日の 480問、明治 22年

9月 11日の 500問など， ¥; ¥ずれもその規模が大きいことが影響してか、復旧が開始されるまでは
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...-ー回目

第1-2表明治初・中期における天竜J11下流域右岸の破;嬰状況

村東 !明治元年5月19日I 151 I明治2年3月11日

村東 i明治9年9月15日 I 201 、 i明治10年5月 | 

月ノ輪 !明治22年9月12日I 81 I明治23年4月 | 

月ノ輪 !明治22年9月12日I 221 I明治23年4月 i 
河輪 |弥助新田 i卯之起 i明治元年5月四日 I581 

弥助新田 i卯之起 |明治9年9月15日 I 78 
弥助新田 !卯之起 j明治15年10月1日I 29 

井通 j源兵衛新印|猿新田 j明治9年9月18日 I 15 
袖浦 Ir部 I I明治元年5月12日I300 

村名 !大字名

[中i頼 i中瀬

)\~f番

高菌

豊西

新堀

新野

中蕃地

末島

1一色・松小
中ノ町 i池

飯田 l上飯田

上飯田

β
h
H
 

{子 破堤年月日
破但
間五!工事着手年月日 l竣工年月日 その他

大平 i明治元年5月18日I5501明治元年11月

!日上小島 i明治元年5月18日I4501明治元年11月 i 
源蔵煎…l切治.~".~月 18 日 L.~oQI明治元年11 月 ; 

荻原.… i照治探Ið).~.ê....!.......:旬J..................................... l.顎治2旬ð.~:日 ， 
i日上小島 i明治15年10月1日 1 3001明治16年4月1日 | 

掠訪~・・…・1照治.~.?~モ.1!tP..ê..L . .....~.与 i明治18年7月下旬 J I改修堤防改築

i日生小島 i明治18年7月1日 I 4801明治団年12月8日|

!自よ!.L長i明治Z25与.. ~ð..n.旦l.....~.Q.Ql明治23年2月 ~.QJLL..... I改修堤防改築

大平 i明治36年7月11日 1 2081明治36年7月 I I 
蝋燭 i明治37年7月10日1 1801明治37年10月 I I 
元屋敷 !明治元年5月9日 I 701 I I 

~.P;哀.....J.開治忍安2尽J.~.ê..L ・ M ・J.QL.. …......・H・………...1.顎治?Þ.'切IJ.Q.ê...
~.農:数……i照治?:l!.年5月 19 日 L..).1.~L.. .......... . .. .11明治元年12月15日

元屋敷 |明治18年4月11日I10711明治18年7月下旬 I I施工中改修堤防に切り替え

彦想裏 i明 治18年7月1日 I 401 ド明治18年7月17日

中島 i明治元年5丹9日 I 301 I 
朱印北開治元年問9日| 州 ド明治元年9月14日|

明治元年5月19日 1 4201 ド明治元年明 14日

宮ノ下 |明治22年9月11日I 81 ド明治22年9月28日

中島 !明治元年6月12日I1001 I明治元年11月

細田島 I明治元年6月11日 1 1121 I明治元年11月 | 

四郎平前 i明治元年6月11日 1 501 I明治元年8月 ! 
石原前 i明治元年6月11日I 801 1明治元年8月 i 
四間 |明治22年9月11日I971 I明治22年12月 E 

l明治22年9月12日I1651明治22年9月 堰き止め・改修堤防着手

明治9年9月l8日

明治元年12月

(W中ノ町村誌』より作成)

1)最下段の2地点(井通、袖浦)は、左岸の被害を示す。

5ヶ月以上を要している。上小島は、表の中で「旧Jと表記されている事からも明らかなように、この

後に行われる河川改修工事の際には天竜)I !の河川敷用地となり、居住地や農地が廃された場所

で、あったD 住民も、度重なる水害の影響により、居住地の復旧よりも集落移転を選択する事に、比

較的寛容で、あったとしづ 8)。

{也の破堤地点を検討してみよう。明治元年水害の場合、 100間を超えるような破堤のあった8地

点のうち、最も早く竣工したのは 420問の中瀬村新堀;提防であり、破堤から 4ヶ月後の 9月14日

に工事が終了している。その後、豊西村中善地の中島 100問と、細田島 112簡の堤防が日月中

に復旧を終える。しかし、この 2ヶ所は、 5月 18、19日に発生した洪水による破堤ではなく、約 l
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ヶ月後の 6月 12日に発生した被害によって破堤した箇所で、あったD その後、袖浦村岡の 300間と、

中瀬村八橋元屋敷の 145聞がともに 12月中に終了し、それと前後して中瀬村中瀬地区の 3ヶ所

が 11月からようやく工事の途についたことがわかる。

中瀬村ーでの堤防復旧が遅れている事例が、明治 18年(1884)にも確認できる白この時は、 7月 1

日に中瀬村中瀬のIB上小島において 480問、中瀬村八 I11番の彦想東において 40開の被害があり、

彦想裏が破堤から 16日後の 7月 17日に復旧を完了させているのに対して、旧上小島で、は 5ヶ

月後に、ようやく復旧が若手されたところで、あった。このような復旧までの日数の差はどこからきた

のであろうか。

ひとつには、中瀬村付近は、)11の流れが谷口から平野に出てきた地形の変換点に位置してお

り、扇状地的な性格の強し¥天竜川の沖積平野においては「扇頂Jに梱当する。それゆえ水流が強

く、容易に工事が開始で、きなかったことが考えられるD しカも、この区間では長大に堤防が破堤す

る傾向にあり、特に明治元年水害の場合、大平、!日上小島、源蔵前の 3 地点では、軒並み 450~

550間の破堤となったO この状況では、川|の水位が下がる晩秋から冬季にならないと、本格的な工

事に着手できないのであろう。ただし、 5月に被災し、 11月にようやく復旧工事が途についたとし 1う

ことは、その聞の夏から秩にかけての、台風シーズ、ンの最も危険な時期をh応急工事のみの堤防

が極めて脆弱な状態、のまま過ごしていたこととなる。このようなことが可能で、あったのかについては、

今後の検討を要する問題である。

一方で、復旧の日数に差が生じる理由として、この洪水が発生した明治元年としづ特殊な時代

状況を考慮する必要があろう。江戸幕府から明治政府へと移行する混乱した状況の中、堤防修

築に関する諸制度は、!日慣ーのまま推移することになったので、あるが、おそらくは政府による被害把

握や復旧の指示などは、ほとんど機能しなかったので、はないだろうか。それゆえ、工事開始に数

ヶ月間の空白が生じた可能性が指摘できる口しかし、比較的破堤規模のノJ¥さかった豊西村中善

地のflm郎平前」や「石原前」では、 50問、 80間の堤防復旧を2ヶ月間でやり遂げている口このこと

は、河川政策や費用負担など、行政側では維新期の様々な混乱が発生していた中で、あっても、

江戸時代から持続していた自村内の堤防修理工事にあっては、なんら混乱に影響されることなく

機能し得たことをうかがうことができる。

明治 18年以降に破堤した堤紡の復旧工事では、この年から開始された内務省直轄の河川改

修工事と期間が重なるため、破堤後に応急的な復旧工事をするだけで、本格的な工事は内務省

の河川工事による改修堤防の築堤を待っている場合が多く見受けられる。例えば中瀬の「言I~訪

東」や、八幡の「元屋敷Jにおける破堤の復旧工事では、明治 18年 4月に破堤した後、一旦は 3

カ丹後の 7月下旬に工事を開始したのであるが、その後内務省工事が同区間で開始されたので、

後はその工事の進捗に任せてしまっている。中瀬の!日上小島で、 22年 9月に破堤した|擦も、翌 23
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年2月まで5ヶ月の間まったく対応を行っていないが、これもすぐに集落移転を伴う堤防改築の大

掛かりな工事が始まることを予期していたためと考えられる。

明治 18年に着工された内務省直轄工事は、詳しくは後の章で論述するが、天竜)11下流域北部

と中央部の流身の改良と堤防の改築、補強を中心に進められたO 直轄工事の開始された明治 18

年7月を基点に、それ以前を工事施工前、以後を工事後として、工事施工区間である中瀬キすから

中ノ町村までの破堤被害の回数を比較してみよう。その結果、工事前が 17回、工事中もしくは工

事後が 8回となり、直轄工事の施工により、破堤被害すなわち、水害が減少していることが明確で

ある。

3 河川改修後の天竜川下流域

ここからは再び水害年表より、明治中期以降の天竜)11下流域全体の傾向について検討を行う。

なお、堤防の破堤被害については前項までにおいて検討したため、ここでは、これまでに存在し

なかったような、新たな被害の内容について言及し、本章の総括を行うことにしたい。

明治 20年代になると、天竜橋、池田橋、豊田橋とし 1った橋の流出が頻繁に登場するようになるO

これらの橋は、明治 22年(1889)に初めて架橋されたもので 9)、木造で、あったため増水によってた

びたび流された。天竜川下流部に架けられた橋のうち、最も古い「鉄橋jは、明治 22年に架橋さ

れた東海道本線のものである。その後、昭和 9年(1933)になると、天竜橋の南側に国道の新たな

鉄犠が架橋されるが、この橋が完成するまで、すべての道路橋は木造で、あったD それゆえ、いず

れの橋もほぼ毎年のように増水特に流され、使用不能となっていたD

橋以外の被害を見ると、明治24年(1891)には、右岸の複数の村々において被害が確認できる。

このときの、堤防の被害状況は不明であるが、浸水による擢災者に小屋掛け料や食料の給与が

行われている。明治 27年(1894)にも再び同様の措置がとられている。このように、明治中期にな

ると、被害程度によっては、金銭や食料が県や村から支給され、被災者に対してある一定の配慮、

がなされていることがわかる。

堤防決壊の被害は、明治 30、31、37年(1897、98、1904)などにも発生している口しかし、これま

で急所として繰り返し登場した地点では、被害は見られるものの回数の重複はなく、ここにも内務

省直轄工事による一定の成果が認められよう。そのような状況下で、過去50年間でも最大の増水

としづ、明治 44年(1911)水害が発生するO そしてこの水害を契機に、天竜)11では第 2回目となる

内務省笹轄工事が開始されることとなるD このとき計画され、大正初年から順次着工された改修堤

防は、その後基礎部分やのり面がコンクリートなどによって補強、改良が加えられたものの、現在

まで天竜)11下流域を水害から守る最前線に位置し続けている。
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天竜川下流域で最後に堤防が決壊し、集落に被害が及んだのは昭和20年で、あったD これは、

堤防に防空壕の横穴を掘ってしまったため、通常で、あれば持ちこたえられる程度の増水で、あった

ものが、穴の個所から激しく漏水し、堤防を崩壊させてしまったもので、あったo

天竜)11から水害が途絶えて、 2006年現在で 61年が経過した。天平宝字5年(761)の、偉玉川

堤防に被害が発生したことを最初の水害とするなら、天竜)11は 1200年近くにわたって、氾濫を繰

り返してきた。天竜)11には、その沖積平野の開発そのものが、洪水との戦いの歴史で、あったO それ

ゆえ流域住民は、長年の経験から洪水を考慮、に入れたさまぎま対応方法を景観や社会構造の中

に残してきたD 現在においても、特徴的な景観は残存しているが、住民の実体験から水害は過去

のものになろうとしている。そして、この 60年の聞に、いくつかの社会組織は失われたり形骸化し

ており、わずかに水害頻発時代の名残を見出せるに過ぎない口

これまで見てきた水害史によって、いかに天竜川下流域で、の水害が多かったかが認識で、きる

であろう。また、水害発生個所の分布を面的に捉えることにより、それらにいくつかの画期が存在

していたことも明らかとなったD そしてこのことは、治水システムや土地利用に、以前とは異なった

対応が見られたことを反映しているのであり、その背景には河川を取り巻く様々な地域構造が変

容している時であると捉えられる。あるいはその逆に、変化する地域構造に突き動かされた結果

が、水害発生地点や、治水システムの変容につながってし¥ったのかもしれない己

次章からは、天竜)11下流域におけるとしち水害頻発地域の具体的な社会構造について、検討

していくことにしたい。
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第 I章注記

1) ~続日本記』天平宝字 5 年 7 月 19 日、「辛丑。遠江国荒玉河堤。決三百余丈D 役単力三十万三千

七百人。宛枚{I多築jとある。

2)磐田市国府台付近、現在の]R磐田駅北方約 1kmの地点に位置し、地形図では至近に 17mの標高

点が示されている。

3)谷阿武雄(1966)天竜川下流域における松雄神社領池田荘の歴史地理学的研究、史林 49-2、35

~65 ページ。

4)国土交通省関東地方整備局利根川上流事務所では、河川伝統技術のデータベースとして、関東

流を以下のように解説しているo r徳川家康の江戸城入府以降、利根川の河川改修において中心的

役割を担った伊奈氏一族により、武田信玄の河川技術「甲州流」を流儀。中小洪水に対しては自然堤

や低く築堤した不連続堤によって水害を防ぎ、これを越えるような大洪水に対しては、堤防際に作られ

た遊水池や、下流側に設けられた控堤などによって防くや方法。 J

5)寺谷用水組合編・発行(1925)W寺谷用水史』、 3'"'"'8ページ、によると、加茂村付近に居住していた

平野重定が、徳川家康の命を受けた伊奈備前守忠次と共に開削工事を行う。平野は慶長 7年、当地

の代官に任命され、近郷 2万石を支配に置くが、この石高が用水によって新たに作られた水田の規模

で、あったといわれている。

6)続群書類従完成会編・発行(1965)W群書類従第 18輯東関紀行よ 485ページによる。

7)浜名郡中ノ町村役場編・発行(1913)W中ノ町村誌』。

8)建設省中部地方建設局浜松工事事務所編・発行(1990)~天竜川治水と利水』、 74'""80 ページ。

9)明治 11年(1878)に中野町(右岸)一源平新田(左岸)聞に架橋された天竜橋が、最初の道路橋で

あった。
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E 水害頻発期における天竜川下流域の存立基盤

1 流路の統合と下流域の開発

1 )彦助堤の存在

先にみた水害年表から、左岸北部に築堤された彦助堤が、それ以南の沖積平野の開発に大き

く寄与したことが明らかとなったo本節では、彦助堤築堤前後の水害記録や、絵図を手がかりに、

当時の景観がし 1かに形成されていったのかを明らかにするとともに、下流域の伝統的土地利用形

態の特徴を典型例として示すこととしたい。

水害年表でみたように、彦助堤は明暦 2年(1656)に築堤されたとしづ記録がある。これは、どの

ような形態の堤防で、あったかは不明で、あるが、それから約20年後に「旅箆町平右衛門記録 1)Jの延

宝2年(1674)8月に記載された内容と、延宝 3年(1675)の表書きがある本沢村の「彦助堤御普請

覚書 2)Jから、彦助堤は天竜)11の乱流路を締め切った堤防と考えられてきたD

すなわち、前者の記載には、延宝 2年(1674)8月 11日に大風雨があり、洪水が田町(浜松城

下)にまで押し寄せ、 7日間も家の軒が水に浸ったため人々は二階で生活し、桶に乗って外出した、

とある。そして後者は、工事の終了した堤防のいわば完成仕切書であり、その全長や高さといった

規模が書かれている。つまり、これらを総合すると、延宝 2年に堤が切れて浜松城下にまで洪水流

が流れ下り、翌年に彦助堤の修理が完成するのだから、延宝 2年の洪水は、締め切り堤防が破堤

して!日流路に洪水が流下してしまったことが原因で、ある、としづ見解である。しかし、この見解は本

当に正しいのであろうか。

そこで本項では、彦助堤により締め切ったとされる川筋の分岐点周辺について検討を行う。この

位置は山間部を流れてきた天竜川が沖積平野に出た谷口の、すぐ南側に位置していることは、先

に見た第 1-la、lb図からも明らかである。土砂の運搬量が大きく、平野への堆積量も多い天竜

川の沖積平野は扇状地的な性格が強く、谷口の上島輪中はその扇頂と考えることができる。また、

平野北部は水田の面積が少なく、江戸時代には、平野上にありながら水田がほとんど存在しない

村も流域に存在していた。それだけ、土砂の供給量が多かったのである。このような状況であるなら

ば、扇頂から幾筋にも分かれて流れる流路は、増水があった際にはその水勢が強くなることが予想

され、土木技術が未熟な江戸時代前期において、果たして完全な締め切り堤防を築堤することが

できたのであろうか。また、次の史料は、江戸時代初期の人々が彦助堤をどう認識していたのかを

示すものとして興味深い。

一寛永十三丙子年・天満水仕彦助堤之内油一色と申所切レ大分7}(j申入下)11之連々難儀仕候
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由

(・は判男IJ不明)

寛永 13年 (1636)に、油一色のf彦助堤Jが切れて、川下の人々は大変難儀したとしづ内容であ

る。ここで注目したいのは、彦助堤が完成したとされる明暦 2年(1656)以前から、「彦助堤jと呼ば

れる堤防が存在していたこと、そしてそれが、「彦助堤御普請覚書Jが存在する木沢村ではなく、そ

れより南の油一色村で切れたとしづ記載である。

「彦助堤御普請覚書jによると、木沢村では彦助堤を、長さ 61問、高さ 1丈、敷 15問、馬踏6聞

の「大堤jを中心に、 58間の「土堤jと「山出しJ、そして南側に 3つの「出しJで構成された堤防とし

ている。本沢村の南隣に位置する油一色村の彦助堤とは、なにを示しているのであろうか。

以下、この頃の天竜)11下流域の様子を詳細に描いた「浜松御領分絵図 3)Jや、彦助堤の修築に

使われた、堤防の仕様を示すと思われる絵図から明らかにしてし、くこととしたい。

2) r浜松御領分絵図JIこ見られる下流域の景観

[浜松御領分絵図」の正確な作成年代は不明であるが、絵図は延宝 6年(1678)から元禄 15年

( 1702)にかけて浜松藩の領主を勤めた、青山氏 1)の命によって作成されたもので、ある。絵図に記

載された各村の領主名や、延宝2年 (1674)に発生した水害で決壊した彦助堤が、修築された後の

長さで記載されていることなどから、 1680年頃の天竜川|下流域の様子を描いたものであると考えら

れている 5)。なおj浜松御領分Jとしづ名前からも分かるとおり、この絵図は浜松藩領の村々の様

子を詳しく描いたものである。そのため、当時他領で、あった、主として天竜川左岸の村々について

は、その村名と、堤防の配置が記載されているのみである。それに比べて浜松領の村々は、村名、

村高、寺社の位置、堤防の配置と一部にはその長さや、水制工の配置まで、が詳しく描かれているo

そして、この絵図の最大の特徴は、当時の右岸流域に幾筋か残存していた、天竜川の乱流路が詳

細に描かれていることである。このことは、当時の右岸流域における治水システムと、住民が天竜川

本流や、乱流路をどのように認識していたのかを復原する上で極めて有用となる。以下、重要と思

われる部分についてトレース図を用いながら、かつての乱流路のうち、右岸で、最も重要で、あったと

思われる)11筋の様子と、 17世紀後半における流域住民のそれらへの対応を検討していくこととする。

なお本稿では、以下、浜松御領分絵図を御領分絵図と記載する。

山間部を流れてきた天竜)11は、二俣川を合流した後、右岸鹿島村のmケ沢神社が位置する山

にぶつかり、大きく東へと屈曲して沖積平野に流れ出る。この流れ出る地点が扇状地的性格の強

い平野北部における「扇]頁jである。御領分絵図(第 II-1図)では、すでに上島集落は堤防で周

囲を図まれた倫中として描かれており、集落の北側IJの流れが天竜川の本流となっている。また、 i倫

中東仮.IJの堤外には竹と思われる樹木が密にt出かれているD これはおそらく水害防備林 6)で、この方
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向からの増水に対-して、洪水流の勢いをそぎ、堤防を保護する機能を持つもので、ある。北側を除く

上島集落の三方と、そこから下流部分には「河原」となっている部分が網状に広く分布しており、

門前水ノ時ハ)11 トj戎!と書かれた筒所がしてつか見られる。これは、平素は水が殆んど流れていない

河原であっても、天意)11が増水するにつれて、本流との分岐点から水が流れ込み、川となるとし 1う

ことである。街1領分絵図の時代には、こうし1った乱流路がいくつか残存しており、増水時には放水

路と遊水地を兼ね合わせた利用がなされていたのである。しかし、次の地点ではそれとは若干異

なった対応が見られるD

上島輪中の西ですぐに木流から分岐し(図中川、中瀬村の位置する広範囲に松の木が描かれ

た中州部分を過ぎると、)11筋は本沢村地内で、二股に分岐する(図中 B)。分流のうち、東の)'I筋は

高菌村付近で再び天竜)11と合流するが、西の)11筋は馬込)11に流れ込んで、して。この馬込川は浜

松城と城下町の外郭としても機能する小河)11で、あった。東海道の往還を江戸の方からやってくると、

この)11を西に渡った場所には木戸が設置されており、浜松城下に入る最初の町をf木戸田了jとし 1っ

た。このように、天竜)11本流が満水となり、普段は河原の部分にまで水が流れるとし1うことは、浜松

城下にまで洪水流が押し寄せる危険があるとし 1うことを意味する。しカも、西の)11筋に沿った地点

には、古代の天竜)11堤防の跡とし 1われる、天平堤 7)が現在も一部保存されている。古代には、この

西の)11筋が主要な流路となっていたので、あるO

この危険性を排除するために、本沢村の分流地点 (B)で、西の流路を締め切ったとされるのが彦

助堤である。 17世紀中ごろに堤防の修築記録が残るのは、天竜)11下流域でもきわめて早く、それ

だ、け治水にとって重要な堤防で、あったといえる。

西の流路を検討する前段階として、御領分絵図に描かれた集落の部分に注目してみたい。先に

見たように、本流・河原で描かれた部分が!日低水路で、あり、集落の立地と中川がみられる部分が自

然堤防などの微高地である。集落付近には、部分的に堤防の存在が確認でき、例えば扇頂の上

島や、一貫寺・下小1I鳴・三ツ家の 3村では、中川全体を堤防で、囲った輪中が形成されている。また、

輪中にまでは発展していないが、)11上を堤紡で囲い、南側を無堤とした掛け廻し堤も見られる。こ

のうち、注目したいのは中瀬村の堤妨の配置である。中瀬村の集落が存在する広大な中川の東

側では、規模の小さな堤防が 2ヶ所に存在するのみで、あるが(闘中 1J n)、西側には、中川、|の一

番北から連続堤が伸び、長11!高・八 IIJ番・新堀・新野・高薗にまで、続く規模の大きなもので、ある(図中

田)。しカも、連続堤の北部では、堤防の外側lに松の木の並木が描かれ、明らかにこの堤防を保護

するために並んでしもと解釈できるG すなわち、御領分絵図が作成された延宝期における中瀬村

周辺では、村の東側を流れる本流からの増水よりも、西側のJ11筋が増水する時に合わせて、治水

上の防御に重きを置いていたことがわかる。

さらにこの)11筋について見てみると、中社員村対岸の本沢村東南側には、古)11筋と書かれた線が
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示されている。また、すぐ南側で、は堤防が湾曲し、いくつかの「出しJが枝分かれして描かれている

(図中N)。おそらく、この場所が過去のいずれかの時点で「古)11筋jを締め切った場所で、この地

点が水流によって破壊されないように補強されているのであろう。また、この地点は油一色村地内

であり、寛永 13年に油一色村で決壊した「彦助堤」とは、この地点を指していることも予想される。こ

の木沢村以南の堤防は、図示した範囲を越えるが、鶴見輪中西側を流れる天竜西)11通(後の西派

) 11 )と安問川が合流する地点まで、約 12kmに渡って、途切れることなく連続堤防として右岸流域を

防御している。「出しJのある油一色村から南の、善地村から石原村にかけての堤防上には、松が

植えられており(図中V)、中瀬村付近と同様に治水上重要な存在で、あったことがうかがえるO

一方で、本沢村では、村の賦役と堤防との関連で、以下に示すような権利を主張している。

当村前々ヨジ不役之儀御尋ニ御座候、木沢村之義ノ¥延宝元年之頃天龍)1I切込、本高之分

砂川原ニ相成申候所同三卯年御他領新原村地内に彦助堤御普請出来仕、其後・・新畑起

返ニ相成申候付¥十分一之御引方無御座候て不役村ニ御座候、尤右彦助堤大切之場所ニ

御座候ニ付テ庄屋代々堤守ニ被仰付、御領主様御代々・来被下置村方之儀ハ天龍川洪水

之度々右堤)11除守ニ罷出、年々御普請之節、罷出役棺勤申候

(・は欠損および判別不能) (i本沢家文書 8)J) 

これによると、本沢村が他村と違い、十分ーの役が免除されているのは、延宝3年 (1675)に隣の

新原村に彦助堤が構築され、その堤防が治水上の要{密であるため、自村の庄屋が代々堤防の保

守についてきたからであるとしている。これは、領主からの尋ねに対して村が返答したものであり、

当時の木沢村での、彦助堤の認識が知られ興味深い。

このように、御領分絵図に描かれた景観から、以下のことが明らかとなる。すなわち、 17世紀後

半の天竜)11下流域では、主要な流れは磐田原台地西麓側を流れていた。それゆえ、平野北部の

右岸においては、増水特にのみ通水する程度の、通常は「河原Jとなっている部分が広く存在して

いた。しかし、絵図に描かれた堤防や、それに付随する治水関係施設の状況は、西側の)11筋がし 1

つ本流になってもおかしくなし 1くらいの、いわば「重装備Jを保ったまま存在していた。

それゆえ、彦助堤としづ堤防は、この浜松城下まで流れ下る恐れのある)11筋全体に断続的に築

かれた堤防を意味するものであろう。延宝 2年に決壊した、締め切り堤と考えられる堤防も、実はこ

の堤防がいたる所で決壊し、洪水流が浜松城下にj:申し苓せたことを示しているものと考えられる。

このことから、延宝 3年に修築したとしち記録の残る本沢村の堤紡がJ狭義」の彦助堤で、あり、油

一色村-をはじめとし、この西の)11筋に対して広範囲に築かれた堤防や水市!J工を、[広義jの彦助堤

と捉えることがで、きょう。そして、右岸一体の治水、ンステムは、本沢村のように、通常の賦役と引き換
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えに堤防の維持・管理を行うような村の存在によって機能していたc

つぎ、に、御領分絵図に描かれた「狭義の彦助堤Jに注目するD ここには、締め切り堤ではなく、木

沢村から西に分流する)11 筋を、北西から)llltl~を狭めるように張り出した堤防と水制工として描かれ

(図中VI)、「堤長百・拾八間程敷廿一間程jと規模の注釈が書かれている。絵図に描かれた彦助

堤の治水施設は、)11上側から「出し五つ」と書かれた石積みと堤防からなり、しカも堤防を補強する

ように、同じく石積みの[出しjが描かれている。ここまで、大掛かりな治水施設は、御領分絵図の中

では、前述した油一色村のf古川筋Jを締め切ったと思われる堤紡と、平野中央部の東海道の渡河

地点である、池田村の船着場を守るために設置された「百間出しJの2地点にしか存在していない。

それほど規模の大きな造りであり、重要な治水施設で、あったことが知られる。これが延宝 2年

(1674)水害からの復!日後の姿であるとするなら、まだこの時点では、彦助堤の機能は西の)11筋に

入ってくる水流を調整することはで、きても、完全に水流を締め切ってしまうもので、はなかったC

それから60年以上経過した 1700年代の中頃における、彦助堤周辺の土地利用について、堤の

様子を描いた絵図から復原することができる。

延享 2年 (1745)と、宝暦 7年 (1757)に作成された絵図では(第E図 a，b)、堤訪の東側に天竜

枝)11と書かれた流路があり、水制工がこの)11筋に対して設置されている様子がわかる。堤防の配

置は、最も太く描かれた「大堤J部分がこの川筋に向かつて斜めに張り出している。堤防の規模は、

書き上げによると新原村地内 110問の内、馬踏 8尺、高さ 3間半、敷はもっとも幅のある 40聞の区

間で5間とし、本沢村地内の 20間では馬踏 1間半、高さ2問から2間半となっている。これに続く、

直線堤防は、 61間が敷 5問、馬踏 l間半、高さ 2間で、 297問は敷 3問、馬踏 l問、高さ l間と

なっている。この新堤に接続して内側にも控え堤が描かれており、一連の普請によって再整備され

た堤防の長さは、 680聞となっている。堤防の、天竜校)11に面した部分には、北側の河原に「一番

出しJを置き、以下)11筋に沿って「二番出しj、「百間出し」がおかれ、この)11が増水した際には、水

が直接堤防に当たるのを防く¥いわば防波堤の役割を持って配置されている。堤防本体にも、補

強用の出しがつけられており、大堤は「四Jから「十Jの 7つの出しが、新堤には「十一Jから「二十」

までの番号が振られている。「二十jの南側は、「此所立緩Jと書かれており、蛇箆を縦にして、堤防

に並べていた様子がわかる。なお、出しの番号には「三Jが書かれていないが、これは「百間出しj

をf三jと見立てているのであろう。

このように、一部ではあるが、高さ 4.5m、底辺 9m、上底 2.7mほどの規模を持つ彦助堤によって

浜松城下まで達する西の)11 筋を締め切ることが出来たが、中i~買村と本沢村の間を流れる) 11筋はい

まだ残存していた。しカも、延宝 2年(1674)に西の)11筋を締め切ってから 70年以上経った後も、

本沢村の東を流れる天竜)11の)11筋は、大掛かりな水市IJ工を設置し、堤防を保護する必要があった

のである。
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それから 8年後の宝暦 7年(1757)になると、彦助堤に若干の変化が見られる。堤防の東側には

i) 11 J、「河原Jと書かれ、依然として天竜)11の川筋が存在している。一方で、堤訪本体について見て

みると、延宝の頃に比べて水市IJ工の位置が変化していることがわかるD 大堤の出しでは、ーから三

の出しは堤防の前方に存在してはいるが、百間出しがなくなり、三番が他の出しと同様に描かれて

いる。大堤に接続していた四番も堤却ま切り離されて存在しており、堤と接続しているのは、 5番以

降の出しである。新堤と接続していた 10飽の出しにいたっては、ほとんど描かれていない口

一方で記載の増えたものは、堤防や水市IJ工に接続した部分における、畑地である。例えば、一

番出しと二番出しの間には、「比所芝ノ¥夕jの記述があり、同じ記載は 2・3、3・4、6・7の出しの問で

も見られる。なかでも 5・6の問には、リヒ所桑畑jと書かれており、作物の栽培目的で土地利用が進

んでいることがわかる。大堤と新堤の接続部分にも、 3つの区画で「畑」と記載されており、河原部

分においても農業的な土地利用が行われているG 先の絵図から 10数年を経て、ようやくこの)11筋

に洪水流が流れ込んでくることが稀となり、かつて重装備で、あった水制工の配置も、それに見合っ

たものに変わっていったと考えられるO そして、水害頻度の低くなった河原は、農業約土地利用へ

と、変化しはじめていることがわかる。

一一会
主J

iA .，鳴き

ソ d

、環発法i自低水路にも及んでしくD 天竜)11の)I1筋は、どのような過程

本節では諺勃堤の作成と関連させて、検討してみたいD

にも平野北部を中心に、集蕗の立地していなし1小規模な中州

き熱堤防上の開発が進めれていた様子が判明した。第五

、まだ流路の統合が進んでいなかったと考えられる廷宝元年
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存在も確認できない。それゆえ、未だ、増水の危険が高かったで、あろうこの)11筋において、なぜ農地

の開発が開始できたのかとしづ疑問は残される。しかしながら、本沢村-と蟹沢村との関で!日河床の

開墾が進んでおり、それが、図中の長方形で示されている区画である。ここには、面積と、その開

発主の名前が記されているc蟹沢村恨IJにはこの他に、面積や開発主は不明であるが、新田と書か

れた区画が6つ集中して描かれている。なお、本沢、蟹沢両村ともに、堤防から一番近い堤外地付

近には、開墾者ではなく、村の名前を関した畑が存在しているO これは、それまで、村の入会地のよ

うな土地利用がなされていた部分であり、その慣習が残存していたものと推測される。

本沢村慎，IJの開墾畑は、おおよそ北側の「水神新社」付近から、南は大きく張り出した州が「芝間J

となっている問に収まっている。芝間は株場などとして、両村の問で入会地として利用されていたこ

とが想像される。蟹沢村倶IJに堤防は描かれていないが、堤外地との境界部に「松林J、「薮Jと書か

れており、水害防備林を備えていたことがわかる。右岸の最南部には、ひときわ目立つ大きな松の

木が描かれている。これはおそらく、天竜)11の乱流や洪水の後に、中川、!の形状がそれまでとは変

わり、村境がわからなくなったりしたi擦に、自印として利用されていたものであろう。

以下、この!日河床に関かれた新たな開墾地について検討を行う。本沢村の所有者と面積が判

明するものは、全て第五 -1表として集計した。これによると、最も広い面積として 1反 7畝の土地

が突出しており、残りは 1畝から 2畝の土地が多く、合計面積も 6.5反ほどの極めて小規模な開墾

である。開発した人名は全部で 6人が認められる。このうち久兵衛が 9[K画と一番多く、続いて六

兵衛が 4区画となっているO 久兵衛は、男IJの史料から本沢村の庄屋を勤める家であることが判明し

ている。そのほかの人物が、村内でどのような階層に位置づけられるのか不明であるが、この河床

の開発には、村の有力者が率先して当たっていたことが知られる。また、六兵衛以下の 5人は、畑

地の面積を合計しても 1反に満たない面積である。それゆえ、この畑は切添新田の性格が強く、!日

河床の全面的な開発には至っていなし 10

一方で、黒丸で、示された線には、蟹沢村仮.lJに「今度筑申侯境塚ヨリ東へ一切松ハ不及申林仕

問敷候Jとし¥う書き込みが存在する。絵図の黒い丸は、ここから西側は何も植えてはならないという

取り決めを示すための境界線であり、そこにはある一定の区間をおいて塚が築かれていた。本沢

村側に、も、芝問の辺りに境界を示す塚が見られる。こちらには注釈が付いていないが、おそらくここ

より西側には何も植えないことを取り決めているものと思われる。では、なぜ境界線よりも外側に、新

田を広げたり、木を植えることを禁止したのであろうか。ここでは、 2つの要因が考えられる。まず第

一には、この時点において、開発が開始された旧河床には依然として増水の危険が大きく残って

おり、ある程度の水が通るIII~を確保しておく必要があったので、はないかということで、あるO これは、特

に南部の芝間となっている場所で顕著である。なぜなら、この部分は蛇行の滑走斜面側に相当す

るため州となっており、こちら側から、攻撃斜面側への開発を禁止していることがわかる。これは明
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第rr-1表木沢村!日流路開発地とその所有者一延宝元年(1673)-

開発主 |反|畝|歩|備考

7 11 
一一。3 19 
日一一 一一一-。 19 
ー 一一一一。11 12 

久兵衛 。 3 
一 一一。 。
一一一一一。。12 

一一

芝芝間間のの中中
。。8 

2 0 
。5 

(久兵衛小計) 6 29 。4 。
六兵衛 。 23 

一一一一一 一一。 3 。。14 
一一一 一一

(六兵衛小計)。7 10 
弥平次

~I= 11= ~ 
大田
一一一一一
~!B 

(弥平次小計)

市右衛門 。 畑と芝間の間

茂平次 。
忠右衛門 。4 121畑
水神社領 1 11 0 01除地

合計 6 51 21 

u本沢村fRJi沢村境絵図jより作成)

らかに、通水を見越しての措置で、あるO

また、このように完全に河床が締め切られていない状況下であるならば、!日河床の畑地開墾が

極めてIJ¥規模であることも容易に説明がつこう口すなわち、河床を横断するように点在する畑は、お

そらく住民が長年の増水から経験的に、水につかる恐れの少ないご、く小規模な微高地に目をつけ、

そこから開発が進展している状況を示しているのであろう。また、樹木を堤外に張り出して植えるこ

とを禁止しているのも、水の疎通の妨げになることを恐れての処置であると考えられる。

第二には、境塚によって開発前線を規制されているのは、蟹沢村側の、し¥わゆるこの)11筋の右

岸に多い点が指摘できよう。すなわち、本沢・蟹沢両村が、この絵図を作成して合意した内容は、

河床の優先的な開発権が本沢村銀IJにあり、蟹沢村は開発の手を河床中央部にまで入れないこと

を確認しているのである。境界争論は、元々この河床の開発は本沢村が主体となって行われてい

たものを、蟹沢村が新畑の開墾を始めたので、それに納得-で、きない本沢村の住民が、蟹'沢村の新

j~目に植え付けられた作物を引き抜いてしまったのが、そもそもの発端である 9)。これはおそらく、こ

の場所が大きな川筋となる以前に、木沢村の水神社が鎮座し、耕地化など何らかの土地利用があ

ったことを前提にしているものと考えられる。わざわざ「水神古社Jを図示し、水神新社との対応を描

いているのも、そのことを意識してのことであろう。そして、 j可床となってしまった後にも、平水の時:に

61 



は)l'原として存在していたこの場所を株場などに利用していたのであろう。そのような、過去の土地

の利用討を利が、この境;塚のあり方に反映されていることが考えられるO

このような境界争論を経てようやく河床の開墾が行われたので、あるが、この農地は翌年の天竜川!

洪水によって跡形もなく流亡してしまうこととなるD しかもこの洪水で、は「本沢村之義ノ¥延宝元年之

頃天龍)11切込、本高之分砂川原ニ相成申侯 10JJとあるように、本沢村の本田、本畑も被害を受け

てしまい、思iJの史料からは、「此辺之儀者古天龍J11筋ニ付先年目方多之処、変地皆畑地ニ相成、

就中当村ハ砂利場多ク松並ノ問ニ有之候 11)Jとし、うように、洪水による大量の土砂でフk田までもが

畑に変わってしまい、しカも砂利揚が多くなって、松林の聞に農地を作らざるを得ないような自然条

件に変わってしまったとしづ。

本沢村ーでみられたような旧河床の開発は、この地域の沖積平野に網の自のように存在する乱流

路をどのように開発していったかを示すものとして、大変重要である。締め切り堤の築堤が行われ

ていない段階においても、住民は入会地など普段からよく利用した土地の状況を見極め、少しでも

水害の危険性が少ないと見るや、積極的に農地として利用しようとしていたD 天竜)11下流域に無数

に存在する他の乱流路跡も、おそらくこの本沢村で、見られた形態と同様に開墾と洪水による流亡を

何度も繰り返しながら、開発が進展していったものと考えられるo

2 水害状況の復原と復旧の特徴

1 )下流域全体の水害状況一文政 11年一

度重なる天竜川の洪水被害を受けてきた下流域で、あるが、その洪水、すなわち「水害Jの実態は

どのようなもので、あったのか。本節では、江戸時代や明治時代初頭に作成された被害の様子を描

いた絵図や、農地の被害報告などから、そのときの水害の範囲、宅地や農作物への被害程度を把

握し、さらには水害後の村の復旧過程を検討する。そして、当時の下流域住民が水害をどのように

認識し、対処していたのかを明らかにしてして。

本節では、まず下流域の広範に被害を及ぼした文政 11年(1828)年水害に注目し、平野全体が

水害に襲われた際の様子を復原する口そして、より詳細に水害状況を把握するため、各村に残さ

れた絵図や史料から、村レベルで、の水害への対応を検討してして。それゆえ、検討する史料は所

蔵する村ーご、とに時代が前後する場合がある。しかし、本節で取り上げる天竜J11下流域の様相は、堤

防構築などの土木技術の進展に大きな違いがなく、被害を受ける危険が下流域のどの地点でもお

およそ同様で、あった時代、すなわち、水害頻発期として概観される。

文政 11年(1828)に発生した天竜)l'の水害の様子は、そのとき作成された「天竜)11水害絵図 J2)J 

によって、堤防の決壊箇所やそれにより浸水被害のあった範囲が明らかとなる(第II-5図)。絵図
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第 II-5図天竜川下流域における大規模水害の様子一文政 11年(1828)一

(i天竜J11水害絵図jより作成)
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に描かれた範囲を見ると、北は東海道の往還、南は遠少l恨!rまで、となっている。そして東限は、見付

宿を過ぎて南下してきた東海道が磐田原台地上で、直角に西進する、中泉代官所の所在地付近と、

海岸部の塩新田村を結ぶあたりまで、としている。また、西は天竜川堤防を境としており、右岸の

村々は描かれていなし10本流が3本に分流する輪中地帯で、は、話i、塚輪中の存在は確認で、きるが、

その部分に被害を示す記載は何もなく、村名も描かれていないため、まったくの空白となっている。

すなわち、この描かれた範囲が、文政 11年の水害で、大きな被害を受けた範囲で、あり、それは下流

域の左岸で東海道から南の、海岸部まで、にわたる広範なもので、あったD

堤防の決壊地点は、森木村・赤池村境界付近にみられ、本流からの流れが被害地域全体に滋

流していた様子がうかがえる。 j益流地点はこのほかにもう一つ、岡村付近においてもみられる。詳し

くは後述するが、岡村は天竜川西川通りとイ方僧川の合流地点にあたり、本来は排水路として機能

するイ方僧)11にも天竜川西)11通りからの洪水流が逆流してきている。それゆえ白拍子村付近で濯防

が切れ、それ以南にも被害が拡大したと考えられる。しかも南側は遠州灘に沿って発達した砂丘が

あり、この部分は浸水せずに、細長く東西に延びたIlJ甲のようになっている。このことから、文攻 11年

の水害は、以下のような要因により浸水域が拡大したと考えることができよう。すなわち、第一に堤

防決壊による洪水流の侵入、第二に本来ならばその洪水流を排水するはずの小河川が天竜J11か

ら逆流する水によりその機能をなくしてしまったこと、そして第三に東西に広がる浜堤の存在により、

水のはけ口が少ないという海岸部の自然条件、これら3つの要因が重なり合い、広範囲の浸水被

害をもたらしたと考えられる。

以下、絵図に記載された流域の様子を検討してして。浸水している部分に注目すると、多数の帆

を張った小舟が描かれている。 7JOJ~51かなし\うちにあっても、住民の避難や救助物資の運搬、ある

いは村々での連絡用として頻繁に小舟の行き来があったので、あろう。こうし1った舟が予め準備され

ていたことは、例えば利根川中流域や、木曽三)11輪中地帯で、みられるような避難用の「上げ船 13)J 

に類似するものとして捉えることができよう。

また、いくつかの村で、は、浸水を免れた部分が島のように存在していることが明らかであるD 例え

ば、破堤地点のすぐ南側の宮本村から高木村・松本村・堀之内村・平間村にかけての、堤防に沿

った南北に細長い部分は浸水していなし、。高木村の東側、前野村や長す賀村(ママ)、草l崎村に

おいても、周辺からぽっかりと浮いた島として存在している。さらにその東側には、浸水を食い止め

るように半島状に突き出た部分が存在しており、付け根に相当する笹原島村、保六島村など、いく

つかの集落が確認で、きる。

これらの浸水しなかった部分は、自然堤防などの微高地である。絵図においても保六島が乗る

微高地の東側は浸水域となっており、東海道が直角に曲がる台地の直下にまで、湾入するように

続いている。このことからも、微高地は小規模なものであることが理解で、きょう。
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天竜)11下流域における微高地は、どこもおおよそ 2mほどの比高である 14)。そのため、今回のよ

うに浸水を免れた場所とそうで、ない場所とでは、自然条件に大きな相違は見られない。浸水場所の

相違は、天竜)11が破堤した場所ム洪水流の勢いなどによって大きく左右される。それゆえ、もし東

海道以北において堤紡が切れていたとするなら、この絵図で、は被害のなかった森本村や立野村な

どの低地部分に浸水が及ぶことも考えられ、当然この絵図の様子とは異なった水害の状況が展開

されていたであろう。

また、浸水した村で、あっても、 71<が引きはじめれば、当然のごとく比高の高い自然堤防から土地

が使えるようになってして。こうしたことからも、自然堤防上の土地利用は、天竜)11下流域村にとっ

て最も重要で、あったことがわかる。

以下、個々の村がとった水害への対応や復恨の様子の具体例を、絵図や地図を中心に見てい

くこととする。

2)集落レベルにおける水害状況

a.慶応 4年西堀村の場合

第II-6図は、下流域最南部の樹、塚輪中に位置する、西堀村における慶応 4年(1868)の水害

の様子を描いた絵図である。絵図では、集落や社寺入田や熔などの農地といった村の土地利用と、

村境、小字などが示されている。

ここで簡単に、西堀村の位置関係を説明すると、北は東大塚村、南は敷地村、内名村と境を接

している。東大塚村が掛塚輪中の北端にあたり、西堀キ村〉東側は天竜)11の分流路で、ある天竜東)11 

通りに、西を天竜中)1I通りに挟まれている。地形図によっても、その状況が確認できよう(第II-7 

図)。

絵図の中でまず注目したいのは、直線的に太く表現されている堤防の存在である。西堀村を挟

むように東西両側を、南北に貫いているのが輪中堤で(図中②、@)、これは)11中島である掛塚全

体を囲い込んでいるこれとは別に、図中①、③、⑤で、示した部分にも堤防が存在している。これ

は「内堤jで、輪中堤よりも規模が小さく、西堀村単体が主体となって築堤、維持している堤防であ

る。堤の規模は、絵図に記載された寸法から比較することが可能である。すなわち、西の輪中堤が

高さ 8尺(2.4m)、馬踏(堤妨上面の幅)1丈 (3m)であるのに対し、内堤は高さ、馬踏み共に 6尺

(1.8m)であり、規模が小さいことが知られるO ただし、内堤の一番南側は輪中堤なみに強固な堤防

となっており、高さ、馬踏ともに 2間(3.6m)と、①や③と比べて高さ!幅共に2倍の大きさとなっている凸

この輪中堤、内提の配列は、この村の開発過程の一端をよく示しており、東の輪中堤と、内堤に固

まれた部分が村の古くから開発が進んだ部分であるD 西の輪中堤と内堤との間は、「新田jという字

名があることでもわかるとおり開発の新しい場所で、おそらく偶発が進むまでは土地条件に難があ
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第II-7図 西堀村およびその周辺一明治中期一

(明治 23年測量 2万分の l地形図「見附Jr浜松Jを使用)
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る場所で、あったことが推察されるO

慶応 4年の破堤地点を見てみると、村の北部、天竜中)11に沿った輪中堤が水神社付近で、決壊

し、内堤と輪中堤の聞に洪水流がおしょせ、 r)11筋Jとなってしまったことがわかる。この川筋に沿っ

た部分はことごとく「荒地Jとなっており、洪水流の激しかったことがうかがわれるo一方、)11筋と荒地

は、村内の破堤地点で、ある水神社の南だけにとどまらず、その東側の「村上j一帯にも及んでいるD

これは、東大塚から来た洪水流が西堀村に流れ下ってきたことを示すと考えられるD この洪水流は、

西堀村北部に位置する①の内堤と、おそらくは堤防の高さと地続きで境内に松林を持つ[雄照寺」

で食い止められ、西南に流れて新回付近で、天竜中)11からの洪水流と合流したので、あろう。新日付

近の③の内堤は、そのために決壊してさらに南側に洪水流を流す結果となったが、この内堤の存

在によって、西堀村の宅地や農地を含む主要な部分は守られたことになる。また、観点を変えるな

らば、新日や村西のある一体は、天竜)11中)11通りが破堤したときのことを考慮、に入れて堤防が二

重に配置されていると考える事ができる。①の内堤も、東大塚で輪中堤が切れた場合に備え、配

宣されているものと考えられよう。この堤防は、西堀村の水田である「上川田」に供給される用水を

伏越して流し込んでしも。この水田も、北から南に帯状に広がっていることから、天竜川の!日河床

で、あった可能性が高い。それゆえ西堀村にとっては、①の堤防も、本田を守るための重要な役割

を担っていたと考えることがで、きるO

このように西堀村の微地形や堤防の配置から、最も開発の古い部分を洪水から防御するように

対応がなされていたことが明らかである。

b.明治期における同村の場合

微高地を含む村の土地利用と、被害の具体的な内容を、地籍図に記載された地自や面積から

検討してみよう。ここでは資料として、明治 22年(1889)に作成された岡村地籍図を利用してし1く。

岡村は、天竜)11東)11の東岸、攻撃斜面に位置し、集落の中央部を!日低水路のひとつである仇

僧)11 (ぼうそうがわ)が北から南に方向に貫流している(第II-8図)。妨僧)11は同村の南で西に向

きを変えて天竜)1I東)11に合流するが、大雨になると天竜)11の水位が佑僧)I1よりも高くなるため、文

政 11年(1828)水害に見られたように合流点から佑僧)11方[句への逆流が絶えない河川で、あった。

地籍図の残存等により資料の制約はあるが、村のおよそ北半分について、その土地利用と、水

害後の土地の状況が判明する。それらを概観すると(第II-9a図)、天竜)11東川に沿った農地は

「下畑」となっており、天竜)11に平行して南北に存在する「内堤jによって仕切られている。先に見た

西堀村と同様、並行する堤防の間に洪水流を誘導できる堤防配置となっていることが明らかである。

また、「下畑」とし 1う等級からも明らかなように、微高地上から進んできた開発が、最後に残った場所

であり、洪水時にはいわゆる「流作地Jとなる生産性の低い農地で、あった。また、先の第II-8図に
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よると、この場所一帯は月間JとされているD

{方僧)11西側の、前述した内堤に対応するように、東側には道路があり、この内提と道路の間に、

水旧が存在している。道路の東側は「宅地Jと中畑、上畑の多い土地利用となり、自然堤防上に居

住地を構え、それに接して畑を有する景観がみてとれる。「宅地」の南側は「上回Jの割合が多い水

田となっている。地目から、宅地のある自然堤防から東側にかけてが、同集落の最も開発が古い場

所で、土地の生産性も高い様子がうかがえる。これが、微高地を中心とした天竜)I1下流域に典型

的な景観であり、この地域に数多く存在する「島j地名 15)も、この土地利用に関係している白

つぎに、これら土地利用の特徴を有する集落が水害に見舞われた場合の状況を、同じ地籍図

により復原していく(第豆 -9b図)。この地籍図は、作成された際の地目と並んで、被害後の地目

変更が付加されている。水害により変更が見られた地自は、 i)11成Ji池成Ji荒Ji堤敷Jの4つが確

認でき、これらの該当箆所を地籍図に重ねると以下のことが明らかとなる。

池成、)! I成は、天竜川東)11に沿ったf下畑j地帯の流作地と、内堤・道路に挟まれたイ方僧)11沿い

の水田部分に広がっている。イ方僧)11沿いに池成が多いのは、流速の遅いイ方僧川に向かつて天意

) 11が逆流し、水が停滞しやすい自然条件を示しているものと思われる。また、内堤に沿った農地は

f堤敷Jと記載され、この被害が発生した増水への対処として、内堤ののり面を保護するために農地

から土を取ったか、あるいは新たに拡幅される堤防の敷地として土地利用が変更されることを示し

ている。本堤・内堤間とその周辺において洪水被害の痕跡が生々しく見られるのに対して、宅地が

多く見られる一帯や、その内側に存在する農地では、まったくとし1っていいほど被害の記載がない。

このことを、字ごとに集計し、地籍図から算出される総反}jljと、被害反男Ijをそれぞれ比較してみよう

(第豆一2表)。小字すべてが被害にあった流作地の「橋西Jには約 3.7町の面積があり、そのうち 2

反だけ上畑が存在していたD これは、洪水時に肥沃な土砂の堆積が進んだ個所も存在したので、あ

ろう。「橋西j同様に流作地である「橋北jでも、農地が全滅の被害である。こちらには水田が存在し

ており、水かかりのよい水田部分とそれよりも若干比高の高い焔地との対比が明確である。低い水

田が浸水してしまうのは当然といえるが、畑にも被害が及んでいる。これは、当地が本堤と内堤に

挟まれた遊水地機能を有しているからであり、増水がここで、食い止められていたことを表している。

このほか被害が確認できるのは[六〆野Jで、上田、中田合わせて 2反ほどの面積があるうち、およ

そ9害IJに相当するl.8反が浸水している凸ただし、この字で、は低地に存在する水田に被害があった

のみで、微高地上に存在していると思われる畑と宅地には被害は及んで、いない。

最後に、被害の及ばなかった 4つの小字について見てみたい凸まず「堂西jと「寺北jは、それぞ

れ上田と宅地を擁しており、最も古くから開発の進んだ岡村の中心地である。この土地生産性の高

い上回こそが、岡村の「本田jであり、この農地と宅地を水害からいかに守るかが、向村の生命線で

あるといえる白おそらく、火葬場のある「寺前Jの上回と、田畑の細かな等級はわからないが、寺の所
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第 II-2表岡村における農地と被害の面積一明治20年(1887)頃-

総反別小字 地目 被害

町|反 畝|歩 町l反|畝|歩 i

矯西 上畑 。2 ;i of出下畑 3 5 31 51 01 241 
上回 。3 9 10 

事lヨl橋北 中田 。。7 27 
下回 。 u 
j羽 8 。 。

堂西 上回 。2 20 刊す
。

宅地 。3 7 26 。
寺前 上田 。 2 。。。け

火葬場 。。 15 01 01 0 
寺北 上回 。。4 昔前

。
宅地 。l 。12 。
寺境内 。4 6 。。 。。 C 

十五郎東 田 。4 2 81 0 。。C 

畑 。3 24 。。 。。
林 。 7 19 。。。。
上田 7 12 11 6 13 

六〆野 中田 。3 21 01 2 3 

上畑 。。6 5 。。 。
中畑 4 11 。。 C 

下畑 。2 7 。。 19 

i宵 2 5 。。。 。
宅地 l 3 2 。。。

合計 8 11 61 5 

u岡村改正字引絵図Jより作成)

在する「十五郎東Jの農地も同様に古くから開発が進んで、し1た場所と考えられようD

このように、村の土地利用から、水害に遭いやすい場所と、遭わない場所とを明確に区分するこ

とができ、自分たちの居所と、本田、本畑の流失さえ防げれば、多少の洪水被害が発生しても農業

生産を持続できるように土地利用を行い、対応していたのである。岡村では、江戸時代にはi:すの東

側!に広がる農地も、洪水時には遊水地として機能するよう、土地利用を行っていたことが、次の史

料から明らかとなる少し長いが全文を挙げてみよう。

御渡置之覚

一草l崎村新規堤御普誇為御見分御普請手p役林又七郎様、嶋村清右衛門様罷

十七日草11荷村御越被遊此十八日私共村境江罷出候様ニ御廻状御座侯ニ付

十八日昼八ツ時分村境江罷出申候得共御両所様披仰候者去未年平松表堀流シ迄

掘筈IJ願候所ニ此儀ノ¥弁米大分ニ付革111奇村ニ而相正メ候

依之此度草11崎村論堤願出候ニ付見分ニ罷越候其村江相・・候ニ不及

候得共地境之儀ニ有之候ニ付申渡候
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普請致方之儀ノ¥草il荷村本囲堤外稲荷道ヨリ惣水堀まて築出し夫ヨリ上惣水岸通

村東迄高四尺程之新規堤築立稲荷前送水留之水門ヲ刈候間之村ニ障り之儀ノ¥

有之開敷と被仰候私共申上候ノ¥往古ヨり百五拾間程之明通し二而満水之節

一平押流し申候所ニ此度草Ifi荷村ニ而新規囲堤築立候市ハ満水之節水図場せまく

私共村方田畑百姓家迄押流し可申と迷惑至極奉存候旨申上候

御両所様被仰候ノ¥古来ヨリ惣水流場計:目定・書付ニ市も有之候外と被仰候

私共申上候共書付-ハ無御座候得共往古ヨリ平流と御座{実関満水之節一平ニ

押流候所ニ此度草崎村新規堤築立候而ハ私共難儀罷成候旨申上候得共

{卸両所様被仰候ノ\其村ニ而も難儀有之候ノ\ノ~) 11岸ニ罰堤願出候処ニ被仰侯

私共申上候ノ¥両方ヨリ新規堤築出シ候問者満水ハ不及申上風雨之節

三・上ヨり之惣71<.謀本図堤保申敷と申上候得共又々披仰{長者本題堤之儀ハ

古堤ニ有之候ニ付保可申候此度新堤切レ流可申{展開相障之儀有之間敷候

相障り無之趣庄屋組頭百姓代致印形書付指出シ候様ニ被仰侯

私共申上候ノ'\~;目障ノ\無御座書付御免披為遊披下候様申上候得共御両所様披仰候者

地内切ニ築立候儀ニ有之候得共是・障り無之書付明娩迄ニ差出し候様ニ披仰渡候

、右之趣御渡置申上候以上

(・は欠損、判別不能を示す) (同区有文書「御渡置之覚 16)J) 

これは、岡村'と、隣の草崎村との聞で発生した、集落を守る内堤と、それに関連して新たな堤防

を作ろうとした際の争論である。双方の言い分を要約すると、以下のようになる。

堤防を作ることとなった草崎村としては、次のような前提が存在していた。すなわち、これまであ

った!日低水路(イ方僧)11と思われる)は排水に難があるため、掘害IJを新たに作り、排水能力の改善を

計画していたようである。それは、草崎村から直線的に海岸部の平松付近に流す、現在でいう[放

水路Jとして意図されたが、他村の農地を潰れ地にしなければならず、かっその保障に多くの費用

がかかることから、計画を変更することとなった口この変更後に意図したのが、草11時村の集落を守っ

ている囲い堤の補強と、今まで、の無堤地点に新たな堤防を築堤することで、あったO この堤防は、従

来から存在している本図堤に隣接する、稲荷道という場所から、惣水堀(寺谷用水基幹線)までを

東西に結び、さらに惣水堀に沿って上流棋，IJの村東という小字まで、 4尺の高さをもって築くとし 1うもの

で、あったD そしてこの工事に関連して、稲荷前にある送水留の水門を取り外すこととなったD 革(1奇村

は、新たな堤防を隣村、岡村との村境に築くことになるので、検分しに来てほしい旨を告げたので

あった。

一方の岡村では、この区間に堤防を作ることは反対の立場で、あり、その様拠として、従来から

73 



150間ほどの長さは無堤区間で、あり、満水になると水が押し流れるようになっていたことをあげてい

る。そして、草崎村が堤を築いてしまえば、遊水地が狭くなり、自分たちの田畑、屋敷に害が及ぶと

考えていたのである。このことを草崎村に示したところ、草崎村側は、それならば岡村銀IJでも新堤防

を作り、惣水堀の両岸を堤防で補強してはどうかと提案した。しかし岡村は、それで、は流れが固定

され水勢が強くなるので、満水時だけで、なく、上流が増水しただけで、本堤にまで、決壊の恐れが出

てしまうとしている。

河村の対応からは、村周辺で、発生する増水を見越した土地利用の一端が垣間見え、興味深い。

すなわち、天竜)11左岸を流れる寺谷用水や中小河川として残存する佑僧川などは、平野北部に

存在する霞堤から堤内地に入り込んだ洪水流や、下流域一帯の排水を流すための「放水路jとし

ての機能を持っていた口そして、寺谷用水の増水時には、岡村・草崎村付近に無堤部分を作り、こ

こが遊水地として働くように認識されていた。『しかし、その機能にも限界があり、おそらくある程度の

量を超えると、今度は排水不良を起こしてしまったので、あろう。草崎村はそれを改善するために、高

さ4尺の堤防で、寺谷用水から溢れてくる水を図ってしまおうとしたので、あるD

また同村は、遊水地機能を廃し、で、きるだ、け平く水を流し去ってしまおうとするやり方で、は、逆に

水の勢いが増し、従来からの堤防も破壊されかねないとして、この計画の危険性を指摘している。

いわば、不必要な「高水工事jはするなと、草11荷村に主張しているのである。

この史料は、天竜)11本流に関係した築堤ではなく、小規模な用・排水路とその築堤工事にかか

わる、二村間の問題で、あるO しかし、天竜)11流域住民は、これまで、の治水秩序を変更することに関

して非常に敏感であり、もしそれらが変わるようなことになれば、その影響がどのような形で現れる

かを予測できるほど、自然条件に精通していたのである。

3)水害からの復!日とその特徴

天竜川下流域に居住する住民は、洪水により被害を受けた土地を、どのように復旧していったの

であろうか口本節では、水害からの復旧を、主として農地に注目して検討する。そして、いくつかの

史料から、水害に遭った村と遭わなかった村との関係を明らかにし、復旧における対外的・社会的

対応の一端も復原してして。

ところで、水害からの復旧活動は、こうむった被害の程度によって、費やされる時間や労力が大

きく異なることが予測される口しかし、天竜)11下流域においては、先に免たように長期間浸水する被

害は少なく、それよりも洪水流と共にもたらされる土砂の堆積が最大の問題で、あった。そのため本

節では、この土砂の流入と、元に戻すための「起返jを、村の最も重要な復旧活動と捉え、検討を

行う。
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a.土砂の堆積

はじめに、天竜)11がもたらす土砂堆積の実態を把握しておこう。天竜)11右岸の国吉地区には、

高橋家に残された史料があり、そこから、元禄 11年 (1698)に天竜)11の破堤被害にあった際の被害

の様子を知ることができる 17)。この時に大きな被害に遭ったのは、右岸の国吉、茅場、安問、半場、

安問新田、中野町、川越島の各村々で、あった(第rr-10図)。この時の水害と、その後の対応につ

いて、史料の記載から!頓に追ってみよう。

元禄 11年 (1698)7月 24，25日の大雨により天竜)11は満水となり、 27日の昼四ツ時に川越IJ!射す

の堤防が 90間破堤した。「家之軒迄七八尺ほれ田畑皆損也J~v ¥う状態であり、浸水被害もさるこ

とながら、破堤箇所が民家の軒下までえぐられ、その深さは 2メートノレ以上に達していた。破堤地

点、の)11越嶋は天竜)11の本流に突き出た中州上の集落で、石高は元禄期には 31.5石と規模の小さ

なもので、あったO そしてこの時の被害石高も 31.5石と記載され、農地は全滅してしまったことがわか

る。洪水の被害は国吉村と半場村にも広がり、田畑が荒所となったO

この水害からの、農地の復!日状況を見ると、「田畑砂取六ヶ村Jとして、土砂に埋まった一帯の田

畑復旧計額の概要が作成されたのが、元禄 14年(1701)2月であり、洪水が発生してから 2年半が

経過して、ようやく復!日が開始されたことになる。このときの 6ヶ村の田畑面積、村の石高、被害石

高、算出された取除土砂量、堆積した土砂の平均的深さを表にしたものが第五 -3表である。それ

ぞれの単位が異なるために、直接的な比較をすることは慎重を要するが、石高に占める被害石高

の割合は、農地がすべて流失した)11越嶋村の 100%から、中野町村の 1%まで大きな開きがある。

ただし中野町村は、東海道に面した路村を中心とし、天竜川の渡し場を控えて開の宿的な機能を

有したため商家が多く、村の田熔面積が相対的に少ない 18)。また、この水害で、は、東西に伸びる

東海道が堤防のような役割をして、往還の北側にまで激しい洪水流が侵入することがなかったよう

である。中野町村に被害の記載が少ないのは、これらのことが影響していると考えられる。一方、)11 

越Il!射すを除くと、被害が大きかったのは茅場村や安関村で、それぞれ被害石高の割合は全体の

800/0以上に及んでいる。田畑の合計被害面積も、両村ともに 15町、 14町と大きい。)11越11I鳥村を除

いた全体の被害石高平均値は 44%であり、農業生産基盤のおよそ半分が、水害により失われたと

考えられる。

これらの村での、取り除く土砂の量に注目してして。除去量は坪換算で算出されているが、もう一

つの項目では、土砂に埋まった平均の深さが記載されており、洪水による被害を知る指標のーっと

して貴重である。

除去量が最も多いのは、被害面積、石高比率が最も大きいで茅場村であり、 l万 2千坪が算出

されている。次に多いのは、面積、石高比率においても次点の安関村となっている。石高比率が共

に800/0台で、被害面積も大きい両村であるが、除去量に関しては、安関村は茅場村の 6割程度し
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第II-3表天竜)11下流域における水害時の土砂堆積量一元禄11年(1698)一

村名 石f問 B/A 田畑面積 土砂除去量 平均深さ

石 |斗|升合 町 i反!畝|歩 坪 尺|寸 分

茅場村 元禄期石両 (A)」笠岡1486 151 0 1511 12，000 9 
被害石間 (B) 145 

安関村 元禄期石両 (A)
81 6，958 

被害石間 (B) 1351 21 71 8 
国吉村 元禄期石i罰 (A)

5 け 54 3，410 4 8 
被害石両 (B) 411 11 5 

半湯村 元禄期石高 (A) 133161115 
30 

31
9
1
9
1
27 2，75-1 1 3 7 

被害石両 (B) 391 91 91 0 
安間新田村 元禄期石間 (A) 40: 31 61 2 

25 4，067 1 4 
被害石高 (B) 91 91 01 4 

中野町村 元禄期石間 (A) 259 8 。 。 13 137 2 
被害石両 (B) 3 3 。

) 11越II(島村 元禄期石間 (A) 31 5 Q_I 100 一 一
被害石両 (B) 31 5 。

(r田畑砂取六ヶ村Jにより作成)
1)川越嶋村の田畑面積、土砂除去量、平均深さは記載なし。

かない。ところが、平均の土砂の深さでは、茅場付1.6尺に対して安関村は 3.4尺と、その差は著し

い。この違いはどこからくるものであろうか。

これは、被害箇所全域に、ほぼ均等に満遍なく土砂が行き渡った茅場村と、ある場所に土砂が

高く堆積し、それ以外の場所は土砂の堆積は少なかった安荷村としづ違いが想定される。安問村

には、天竜)11の!日低水路で、村内を南流する安閑)11が存在している。このような中小河川を伝って

流れた洪水流などが作用し、土砂の堆積の仕方が他の場所と微妙に変わるのであろふまたJ 回

の洪水で、 3.4尺、すなわち、 1m以上の土砂の堆積が出来るところに、天竜)11の自然的特徴がよく

現れているとし1えよう。

このように、天竜)11の破堤が発生すると、その地点より下流側では洪水流と並び、激しい土砂の

堆積が発生することが明らかであるG

b. I日低水路の被害と「島知j景観

匂坂中之郷村(第1I-11図)は，天保 5年(1838)に天竜)11の増水による洪水に襲われたO

その際の被害の様子は絵図(第II-12図)として残されており，おおよその被害状況を復原

する事が可能である。絵図から見られる匂坂中之郷村の概略について触れつつ、被害につい

て検討してし 1く。

絵図の東限には，寺谷用水の幹線水路が北から南に向かつて措かれている。用水路の一本は

直線で南北を貫き、もう一本はそれとしばらく並行してから西に流れを変えるoこの流れはさらに 2

本に分岐し絵図よりも南の村々に向けて給水する仕組みとなっている。匂;妓仁!コ之郷村は、用水路
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の分水地点が複数存在する、用水管理の重要地点で、あったことがわかるO また、鳥居が描かれた

神社に至る道の西にはp 水田からの排水を集めている「悪水路jがみられるO

西はy 黒い太線で堤が描かれ，堤外は天竜J11となる。しかし 3 絵図では屈曲した堤防の上

半分に{団jとしち文字が見え，しカも用水路の流れも確認で、きることから3 堤外地も農地として

利用されていたことがわかるc

寺谷用水はかつての天竜川の乱流路の一つを利用して作られている。匂坂中之郷村は，

東を!日流路の用水、西を現流路に挟まれた自然堤防上に立地しており、これは措かれた家屋

の配置からも明擦に読みとることができる。すなわち 3 匂坂中之郷村には 7 寺谷用水の基幹水

路と分水路があり、この村は家屋の描かれた一帯が最も開発が古く，時代が下るに従って，天

竜)11の現流路で、ある西に向かつて農地の開発が進んだものと考えられるO

このような開発の形態は以下に検討する被害の記載についても関連が認められる。絵図

は，洪水から4年後の天保9年(1838)6月に作成されたものである。洪水からある程度の期間

西

水路

東

第n-12図匂坂中之郷村における土砂の流入一天保 5年(1838)-

(r中之郷村内荒地砂寄土地絵図面jより作成)

79 



を経たものであるため、年貢減免の根拠となる資料として緊急、に作成されたもので、はなく、その

ときの村側の控えを写し直したものか、当時の被害箇所を確認する意味で、もう一度作成され

た絵図であると思われる。

南北に描かれた道路を一つの区画として，おおよその土地利用ム水害によってその土地

がどうなっているかということが書き添えられている。記載では「田Jと記された場所が多く 3

「畑Jは少ない。また、一区画だけ「屋敷畑」と記された場所が確認できる。寺谷用水付近の水

掛かりのよいであろう「田jと，この「屋敷畑j、そしてその周りに集まる「宅地Jが，この村の最も

開発の古い場所で，いわゆる「本田Jr本畑Jであると考えられる。この微高地を中心とした土地

利用構造は、先に見た岡村の場合と共通するもので、あるD

つぎに、書き添えられた被害について見てみよう。「田Jの場所は，軒並み「砂寄J，r荒地」

の記載がある。これらの程度の違いはわからないが，洪水によって多くの水田に被害が出たこ

とが明らかである。西側の堤外地の一郭には「屋敷)11成Jの地があり同じく堤外の用水末端

部も「屋敷)11成J~こよって断ち切られている。そして、堤内にまで同じ被害が及んでおり，この

洪水によって匂坂中之郷村の堤防が決壊したか，持ちこたえたとしても増水した天竜)11の水

が堤防を乗り越えて，堤内の「屋敷川成」の地へ被害を及ぼしていたことがわかる。

一方， r畑Jの記載がある付近の被害はどのようなもので、あったのだろうか。ここで注目したい

のは，図中 3 アルファベットで、示した「畑Jの位置である。寺谷用水に近い aでは 3 すぐ西の

「田jに砂寄と被害が書かれているが，畑には特にイ可も触れられていなし 1。寺谷用水南側の

「畑J(b)も，西の「田Jが砂寄とあるのみで，さらにすぐ西隣の「畑J(c)にも被害の記載はないD

f屋敷畑J(d)も同様である。ただしここで，絵図への記載方法について一つの疑問が生じるこ

とも事実であろう。すなわち，絵図作成の目的として，年貢の増減と直結する「田Jにのみ被害

を記載し，その他の土地利用については3 位置のみを示すにとどまっているのではなし 1かとい

う可能性である。しかし，図中 (8)には「荒地」として記載のある「畑Jが存在し，堤防付近には

「屋敷川成Jがあることから村内の全ての被害が記載されていると考えられる。それゆえ，

「回」に砂入》荒地が多いのは土地の低さに起因していると考えるほうが自然であろう。

洪水の影響を受けやすし、'7}(田と、畑との関係をさらに検討してみよう。絵図に記載された場

所のうち，してつかの部分は明治7年(1874)に作成された「改正字引絵図 19)Jと対照が可能で

ある。第II-13図は改正字引絵図のうち、字「遠矢待jの部分を示している。これは，先の絵

図では村の北東部に相当する。字引絵図の東限は寺谷用水の基幹水路で，南には村内を横

断して西へ流れる分流路が確認できる。また、宅地が 7筆確認でき、絵図と同様に隣り合った

地害IJに集住している様子がわかる。まさに、この小字が、最も開発の古い村の中心部分なので

ある。
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1: tLAui1水田

亡コ畑
貴宅地

調岡山道路

工二ヱ水路

……自然堤防外縁

。 50m 

第 11-13図匂坂中之郷村の土地利用一明治 7年 (1874)一

(匂坂中之郷区共有文書「改正字引絵図Jより作成)

1 )自然堤防は、外縁線の西側一帯と推定した。
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この場所について、自然条件を検討してみたい。まず，ナミ線で示した部分より西側が自然

堤防であると考えられ、このうち南北に走る道路に挟まれた Aの区画が，絵図では「屋敷畑jと

示されていた一角である。一方3 その東側は水田が広がる旧低水路で、あり緩やかにカーブし

ている2本の水路が確認できる。絵図では 3 このカーブ、した細い水路はl本しか描かれていな

かったが 3 この地籍図で表された2本の水路の東西と、間に挟まれた水田地帯が，かつて「砂

寄j被害のあった水田である。

また、この地籍図では?田と畑の特徴的な配置が注目される。すなわち、し¥わゆる「島畑Jと

呼ばれる景観の存在である。しカも，線で、区切った微高地側(西側)と，低地側(東側)とでは 3

その規模や分布の仕方に違いがあることがわかる口この違いはどこから来るのであろうか。ここ

では，洪水被害との関連から，まず低地候IJの島畑について検討してみよう。

先の絵図でみたように，この地域の水田は洪水に遭うと，流入してきた土砂により「砂寄」と

なることが多い。水田を元のように復旧させるには流入した土砂をどこかに運び出さなくては

ならない。その際の土捨て場として3 島畑が機能していたと考えられる。また，このような畑が，

用水路に沿った部分に多いことも特徴的であるD 現在ではこのような景観は残存しておらず，

また当時の様子を知る人も居ないので推測の域を出ないが水田の土砂を除去するのと並ん

で、水路に入り込んだ土砂を除去する必要もあったoおそらくそうした作業の必要から、水路に

面した部分が島畑化したことが考えられる。しかし、水路の脇という、通常で、あるなら最も水掛

かりのよい水田を犠牲にして畑地化しているところに、この地域の島畑の特徴が見出せる。

つぎに、西半分では、南側に宅地のある一帯があり、その北側に畑が存在している。この畑

は先ほどの島畑よりも 1筆の面積が大きい。絵図ではこの場所は屋敷畑と記載され、開発の古

し汀本畑」に相当すると考えられる部分である。そのことは土地利用からも明瞭に現れており、

宅地部分と同じ微高地上に畑が存在していることが見て取れる。また、ここで注目されるのは、

これら本畑も、周りを細長い水田に屈まれていることが多く、「島畑J化されていることである。た

だし、先に見た「用水路沿し'Jの島畑と比べて、その形状が違うことが明らかである。これらは、

成り立ちが異なっているのである。

なぜなら本畑を島畑化している細く入り組んだ水田は、元々この微高地の一部で、あったは

ずで、堆積した土砂をーカ所にまとめて出来たのではなく、その逆に微高地の一部を削って、

畑より比高の低い水田面を作り上げていったので、あるD この違いは何に起因するのであろうか。

竹内は、一連の島畑研究において天竜川下流域を取り上げている則。そしてその特徴は、こ

の西半分の畑に見られるような、「微高地切り崩し型」であるとし、形成の要因を米需要の増加

による、畑地の切添新由化と捉えた。また、詳細に見れば、微高地にも比高の高い部分とそう

でない部分があり、その低い部分から取った土で、宅地や畑をかさ上げし、洪水対策とした。そ
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して低い部分を水田とするため、水掛かりを考慮、して、付近の土を取った場所をつなぎ合わせ

たため、細く入り組んだ水田が顕著な景観となったとしている。

竹内の見解について、本稿ではそれを反証するような根拠は持ち合わせていないためこれ

以上の議論は避ける。自然堤防を崩しながら進行したで、あろう島畑化の事例も、匂坂中之郷

の地籍図から確認することできた。また、その形成の要因も、竹内の論じたことが少なからず影

響していよう。ただし、天竜川下流域には自然堤防型だけではなく、堆積物を除去していく過

程で形成された、いわば周辺からの「土砂積み上げ型jの島畑が存在しており、先項でみた茅

場村や半場村での除去量からも明らかなように、むしろこちらのほうが当地域での島畑形成と

密接に関連していると考えられる。

以下においては、洪水流が運んで、きた土砂を、いかに除去していたのかとしづ点について、

村に残された史料から検討してして。

C.天保 5年宮本村での「起返j

沖積平野の南部、掛塚輪中を挟んで、分流する天竜東川通りの左岸に位置する宮本村で、は、繰

り返される天竜川水害にたびたび遭遇してきた(位置関係は第II-8図による)。

このうち、天保5年(1834)に作成された「荒地書上帳 21JJからは、前年の天保4年 (1833)に発生

した水害と、その復旧状況を知ることができる。その内容を見る前に、宮本村の概況についてふれ

てみよう。水害にあ，った前年の、天保3年(1832)に作成された「遠州豊田郡宮本村差出様 22)Jによ

ると、宮本村は、村高 100石 9斗ほどで、田畑の面積は田が 5.4町、畑が 5.9田了の、田畑比率が1

対1よりも若干畑の方が多い村で、あった。

「荒地書上rl~長J に記載された農地被害を集計すると(第 II -4表)、このとき被害のあった田畑は、

それぞれ上中下に区分されており、検地I憶に対応して作成されたことがうかがわれる口例えば上回

の場合、全体の面積は不明であるが、 2町3反に何らかの被害があり、うち復旧が必要な面積はl

町7反となっている。そして、天保 5年の段階で、起返の進んだ面積は5反ほどに過ぎず、復旧の

割合を示すと 33%となる。以下、割合を書き出してみると、中国は 16%、下回は 18%と起返率は低

調である。その中でも上回の起返率が高いのは、土地生産性の高さが関係していると思われる。一

方で、上回にランクされる水田は古くからの開発によって維持されてきた場所に分布することが多

い。その反対に、下回などは開発が新しく、粗放的に利用されている土地にあることも多い。そのた

め、上回の復旧率が高いのは、集落の立地する場所から比較的近接していることが予想され、宅

地からの距離と関連していることも考えられよう。また、この書き上げには、上回のうち8反1畝22歩

が、「砂寄畑jとして集計されている。このときの水害によって面積の総てが「砂寄畑jとなったもの

か、それ以前からそのような土地利用がなされ、今回の分と合わせて集計されているのかは明らか
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第]1-4表宮本村における農地被害と起返の面積一天保5年(1845)-

耕地 被害総面積 砂埋面積(A) 起返面積(B) 復旧害IJ合

等級 町 i反 ii玖!歩 町 i反 i畝 i歩 町 i反 ii敬i歩 A/B (%) 

上回 33 

中日 16 

下回 18 

上畑 一

中畑 。
下畑 6: 5: 13 0: 6: 7: 13 0: 9: 6: 5 58※ 

(1天保五年荒地書上帳宮本村Jより作成)

1) r※Jは、下畑のみ復旧率が100%を越えるため、被害総面積との比率を示す。

ではない。しかし、水害前まではI上田Jとしづ、最も生産性が高い水田で、あった地目が、これまで

に8反以上もf畑Jに転換していることは注目に値する。おそらく、土砂の量が多く、水田としての復

!日が不可能と判断されたか、そのような土地を、他の水田の土砂を取り除いた際の土捨て場として

意図的に客土したかのは判明しない。いずれにしろ、起返の中から、先に見た島畑景観が形成さ

れていたことが明らかである。

つぎに、上畑、中畑、下畑の、各畑についてみてみよう。上畑は、被害の記載がなく、それゆえ

起返も行なわれていなし 10 中畑は7反の被害のうち、土砂の入り込んだ面積も同じであり、起返も

0%と全く進展していない。下畑は土砂の入り込んだ9.6反のうち、 6.7反あまり、割合にして70
0/0近く

の起返が進んでおり、中畑とは異なった対応となっている。

これらの記載から、宮本村の洪水からの復旧状況は以下のように考えることができよう。すなわち、

水田の被害は、差出帳に記載の 5町 4反余りのうち、何らかの被害があった面積が4町4反ほど存

在していた。このうち土砂の流入等により、復旧が必要な面積は3町4反にのぼるが、起返は進展

しておらず、生産性の高い上回で、さえも3分のl程度で、あったD また、中田のうち5反3畝5歩は「池

成jと水が号|かない状況であり、このことも水田の起返率が上がらない原因で、あったと考えられる。

他方で畑においては、上畑の被害記載が見られないD 上畑は、享保6年 (1721)の「反別川 1J求書

上l懐 23)Jによると、 iJ 11成永号IJとして1町7反3畝10歩が記載されており、宮本村にまったく上畑が

存在しなかったとは考えられない。むしろ、この水害においては、上畑に被害が及ばなかったもの

と理解する方が自然である。中畑7反は、まだ復旧は行われておらず、その一方で下焔は 700/0ほ

ど復旧が進んでいた。

このように、水害からの農地復旧を見てみると、水田よりも畑の方が復旧の割合が速いことがわ

かる。この要因としては、以下の 2点が考えられる。第ーには、洪水のあった秋以降、水田での稲

作は収穫が見込まれないため、なかば[放棄jされた状態となり、秋から冬にかけて作物の栽培が

可能な焔を中心に、復!日を開始したことが考えられる。また水田は、なんらかの被害が確認できる

面積が 4.4I可であるのに対して、差出帳での水田所有面積は 5.4IUTとなっており、この1町に関し
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ては被害を免れたのではなし¥かと考えられる。また、土砂の流入した面積は3町4反ほどであり、被

害はあったものの、土砂を取り除く必要のなかったと考えられる水田面積も1昨ほど存在している。

おそらくこの年は、この差し引き 2町分からの収穫を最低限確保し得たのではないだろうか。

第二には、土地利用の集約度の問題であるcすなわち、水田の復旧率が低く、畑が高いのは、

水田が低地にあり、被害が発生することを予期して、あまり重点的に復!日を行わなかったので、はな

いかと考えられる点であるD 事実、このときの洪水においては上焔の被害が存在していない。この

村は、男Ijの史料(反55IJ川成書上帳)によると、享保 6年には上畑 l町 7反ほどを所有していること

がわかる。それゆえ、上畑は存在しているが、被害が全くなかったので、ある。これは、前節までに見

たような、上畑を最優先に防御する構造が機能していることを表していよう。また、水害を受けた場

合には年貢の減免が行われる。天竜)11下流域の村々では、年貢割付状などに「水損51Jやり11成

号IJなどの名呂が記載され、このような減免がおびただしく行われていた 21)。それらの分析は本稿

では行わないが、被害にあった土地が、年実、租税の徴収から免除されることも、水田の積極的な

復旧を遅らせる要因として存在していた可能性がある。すなわち、減免としち権利の保障を優先し、

土地の復旧を意図的に遅らせていたことも考慮、に入れる必要があろう。

d.明治 4年松本村でのf起返jとその規模

土砂の堆積と「起返」について、明治4年(1871)3月に作成された松本村の絵図から検討してみ

よう。松本村は前項でもみた宮本村に近接しており、その位置は第I1-8図からも確認できる。絵

図においいても(第II-14図)、村の土地利用が大まかに図示され、村の西側は天竜)11とそれに

並行する堤防があり、その堤防からすぐ東に宅地が描かれている。農地は家屋の並ぶ、堤防に並

行して走る道路よりも東側の一帯に存在している。

ところで、この絵図は明治4年 3月の作成となっているが、天竜川では通常夏から秋にかけて水

害が発生する傾向にあるため、この時期に水害にあった可能性は低いD むしろ、前年の秋までに

何らかの洪水被害が発生し、その影響を半年なり数ヶ月が経過した， 3月の段階での復旧状況とし

て、絵図に残したものと考えられる。

この絵図に描かれた被害を見ると、松本村内での堤防破堤は確認できず、この村以北のいずれ

かの地点において洪水流が堤防を越える被害が発生し、そこから堤内を流れ下った洪水流が松

本村にまで押し寄せてきたことが荒地の状態から明らかであるD また、村人の居住する宅地が密集

したあたりには被害の記載がなく、比高の低い、村の中央部の農地に洪水流と土砂が押し寄せ、

荒地が生じたものと考えられる。そして、舌状に存在する荒地の周回では「起返jが行われている

場所も点在している。しかし、復旧開始から少なくとも半年近くが経過しているにもかかわらず、そ

の面積はまだ少なく、荒地のほうが多く残っている。このように、水害からの農地の復旧は容易なも
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第n-14図松本村における起返の進展一明治4年(1871)一

(1松本村荒地絵図面Jより作成)

のではなく、水害以前の農地に復旧させることには多くの時間がかかった。また、この絵図では、荒

地が水田だけでなく、畑にも及んでいることが注目される。微高地に位置する畑や居住地まで洪水

流が押し寄せてくる頻度は、通常低し 1と考えられるため、この絵図が作成された被害は、明治 3年

に水害年表(第 1-1表)で、確認で、きる小規模な増水ではなく、明治2年の大増水時の後に作成さ

れたものと考えられるo そのため、水害の発生時点から 1年半を費やしても、未だに半分以上が荒

地のまま残った状態で、起返が続けられていたことになる。

このときの被害面積をみると(第rr-5表)、水田への被害は1町?畝ほどであるのに対して、畑

の被害は 10町以上記録されている。松本村は沖積平野南部の、天竜東川の左岸lこ位置している。

一見、低平な部分に見えるが、村内の農地は水田よりも畑が卓l越していたことが特徴的であるo畑

のうち、上畑、中畑といった、比較的生産性が高いと思われる地自においても大きな被害がでてい

る。また、この村においても、 f上田畑成jなどの記載でわかるように、かつて水田であった地目を畑

としているのが特徴的である。このうちf中田畑成jやf下回畑成jで、は、被害がそれぞれ 3反、 2反

に及んでいる口明治 4年の時点で、水田から畑に転換された菌積は、被害のあった場所だけを合
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第n-5表必木村における田畑の被害反別一明治4年(1871)一

被害面積
堤成引の分

J也自 U1T :反 j畝:歩:厘

上田 0: 2: 1: 2: 7 2反20歩
一-"..-ーーー"'一ーーー一， 一ーー，ーーー

中田 。: 6: 6: 24: 5 
ーーーー'". -1ー一一ーー-，.ー・-一一ー一一ー，ー

下回 。: 7: 21: 0 

田計 0・ 5・18・ 2 

上畑 2: 1・ 2・ 0・ 0
一一:一ー一:一:一 一一 一一

中畑 4: 4: 9: 9: 5 5反8畝23歩
_._._ー・'量'ーーー一一，一ーーーーで.-"--，

下畑 2: 8: 6: 25: 6 3畝20歩6厘

下下畑 。: 2: 8: 14: 0 
ー--_ 事ー 一_.，--_ーーートー由、-一一一~

上田畑成 0・ 0・ 8・21・ 0
一一一一一

中田畑成
00・132'140=;146';O0 一 『一一

下回畑成
一一一一

新畑 0: 0: 5: 0: 0 

畑計 10: 3: 8: 4: 

合計 11・ 4・ 3・22・。

(i遠江国豊田郡田畑荒地高反別11長松本村jより作成)

計しても上中下を合わせて 6反以上存在していたのである。島畑の形成は、おそらく大規模に洪

水の復旧が行われる度に下流域のいたるところで

e.復旧活動と他地域との関係

水害に遭った村で、は、農地の復!日を続ける一方で、支配層や他の村々との対外的な折衝も同時

に行っていた。ここでは、そのような社会的な対応の在り方を、被害にあったキすから差し出された書

状から検討してして。 時代が前後するが、ここで、は先ほどみた天保 4年(1833)水害における、宮本

村の行った対応で、あるo書状は2通が残されている。

つ。

このうち l通は、天保 4年(1833)8月に領主に差し出されたものである。その全文を揚げてみよ

一、当村之{義者打続四ヶ年ニ五度之水損ニ而御田所悉ク荒地ニ罷成皆亡所皆亡作ニ市大小之

百姓露命相続相凌兼候ニ付他国袖乞等ニ迄罷出、漸ニ亡所之町畑手入仕作毛仕付ケ候而茂容

易ニ実法出来不仕候ノ¥ノく、百姓蓮々ト困窮弥増無詮方日々袖乞等ニ而漸々老人子供助命相続

罷有候、且又年々御切手御拝借ニ市漸々百姓年越等仕候得共猶又当年之所悉六ヶ敷候故御切

手御上納之儀無党来奉及候此度御殿様長講之出金之所百姓自力ニ不及当村之儀御上様御

慈悲憐慾ヲ以皆御用捨被下置候様偏ニ御願申上候以上

(宮本地区区有文書[乍恐以書付ヲ奉殿上候却J)

これによると、宮本村は天保4年の水害を含め、過去 4年間に 5回の洪水被害に遭ったと訴えて

いる。これにより、回はことごとく荒地になり収穫が出来ないこと、百姓は生活のため、他国に物乞
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いに出る者があること、荒地となった田畑にかろうじて槌え付けを行ったが、収穫はあまり得-られな

かったことがわかる。また、後段では近年「御切手J(借金)を毎年してきたのでなんとか暮らしてき

たが、今年は返済が難しいこと、そして返済できない代わりに、さらなる借金をしないと生活が出来

ない(それ故何卒拝借させて欲しい)と続く。

つぎに、 2通自の書状を見てして。これは、天保4年 12月に宮本村から領主の陣屋がある別所村

の御役所に宛てられたものである。これも全文を書き出してみる口

一当村之(義者去ル丑年ヨリ五ヶ年之御鍬下被仰付候得共四ヶ年五度之水難ニ付大小之百姓必

至与困窮募今多御田地起返之手順茂行届兼侯ニ付袋井宿御伝馬継立金弐拾両借入仕度右宿

役人江相願侯得者御地頭所様御奥印無之侯而者金子出来兼候ニ付乍恐御奥印御願奉申上候

何卒御奥印被仰付被下置候様偏ニ御願奉申上候以上

(宮本地区区有文書「乍恐以書付ヲ奉願上候 26
J)) 

この史料にも4年のうちに 5回の水害にあった事が記されているが、最初の洪水で、ある 4年前の

丑年(文政 12年、 1829)には、それ以降 5年間を「鍬下」、すなわち、年貢を減免することが決定さ

れていた。また本村は、田の起返が進まず農地からの収穫が見込めないため、袋井宿の御伝馬継

立金 20両が支払えなくなったoこの継立金は、おそらく宮本村が袋井宿の助郷として指定されて

おり 27)、人馬の出役が金に換算されて袋井宿に支払われていたものと考えられるD 宮本村は、この

金を支払えないため、袋井宿にいわば20両借金したことにして、後から支払う手はずを整えていた

ようである。この史料では、そこまで明確には書かれていないが、「御地頭様Jの印が押された書状

を添えて持参しないと、袋井宿の役人が金を貸してくれないと言っており、それゆえ、奥印を押して

くれるように領主に頼んでしものである。

これら2つの史料により、以下のようなことが明らかとなる。すなわち、洪水被害に応じて領主から

の救済金を借入れしていること、そして、天保 4年水害の段階で、過去に借りている分の返済がこ

の年には不可能で、かつ、今後の救済金を改めて貸して欲しし叱の願い出があることから、水害時

に金額を借り入れることが、いわば慣例となっている事がわかる。袋井宿との伝馬継立金のやりとり

も、領主の奥印を介した貸し借りがスムーズに行われていることがうかがわれ、村が水害後に処置

すべき対外的な事柄を、極めて「手慣れたj様子で処理しているように思われる。

そして、被害の記載に注目してみると、 l通目において「水損Jとして書かれているのは「御田所

悉ク荒地ニ罷成皆亡所皆亡作ニ」なったといっている。一方、 2通自においても、土地利用の明ら

かとなる部分ではf御田地起返之手JI慎茂行届兼」となっている。すなわち、ことごとく荒地になり、 j包

返がうまくいっていないのは「水田」なのであり、畑がどうなったのかには一切触れられていないの
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である。唯一、 1通自に「亡所之田畑手入住作毛仕付ケ候市茂容易ニ実法出来不仕候」とあるが、

畑のうちどれほど、の面積が実に至らなかったのかは明らかで、はない。

このように、天竜)11下流域沿岸村では、集落と畑の防御を最優先に土地利用を行い、かっ復旧

の段階においても、水田よりも畑に重点を置き、場合によっては地図を水田から畑に変えることも

行し1ながら、天竜)11の水害lこ対応していたことが明らかとなったD

3 農業生産とその特徴

1 )畑作物の特徴

天竜)11が運搬する土砂の堆積により、天竜川下流域の沖積平野は後背湿地が発達せず、水田

とよu1の比率が平均して1対1とし1う値を示していた口そして洪水が起きても容易には浸水しない、微

高地上の焔の利用がこの地域において重要であることが前節までに示された。その畑ではどのよう

な作物が栽培されていたのであろうか。

以下は、正徳、 3年(1713)に作成された、「木沢村差出i懐 28)Jのうち、村の畑と、その作物に関す

る記述を抜き出したものである。

一、畑土臣、あらすなニ市御座候

一、畑ニハ麦不残仕付申候

夏作ノ¥粟・稗・黍・芋・せうが・木綿・あい・むらさき・其外畑作之分ハ少宛諸色作り申候

一、男ノ¥作之関霜丹ヨリ極月迄、芋・せうが・牛芽・其方之諸色之ものしよい商内、市立

仕{段、比外遣延を織申{長、正月ヨリ二月初頃迄ハ麦耕作之問、みのをひねり、畑を繕

其外枯草を取申候

前節まで、に見た、彦助堤水防の要衝、本沢村では、天竜川の洪水流がもたらす土砂の堆積によ

って作られた「あらすなJの畑に、冬は全面的に麦を植え付け、夏は粟・稗・黍といった穀類のほか、

芋や、ンョウガ、そして、商品作物である木綿、監、紫革などを植えつけていたことが知られる。

また次の史料からは、畑作物の種類だけでなく、石高で換算されたその生産高を知ることができ

るD 本沢村と間じ天竜)11右岸北部に位置する小島村(第II-15図)に残る「享保二年内野小島村

畑作明細書~ 29) Jに記載された畑の等級と、そこに植えられていた作物ごとの石高の割合を検討し

てみよう(第ll-6表)0 /J、島村は右岸北部に位置する集落で、あり、近隣の他の村々と同様の自然

条件を有する、 71'(臼よりも畑が卓越した村で、あったO

まず、畑の等級は上・中・下・下下と続き、「削;目成Jとし 1う水田から畑地に転換した地目も見られ

89 



06 

(日正弟二号 fよ国砕きftJ rよ1Il#1J'MJ r巾尊重准J図従甲t1α+!;iL9図総書 EZ取泊)

一路中明白白 -u~佳[ωる弓峠智\fl 図 91-II第



第n-6表天竜川下流域沿岸村の畑作物-享保2年(1717)一

明等級 作元IJ作物 石f罰

石|斗 升|合勺才

上畑
。ζ 麦 32 9 61 400 

ー一一

夏 木綿 14 2 4 450 

三百え 大豆 6 6 3 135 

百クζ 稗 6 6 3 135 

夏 黍・蕎麦 2 6 9 672 
一一一

ρ百ζ 大角豆・菜 2 7 01 250 

中畑 Aζ 

麦木綿
23 8 090 

夏 7 4 9 090 
一 一一一一

夏夏
大豆 5 8 8 730 
一一“一一一一一一一一

手早 5 8 l~ 730 

夏 大角豆・蕎麦 2 2 7 270 

夏 黍・菜 2 2 71 270 

下 兵ζ 麦 34 6 7 550 

下下畑 5百に 木綿 9 。。530 

夏夏夏

大豆 7 3 6 035 

平芋年 7 3 6 035 

4 9 6 。。。
夏 藍 2 H 3 000 

夏 紫草 2 7 000 

夏 牛募 7 6 050 

田畑成 タζ 麦 。9 91 181 
一 一

夏 木綿 。3 000 

夏 大豆・稗 。5 4十夏 芋・牛芽 。。9 

新田畑 九 麦 5 。 000 

夏 木綿 7 。000 

夏夏
大豆・稗 2 3 。000 

苧・牛芽 。000 

畑両合計(麦作両の合計) 96 4 

(W浜北市史浜北と天竜川町享保二年内野小島村畑作明細書jより作成)

る。しかし田畑成での生産量は少なく、おそらくは島畑のような極めて小規模な土地が想像されるo

また、新田畑も石高に加えられているが、その高はごく僅かなものであり、開墾して関もない土地で

あるのか、地味が劣り収量の期待できない農地のようである。それゆえ、小島村は、主として上中下

畑と下下畑からの生産量を基盤として成り立っていたとし¥える。

畑の石高は、麦の作付けを基準として算定されており、麦の石高と、表には記載していないが宅

地の面積を石高に組み込んだ数値が、この小島村の畑高合計とされているO すなわち、上畑 32石、

中畑 23石、下畑と下下畑の 34石などは、麦作の石高であると同時に、この畑の生産力として年貢

害IJ付の際の基準となる数値である。そして、畑の冬作には、この麦が挙げられており、初冬から初

夏にかけては畑一面に麦を植えつけた土地利用がなされていたのであろう。これは、先の本沢村

村差出i援に記載された、 f畑ニハ麦不残仕付申候」という内容に一致している。

つぎに、夏作について検討してして。ここに登場する作物をj煩に挙げてみると、稗・黍・蕎麦の穀
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類、大豆・大角豆などの豆類と芋、菜類や牛芳といった競菜、根菜の類、そして、商品作物として

木綿、藍、紫草が作られていたことが記載されている。先に見た本沢村の書き上げに共通する作

物が多く、この地域で、の主要な畑作物で、あったと考えることが出来る。そのなかで、石高の多い夏

作は木綿で、あるo r田成熔Jとf新田畑」を除くと、綿はどの等級の畑においても、夏作で最も生産量

の多い作物となっている。とくに、上畑で、の木綿生産は、向じ欄に並ぶ大豆や稗の2倍以上の石高

をあげており、その卓越性は注目に値しよう。一般的に綿作は肥沃な畑において質、量共に高くな

るといわれているが、まさにこの村の上畑がその適地で、あったといえるO 他に大豆や穀類を植えて

いるのは、それらを自給や他出する以外に、ひとつの輪作体系として、肥料を多く必要とし、土地

の消耗が大きい綿生産だけに偏らないようバランスをとるために植えられていたとしヴ側面も持って

いたであろう。このように、綿作だけで、村高 96石のうち 3分の lにあたる 32石の生産量があり、

綿生産が重要で、あったことがわかるD

2)下流域における綿作

天竜)11下流域では、農地のどれほどの面積が綿作に占められていたので、あろうか。右岸北部に

位置する中条村に残る、享保から元文・寛保期 (1700年代前半)嘆の様子を伝えているものと思わ

れる村明細様 30)によると、

本新畑惣町歩四十八回了弐反八畝八歩之内

一木綿畑拾五町余

一大豆畑拾九四了余

一小豆畑弐町七反余

となっているD 本畑、新熔を含めた、畑地の面積48町あまりのうち、大立を作付けした畑が約 4割、

綿を作付けした畑が 3害IJを占めていたことがわかる。先に見た石高の検討と合わせると、天竜)11下

流域では、生産高、面積ともに、おおよそ畑作物の3分のl程度が綿によって占められていたと考

えられる。

つぎに、北部よりも若干水田の面積が広くなる、平野南部の農作物について検討してして。ここ

で取り上げるのは、天竜)11が3本に分流する輪中地帯沿岸に位置する宮本村での、江戸時代末

期の状況である。前述した「天保三年遠州豊田郡宮本村指出11長 31)Jには、 fー綿蔵一軒但

シニ間半三間jとし 1う記載が見られる。これは村-が管理している蔵で、一般的にf郷蔵Jなどと記

載されるが、ここでは「綿蔵jと呼称されていたようである。用途としては、収穫された年貢米などを

一時的に保管したり、飢僅に備えて保存で、きる食料，を備蓄したりしたので、あろうが、綿を保管してお
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くための倉庫としても用いられたのであろう。この頃の綿栽培が、し1かに盛んとなっていたかを傍証

するものとして興味深い。

江戸時代末期の慶感2年 (1866)には、同じく宮本村に居住していた川合家の文書から、その頃

に作付けされていた畑作物と、その面積が判明する(第n-7a表)。先に見た平野北部では、村レ

ベノレでの畑作と、その中で、の綿作の割合について検討を行った。一方この史料は、 l軒の家レベ

ノレでの畑の利用形態を知ることがで、きるため、極めて有用であると考える。

川合家の所有する畑は、合計 16の小字に分散しており、稲荷前に存在する 8畝の畑が各字の

中で最大の面積である。一方、最小の面積は l畝であり、極めて細分化された地害IJの畑を所有し

ていたことがわかる。

作物について見てみると、記載のある作物は全部で 6種類があげられている。これを、栽培面積

の多いJi摂に集計したのが、第n-7b表であるD これによると、最も作付面積の多いのは「わたjであ

り、 2反以上と他を圧倒している。川合家の畑地の所有面積は 5反7畝であり、「わたjは6畝 10歩

については他の作物と重複して集計されていることを考慮しても、 3分の l以上の面積が綿作に利

用されていたことになる。次に面積の多いのが「さとうJで、これは甘煎(サトウキビ)の栽培を示して

いる。わたやさとうといった商品作物の生産だけで、畑の 3分の 2以上が利用されていたことになる。

この他、面積が不明の「大せ戸Jcv ¥う小字は、「あきJとなっており、この年には何も作付けがされて

いなし 10この理由は不明であるが、おそらく水害に遭って復旧途中にあるか、あるいは地力回復の

ために休耕地となっている可能性もあるロ

第II-7表天竜川下流域沿岸村の畑作物一慶応2年(1866)一

a小字および、面積)1蹟

小字 面積 作物

稲荷前 8畝 さとう

いかっち 6畝 わた
堤下 5畝 さとう

辻 5畝 さとう
東う山 4畝20歩 わた
水新井東 4畝 わた
水新井西 4畝 きび

冗蔵311 4畝 わた

マル品前 4畝 きび・わた

六七回 4畝 大旦

神明前 3畝 大豆

金次郎西 2畝10歩 わた・いも

稲荷前下 2畝 すいか

神明前小:上田 l畝 わた

いか・ 1畝 大豆

大せ戸 不明 あき(空き)

(f慶熔二年宮本村田畑銘数控I~長」より作成)
l)r・Jは判別不能を示す。
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b イ乍付面積)11責
作物 面積
わた 2反 5畝 20歩 *1
さとう 日亙8畝
大豆 8畝
きび 8畝 水2
すいか 2畝
いも 2畝 10歩 *3

本16畝10歩は、きび・いも分を含む

本24畝は、わた分を含む

*3 2畝10歩は、いも分を含む



ここまで畑における綿作の意味を述べてきたが、住民はそれのみを作っていたわけではないn

畑の優位性を利用して、より複合的な農作物の輪作形態を取川ていた山あろうD 明治初お

になると、統計類が散見されるようになるため、それら畑作物の実態をさらに知ることがで、きる凸

明治 7 年 (1川こ高薗村で収穫された農作物の一覧は、 f産物取調書上i帳I~懐ド}長rド刊長炉ド3詑2
いるO ここから明らかとなる当時の作物から(第E一 8表)入、畑作物の状況を見ていくこととしよう弘門書

上1I帳i懐長には、作物の種類凶収穫量が記載され、米のみは金額に換算した値段が含まれてし1る。
また、作物がどこかに移出されている場合には、その数量が記載されている。

まず、米と麦に注目すると、米が約 6・5石の収穫があるのに対し、麦は 100石となり、水田がほと

んどない状況が収穫量の差から見て取れる。書上帳では大豆以下腕豆(エンドウ)まで、の9品が雑

穀とされ、いずれも白家消費を目的としていると記載がある。そのつぎには、競菜、芋類の記載が

あり、このう与いくつかは「他所へ売出侯jとなっているoこれら移出される農産物は、藍、サツマイモ

ゴボワ、ショウガ、生糸、踊などである。また、タバコや実綿など、他出を目的としていると思われる

作物が自家消費となっており、若干資料の整合性に欠ける面があるo しかし、この2つのうちタバコ

は収穫後、自家で乾燥を行うこと、実綿の場合は、繰綿や糸にする加工を自家で、行うものとして捉

第 ll-8表高薗村における農産物一明治7年 (1874)-

産物 生産高 用途

米 6石5斗6升 37円20銭

麦 110石 自用費消

小麦 24石 自用費消

大旦 12石 自用費消

小豆 3石 自用費消

粟 12石 自用費消

手早 12石 自用費消

黍 10石 自用費消
ソノ〈 12石 自用費消

ササゲ 1石8斗 自用費消

コマ 6斗 自用費消

エンドウ 6石 自用費消

ダイコン 180荷 自用費消

ナス 601苛 自用費消
直Ei 150貫目 他所へ売出

ニンジン 30荷 自用費消

サツマイモ 600荷 200荷は他所へ売出

ゴボワ 60荷 50荷は他所へ売出

干ショウガ 185貫目 他所へ売出

実綿 180貫目 自用費消

煙草 28貫目 他所へ売出

生糸 41抱5分 他所へ売出、 l抱は300目

生前 8石2斗 他所へ売出

桑 1008束 自用費消

(~浜:(と市史別冊浜北と天竜) II~ r明治時七年物産書上11長高菌村Jより作成)
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え、収穫後すぐに移出するものと区別しているのではなし1かと考えられる。

他所へ売渡される作物について注目すると、まず、藍はすべて売渡となっている。綿作の進展

に伴って、その染料である藍も多いに需要があったO しカも、時には天竜)11下流域で産出される綿

だけでなく、当時の全国的な流通網によってもたらされた良質の河内木綿を原料とし、天竜J1Iの藍

を使って染色したものを再び出荷するなど、すでに複雑な流通構造や染色の組み合わせが存在し

ていた 33)D生糸はここでは綿糸のことであるが、 41抱 5分という数が移出で、あったO すなわち、綿作

に関連して、この村では糸まで加工した段階で移出することが盛んであり、技術的な付加価値をつ

けることが可能で、あったことを示している。また、実綿、繰綿、生糸、綿布など、どの段階の製品をど

れだけ移出するかは、綿を集荷する問屋なと。の差配のもとで、行われるもので、あったD この、問屋の

動向については、次項で詳しく検討する。

また、綿だけでなく、サツマイモやゴボウ、ショワガなどの芋類、根菜類も出荷が盛んに行われて

おり、この頃すでに、おそらくは小規模で、あったと考えられるが、一応の農産物流通構造の枠組み

に天竜)11下流域の村々が組み込まれていたことが明らかである。移出先の詳しい状況については

不明であるが、疏菜類の多くは浜松の城下に向けて出荷されていたことが想定される。

この、浜松城下に移入される競菜類については、 f東木戸青物市場沿革 34)Jに興味深い記録が

残されている。これによると、幕末期の慶応年間に天竜川下流域の疏菜栽培者と、その買い入れ

を行う浜松城下の八古屋組との間で、ゴ、ボ、ウの品質をめぐって争論が持ち上がっている。当時生産

者は、天竜)11の洪水によってゴボ、ウが傷んだ、り、根腐りがおきて、完品の状態で出荷できなくなると、

傷んだゴボウ 3，4本のうち、まだ状態がよい部分だけを切り取り、それを串で、つないで、一本のゴボ

ウのように見立てる「継ぎ牛芳jを売ることがあったとしち。問屋側はこの「継ぎ牛芳jの出荷をやめる

よう、再三にわたり村々に言いつけていた。しかし、農家の側は水害があった年は、これらの出荷を

禁止されると売るものがないとして拒否したため、問屋仮.IJが通常の品を含め、一切の取引を中断し

てしまったために起きたもので、あったO この頃には、ゴ、ボ、ウの品質をめぐって争論が起きるほど、流

通が一般化していたのである。他の疏菜についても、浜松城下との深い結び、つきが想像されよう。

3)綿製品流通における天竜HI下流域の位置づけ

a.在地問屋と下流域農村

天竜川下流域では、いつ頃から綿栽培が盛んとなったかについては、確かな資料がないため検

討することは難しい。しかし、江戸時代初期の元和元年(1615)に作成された貴平村の年貢筈IJイ寸状

には、すでに「綿作検見引Jとして、 3石 4斗2合が認められていた記載が見られるお)。すなわち、

この頃にはすでに綿が年貢のーっとして存在していたのである。一方で、これは減免の分を含ん

だ年貢割付状であるため、この年に綿を栽培する畑に何らかの被害が発生し、その分の年貢を免
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除されたことを意味している。綿は、たとえば冷害や多雨、そして、生産基盤である畑の表土そのも

のに被害が及ぶ洪水等の環境変化に弱し 1作物であるお)Dそれゆえ、綿栽培は高収益をあげる反

面、不作になった場合のリスクを考慮する必要があったo先に見た、平均的に畑地の3分の1の面

積を綿作にしていた事例も、それ以上作付けを増やすと不作時に大きな影響が出ることを予見し

た土地利用を反映していたものとも考えられよう。綿は、それだけ投機性の高い作物で、もあったの

である。次の史料からは、年次ごとの綿問屋の取引件数が知られ、その増減こそが綿作の特徴そ

のものを示していると言える。

天竜川下流域の右岸北部に位置する木船新田村(位置は第n-15図を参照)には、周辺の村

で作られた綿を集荷する問屋木俣家(屋号:和泉屋)が所在していた。木俣家の由緒は不明である

が、屋号としている「和泉Jは、畿内地方の綿作中心地域のひとつで、もあり、その関連性が想像され

る。このような在地に存在する問屋は、収穫された綿を集荷するだけでなく、そこから繰り綿、綿糸、

綿布などに加工するために、再び村に原料を渡して加工後に集荷するなど、複雑な構造を持って

いた 37)。ここでは、和泉屋のような在地に展開する集荷問屋の性格を把握し、先に見た畑作物とし

ての綿作の卓越が、どのような形で流通にまで位置づけられていたのかを検討してして。

和泉屋に残る「永代中長 38)Jからは、取引のあった農家とその件数が明らかとなるo (第n-9表)。

木表からは、寛政 11年(1799)から天保 6年 (1835)までの、 37年間にわたる取引件数が判明する。

この間に取引件数の増減があるが、寛政・享和期よりも、文化期に入って取引量が増え、文化 2年

(1805)と11年 (1814)にはそれまでで最大の 35件の取引があった。時代の下った、文政・天保期

になるとさらに増加傾向が見られ、取引が少ない年でも 20件を下回ることはなくなっている。天保

元年 (1830)には、最大の63件を記録している。取引件数の増減は、その年の気象条件や、特にこ

の地域の場合で、は水害の有無に関連しており、豊凶の差が大きい綿作の特徴を現しているものと

思われる。

第n-9表和泉屋の木綿関係取引件数-寛政11年~天保6年 (1799~1835) 一

年次 件数 年次 件数 年次 件委到
6 文化9年 1812 29 文教7年 1824 20 

19 文化10年1813 24 文政8年 1825 49 

5 文化11奇1.814 35 文政9年 1826 45 

6 18 文政10年 1827 34 

11 11 41 

7 19 35 

35 30 63 

文化3年 1806 12 21 29 

文化4年 1807 13 34 27 

文化5年 1808 19 24 35 

文化6年 1809 10 文政5年 1822 24 天保5年 1834 52 
ー .-，吋』・・』噌岨 ・--ーーー岨

文化7年 1810 27 文政5年 1822 24 天保6年 1835 49 
一一一 一 一一一

文化8年 1811 23 文教6年 1823 35 合計 890 

cw浜北市史通史編上巻j1004ページより作成)
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また、この史料は、一部にどこの村に居住する者と取引しているのかが判明するので、その範囲

を分布図にすることが可能である(第H一日図)。取引の数量は、縞木綿取引、白布取引、木綿貸

付の 3つの合計を集計したものである。すなわち、ここには何らかの加工がなされた「綿製品」の取

引を示したもので、実綿や繰り綿とし 1った、綿を収穫して、まだ原料に近い段階での品物は含んで

いなし ¥D

この分布図により、その特徴を検討すると、取引量の多いのは木舟村であり、和泉屋の居所であ

る木舟新田とその近隣の村が多くなっているoそして、外縁に行くにしたがって取引量が少なくなる

ことがわかる。なお、この頃には、和泉屋のある木船新田村は戸数が 130戸、木舟村は 20戸であ

った 39)。「永代帳Jでは、 32件と取引していることが確認できるので、この数字はおそらく、新田と本

村を合計したものとして記載されているのであろう。また、本図では省略したが、和泉屋は村内の

63軒に対して、何らかの綿取引に関連する金銭の貸付を行っている。それゆえ、村内の 6害IJ近い

家が、綿を介して和泉屋と関係があったことがわかる。

このような取引が見られた範囲は、おおよそ4キロ (1里)以内の村で、あったと考えてよい。それ以

外にも、少数ではあるが二俣、阿多古といった山間部や、見付宿などの天竜川左岸と、磐田原台

地を超えた範囲にまで、取引は広がっていた。近隣に取引範囲が多いのは、おそらく原料となる綿

や、製品を徒歩や荷車に積んで、移動する範囲で、あったことを示していると思われる。一方で、前述

した右岸南部の宮本村などは、遠距離である和泉屋との取引を行っていない。それゆえ、本稿で

は明らかにしえないが、和泉屋に限らず日Ijの在地問屋が点在し、綿と製品の集荷を行っていたと

考えられる口

b.綿の全国流通と天竜川下流域

中安家は、笠井村に居を構え、和泉屋と同様に近郷の農村から収穫された実綿を集荷したり、

糸や綿布として加工されたものを移出する在地の問屋で、あった。

中安家の史料により天保 2年 (1831)におけるくり綿と白木綿の取引状況が判明する(第II-10 

表)。史料の制約から、天保 2年の 2月から、 12月までの取引状況を一覧にしたものであるが、こ

のうちまず送付先に注目してみる。ここで多く見られるのが駿河の「江尻j、「清水Jと、相模の「浦

賀Jなどである。このうち清水の問屋で、ある「白子屋与兵衛Jと「薩摩屋十兵衛jは、清水湊を根拠と

する廻船問屋であり、浦賀の「大黒屋清左衛門J、I/J¥)II平次郎Jも、当時の関東最大の廻船寄港

地で、あった浦賀を居所としていることから、廻船問屋で、あったと考えられる。

一方で、陸路の要衝で、ある宿場町にj苦住する問屋とも取引が見られ、もっとも取引回数の多い

のは、江尻の「綿屋伊兵衛Jと、島田の「土屋政助Jである。また、江尻は;奏田1・の清水と複合的な町

場を形成し、陸路ではひとつ東の宿場開了である興津から甲州、|への街道が通じ、さらに、富士川舟
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第 II-16図在地綿問屋和泉屋の取引範囲一江戸時代後期一

(W浜北市史通史編上巻~1006 ページ、「木俣家永代IP'長 j より作成)

1)下図として明治 23年測図 5万分の l地形図「見附町Jを使用。

2)堤防の配置は明治中期のもの
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第 II-10表牛i安家におけるくり綿・白木綿等の取515t-天保2年(1831 )一

日付 | 送付先 | 中継ぎ

2月17日|駿町清水‘ 白子屋与兵衛 i遠江川崎湊溜屋善兵衛
2月17日!駿河清水 薩摩屋十兵衛 i遠江川崎湊溜屋善兵衛
2万20町福夜漏蚕*亙雇}義呆福一一一一一一夜じ一一一一一
2月26日!駿何江尻 綿屋伊兵衛 i なし

2月26日! 万石屋八十八 j遠江見付 小竹屋弥右衛門

3月日日|相模浦賀 大黒屋儀兵衛|遠江相良 西尾太郎兵衛

3丹13日i相模浦賀 小川平次郎 i遠江相良 西尾太郎兵福-

3月13日|江戸大伝馬町小津清左衛門 i遠江相良 八木三郎左衛門
排出lt日展涌賀一-大黒屋儀支石!画工柁良 八註布石橋両

1 Ff:ic. .inf .iT E? • y.E1 S. 1+1-h-~ 1遠江掛川 耕屋源右衛門3月15日|駿河江尻 綿屋伊兵衛 i 1"""'''-1 ..， 1--1/ U II'II"/~ 1/ /..... Ij-J I遠江 j11111奇湊福屋善兵衛

1 ff-ic. .inf .i-r fTI {/EJ e 141-h-/~= 1遠江掛)11 析屋源右衛門
3月15，16131駿河江尻 綿屋伊兵衛 | 

I"~""""'I'" I--I/I.，J IP!./..:::x:::;.I/ /.......I~ïJ I遠江川崎湊溜屋善兵衛

3sJ 16日| 木綿屋権左衛門 なし

3月22日j駿河島出 土屋政助 i遠江掛川 祈屋源右衛門
6月15S I京都 井筒屋善右衛門 なし

6月15日i 美濃屋忠右衛門 なし

6月15s I!駿河江尻 綿屋伊兵衛 |遠江相良 八木三郎左衛門

6月20日i相模浦賀 大黒屋儀兵衛 i遠江相良 八木三郎左衛門
6月20S 1相模滞賀 小)11平次郎 |遠江相良 八木三郎左衛門

9月12日j信濃岡谷 林善右衛門 i三河新城 とゐや六太夫
9月12同信濃関谷 武居代次郎 |信濃岡谷 林元右衛門

9月12日i信濃小口村 高矯松兵衛 i信濃飯田 小泉屋六右衛門
10丹2日|駿河江尻 綿屋伊兵衛 i遠江川崎湊溜屋善兵衛
10月8日i駿河江尻 綿屋伊兵衛 i なし

三河新城 問屋六太夫
11Yl17日i信濃岡谷 武居代次郎 !信濃飯田 伊実屋清兵衛

信濃関谷 林元右衛門
12-応ï~~n蚕庄市議日 小島雇面否一一「ー なし 一一一一

cw浜北市史通史上巻~1012ページより作成)

運で運ばれる塩などの物資も、一旦この清水や江尻に集められていた ω。これら問屋が、さらにど

のような場所と取引があったかについては明らかにしえないが、江尻から東海道を基点として、車交

河、伊豆の各地や、甲州に向けて販路を広げていたことは想像に難くない。

つぎに、中継ぎの問屋について見てみよう。木表から、取引先までの送付には、中継ぎの問屋

や商人を介することが多かったことがわかる。このうち、遠江r)111崎湊j、「相良Jに居住する中継ぎ

は、廻船問屋である。このことから、中安家から移出される綿製品は、まず駿河湾や遠1¥1¥1灘の近距

離輸送を受け持つ規模のノトさな廻船問屋に荷物の輸送を委託し、そこからさらに海路を使う場合

には江尻や滞賀など、より広範に輸送網や販売綿を持つ廻船問屋へと引き継がれていったと考え

られる。

一方で、これとは別に信州怯の取引もみられる。多くは伺谷の武居代次郎に向けて移出されて

おり、中継ぎには三河新城や、信濃飯田の問屋があたっている。これらは、おそらく中罵輸送にか

かわる問屋で、あると考えられるD また、京都や江戸との取引も見られ、このような大消費地の問屋と
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も直接取引があったことがわかる。

このように、天竜川下流域で産出、加工された綿製品は中安家のような在地の問屋によって集

荷され、海路で清水や浦賀に輸送されたり、宿場町に居住する問屋を経て、さらに遠方に移出さ

れていったので、ある。また、清水や浦賀宛に送られた綿製品も、そこで消費されるものではなく、当

地の廻船問屋が中継墓地となって江戸に送られたり、一部はここに寄港する廻船に売り渡すなど

して、二次的、三次的な仲介者の手を経て、全国に流通していったものと思われる。

以上見てきたように、天竜)11下流域では浸水の危険性が低い微高地上に存在し、かつ、土地生

産性の高い上畑などの農地を重点的に利用し、水害にあった際には復旧もいち早く行われていた。

地域の農業の存立は、これら畑が重要な意味を持っていたのである。この場所においては、麦類

や雑穀などの主穀生産が行われていた一方で、商品作物である綿の栽培にも重点がおかれてい

た。

冬作物である麦類は、洪水の最も少ない季節に栽培されるため、生育の阻害はそれら被害に左

右されるものではないD それゆえ、水害を考慮した集落の土地利用、集約度の高さを端的に示す

重要作物が、まさに綿なのであり、綿作の成功こそが、下流域住民にとって最も重要な農業で、の存

立基盤だったので、ある。そしてその流通構造は、明らかに全国的な市場を見越して取引が行われ

ており、天竜下流域で生産される綿も、その需要に応えていたG また、商品作物の他に読菜の栽培

も盛んに行われており、すでに幕末期には自家消費以外の根菜類の生産が一般的に行われるよ

うになっていた。

天竜川下流域住民にとって、畑作物から得られる現金収入は、洪水としち不安定な要素を克服

しうるものと意味づけることができる。しかし、水害の多かった時代には、収穫そのものが不安定要

因を伴うもので、あったD すなわち、これ以外の要素を加味し、それらが組み合わさることで、さらに安

定した強固な基盤を得ていたのである。

次節において、それらをこの地域特有の社会組織の中から見出し、その意味を検討していくこと

とする。

4 天竜JII下流域における水防組合の意味

1 )堤防普請に関する制度と水防組合の意味

水害を考慮に入れた土地利用や、集約的な農業だけでは、水害を克服することは不可能で、あるO

そこには「堤防Jとしづ流域住民にとって最も身近で、かつ重要な治水施設が存在しており、この堤

防が決壊するか否かによって、被害の大きさが左右されるとし 1っても過言で、はない。

本節では、堤防がどのように構築され、維持されていたのかについて、それを管理する機能を有
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していた水防組合の活動から明らかにしてして。水防組合は、流域の村々によって組織されており、

水害との関係を見る視点としても有効である。

江戸時代を通じて、天竜川下流域での堤塘 41)の普請は領主が費用を負担する御普請として行

われ、普請に従事したのは村域内に堤防を含む村々で、あったO 幕府や領主による普請費用の負

担方法は、享保 (1716~1734) 頃の紀州流による普請技術の普及とともに確立した 12)。一国一円も

しくは 20万石以上の大名の場合、普請は藩の負担となり、石高がそれ以下の大名の場合は国役

普請'13)と、幕府の費用負担で河川対策を行うように取り決められた。江戸時代中期以降、幕府は

財政の建て直しのための改革を行うごとに、御普請による出費を抑える施策を執っていたO たとえ

ば、延享元年(1744)には、幕府は過去 50年にさかのぼり、幕領における御普請所の明細を提出

させ、以後御普詰所としての根拠があいまいな場合には費用負担を行わないこととした。しかし天

竜川下流域では、毎年のように発生する洪水により、破堤まで及ばないまでも至る所で堤塘の補

修が必要で、あったため、御普請から外されることはなかったべ

ところで、天竜川下流域における支配関係は、先に「浜松御領分絵図jによってその一部を確認

したように、おおよそ右岸が浜松藩領、左岸は旗本領で、中泉代官所の管轄で、あった。浜松藩は 5

万石であるため、天竜川普請の費用は幕府もしくは国役で賄われた。代官所管轄の左岸における

普請も幕府による負担となっていた。それゆえ、村々の支配体系は両岸で異なるものの、普請は両

岸ともに幕府の費用負担、すなわち「御普請Hこよって行われていたことになるo街!普請の頻度は、

常式御普請と呼ばれる堤塘の補強が毎年春と秋の 2回必ず実施されていたロそれ以外にも堤防

が決壊したり、増水により崩れた箇所が生じると、急、場御普請という応急、工事が行われていたため、

1年間に少なくとも 2回以上の御普請が行われていた。

天竜)11沿岸村での水紡活動や御普請への対応をみると、左岸池田村では、安永年間 (1772'"'-'

1780)に堤防御普請を受け持つ地方(じかた)と、東海道の渡河を舟渡で、受け持つ渡方(わたしか

た 45))との間で、水防を巡って争論が持ち上がった。その訴状の内容から、地方側の水防と御普請

への関わりを知ることができる。「天竜川通御急御普請所之儀ニ付出入日今味書物 16)Jによると、安

永 8年(1779)8月 25，26日に天竜川が増水した際、池田村の地方名主は水防活動を行う人足を

指揮する立場にあったが、「堤不切{呉市者銭ニならず候故人足不差出候jと述べ、増水中で堤防

の巡視や警戒が必要な段階にもかかわらず人足を引き上げさせてしまった。波方の主張としては、

自分達は天竜)11の渡船そのものが年貢に代わる賦役なので、あり、増水によって船着場をはじめと

する渡船の諸設備が損傷することは波方としての存亡に関わることであるため、地方の対応は到底

受け入れられないもので、あった。一方、地方名主は、堤防が決壊すれば普諸費用は幕府負担に

なるが、堤防が無事で、あった場合にはその防御~こ要した費用は村の負担となるという認識から、水

防活動を取りやめてしまったので、あるo おそらく、池田村以外の村においては、村人すべての利害
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が一致するため、水防活動に関する矛盾はこれほどまで、顕在化することはない。しかし池田村では、

波方としづ他村にはない存在があったため、このとき地方がおこなっていた行為が訴訟の対象とな

り、それゆえ堤防普請の実態が明らかとなった貴重な例となっている。

一方で、池田村地方名主の行動は、以下のことを考慮に入れた行動で、あるとも考えられるO すな

わち、池田村の位置する微高地は集落自体が北東側に船の触先のように天竜)11に張り出すように

存在している(第rr-17図)。そのためこの部分と対岸の幅が狭く、狭窄地を形成し、増水時には

水流が強くなりやすい。それゆえ、左岸では池田村の北側、七蔵新田の地が遊水地として機能し、

池田の集落が洪水被害を軽減で、きるようになっていた。また、池田村から約 1キロ北側には、寺谷

用水の取水口を守る内堤が雁行し、その一部は末端部で天竜)11本堤に接続せず斜めむきに配置

された「霞堤jとなっている。おそらく、池田村地方の認識としては、長年の経験から天竜)11の増水

状況を見れば、七蔵新田への溢流量や、霞堤の遊水地機能で、対応で、きる水量を判断で、きたので、

あろう。そして、自村の堤防に至急の水防活動が必要か否かは、それらを見極めたうえで判断して

いた可能性がある。しかし、渡方にとっては、増水により真っ先に被害が出る恐れのある渡船設備

を守る必要があるので、地方との利害の相違が明確になっていると考えられる。

しかし、次の史料からは、地方の普請に対する思惑が見え隠れしていることがわかる。水防人足

の引き上げ騒動があった同じ年の 11月 16日に、それまでの増水などで損傷していた水制エを修

理する事となったO 地方が行った修理の後、渡方が検分を行ったところ、 f七番出流失仕水際ヨリ

水・・・斗り押堀有之、出之真中枠間へ松木薪四拾八把打入、其上へ松丸太投渡し蛇篭七本

ヲ以かくし申(・は半1J551J不能)Jていたことが明らかとなったO すなわち、水流によりえぐれたf出し」

の様本部分のうち、水面より下の自に触れにくし 1箇所に薪や丸太を入れ、それを蛇篭で、覆って隠

してしまうとしち、いわゆる「手抜き工事」が明らかとなったので、あったO また向史料には、宝暦 6年

( 1756)にも御普請の際、堤防補強用に使われる土の土取場として潰れ地となる畑の補償費をめぐ

り、池田村地方と潰れ地の所有者で、あった他キすからの入作人との聞で、訴訟が起きていた事も記述

されている。御普誇から得られる金銭は、たびたび村内外で、訴訟の原因となっていた。

このように、天竜)11下流域の村々は、少なくとも名主レベルにおいては御普請から得られる金銭

が村の収入に変わりうることを認識していた。そしてそれは、堤防決壊の危険を冒したり、水制工の

手抜き工事を行うなど、自村への水害の危険を増やすような、これまで、の水害常襲地域研究で、は

考えられないような実態が存在していたことが明らかとなった。幕府から費用が捻出され、自村の出

費をほとんど必要としない御普請は、時には争論の原因になるなど、下流域に存在する村の経済

基盤に影響力を持っていたと推定される。

102 



801 

ミ却さ正jコメ'"LtCj~荷主f*(Ã迎逝iω等{~~号取平日平。三」心匂ムω〈話早t=:l 'lt-娘二三守宅çr勺';J yfJ註ミ予三手業組 11 (卸

、二L勺弓単一ω勺軍)...寝耳主将、割問(0081"-'68L1)縦将軍出品f輩、判官:ご。二平1弓 çr王L♀$+ギ~j ユド守i

)...勺キ:z;I}索α心ー争中}ミ~~~~身止、1主主~f~，*(早ギミチElW.r-~平ωム$f取とし 11 (要是正、手HU持動￥ωミ分裂

暴主JJ叢〈同二平α+0三f\J\)... 心 'J'I羽j業図 5宇和三し}ω圃+~製暴、令部úlf.ω四羽:墨五時二平'"Lt溜ω-'}j:号、〈主将司t

(Áq!ム$f.~立ω11(~tつ凶、qヨヨ\'))...勺同訟老J干キ曇遡一宇部二手製暴"]1 主11輩コ1 旬、争'"Lt-+~早々持ι記号

凶器暴隊、おふ11(事?fα嬰s:?l百票率号取。(LI' 受句、よL与E翌年目平α降立'"Lt♀濯す百事)...勺弓屈強よ李総苓缶

zh:教材α挽mbLII(車道、t待機鴎コ1(1881)三ErG背J道、判官事判本背J?foçrl 弓弓士>'-'1)"，勺ばミ~tCj

t早晦呈Jα号取組本コ1'"Lt ♀布製)...\'1 2仁コf~幹和ω士、二号ま}国ω弓主主主製暴弓よf .rキω狛援とし 11 (車道

隠密ωE事判辛苦手淫(Z

(日3E砂)._勺¥ド助手「樹首Ji排出蕊j図従開 Iα.{f;!;{_Z喜隊司矛 86取凶)

一昨中敏随-lli佳{α是弓上半田1M 図 L1-rr説



二年911五月天龍川西側御料私領)11通並内郷村々水防議定組訳rl!長48)J (以下、「議定書J)には、

「組合限一続之堤二市一村之図ニ者無之堤切入候得ノ¥其組合中水難受候Jとあり、下流域全体

が一つの堤防で、守られた運命共同体で、あるとしづ認識を示している。

組合は東縁79村、西縁 117村、鶴見輪中 9村、掛塚輪中けすから成り、東縁、西縁はそれぞれ

上中下の 3組に分割されている(第]]-18図)0 所属村の最も多い東縁上組は、最北部に位置す

る寺谷村から、海岸部まで約 2kmに位置する村までの 35ネすから成り、この範囲は寺谷村を取水口

とする寺谷用水の流れる村に一致している。この組分けは治水だけでなく、用水から得られる利水

の利害とも共通するため、範囲が重複しているのであろう。

ところで、天竜ハ!の沖積平野は、!日低水路と自然堤防とが交互に存在するという地形的特徴を

有している。そのため、破堤したり、溢流があった際には、その地点からの洪水流は必ずしも直下

に流れ下らず、たとえば左岸の場合、網状に発達した!日低水路を伝って東南方向に向かって流れ

てし 1く事が多い口そのため両岸ともに各組の組み分けは、単に村の総数を均等に三分割したもの

ではなく、利水との関係や、地形条件や洪水の危険度を考慮、に入れて分割されていたと考えられ

る。

つぎに、組合活動として定められた規約を「議定書Jの記載から検討してみよう。組合は村域に

天竜川の堤紡を含む村をr)11関本打、それ以外の村を「内郷村」と区分し、水防活動の際は人夫と

資材提供の負担率を内郷村に{尽く設定していたCまた、東縁・西縁から 4名ずつ、鶴見・掛塚輪中

から 2名ずつの水防総代が村役人の中から選出され、組合を代表して幕府普請方と御普請に関

する交渉を行うこととされていた。議定書の内容は、その多くが組合の水防活動に関する取り決め

となっているO それゆえ御普請や費用負担に関する記載は、上記の水防総代が幕府勘定方と交渉、

を行うことのみであり、内容に乏しい。そこで組合の御普詩への関わりについて、天保水防組が結

成された翌年の天保 3年 (1832)に内郷村から出された[天保三年十一月天竜川通り川除普誇の

御定懸場村々の人足差し出し等之請書'19)Jからみていくこととする。この中で内郷村は、天竜)11の

堤防が決壊した場合、自分たちの村にも旧低水路を伝って洪水流に襲われることが多くあることを

考慮し、破損した堤防の復旧工事や補強工事の際には、御普誇場として指定されている)11附村だ

けでなく、内郷村も普請に参加させて欲しいとし 1う請願を行っているO 幕府普請方はこの願いを開

き入れ、「御定懸り場村々之義、高百石ニ付人足百弐拾人位、水下村々間断弐拾人ヲ目当人足

差出jすることを決定した。すなわち、川附村で村高 100石につき 120人の割合で、人足が出役する

よう取り決められている御普請に、内郷村からも村高 100石につき 20人が人足として参加できるこ

ととなった。このことから、内郷村側からも積極的に街噌請に関わろうとする意思を読み取ることが

でき、堤防普請の人夫が義務的に割り当てられていたので、はないことが指摘で、きる。そして、その

背景には、綱l普請から得られる経済的な還元の構造が見え隠れしているのである。
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第rr-18図天保水防組所属村の分布

(W天竜)1171<防誌』より作成)

3)天保水防組の実態と加入村の対応

a.内郷村の活動状況

前節では、「議定書Jに定められた天保水防組の規約からその特徴をみたが、ここでは、天竜川

が増水した!擦に天保水紡組が実際現地で、行った活動に注自する。ただし史料的制約から、ここで

は東縁下組のうち、主に内郷村の活動状況から検討を行う。

天保水防組の東縁下総に属する村々は、第II-18図でみたように天竜)11左岸の南部に位置し

ており、川附村 5村内郷村 12村からなる。そして水坊を受け持つ区域は、掛塚輪中東側を流れ

る天竜東川通りの左岸堤防で、あったD この付近では、平時には主に掛塚輪中西側の中)11通りを水

が流れるため、東)11通りの水量は比較的小さい。しかし、天竜)11が増水すると、中)11通りは鶴見輪

中・掛塚輪中の間で下流域の中で最も)111II高の狭い狭窄部を形成するため、激しい水流が東)11通

りにも流下することとなる。しカも東縁下組の位置する掛塚輪中対岸一帯は東)11通り本流の攻撃斜
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面に相当し、平間村と岡村の間では、第1節でみたように草Il奇村と前野村において争論の原因とも

なったイ方僧川が合流していた。イ方僧川は、東)11通りの増水により逆流被害を受ける事が多かった

ため、文政 13年から天保 2年 (1830"-'32)にかけて放水路を掘り、直接遠州灘に排水できるように

改良が行われた。先に見た第n-8図にもこの放水路が描かれており、東縁下組加入村の位置関

係を含めて概観することができるD これからみる史料にある安政年間には、放水路はすでに完成し

ていたが、東)11通りとの旧合流地点には、逆流を防ぐ堤防がかつての河床に築かれていた。この

締め切り堤防は、地形的に旧低水路を横断する形で、築かざるをえないため、引き続き水防の急所

として存在していた。水防組合もこの締め切り堤の脆弱性を十分認識しており、水防資材を備蓄し

ておくための諸色小屋は、同じ岡村地内の堤防下に設置されていた 50)。以下、東縁下組が持ち場

としている堤防で、行われた増水時の水防活動と、その後の堤塘修築について、東縁下組を指揮す

る立場にあった)11 ~付村 5 村が内郷村に向けて伝達した指示内容をJ浜部村触書廻状 51)Jから見

ていくこととする(第n-11表)。

) 11附本すからの指示の内容は、安政 4年 (1857)7月に天竜)11が増水した際、堤防の被害を最小

限に食い止めるために行った水防活動と、天竜)11の水量が平水に戻った後に行われた、損傷した

堤塘の修築に関するこつの内容からなっている。)11 s付村からの指示は、実際の水防活動や修築

に必要な人員・資材の数に加え、被害地点の検分や修築の段取りを確認するために村の代表者

に集合を求める指示も含まれていた。この他にも6月 19日には常式御普請の人夫招集が行われ、

9月 6、24日と翌年の 2月初日には、普諸費用の精算に関する指示が出されていた口

本節でははじめに、天竜)11増水時の水防活動について検討を行う。増水時の水防活動では、 7

月 23日の様子が興味深い。すなわち、この日は都合 3回の廻状が出され、とくに 3回目は夜間に

まで及んでいる。 1回目の場合も、)11附村からの指示が浜部村に届く前に、村独自で準備していた

水防人夫 12人と、俵、縄といった資材を防御施行地点まで、提供していたことが知られ、緊急時の

切迫した状況がわかる口

差し出した資材は、唐竹、明俵(空イ表)、縄が多く、「議定書Jに定められた常備資材と一致して

いるD その他に浜網や古網などもみられ、浜部村の漁業者が使用した漁綿が水防資材として使用

されていた。これより前の時代であるが、寛政 8年(1796)の「山名郡浜部村明細11長52)Jには、浜部

村が地引網用の「浜網J2房を所有しており、古くなった網は寺谷用水の井堰普請のための資材と

して提供したことがあると記載されているc

つぎに、増水が治まった後に行われた、堤塘修理の様子を見ていく。 7月初旬から9丹中旬にか

けて、増水による堤紡の被害は、 7月 9日に陪村で大破、 23日に欠所の発生、 29日に水防人足と

資材の派遣-と 3田を数えるロ 29日の増水は、その後 8月 9日の字一番欠所工事につながると思わ

れるので、堤塘の破損被害と捉えて差し支えなかろう。堤塘の修築は断続的に行われ、人夫招集
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第II-11表川 ~~I村から内郷村への向村堤防防禦に関する指示と浜部村からの出役状況
一安政4，5年 (1857，58)一

宛先 件用昨す百|差出
問τl岡村役人

(1857) I川通惣代共

6.19 

右村々御役人 岡村地内)11除御普請の土方人足 人足15人浜部

6人太郎馬

4人一色

k了 岡村・十郎右衛門 !右村々庄屋中様
中平松・源太左衛門

明日6ツ時までに、弁当持参で集合のこと

8日の天竜)11'(高水によって岡村堤防地内堤が大破したので、話合いのため明日
10日4ツ時に岡村文蔵宅に集合。同時に、次のものを岡村諸式小屋迄届けること

村名明俵(俵) 縄(房)

東平松 25 10 

海老島 21 9 

1兵部 46 18 

太郎馬 12 3 

一色 8 4 

7.17 I岡村、西平松村、中 i海老島・東平松・小 j岡村地内の自普請目論見につき人足・諸式の割振り。竹類は21日に差出し、人
平松村、駒場村役人 i中瀬・大中瀬・稗原・i足は必要なときに呼出し。

小島・1兵部・太郎馬・

一色
日数 人足 唐竹葉唐竹

7‘23 

浜部村割当 9 16 28 46 

問村堤防が満水で欠所が出ているので、廻状が廻っている間に明俵19、縄3、人
足12を村役人付き添いのもと23日の4ツ時に岡村堤防に派遣

関村の欠所が予想外に大きく応急工事をしたが、俵、縄を使い切ったので、高1
石につき割当の分を持ってくるように

=廻状が来たので夜に人足5人追加派遣

昨日 23日の満水で堤防が大きく破損しており、急いで相談があるので、廻状を見
次第現場に集合

7.23 

7.23夜

7.24 I岡・十右衛門 i村々名前宛
中平松・1原太左衛門

西平松・忠四郎

駒場・武兵衛

7.26 I十右衛門
源太左衛門
忠四郎

開村堤防の件、工事について伺いを立てたところ、 i卸普請による工事で中枠5組
を搬入することとなったので、話合いのため明日27日早朝現場に集合。

浜方の村々は浜網2房近日中に届けること。

先日の諸色に不参加の村は、明日27日現場まで届けること

人足 葉唐竹 5寸目の唐竹

トー

7.29 I向村役人

浜部村割当 68 

27臣、周作殿に談示した番付と併せて持参のこと。

追々 出水につき、人足は無論、取り決めてある割合の諸色を出すこと。今日中に
何とかしなし叱夜になってから危険と思われる。

人足13、古網2=廻状に付きl軒宛人足を出した。
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信担 差出 宛先 用件

同村街l普;詰所詰合 村々庄屋中 中平松人足10

海老島 10 

小中瀬 6 明日朝岡村迄書面人足、 | 
大中瀬 9 鍬、たこう(駄納)持参

稗原 5 のこと

浜部 10 

太郎馬 3 

一色 2 

=人足15人

日 岡村御普請所詰合 浜部村・太郎馬村 岡村字一番の欠所普請を早急に完成させたいので明日 10日に書面の人足を出

役させること。

右村御庄屋中 ご 12日に人足6、他に葉唐竹共

9.6 十右衛門・忠四郎 当丑年間村地内御普請自普請人足について勘定をするところであるが、まだ出

来形11援が来ないので清算できない。

9.9 岡村御普詰所にし 岡村地内で急場偶i普請を仰せ付けられたので19日まじに割当を決める予定じ
中平松.1，原太左衛門 ある。

西平松・忠四郎 =8.12 6人

駒場・武兵衛 13 10 

14 5 

9.11 3 

9.12 十右衛門、武兵衛 人足15人(太郎馬・一色・浜部)

ニ9.12人足5

14同役4

15 1軒宛10

17岡役10

18同役13

9.24 十右衛門、忠左四郎衛、 岡村地内御普誇の人足賃、自普請の割賦

武兵衛、源太 門

安政5 十右衛門、忠四郎、 天竜川岡村地内堤人足賃永のうち去年の残りを3月1日に渡す。早朝小島村弥

(1858) 武兵衛 兵衛方に集合

2.3 

(W磐田市史資料編5~r浜部村触書廻状j により作成)
1) r = Jは廻状の指示に対して浜部村の行った対応を示す。

の指示は 9月 12日まで続いている。一方、 9月 9日には急場御普請が決定し、 19日までに各村

への割り当てを決める指示を出している。しかし、 3目前の 9月 6自の指示では、この年分の御普

請、自普詩人足について勘定を行いたいが、出来形I擦がまだ完成しないので精算ができないとさ

れている。出来形l隠は、普請にかかった資材、人員の数とその費用を書き上げた、いわば工事の

「決算書Jに相当する。このような書き上げを作成している途中にもかかわらず、 3 日後には急場御

普請が追加で、行われることが決定するなど¥堤防の普詩は極めて複雑な指示系統のもとで行われ

ていたることがわかる。また、これを換言するなら、いつ堤防が破損するような被害が発生するか予

測が付かない中で、組合は費用系統の異なる複数の工事を同時並行で行っていたのであり、この

ような融通性によって柔軟に堤塘の維持補修に対応していたのである。

同じことは 7月 23日の被害発生時においても確認できる。すなわち、このときは当初 7月 17日
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に自普請で、行うことが指示されているが、 7月 23日の増水で、堤防が大きく破損してしまい、おそらく

村が独自に費用を負担する自普請では到底対応で、きないような被害になったので、あろう口東縁下

組で協議が行われ、増水から 3日後の 26日に伺いを立てた結果、中枠 53)5組で補強する許可が

出ていることから、御普請による修築に変更されたようで、あるロここにみられる東縁下組の場合は、

先に見た池田村の事例のように露骨に金銭の話を持ち出してはいないが、まさに天竜川が増水し、

水市Ij工に深刻な被害が発生したことによって、村で費用負担する予定の工事が、いわゆる「銭」に

なる御普請に切り替わったとしづ状況が見てとれるので、あるo

安政 4年の天竜)11下流域では、 9月以降大きな増水に見舞われなかったらしく、その後に人夫

を招集するような指示は出されていなし ¥09月 24日になると、おそらく出来形帳が完成したためで

あろう、御普請での人足賃と、自普請の各村が負担する割賦が決定しており、東縁下組の村々が

集合している口そして、翌安政 5年(1858)3月 1日に、安政 4年分の御普詩人足賃のうち、残りの

分が渡され、普請に関する精算が全て終了した事が知られる口

このように人足賃は工事終了後、冬から翌年の春にかけて数回に分割されて支払われた。水害

の多くなる夏を中心に出役した分が、流域の住民にとっては農閑期に当たる時期に現金で、渡され

ることとなり、工事から得-られる経済的意味は大きかったと思われるo

b.浜部村出役者の内訳

浜部村の出役者は、当初は増水から堤防を紡御する水防人夫として、増水が治まった後は破損

した堤塘を修築する工事人夫として、川附村-からの指示があり次第、岡村の堤防に出動していた口

浜部村から堤塘修築に出役した人物を集計してみると(第II-12表)、修築工事に参加した日数

は、多い者で 7日、少ない者で 1日であり、 1日のみの参加としづ者が相当数にのぼる。出役目数

の差について詳細は不明であるが、例えば1日のみ工事に参加した周作は、第II-11表にあるよ

うに 7月 26日に川附村の惣代達と協議を行って書面を作成しており、浜部村を代表して工事につ

いてのやりとりを交わした人物とみられるD このことから、工事への出役日数の多い者が、浜部村の

人夫の中で中心的な役割を果たしたとは言い切れない。

浜部村における、出役者の階層はどのように位置づけられるであろうか。ここでは、幕末幕末期

に作成されたと思われる「浜部村絵図 5'1)Jから、その一端について検討してみよう。浜部村は、天

保水防組の分布からもわかるとおり、右岸のなかでも最も海岸に近い村のひとつで、あるO 浜部村の

南には、浜部村新田 55)とし1う小規模な農地が存在し、堀川、松林を越えると、遠州灘に行き着く。

浜部村は、広い砂浜を利用して地引網などを行いつつ、沖積平野で農耕を行う、半農半漁村であ

った口この絵図は(第II-19図)、村内の一部分について其の所有者を図示したもので、その中に

水防人夫として岡村の堤防に駆けつけた人物の名前を複数見出すことができる口それらは、五郎
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第rr-12表 i浜部村より同村堤防工事に出役した人夫一安政4年(1857)-

-ー回圃且

月日
人夫人名

7/29 8/1 8/6 8/8 8/12 8/13 8/14 

一孫十 。。。 。 。
戸

与十 。。 。
五郎七 。。 。
丑之助 。。。
新六 。。
徳蔵 。
源七 。
大八 。
照作 。
定六 。
庄吉 。
甚兵衛 。 。。
孫太夫 。 。 。

丈右衛門 。 。
庄兵衛 。。 。
与兵衛 。。
孫、蔵 。。 。
λιζ伊 τ口と 。 。
豊ニ 。

太郎左衛門 。
平右衛門 。
徳三郎 。
藤七 。
定八 。
甚八 。 0' 
弥一 。
文蔵 。
fffiτEtコr 。
半蔵 。

六右衛門 。 。
孫、七 。 。
甚太郎 。
喜兵衛 。
十吉 。
千助 。
藤八 。

又右衛門 。
万右衛門 。
八郎兵衛 。
卯八

八蔵

市之承

太古

人兵衛

六郎右衛門

孫左衛門

一
孫、太郎

藤之助

甚太郎

人数 5 6 10 5 合計(人) 11 20 10 

守落田市史資料編5~r浜部村触書廻状J より作成)
l)ruJは出役を示す。

9/11 9/12 9/14 9/15 9/17 。。 。
。 。

。。 。。 。。。 。
。

。
。

O. 。 。。。。
。。 。。。。。

3 5 4 10 10 

9/18 。。

。

。
。

。
。

。。

。

。。。
13 

2)出役した人夫すべての人名ではないので、一部人数合計が一致しない部分がある。

3)出役目の早い者から、出役目数の多いj棋に示した。
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出役回数

(回)

7 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

4 

2 

3 

3 
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七、周作、孫吉、孫十、孫蔵、太兵衛の 6人であり、この絵図の中には筆の所有が確認できる口こ

のうち一番所有する土地が多いのは五郎七の 6筆で、周作の 3筆、孫吉が 2筆あるほかは、 i筆

ずっとなっている。

絵図では、宅地を示す土地利用を除き、その他の土地が、どのように使われていたのかについ

ては明らかではないが、田畑し 1ずれかの利用がなされていたことは間違いないであろう。しかも、絵

図に描かれている区画は、その中に 4，5戸の宅地が集中する区画をはじめ、神社(現・山王神社)、

安楽寺があり、比較的古くから開発が行われていた場所と考えることができる。しカも、浜部村付近

では、古い砂fr~iJが東西に複数連なる微高地が卓越している。このような場所に住居を定め、砂

質の、水はけに富んだ特長を生かした畑とその利用が、村の景観を形成していた。

浜部村から出役した 6人の土地所有から、天竜)11の普請に参加する流域住民は、零細層が現

金収入を得るために出役しているのではなく、むしろ村の中心層をも含めた、いわば村全体として

凡例

区週間村工事出役者の所在地

. 名主「弥一郎Jの所有地

① 周作

② 孫十

③五郎七

④孫蔵

⑤ 孫吉

⑥ 太吉

ν 

第 II-19図浜部村における堤防工事出役者の土地所有一幕末頃一

(i浜部村絵図jより作成)

1)丸数字は、人物に対応する
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工事に参加していたことがうかがえる。

浜部村の事{flJから明らかとなったように、内郷村は、増水時の水紡活動に際しJ11附村のみで対

応しきれない状況になると、随時人夫や資材を提供する役割を持っていた。堤塘の修築工事であ

る御普請への出役は、一部で、現金収入が得られるが、内郷村の場合は、浜部村の出役人夫にみ

られる出役詞数などから、組合としづ共同体への労働力提供の意味合いが大きかった。一方)11 ~付

村は、水防組の取り決めからもわかるように村高 100石当たり、内郷村の 6倍の人夫を出役させる

ことになっており、堤塘の修築から現金収入を得る機会が内郷村よりもはるかに高かったと考えら

れる。

これは、自村内に堤防を有し、つねに破堤の危険と隣り合わせで生活している川附村カもすれ

ば当然のことであろう。水害のリスクが高いほど、幕府から捻出される経済的還元の恩恵に与れる

構造となっており、このことによって、洪水被害による畑作物の不作時にも、天竜J11下流域はその

存立を可能にし得たので、あった。

4)水害頻発期における地域構造

地域構造を構成する諸要素として、前節まで、に明らかとなった天竜川下流域の水害頻発期の動

向について、ここで、は小括を行うとともに、水害頻発期における地域構造がし、かなるもので、あった

のかを論じてして。各要素が、平日寺と水害時の両面で、し1かに対応していたのかを表したのが、第立

-13表である。このうち水害時は、実際の対応と同様に増水時、洪水流の侵入、水害後とし 1う3段

階の経過に即しているため、細分化して示している。

天竜)11下流域の沖積平野は、網状に広がる!日低水路と中州状の自然堤防からなる自然条件を

有していた。それゆえ平野上の開発は、集落立地が進んだ自然堤防のどの地点においてもおおよ

そ向じような過程を経て進行し、結果として社会経済活動が展開される「場」としての土地利用が、

自然条件と等しく共通となったO

自然堤防上には集落と畑地が存在し、!日低水路の水田と合わせて、集蕗立地と土地利用が展

関された。洪水流が侵入しやすい!日低水路の水田は常に水害の危険があるため、農業生産は自

然堤防上の畑の利用が重要な意味を持つようになったc畑地では、冬作の麦と夏作の雑穀や豆類、

綿や疏菜といった商品作物が栽培されたD 平時には、商品作物のうち疏菜は浜松城下などに販売

され、綿は全国的な流通の中に位置づけられることとなった。冬作物である麦は、水害がほとんど

発生しない冬季を中心に栽培されるため、生育の限害はそれら被害に左右されるものではないc

それゆえ、水害を前提にした農業的土地利用、集約度の高さを端的に示す重要作物が、夏作の

綿なのであり、その順調な生育こそが、下流域住民にとって最も重要な農業で、の存立基盤だ、った

のである。しかし、自然堤防にまで洪水流が侵入した場合には、農作物に被害が及ぶこととなり、
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第II-13表水筈頻発期における天竜J11下流域の地域構造

地域構造構成要素 天竜JII下流域の状況

平時 増水時 洪水流の侵入 水害後
戸開

土地条件の良い「上自然堤防 居住地、畑地 最後に浸水し、最初
自然条件 に減水 畑Jから土砂の除去

!日低水路 水田 遊水地化 浸水と土砂の流入 消極的な土砂の除去

水田(稲作) 年貢・8給・その他 遊水地化 浸水と土砂の流入 収穫減

畑・冬作(麦類) 自給・その他 夏作期 夏作期
土砂の除去後に作付
可能

畑・夏作(雑穀・豆類、
土地利用・農業生産 など) 自給・その他

焔・夏作(綿) 相良、清水などを経て 洪水流の水位によっ
収穫減

全国へ て被害に増減あり

畑・夏作(疏菜) 浜松城下への販売・自
給・その他

天竜)11本堤の妨街i
春・秋に定期の維持・補 水防活動 7l<.防活動・応急工事

堤防・水制工、決壊・
修工事 破損個所の復!日工事

水防組合
人員と資材の提供 御普請 自普請 自普詩 1卸普請

出役人夫(内郷村) 階層差なし 階層差なし 階層差なし 踏層差なし

以前の拝借金返済の
領主・他村との関係 拝借金 以前の拝借金の返済 猶予・新たな拝借金

イ昔り出し

水害後には土地生産性の高い上畑から復旧作業が開始されるとはいえ、その年の畑作物の収穫

量は減少することになる。

同様に!日低水路面の水田においても、増水の度合いによっては、遊水地的利用がなされ、しか

も洪水流が侵入すると、比高の高い畑よりも土砂の流入量が多くなるため、復旧作業は軒並み低

調で、あった。

一方、下流域で組織された水防組合の活動は、まず平時にあっても増水期の前後に定期的な

御普請による堤防の維持・補修工事が行われていたことが注目される。そして増水時には堤防を

防御する水防活動が行われ、増水中の洪水流の状況によって臨時に行われる応急的な堤防の補

修工事とも合わせて、これらは人員、資材の費用を組合内から徴収する自普請によってまかなわ

れていた。水害後には堤防や水制工の決壊、破損偲所の復旧工事が、幕府が費用を負担する御

普請によって行われたD このように、水害前提景観としても位置づけられる堤防には、幕府の費用

負担が存在していたので、あり、この景観が維持されてきた背景には、水防組合への断続的な経済

的還元が見出される。

天竜)11下流域の本堤は、土木技術が未熟で、堤防が脆弱で、あったこの頃には、幾度も決壊、破

損を繰り返し、その度に復!日工事が行われた。しかし、堤防が決壊、破損すること自体が、 7K防組
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合を通じて下流域の住民に、経済的還元を保障するもので、あったのである。

このように、天竜)， I下流域に存在するそれぞ、れの自然堤紡上では、水害を前提とした景観的特

徴を有する集落立地と土地利用が存在した。一方で、洪水の起きなかった「平時」においては、農

業生産性の高さを最大限に発揮できる条件二にあったが、水害の多かった時代には、収穫そのもの

が不安定要因を伴うものであった。そこで必要とされたのが、水紡組合の存在なのであり、)'I附村¥

内郷村という費用負担、活動根拠の高低があったとはいえ、堤防や水制工の維持・補修工事を通

じて、住民に現金収入をもたらす機会となっていたのである。

しかも、同じ自然条件、間じ土地開発と土地利用の経緯を持ち、夏作の綿、冬作の麦を中心とし

た農業を行なう下流域平野では、集落の範囲を越えて、下流域であればどこでも、住民にほぼ共

通の生活サイクルをもたらすこととなった。このことは、多くの入手を必要とする堤防での水防活動

や土木作業も、地域の統一された意志として住民の生活サイクルの中に組み込みゃすいことを意

味していたのである。
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第H章注 記

1) 浜松市役所編・発行 (1957)~浜松市史資料編 1~、 160 ページ、「旅籍町平右衛門記録J には、

先年ヨリ大風並雨天竜)11満水仕候覚当御城主高刀摂津守様御代

一、寛永拾三丙子牛両天満水仕彦助堤之内池一色と申所切ル大分水押入下)l'之往々難儀仕侯

由 とある。

2) 浜北市編・発行 (1989)~浜北市史-浜北と天竜川-~、 208"-'212 ページ、「彦助堤御普請覚書」によ

る。

3) i浜松御領分絵図」、青山家旧蔵で、現在浜松市博物舘において保存・公開されている。

4)延宝 6年~元禄 15年(1678"-'1702)の浜松藩主。因幡守宗俊、和泉守忠雄、下野守忠重いの 3代

25年に渡り、この間 5万石。

5)浜松市博物館編・発行(1998)か!と生活-水防と利水の歴史』。

6) 上回弘一郎 (1955)~水害防備林』、産業図書。

7) i遠州国風土記伝jの長上郡道本村の項に天平堤に関する記述があり、「北は道本に起り、南は有

玉の広瀬村に尽くJとある。

8)浜北市編・発行(1992)~浜北市史資料編近世 II~、 547"-'548 ページ、「木沢村不役之儀」による。

9)前掲 8)、535----536ページ、「済口証文之事」による。

10)前掲 8)と同資料による。

11 )浜北市編・発行(1990)1990年『浜北市史資料編近世 1~550"-'552 ページ、「乍恐書付以奉願上

候」によるD

12)大橋玉隆家所蔵

13) ①河合孝 (1976)~写真集輪中』、大垣青年会議所、 18----22 ページ、②阿由葉司(1987)利根川下流

の水塚について、歴史地理学紀要第 29号(治水・利水の歴史地理)、 147----166ページ。

14)現地調査による。

15)大玉 8年測図 2万5千分の l地形図「見付jの範囲には、大字として 22の島地名が記載されてい

る。

16)竜洋町役場土木課所蔵文書「岡村地引絵図jによる。

17)浜松市国吉高橋家控帳のうち「元禄十四巳二月 田畑砂取六ヶ村jによる。

18)平凡社地方資料センター編(2000)~静岡県の地名』、平凡社、 1223 ページによると、宿村大概!援に

は往還の長さ 10町で、そのうち 6町余に家居があるとしている。

19)匂坂中之郷区共有文書「改正字引絵図匂坂中之郷村JのうちJ字遠矢待J部分O

20)竹内常行(1968)島畑景観の分布について、地理学評論 41-4、219'"'--240ページ。

21)) 11井伊平家所蔵文書「天保五年荒地書上l懐」による。

22)前掲 21)i天保三年遠州豊田郡宮本村指出!陵Jによる。

23)前掲 21)i享保六年遠州豊田郡反別)11成書上帳」による。

24)例えば、前掲 2)、159'"'-'177ページ記載の、上島村一村を取り上げてみても、慶長 16年、寛文 2年、
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延宝 2年、宝永 2年、 3年、享保 10年、寛政 6年、文政 4年、 5年、万延元年、に減免願いが出され、

r} 11成引jや「水損号IJが換算されている。

25)前渇 21)r乍恐以書付ヲ奉願上候J(天保 4年 8月)による、

26)前掲 21)r乍恐以書付奉願上候J(天保 4年 12月)による。

27)袋井市史編纂委員会編・発行(1987)W袋井市史通史編』、 627"'641ページ、によると、袋井宿の定

宿助 34ヶ村の中に宮本村は指定されていない。それゆえ、定劫郷の負担軽減のため、必要時に不定

期に助郷として指定されていたと思われる。

28)前掲 2)、334"'337ページ、 f正徳三年本沢村差出Ip民」による。

29)前掲 2)、355"'357ページ、「享保二年内野小島村畑作明細書Jによる。

30)前掲 2)、337'"342ページ、「中条村明細IP長」による。

31)前掲 22)。

32)前掲 2)、36]'" 363 ページ、「高薗村明治-七年産物取調書上I~.長 J による。

33)静岡県商工課編・発行(937)W遠州織物ニ関スル調査書』。

34)浜名郡編(926)W浜名郡誌』、浜名郡役所、 381"'384ページ、「東木戸青物市場沿革」による。

35)浜北市編・発行(l990)W浜北市史通史上巻』、 902ページ、「元和元年賀平村年貢害IJ付関連」によ

る。

36) 岡光夫(1 977) 綿圃要務解題、山田龍雄・飯沼三郎・岡光夫・守田志郎編『日本農書全集 15~、農山

漁村文化協会、 412"'431ページ。「綿顕要務Jは、大蔵永常(1833)による。

37)前掲 35)、]009"'1010ページ。

38)前掲 35)、1004ページ。

39)元禄 13年の「指上申証文之事」に、「正保時代之御国絵図ニハ当村之儀小郷ニ而御座候ニイサ木船

新田村と一書ニイ土差上申候然共両村共古来ヨ1))3IJ村ニ市御座候今度村切ニ郷高書付差上申候Jとあ

る。

40 )現 JR清水駅の北から、巴川に架かる稚児橋周辺まで、江戸時代の江尻宿の中心地。

清水湊はそれよりもさらに南の、巴川河口付近一体をさすが、明治以降港の発展と共に、三保湾一体

にまで港湾機能が拡大した。江尻町と清水町は、周辺村を含めて大正 13年に合併、清水市となる。

4] )江戸時代における堤防・護岸・水市1)を表すr)11除Jに相当する明治則の用語。明治 29年(1896)制

定の 18河川法には正式な用語としては記載されていないが、水防活動や河川の土木工事の実務を担

当していた静岡県や水防組合の文書類には頻繁に使用されているため、本稿においても採用した。ま

た、混乱を避けるため本稿では江戸時代の堤防・水制工の総称としてもこの語を用いることとした。

42)江戸幕府八代将軍徳川吉宗の時代に主流となった、紀州出身の井沢弥惣兵衛為永(やそべえた

めなが)を祖とする治水方法。それまでの関東流と異なり、乗越提や霞提を取り払い、それまで蛇行して

いた河川を強国な堤防や水制工で固定し、連続提によって直線化した。その結果、それまで、の遊水地

を新田開発することが可能となった。

43)普誌に必要な費用を、その河川流域を含む一国全体にj賦課する方法。天竜川下流域の場合は、

遠江国がl![¥課対象に相当する。

116 



44)天竜川では天保 15年(1844)以降、国役普請での御普請は行われないことが幕府により決定された

が、そのほかの御普請は継続された。

45)池田村は天竜川の渡河地点であり、その任に当たる波方は常に渡船に従事したが、その代わり諸

年貢が免除されていた。そのことを示す、天正元年 11月 11日付の家康判物が残されている。

46)豊田町誌編さん委員会編・発行(1994)W豊田町誌近世編 3~ 、 412"'-'414 ページ、「波方江地方ヨ1)相

荘内候天竜川JID御急御普請所之儀ニ付出入吟味書物」による。

47)天保水防組は、正確には右岸の天竜川東側通網l料私領水防組合、左岸の天竜}11西側通御料私

領内郷水防組合、輪中の鶴見水防組合、持l、塚水防組合という4つの組合から構成されていた。

48)天竜川東縁水防組合編・発行(l938)W天龍)11水防昔、』、 29'""33ページ。

49) 磐田市史編さん委員会編・発行 (1 99 1) W磐田市史資料編 2~ 、 571 ページ、「差上申御詰三書之事J に

よる。

50)前掲 48)、29"'-'33ページ。

51) 磐田市史編さん委員会編・発行(l 996)W磐田市史資料編 5~ 、 585"'-'608ページ、「安政四丁巳正月

二臼より御触書書留控帳Jによる。この史料は村の御用留であるため、廻状により触れられた内容は土

木工事のみに限らない。

52)前掲 49)、116"'-'119ページ。

53)堤防の洗掘を防ぎ基礎部分を補強するために用いられる水制工の一種。木材を析形に組み、その

中に石を詰めて補強する。

54)磐田市教育委員会(1997)w磐田市資料叢書第 2集磐田の絵図』、 39ページ、により作成。資料の

原蔵は、磐田市浜部)1111]鳥重蔵氏。

55)前掲 54)、38ページの年不詳「浜部村絵図J(原蔵者も同じ)では、堀川に沿った部分にいくつか新

田の記載が見られる。
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第E章河川改修工事と天竜川下流域への影響

1 内務省直轄河川改修工事

1 )明治初期における政府の河川政策

明治維新とその後しばらく続く混乱期により、河川|を統括する政府の機関はめまぐるしく変転す

る。この章では行政の対応に注目しつつ、天竜川下流域を、明治政府が中央集権的に何)11を掌

握してして流れの中に位置づける。その一連の流れを把握するため、天竜川において明治 18年

(1885)に着工された国の直轄河川改修工事に注目する。この工事により、天竜川下流域では一

応の洪水軽減の効果が見られ、それ以降の地域変容を促進した大きな要因ともなってして。これら

の点に着目しつつ、天竜)11下流域の水害頻発期とは異なった特徴を検討していく。

明治維新後、新政府は河川行政を統括する機能を持つ役所として、明治元年(1868)1月に内

国事務総督の民政役所を設置する(第皿-1表)。この後、河川行政は、太政官民部官土木司、民

部省土木司、民部省廃止などの変転統合を繰り返し、明治 6年(1873)に新たに組織された内務

省にその管轄が移される。

この問、明治 4年 (1871)に河川|に関する太政官布告として、政府による費用負担ではなく、「民

費jによる河川工事を行った場合には、その税を軽減することが通達されている。同じ明治 4年に

は、大阪において「大阪堤防会社 1)Jが設立している。この組織は、淀川流域よその河口部に存

在する商港としての大阪港を、水害や土砂の堆積から守る目的を持っていた。それゆえ、流域の

農村だけではなく、舟運業者や、大阪港に本拠を置く廻船問屋も参加する大規模なもので、あった

ため、政府のしづ民費での河川工事を行うことができたと考えられる。さらに、この 2年後からは政

府が地租改正を開始し、税の根本体系が大きく変化する中で、この通達が有効で、あり続けたかに

ついては疑問が残る。それゆえ、事実上河川の土木工事に関連した最初の法令は、明治 6年に

大蔵省から公布された「河港道路修築規則 2)Jということになる。

これは、明治 6年になってようやく河川を中・長期的に概観し、その政策立案や計画の策定、あ

るいは、それを実行する予算の裏づけが、国・県としち中央集権的な構図において一応機能するよ

うになったことを意味している。この規則は明治 9年 (1876)に廃止されるが、明治初期の治水行政

の基本となっただ、けで、なく、その後、明治 29年(1896)に河川法が制定されるまで、は、事実上この規

則にのっとって河川行政の根幹は機能していた。

内務省は規則公布後、さっそく明治7年 (1874)には淀川、翌 8年(1875)に利根川において、国

の直轄による治水工事を行ったO 直轄工事-計画では、この2河)11の施工にとどまらず、国内の主要

14河川を選定しており、明治 6年から 19年(1886)まで、に順次着工されることとなっていた。この一
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第rn-1表明治初期における政府の河川管轄官庁の変遷

同"ー

年・月 治水行政の管轄 間違法令 民間での動き

明治元年 1台1可使 流域の総代として「治問掛Jを
(1868) 置く

ー同ー
治河使(密)の管轄と、堤紡の維

2年(1869)
持・工事は県としづ分離明記

6月 民部官土木司設置
一一一一一一一一一一ー 一 一一一一一 一一 剤一一一 一

7月
治河使廃止、民部省土木司に
jイホゾしl口k 

一一・押一一一_..ー一 一一一一一一一一一一一一一一ー一ーー
7月 氏部省規則府県奉職規員Ij

戸 4年(1871)2月 民部省土木司に検査掛設置
.._~.一一-

・・日畠戸喧園恒白司副司白畠幽副曲-副幽副開F司明司岨，・ー観世-ー，ーー-・E・-由-，.-軸畠-幽
治水条目九ヶ条一堤防取締役をも

堤防取締役の選出
より郷村から抜擢

ー一一 『一一一一一一
4月 民部省廃止工部省土木司

，ー-一一一 一 一一一一
8月 工部省土木寮に改称

-圏直-目岨ー--'_曲-一-一一-

10月
大蔵省に移管、土木寮は営繕
寮を併合

11月 県治条例制定
一ー 一一- 一

12月 県治条例廃止 8ヶ条の規則に
一一一

12J:J 太政宮布告 大阪府堤防会社組織

6年(1873)8月 大蔵省河港道路修繕規則制定

7年(1874)1月 内務省に移管内務省土木寮

(W国土づくりの礎』より作成)

連の計画の第一弾として、淀川の着工をみたのである。天竜)11は計画 14河)11の中に含まれており、

明治 15年(1882)に本格着工前の準備工事が開始された。しかし、この当時の治水工事は、舟運

の便を優先する、「低水工事 3)Jに主眼が置かれ、堤防や水市j工などの洪水防止に重要な設備に

ついては、江戸時代からのものを補強、修築することで対処した。これは、明治初期には国内の鉄

道網が未発達であり、物資の輸送は依然として河川の舟運に依存していたことが影響していた。国

力の増強を図りたい明治政府にとっては、輸送路としての河川の維持が重要な意味を持つことに

なり、旦つ、限られた予算の中で工事を行うには、この方法が最も適していたのである口

つぎ、に「河港道路修築規則J~こよって規定された内容を見てみよう。この規則では、河川・港湾・

道路を、それぞれ 1等から 3等までの等級に類別し、その管理者や経費の費用区分を定めていた。

このうち河川については、長距離を流れ、利害が複数の府県に及ぶものをf一等河jとしたD そして、

工事費用の支出母体が、幕府・藩、流域住民による混在した状況で、あったものを、官費 6割、民費

4割と明確に区分した。治水対策は、政府直轄工事を原則とじたが、その目的は先述したように舟

運優-先の低水工事-となったので、あった。

一方、 f二等河jは、その費用負担は一等河と同様に設定されたが、官費は地方官(府県)が支

出するものとし、国が関与することはなかった。「三等河jには市街地や村が複数利害関係を持つ

小河川と用排水路が該当し、多くは郡の範囲内にその規模が収まるもので、あったD 三等河も府県

が費用を負担したが、この費用は、その利害を有する流域住民に課されることとなった。すなわち、
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三等河は、治水計画の策定や工事は府県が主導するものの、その費用負担に関してはこれまで

の「自普請」の構造とイ可ら変わるところがなかった口

しかし、二等河、三等河は、部分的にではあるが高水工事によって河川工事が行われたため、

洪水の軽減には大きな威力を発揮することとなった。

このように、中小河川では流域の負担はあるものの洪水が除去され、大河川では引き続き洪水

の危険が残ることとなり、地域の対応に差が生じる原因ともなっていった。

2)天竜川における直轄工事の概要

a.工事の基本方針

明治 17年 (1884)に開始された国直結による天竜川|改修工事の着工当初の様子は、『天竜川調

査書叶の中で言及されている。以下、その内容に沿って工事の特徴を検討してして。

なお、天竜川では、明治末期から再び国直轄による河川改修が開始される 5)。これらは混同を避

けるため、一般的に明治 17年着工の方を「第一次改修」、明治末期着工の方を「第二次改修Jと呼

んで区別している。本稿もこの名称に倣って論述を行うこととする。

第一次改修に先立って、明治 15年(1882)7月に内務省土木局技師が天竜)[1下流域に派遣さ

れ、量水標の増設と河川|の測量が行われた。

二俣田丁以南の下流域平野に関する詳細な測量は明治 17年に終了し、治水計画とその設計図

が作成された。その間にも、最も危険と判断された平野北部から中央部にかけての地点を優先的

に工事することとなり、上野部(左岸北部)、永島・八幡・一色・中野町・国吉(右岸中央部、位置は

第lli-l図による)において改修工事が着工した。この時にはまだ、天竜)11改修の全体的な設計

図は完成しておらず、いわば対症療法的に工事を行っていたこととなる。改修計画は明治 18年

( 1885)、内務省四等技師の沖野忠雄の指揮により完成した。それによると、天竜)11全域のうち、時

又より北、すなわち、伊那谷地域はその地形から危険個所は少なく、貨物輸送や利水の規模も少

ないため、改修工事は行わないこととなった。

一方、重要なのは下流域平野であり、「二俣町以下掛塚村ニ至ノレ迄ノ間ハ被害最多キ彊域タノレ

ヲ以テ水害防禦ヲ主トシ、傍ラ舟路ノ改良ヲ謀リ、護岸工及水衝強キ個所へ水市j工ヲ設クノレ 6)Jこと

とした白なお、時又から:二俣に南接する鹿島まで、は「航路枢要ノ区域jで、あるとされ、流路内に存在

する危岩暗礁を破砕することになった。この航路改修はすべて国費で、行われた。

つぎに、工事の費用負担に注目していく。下流域の河川改修は、調査書によると「水制其他護

岸工事ノ内犬走及沈床ハ国庫支弁ニ属シ、堤防ノ¥地方ノ負担jとされており、行われる工事の種

目ごとに、費用負担の類別が複雑に決められていた。これは、堤防を工事することによって、直接

的に地域が利するためで、あり、この部分は地方、すなわち県の費用負担が適当とされた。工事予
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算は当初総額 61万 6906円とされ、明治 18年から 26年まで 9年間の継続事業とされた凸このうち

国庫からの支出は 45万 9705円で、その用途は河道などの改良目的の工事にのみ限定された。

堤防の補強や新たな構築は地方費で、の支出とされ、静岡県から 15万 7201円が支出されることと

なったO これら国庫、静岡県両者の支出の合計が、当初の工事予算総額となる。両者の支出額の

比較からも明らかなように、国がj可道と?可床の改修に限定して出した金額と、堤防補強用の県の予

算とでは、大きな開きがある。県の予算規模では、到底水害を完全に除去で、きるような堤防を構築

することは不可能で、あったことがわかるO

工事に使用された材料は、木材、石材や、土、芝生などで、あった。木材は、堤防が水流によって

洗掘されないよう、その基礎の部分に埋め込む「粗染Jの、枠組として使用されたほか、)11の流れを

一定方向に安定させるために設置される水制工の作成にも、欠かすことの出来ない材料で、あった。

用材はすべて中流域の山々から伐採され、その総数は、粗染用に長さ 2mに規格が統一された丸

太で 389万束が使用されたと記録されている 7)。石材は、丸太で、作られた粗染の木枠の中に積み

込まれたり、蛇篭の中に入れて水制工を画定する重しとして使用された。これには 18万 2300立

方メートノレの石が使用され、そのほとんどは上流部から運ばれた。石は工事の後半期になると不足

が目立ちはじめ、一時期は上流部の山から切り出す計画も練られたが、たまたま天竜)11の全)11に

わたる増水があった際に大量の玉石が露出したため、供給が間に合ったとしづ 8)。粗染の枠組みと

なる丸太を埋め込んだり、川の中に杭を打つ作業は、舟の上から行われた。工事に使用された舟

は長さ 12.6m、幅 2.7m程のもので、一回の作業では4般以上の舟が並んで、一斉に行った。この

他に長さ 9m、!隠1.5mほどの小舟があり、主に工事資材の運搬に用いられたD

天竜川改修における計画の趣意書によると、工事の進行は、上流から下流、もしくは下流から上

流とし¥うような方法を採らず、その年の流路状態から最も工事が必要ι思われる場所を設定し、そ

の区間から優先的に工事を行うことが指示されている 9)。また、流路を安定させる工事も、攻撃斜

面や水勢の強し¥場所を直接施工することは、技術的にも費用的にも図難であるため、必ずその上

流側を施工していくことが示されている。工事以前における天竜)11の河況は、例えば、堤防問の距

離 1kmの問を自由に乱流するため、増水の度にどこが主要な流路になるかわからず、降雨で一時

的な増水をみた後に、突然堤防の直下に水勢の強し 1場所が現れることも少なくないとしづ状況で

あったD それを、河道として!幅 500mに限定し、この中で吉し流する分には、どこが本流になっても対

応出来るようにしたのが、この改修における何道の安定化で、あったD これにより、堤防関の差し引き

500m，一方の岸で 250mが「河川敷jとなり、通常の水量で、あれば浸水しないが、増水した場合に

は[遊水地Jとして確保で、きる土地となる利点があった白

第一次改修は、何)11改修とし 1う大規模工事で、はあったが、!日来の堤防をそのまま使用するなど、

これまで、の治水方法を踏襲していたoしかし、河道に工作物を設置して、安定した一本の流路に固
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定するとし¥う発想と、それを可能にした技術が、これまで、になかった手法で、あったと位置づけること

ができょう。

そして、工事区域と、それに関する工事費も柔軟に設定されており、仮に工事中に他の場所で

破堤災害などが起き、その被災区間が当該年の施工区間で、はなかったとしてもただちに資材や {

費用の振り替えを行い、被災区間の復旧工事に当たることとされている。これは、淀川や利根川と

いった、先に着工されていた河川での経験が生かされているものと思われる。

第一次改修が行われた場所(工区)と、その着工された日付や工期を見ると(第ID-2図)、最初

に着工されたのは明治 18年(1885)6月で、右岸の永島・八幡の堤防で、あった口この区間は、同年

4月の天竜)11洪水で破堤が発生していた場所で、あったO 明治 20年(1887)までに順次着工された

区間は、し吋ミれも第 1章において確認した、江戸時代以来の水害が多発する「急所jを含んでい

たことがわかる。例えば、 2番目に着工された上野部工区は、この区間の南で、浜松御領分絵図で

見た磐田原台地麓へ向カう本流部分の分岐点が存在していた。

3番目、 4番目の一色・中ノ町と、七蔵新田・池田はお互いが対岸に位置する区間であり、中世

の本流である七蔵新田方面への旧低水路の存在、本流に突き出した形で存在する池田集落が乗

る微高地が形成する狭窄部の存在、そして、それらを江戸時代中期以降、連続堤防で防御してい

たという、複合的に治水秩序の利害関係が入り組んで、いた地点で、あったO

このように進められた第一次改修で、あったが、明治 22年(1889)9月 11日、天竜)11が大きく増水

し、右岸の中瀬村中瀬、左岸の広瀬村一貫寺・三家の、合わせて 1000問の区間で堤防に損傷が

生じた。一貫地・三家間は、上野部工区の南に位置しており、磐田原台地西麓に向かう流れが何

本か残存する、)11中島の集落である。この区間と対岸の中瀬、そして、下流に位置する寺谷、匂坂

一帯の当初の工事計画は、

一貫寺と三家との問は洪水の時は水あるも平時は干溜して水なきを以て、 Ipi8間の締切沈枠を入

れ平水心の元に遷移するを防ぎ、高水は溢流するに任せ三家村地先に至れば流心亦直に堤』却

に当るを以て護岸水制とも中瀬村地先と同く 50間毎に水制を作り永島村八幡村辺は水勢少しく衰

うるを以て上部には60間毎に水制を作り、頭部沈床は長 60間となし下部は中部堤塘の終りたる所

より低堰250簡を築き水制及頭部沈床の配置は中部に向くし寺谷村地先は洪水に際し、三家村の

東に於て汎濫したる水、本}11との会合点に当り堤塘は流心に向て湾曲す之が為に水衝の局部と

なり防禦甚困難の所とす、故に 60 間毎に水制を作り頭部沈床も亦連続せしむるとffi1~其下部は平水

心の匂坂村地先に氾濫するを防ぐが為、沈床を作ること 500関上層には石張をなせり

(i天竜J11流域著調査書J10)) 

123 



番号 区間

L 永島・八幡

2 上野部

3 一色・中野町

4 七蔵新田・池田

5 倉中i額・末島

6 森本・仁兵衛新聞

7 東大塚・掛塚

8 寺谷

9 一貫地・ニ家・松ノ木島

10 中i頑

11 西大塚・老間

12 中i頓
13 半場

14 時又・鹿島

追l 一貫地

追2 末島・常光

追3 池田

追4 富田・一色

追5 高菌

追6 森本

工事種類 着工年月 竣工年月 期間

1~lj水・設岸 18.6 27.3 8年8ヶ月

制水・3接岸 18.11 27.2 8年9ヶ月

制7!<.'護岸 19.5 27.3 7年10ヶ月

制水・護岸 20.4 26.9 6年5ヶ月

詰1171<.諮岸 20.4 27.3 6年11ヶ月

市1)水・t護岸 20.11 27.3 6年4ヶ月

制水・護岸 21.6 26.3 4年9ヶ月

制水・諮岸 22.5 27.3 4年10ヶ月

制水・護岸 23.3 27.3 4年

制水・護岸 23.3 27.4 4年1ヶ月

車l17k.護岸 23.5 27.3 向。ヶ月|

護岸 26.4 27.3 11ヶ月
町田.

床由工 26.4 27.9 l年5ヶ月

危岩破砕 23.12 27.3 3年3ヶ月 | 

制水・護岸 30.4 

31.8 11年年ヶヶ年1ヶ月月一41月ヶ1ヶ月月l! 1 | i 
制水・護岸 30.6 31.5 11 

制7k.護岸 30.8 31.8 11 

mlJ水・護岸 30.12 32.1 11 

市IJ7k.護岸 31.8 32.1 15 

制水・護岸 31.8 32.2 16 

o 1 km 
しー一一__J

第ill-2図 天竜)I!における第一次改修の施工状況

(~天竜) I1 一治水と利水-~より作成)

1) 図の数字は、表の数字に対応する。

2)番号欄の「追J~土、追加工事を示す。

124 

2 



となっており、この流れを完全に締め切ることはせずに洗堰を設け、ある程度の増水は今までの流

路を伝って磐田原台地方面に流すとしウ工法で進められた。

しかし、明治 22年の洪水によってその計画が破綻し、護岸工事を中心とする工法、すなわち、

高水工事に切り替えられた。これにより、三家とそれに南接する松ノ木島、対岸の中瀬の従来の堤

防を削り取り、)Ilrli~を拡幅したO このため、 35 町の民有地が河川敷に転用され、土地の所有者には

移転料が払われることとなった。工事の変更は当初の内務省の意図とは違っていたと見え、まず明

治 22年の 10月に静岡県知事時任為基から、内務大臣山県有朋宛に、洗堰工事から流路締切と

堤防新築工事への転換願が出された。 10月 22日に内務省土木局長は、小林五等技師に静岡県

知事の要望に関しての意見を求め 11)、10月 24日にはそれを了承する旨が確認されている 12)。

このように例外ではあるが、当初の計画では対応しきれないような不測の事態が生じた場合には、

国は一部区間ではあるが、その計画を変更することもあった。しカも、それが国の一方的な予定変

更ではなく、現場などの要望をくみ取った上で、判断した県の要望によって行われていたので、あっ

た。

b.工事の終了と追加工事

護岸と川道安定の水制工事が最後に着工された区間は、西大塚・老間の、鶴見輪中を挟んだ

天竜西派)11の一角であり、明治 23年 (1890)5月から開始された。また、それぞれの区間の竣工年

月を見てみると、最も早く竣工したのは 7番の東大塚・掛塚問で、樹、塚輪中の西側、天竜)11本)11の

左岸堤防で、あったO その 3ヵ月後に七蔵新田・池田間が竣工するが、その他の区間は軒並み明治

27年(1894)3月、すなわち、 9年継続事業の最後にあたる明治 26年度末まで、工事を行っているO

中には、 10区の中瀬や、 13区半場での床図工の施工区間で、年度末を越えても工事が終了して

いない部分も見受けられる。これは、工事資材の調達が滞り、計画通りに終了することが出来なか

ったことが影響していた。

工事の遅延は下流域にも影響を与えていたことがうかがえる。つぎに示す史料は、第一次改修

工事が終了した翌年にあたる明治 28年 (1895)に、西縁7.K防組合で、追加予算の支出を行う際に、

それがなぜ必要なのかを示した、会議資料である。これには、以下のように書かれているO

ロ
す一一一第

天竜)r 1西縁堤防ノ内豊西村大字末島其他改修堤築造ニ付キ国庫及地方税金額ヲ以テ支出ス

ル予算ヲ告ケ予期ノ工事施行スルヲ得サルニ付キ潰地ニ関スノレ土地ノ寄付ヲ勧誘セントス、依テ

其委員二名ヲ選挙シ其旅費日当ハ水防委員長ノ例ニヨノレト錐モ別ニ手当トシテ一日金五拾銭ヲ

支給ス
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(1天竜J11西縁水防組合明治三十年一月二十七日決議書jゆ)

すなわち、豊西村の末島では、第一次改修が最終的に予算不足となり、計画通りの工事が出来

ぬまま未完で

来の堤内地側に築くため、潰地となる民有地が選定され、その保障代についても当初は国や県が

支払う予定で工事を進めていたのであろう。しかし、計画通り進まずに新堤防の築造が中断されて

しまったO 回った水防組合は、その土地を苓付してもらうことで、決著を図ることにし、水防委員の中

から 2名を、土地所有者との交渉役にするため、選挙を行うことになったので、あるO

第一次改修は、このように一部には「やり残しjのような部分が存在していた。しかも、改修工事

中に複数回にわたり天竜)11の増水を受けたため、そのような場所の応急工事を優先し、本来の施

工区間における洪水対策の効果に疑問が残る部分も存在したD

この工事では、明治 18年 (1885)の段階ですでに着工されていた永島・八幡や、上野部におい

ても、竣工は明治27年 (1894)3月と、終了予定期間関際まで、工事を行っていた。この2区間では、

8年以上の年月をかけて、堤防工事を行っていたことになる。一方、着工の遅かった西大塚・老問

問ではその期間は4年に満たないものであり、着工区間によって、工事期間に大きな差が生じてい

た。

工事区域のおおよその位置を図示した第四-2図に再び注思すると、第一次改修の工事区間

は明治 30、31年 (1897、98)に行われた追加工事を含めても、主として平野中央部に集中していた

ことがわかる。一方、南部の輪中地帯では、西派)11が、左岸の西大塚・老間(11)のみであり、本)11 

も左岸の東大塚・掛塚間 (7)のみである。東派)11に関しては、第一次改修では工事が一切行われ

ていなし¥。なお、掛塚輪中については、後に検討する。

北部や南部において工事個所が少ないのは、この区間において大規模な河川改修を行うこと

が、幅の狭い輪中間の分流路を広げる工事、すなわち、大規模に集落や農地を削って河川用地

にすることを意味するからである。第一次改修では、大規模な集落移転や、農地買収を予期した

予算が策定されておらず、結果的に南部では、既存の堤防を補強する程度の、いわばf対症療

法J~こよる改良しかで、きなかった事が影響しているのである。

C.下流域南部での工事とその限界

南部の鶴見輪中西側を流れる西派)11は、当初の計画では次のように改修することとなっでいたO

鶴見"1昔、塚両輪中付近の景観やJ各大字の位置関係は、第lli-3aQによっているO

再び、『天竜)11調査書』より引用してみる。
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比所より以下本)11は三派に分流し西派は金折村にて両岸囲堤の間郎i福 80間ありと雌全く流水面

の11)高は 4""'50間に過ぎず、比派川を締切るが為め半場村と鶴見村の簡に長 200間の新堤を築設

し、又中流のl隔を広め大塚村の地先に於てIp~ 100聞を切取り新に堤塘230間を建築す、此新堤は

洪水の時に際し7)¥衝場の突激を防ぐ為め護岸工を施し頭部沈床は各長 60間とす鶴見村の東よ

り老関村の南に至る間は護岸に7J<.衝強き局所は水制を作り頭部沈床を設け十郎島飛地は出水毎

に堤防流出する所なるを以て地所を買上げ堤防を再築するを禁じたり市して十郎島の!日堤及地

所流亡し撃すと雄西派に溢れたる流水の水衝を防ぐ為め芋瀬村地先より弥助新田地先に至るの

間護岸沈床7J<.制頭部沈床等を作り、弥助新田地先より南には600間の沈床を作り低水を防ぎ上層

石張を為し流水の方向を定め河口に於ては航路の変更を防ぐものとす

計画によると、当初は半場・鶴見村間に、長さ 200聞の西派)11締切堤防を作る予定で、あったこと

がわかる口計画の立案は河川工学に精通した内務省の技師達で、あったが、堤防に関する予算の

支出は県の担当となったO それゆえ、少ない予算額では工事を行うことが出来なかったので、あるC

また、輪中地帯では、当時河口部に存在する掛塚が、天竜)11を流れ下ってきた材木を中心とす

る物資の積み出し港になっていたことも影響し、治水を優先した河川改修が行えなかったことも予

想される。ここにも、舟運路に配慮して治水一辺倒の河川管理を行わないという、この当時の政策

が反映しているのである。

南部での不十分な河川改修は、流域の住民も認識していた。以下の史料はJ十東村誌 ω』に

記された、左岸に位置するこの村での、明治 44年 (1911)水害に関する被害状況で、あるO この水害

については後の章で、述べるので、ここではその一部を検討するに留める。史料では、左岸各地で

の浸水状況が書かれた後、十東村付近の自然状況に触れ、次のような記述がみられるD

而して天竜)11鉄橋以南に於ける所謂三)11に分流し)11111高之れを併すときは800余'間なるにも不

拘末流掛塚町地内の)111福東西両)11を併するも500間以、内に過ぎず。

是.ePち下流を括りて上部を解放すると均しり。 満水に際しては森本以南十束袖浦は恰も袋の形

となり其の危険の虞れあること地形の然をしむる所なり、故に捗i、塚田了に於ける上流より下流に至る

) 11111高を改修し併せて加工を波探するに非らざれば洪水の危険を免るることを得ざるなり。故に鉄橋

以南を直線に改修すると問時に東西の分流を締切、 )11幅を拡張するときは流身の方向一定し土

砂堆積をj如来せしむると共に掛塚港湾頭河口排除を充分ならしむことを得べし

第一次改修からは 20年以上が経過しており、その頃よりも河道の様子に変化が生じていたり、

史料そのものが明治 44年水害に関する記述で、あることを考慮、に入れる必要があるo しかし、この記
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第直一 3図 鶴見輪中・掛塚輪中とその周辺一明治中期一

(明治 23年測量 5万分の l地形図「見附町Jf掛塚」を使用)
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からは、十束村が所在する天竜川下流域南部での、地形条件に起因する水害の危険性が指摘さ

れており、これはどの年代にも共通したもので、あったことがわかる。具体的には、東海道本線の天

竜川鉄橋付近では、天竜)11の)11幅は 800間であるが、掛塚付近まで来ると、東派川、本川、西派

川の三本を合わせても 500問しかない。これは、上流部が広く開いているのに下流部で狭い、し、わ

ゆる狭窄部を意味しており、しカも森本・十束・袖浦と続く、天竜)11東派川の左岸一帯が地形的に

攻撃斜面に位置するため、最も危険が及ぶ場所となってしまうと認識されているD その解決策とし

て、掛塚町付近の)11幅を広げ、河口を波j来して排水を良好にすること、すなわち、東海道本線鉄

橋以南の天竜)11を直線的に改修し、東西の分流を締切り、本)11の)I[幅を拡張することを主張して

いる。この計画は、天竜)11第二次改修においてようやく実現するのであるが、水害の根本的な除去

は、分流の締切と本)11の拡幅がなければ達成出来ないことを、すでに住民も認識していたのであ

ったO

3)工事の内容から見た直轄工事の特徴

a.掛塚輪中における工事の種目と施工区間

第一次改修によって施工された工事の詳細について、話i、塚輪中を事例として検討を行う(第E

-4図)。掛塚やその周辺は、先述したように第一次改修では「狭窄部jが解消されず残存した区

間であり、この地点の工事を見ることにより、それら治水の矛盾が鮮明となる。また、平野北部や中

央部の工事区間は先に着工されているものの、工事半ばで、天竜)11増水の被害を受けて計画変更

を余儀なくされたり、先に災害復旧を優先するため、当初から計画されていた工事の全容を明確に

するのが難しい。それに比べ、掛塚付近は短期集中型とで、もいえる工事期間設定となっており、ひ

とつの工区における工事の性格を検討するには適当であると考えられる。

はじめに一覧表のうち(第亜-2表)、明治 23年(1890)に行われた工事を事例として、工事種目

や区間の地名に言及しつつ、その特徴を見てし、くこととする凸

本表では、行われた工事の内容を示す工事種目と、その距離及び区間が判明する。工事種目

によると、堤防本体の工事も、その位置によって分類がなされており、「堤jは)11の流れに面した倶IJ

を、「堤裏小段」は反対側、すなわち、堤内地側に設けられたのり面の水平部分 15)を表している。ま

た、「上置jとは堤防のかさ上げ工事のことである。それゆえ、 f堤上霞j、「堤裏小段上置jとある場

合には、前者は堤防そのもののかさ上げを意味し、後者は堤内地側のvのり面をかさ上げしている

こととなる。そして、 f上置jの文字が付かない、たとえばf堤紡裏小段Jとだけ書かれているものは、

補強工事や芝の張替えなど、特に堤防の高さやi憶を変えない工事が行われていると考えられる。

それゆえ、例えば)11袋の小字「天王西jでは、 46問の長さに渡って「堤裏小段Jの補強が行われ、

同じ長さの分、おそらくは堤防直下に存在していた用水路などの「掘合埋立」が行われた。これは、
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第m-2表天竜)11第一次改修における拐、塚付近の施工状況一明治23年'"'--27年 (1890"'-'1894)-

τ明治夜23年 1890

工事種目 工事延長 施工区間

堤袋小段上置 12筒3尺 本町十郎島境~鈴木重郎屋敷

堤上置 61間 川袋山田民次郎東~小笠原松吉屋敷

堤上置 20問2尺4寸 川袋松林寺西

堤上置 90間 ) 11袋小笠原松古屋敷境~天王前

堤裏小段 46問 ) 11袋天王西

堀合埋立 46関 ) 11袋天王酉

堤裏小段 15問 西堀善八西

堤上置 49間 西堀善八百

堤裏小段 80間 西堀新次郎門~土入樋南

堤裏小段上置 50間3尺 西堀雄照寺西裏

堤裏小段上置 49間3尺 東大塚

堤裏小段 42間3尺 西堀神谷長四郎東

堤裏小段 58関 西堀神谷長四郎東より下

堤裏ノト段 100間 敷地17番出'"'-'22番出

堤裏小段 58間 敷地諸色小屋~板屋河岸

堤裏小段 52間 敷地29番出....__.31番出

堤裏小段 24間 敷地34番出....___35番出

堤上置及び下築 26間 敷地35番出'""-'36番出

堤上置 41間 敷地36番出'""-'37番出

堤上置及び下築 50間 江口37番出~渡船場

堤上置 7間 江口宮東より下

堤上置及び下築 61関 江口宮東より下問所続き下

堤裏小段 58間 江口大右五平屋敷前

堤裏小段下築杭埋立 11間3尺 江口大石五平屋敷前

堤上置 181間 江口大石五平屋敷前

堤上置 121間 東町造船所~椛屋宅地

堤上置及び下築 28間 東町造船所"--'~~t屋宅地続き下

堤上置及び下築 203間 *花屋宅地続き下....__.)11普詰所

堤上置 59関 川普誇場境より下

堤上置 152間3分 川普請場境より下続き下

堤裏小段 115問 川普請場境より下続き下

水中埋立 7間 川普請場境より下続き下

堤上置 48間 前新田水門

堤下築 48間 前新田水門

堤裏小段 64関 前新田水門続き下

水中埋立 6間 前新田水門続き下

堤裏小段 16間 前新日25番出上

出元上置 18間 十郎島1番出

出元上置 18閑8分 十郎島4番出

出元出先 23問 砂町9番出

出下築 8間5分 砂町9番出

出先・出先下築 11間 中町田潜j吉西出

~ 出先上置 38間3尺 中町田漕庄西出

明治2，1年 1891堤畏小段 59間4分 川袋天王南

(85円14銭)

u貴地) (3畝3歩)， 川袋天王南

(家屋移転料その他) (44円99銭〉 )1¥袋天王南

堤上置 前新田

堤添築 前新日

堤添築 龍光寺

堤崩壊修繕 前新回

-ーーーー一一一 堤新築箇所竹植付 前新田・龍光寺
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τf!F治z25年 1892

工事建白 工事延長 施工区間
堤上置 87間9分 本町松山千代吉西より下
堤埋立 25関 本町香集寺西
堤埋立 8間 川袋伊三郎西
堤裏小段 45関 ) 11袋松林寺西
堤埋立 23間 ) 11袋長谷八郎西
堤添築 26間 ) 11袋長谷八郎西
堤埋立 22間 ) 11袋小笠原角十南
堤添築 30間 ) 11袋天王前
堤裏/J、段 85開 西堀鈴木長太郎西
堤裏小段 30間 敷地26番出先
堤添築 28間 敷地28番出下
堤添築 84間 敷地34番出上
堤上霞 22間 敷地34番出下
堤裏小段 16問 江口山田八東
堤添築 16間 江口宮裏
堤上置 42間 掛塚造船所東元切所
堤上置 46開 龍光寺6番出'"'"'7番出
堤裏小段 38間 龍光寺7番出"-'8番出
堤表小段 18間 龍光寺8番出下
堤表添築 26間 龍光寺8番出下続き下
堤裏小段 28間 前新国土入槌東
堤添築 55間 前新田西側
堤上置 80間 前新田西側松の木下より下

明、l台26年 1893堤小段修築 龍光寺池埋立・敷地伊東村一郎長
暁治27年 1894堤切所復旧工事 龍光寺

堤塘水防予備石備付 前新田
(W鋭、塚村誌』より作成)
1)明治24，26， 27年の工事は、施工区間の長さが不明

堤内地保Ijの堤防が増強されるのに伴い、下を並行して流れる用水路などの位置も変更しなくては

ならなくなり、その付け替え工事を示しているのではなし、かと考えられる。また、西堀の「善八百jと

しち場所では、堤裏ノト段の補強工事が 15間行われ、さらに堤防のかさ上げが 49間の長さに渡っ

て行われていた。

一方、工事の内容では、「下築jや「下築杭埋立J、「水中埋立jなどが注目される。これらは、堤

防が洗掘されないように基礎部分を固めたり、河道を安定させるために「河川敷Jを造る工事で、あっ

た。これら作業には、前述したように)11の中に並べた作業舟が活躍したことであろう。

この他工事種目には「出元j、「出先j、「出下Jなどが見られ、これらは「出しj、すなわち、堤防か

ら接続して、堤妨そのものに強し¥水流が当たるのを防ぎ、流れを中央方向に仕向けるために設置

される水市Ij工に関連した工事で、あるoこれらが国が費用を負担する、河道の改善を目的とした工事

に相当する。すなわち、掛塚において明治 23年に着工された数々の工事のうち、種目に「下J、

「水中J、「出jが付く工事が、菌庫負担によるものと考えられる。試みに、前新田付近の「下J、「水

中jに関する工事と、十郎島 l番出から並ぶ、「出jの付く工事について、その合計した長さを算出

すると、 171.6間とし1うことになる。一方、工事区間全体ののべ施工長は 2080間になり、国産支出

の工事は施工区間の比率からすると、全体のわずか 8%に過ぎなかったことがわかる凸
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しカも、国j車支出による工事が集中する、十郎島から砂町、中間了にかけては、この周辺の中で最

も人口の密集度が高い掛塚の町場であり、宅地が堤防に接して密集する区間である 16)白明治 22

年(1889)に東海道本線が開通しているとはいえ、工事はその翌年であり、掛塚は依然として材木

を中心とする上・中流域からの物資集散地として存在していた。それゆえこの堤防付近には上流か

ら筏に組まれ流れ下ってきた大量の材木が横付けされ、堤防に近い場所には製材工場が立地す

る景観が見られた 1九当時の様子は、一覧表の工事区間からも知られ、例えば掛、塚の中町におけ

る出しの工事では、「中町田漕居西出Jとある。すなわち、水市Ij工の設置場所在示す目印として、廻

船問屋のj苫が選ばれているので、あったD

捗j、塚での国庫支出による工事のうち着工 1年目は、この区間の河道改良を行ったのみで、輪中

に存在するその他の治水の急所には、工事が及んでいなかったことが判明するO しかし、県が主導

する堤防のかさ上げや補強は、いくつかの地点で、以前からの急所を改良していることが見てとれ

る。その一つが江口地区で行われた工事であり、堤防全体のかさ上げと基礎の強化、ならびに堤

防裏側ものり面と基礎部分の補強が行われていた。江口は、樹、塚輪中の東側、すなわち、天竜東

派川の右岸に位置し、この対岸は、第E章で、見た天保水防組の東縁下組が活動の担当区域とし

た、岡村などの一体が存在していた。本表の資料では、同を含む、十束村での工事の様子が判明

しないので詳細は論じることができないが、これはおそらく攻撃斜面となる対岸の工事と連動して行

われていたことが予想される。

このように、着工 l年目の掛塚輪中における第一次改修では、内務省直轄とはいえ、実際に国

庫から支出される工事の規模からすると全体のわずかな量でしかなく、しカも掛塚の河岸付近を改

良するに過ぎなかったO 一方、県の支出する堤妨補強は輪中全体で施工されており、掛塚輪中で

は)11幅の狭い河床の改良よりも、堤防本体に工事の重点が置かれていたことがわかる。

b.工事費用の増減と地域への影響

掛塚輪中での着工 2年自にあたる明治 24年(1891)には、工事箇所が著しく減少し、)11袋天王

南、前新田、龍光寺の3カ所で工事が行われたに過ぎない。なお、史料ではこの年に関してのみ、

支出された金額が判明する。それによると"r) 11袋天王南jで、の堤裏小段工事、 59.4問には、 85円

14銭が支出されている。興味深いのは、同じ字内で、「家屋移転料Jと潰れ地に関する保証代が含

まれており、この2つの合計金額は約 70円となっている。この土地に関する支出は、この年掛塚輪

中で行われた工事では、二番目に費用の高しもので、あったG このこと位、明治 24年には多くの費

用がかかる大規模な工事が行われなかったことを示しているD これは、前年の各工事種田の合計

が43地点で、あったのに対し、この年は僅か6地点であることからも明らかである。また、工事はいず

れも堤防本体に関するものであり、国庫負担の流身改良は行われていない。
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また、明治24年は下流域北部で、の洪水被害により、改修計画よりも被害地点の復113に重点を置

いて工事を行った区間が存在していたO おそらく、こういった工事を優先するため、樹、塚での計画

が後回しになったことも考えられるO 工事の趣意書にみられた、工事の優先順位や、資材・予算の

融通性が、このような形で、掛塚輪中での工事に影響していたのである。

つぎに明治25年(1892)以降について見てみよう。この年は施工度開が増加し、 23地点となったO

しかし、その施工区間に注目すると、これまでと同様に天竜)11本川の左岸、.すなわち、掛塚の集落

付近の堤防を中心としていたことがわかる。一方、西派)11側では、前年と同様に江口付近の堤防

を補強している。しかし、その長さは、 2カ所の合計で僅か32間ほどであり、本格的な河川改修とは

ほど遠い状況である。この後の明治 26年(1893)には龍光寺、敷地の 2カ所が施工されたに過ぎ

ず、翌 27年 (1894)の、おそらくは第一次改修の予算額で行われた最後の工事は、龍光寺での増

水で、損傷した堤防の修復と、「堤塘水防予備石備付Jtv '¥う、水防資材の据付工事のみで終了して

いた。このうち龍光寺での堤防復旧は、当初から計画されていた工事ではなく、水害発生により応

急的に行われたもので、あり、これを除くと、 27年は水防資材を揃えただけという、およそ河川改修

工事とは程遠い内容に終始していたD このようなことから、すでに明治 26年から 27年にかけては、

当初から大きな工事を意図していたのではなく、極めて予算消化的な意味合いが強い中で、施工

が進められていたものと考えられるD

掛塚輪中での第一次改修の内容からは、以下のことが判明した。

工事は、明治 23年から開始されていたが、多くの施工区間を設定し、改修を進めたと認められ

たのは初年度と、その 2年後の明治25年の2年間で、あったO その他の年には、工事区間の設定も

少なく、しかも施工された距離も短い、極めて小規模な工事で、あったO また、国庫補助となっている

前道の改良に関する工事は、初年度の明治 23年に堤防の基礎やf出しjの補強が行われたのみ

で、その後は一切行われることはなかった。

樹、塚輪中とその周辺は、従来まで、の)11幅を維持して改修工事を行っても、その効果は薄く、根

本的な水害除去にはならないとしづ複雑な自然条件を持つ場所で、あるoそれゆえこの区間では、

留は工事費用の負担に関しては及び腰であり、治水工事の矛盾点が予算規模や、工事種目にも

現れる結果となっていたO

2 土木工事専門業者の進出

1)ヱ事請負人の存在とその特徴

本項では、第一次改修のうち実際に工事を行った組織に注目し、その形態や予算を掌握する

国・県との関係をみていくこととする。
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天竜川右岸で、組織された商縁水防組合が作成した工事代金の出納簿には、工事種自ごとの領

収と受渡が記載されている l針。この帳簿からは、国や県が捻出した工事費用を、工事が進捗する

ご、とに水防総合が分割して「領収Jし、それをどこに「受渡jしたかが判明する。本稿ではこのうち受

渡先、すなわち、実際に工事を担当していた組織や人物に注目する。なお、この帳簿は西縁7.k~方

組合が管轄した部分であるため、天竜)11の右岸工事に限定される。しかし、明治 17年 (1884)の緊

急工事区間として、永島・白鳥・八幡・中野町・国吉付近が挙げられていたことからも明らかなように、

右岸の各工区とも、受渡先となる組織が重要な治水工事を担っていたことは間違いない。

また、受渡先の一つには水防組合自体の名が存在する。これには「鷹森真司jとしづ名前が記

載されており、この人物は西縁水妨組合の組合長で、あった 19)。すなわち、国や県が費用を負担し

た工事のいくつかは、 71<防組合の手によって施工されていたのである。これは、江戸時代以来の

幕府・藩が費用負担する「御普請jを、組合に加入する流域村の人夫が担っていた構造と共通す

るものであると考えることができる。

江戸時代には、普請のすべてが組合内で、完結する構造で、あったが、ここではそれとは別の存在

が確認できる。それが、複数の請負人の存在である。なお、出納簿が作成されたのは工事期間中

の明治時代中期である。現在までその帳簿は史料として保管されているが、記載方法が現在とは

異なり、かつ、省略して書かれている部分も多いため、筆者の調査当時の建設省地方工事事務所

の職員で、あっても、かなりの部分が判別不能であり、その全体像は残念ながら明らかにすることは

出来ない。しかし、区間とその工事種別、そして、請負者がわかる部分も存在するので、その一覧

表(第国一3表)から検討を行ってみたい。

工事区間は、中瀬地区から、南部は河口に近い河輪村芋瀬まで、右岸のほぼ全域に渡ってい

る。工事内容には、築堤や堤防の上置の他に、床堀工事も含まれており、単に堤防のかさ上げに

関する工事だけではなく、ある程度の土木技術を必要とする河床や堤防の基礎部分の工事も行っ

ていたD 請負人は、これら工法に関する技術的な裏付けを有していた人物で、あったことがわかる。

しカも、これら工事は国庫から捻出される、何道改良を目的とするものである。請負人は、国、県の

どちらが管轄する工事にも参加していたのである。

つぎ、に、請負人に注自すると、ほとんどの工事に長谷川栄三郎という人物が登場している。また、

請負は単独ではなく、多くは複数の人物によってなされていたことがわかる。その人物として、長谷

川を筆頭に、堀内平四郎、大箸五郎作、佐藤平次郎の 4名が確認でき、この区間の工事では、ほ

とんどこの4名が独占していたとも解釈出来るほどである。

4名は、し¥ずれも居所が確認できる。それらを順に列挙すると、長谷川は竜池村高菌、堀内は掛

塚村豊岡、大箸は広瀬村一貫士也、佐藤は十束村平間で、あった。このように、請負人は天竜川下流

域に居住しており、しカも全員が居住地区に天竜)11本流の堤防を抱える、まさに天竜)11の間近に
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第皿-3表天竜川第一次改修における工事個所と請負人一明治26年(1893)一

平宮荷司村中瀬
工事種目 請負人 その他
上部築堤 長谷川栄三郎

一一一一
佐藤平次郎

一 一ー 一一・.一一
堀内平四郎

下部築堤 長谷川栄三郎
一ーー ， 一一ーー

佐藤平次郎
一一 一'

堀内平四郎

可瀬村中主@i 上部床堀 堀内平四郎
一一一 一一

佐藤平次郎

長谷川栄=郎
一 一一一一一

大箸五郎作

t:ti頼・永島問 床堀 長谷川栄二郎

大箸五郎作
改修堤 長谷川栄三郎

大箸五郎作

堀内平四郎

佐藤平次郎
改修堤工用丸石 大箸五郎作 材料調達

竜池村永島 床堀 長谷川栄二郎

大箸五郎作

竜j色村八111番 改修堤上置に関する堀害IJ 長谷川栄三郎

堀内平四郎

大箸五郎作

豊西村倉中瀬 改修堤 長谷川栄三郎

大箸五郎作

中ノ町村中野町 改修堤 鈴木紋蔵 見積の提出者

1可輪村芋瀕 改修堤 佐藤平次郎 代理大箸五郎作

河輪村3ヶ所 改修堤 東海組 会計大箸五郎作受取

(天竜)11西縁水防組合「明治二十六年改修工事詩渡金高11長Jより作成)

居住している人物なので、あったo 古い時代にはこれらの村々は川附村とされており、自身や家族が

何度も天竜)11の水防活動や、堤防補修工事に参加した経験を有していたことであろう。

一方で一回だけ、これら 4名とは異なる人物が堤防工事の誇負に登場している。中野町の改修

堤工事に関して、見積書を提出した鈴木紋蔵という人物がそれである。ただ、し、鈴木が何者かであ

るのか、そして、中野町の工事も「見積jとあるのみで、実際にこの鈴木が請け負ったのかどうかは

判明しない。しかし、彼の居所は竜池村高菌であり、これは長谷川栄三郎と同じ大字ということがわ

かる。このことから、もし、鈴木が長谷川とは月iJに土木業を興して工事に参入していている場合でも、

その反対に長谷川と同調している場合でも、高薗地区には長谷川を含め二人の土木関連業従事

者が存在していたことになる白これは、それだけ土木業への需要が大きかったことを意味していると

考えられる。

また、長谷川栄三郎に関しては、『社団法人天竜建設業協会30周年記念誌 20)~の中にi 以下の

ような記述が存在する。
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明治 9年担父長谷川栄三郎が、静岡県 29，J¥区豊田郡高菌村(浜北市高菌)に土木・建築請負

業、長谷川組を創立、また、明治 26，27年頃には、秋山錠次郎(秋山組の先々代)と共同して東海

紐を設立。 28年には小松金之丞も参画し、大きな勢力を張った。

後年二俣に移ると、先代の天竜主建工業社長長谷川栄治郎が長谷川組を継承、昭和 19年 5

月に企業整備令が施行され、天竜土建工業(株)を組織、斉藤組、，J¥笠原組、鈴茶組、大貞組、森

下組、寺田工務活、神田組、丸久組、和田組が加わる。

(中路)

キ火山錠次郎は、明治 22年2丹、人夫出しを中心に秋山組として天竜)l'流域の内務省直轄工事

を手がける。秋山組は豊岡村下神増(番地省略)

秋山組については、後で検討することとし、ここでは長谷川栄三郎の動向に注目してみよう。

長谷川組は、明治9年 (1876)から土木、建築請負業として活動を行っており、おそらく天竜川下

流域ではこの頃から土木関係の業種を、専業に近い形で営業する組織や人物が存在していたの

であろうD

また、昭和 19年 (1944)になると、戦時下の統制令により、この地方に存在していた複数の土木

業者が天竜土建工業(株)として統合された。ここに記載された業者のうち、明治期に「東海組Jとな

る長谷川組と秋山組以外については、その設立年次を明らかにすることはできない凸ただじ、森下

組、神田組、和田組などは、天竜)11下流域に存在する集落とその名称が一致しており 21)、組織の

中心者の出身地で、あったか、あるいは、その当時も集落内に所在していたことが予想される。また、

小笠原組は掛塚輪中の)11袋地区に存在し、現在で、も操業を行っている。正確な創業年は不明で

あるが、大正期に開始される天竜)11の第二次改修で、は、掛塚周辺の堤防工事などでその名が見

られるので、それ以前から向)11工事を含む土木工事に参画していたことは間違いないと思われる。

土木業者の合併に関して、再び一覧表の検討に戻る。そのうち、河輪村で、の改修工事に、「東

海組会計大箸五郎作jとし1う記述が見られる。すなわち、大箸も、長谷川と秋山が共同して設立し

た東海組に明治 26年以降加わり、引き続き第一次改修にかかわっていたので、あるO また、堀内平

田郎は、明治 18年(1885)の治水土功会の会員にその名前が見られる 22)。この会については後述

するが、水防組の機能を引き継ぐ組織であり、おそらくはその役員として名を連ねる堀内も、堤防

の普請経験が多かったことが予想されるO

また、河輪村芋瀬の床堀工事は、佐藤平次郎が請け負っているが、このときはどうしづ事情があ

ったのか、受渡lこはその代理人として大箸五郎作が記されている。佐藤は、東海紐への参加は確

認出来ないので、 -1-東村において単独で土木業を営んでいた人物と考えられるO唱しかし、工費の

受渡には大箸が訪れており、これら請負人は、組織的な連帯を持ちつつ、それぞれが工事の請負
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と施工に従事していたものと考えられる。

2)工事契約とその特徴

毘費、県費による工事はどちらも、設定されている予算の年度内での消化と関連するため、終了

時期が厳密に設定される。

先項でみた、 4名の請負人たちは、工事に際して、以下のような誓約書を提出している。「工事請

負ニ係ノレ条件ヲ誓約スノレ事左ノ如シ川jとして記載された内容を書き出してみよう。

一工事請負に係る総て事業は何人か従事するも私共連帯其責に任す

一誇負金額は工事落成の上官庁之受渡を万したる上其今に対し計算するものとす

請負に係る工事は如何なる天災時変に遭遇するも必規定国を竣工すべし

工事-着手及竣工期限に経過し工事誇負規定及心得書に違背する場合は詰負金額に対し

1害IJ2歩を以て之・出立本県庁土木工事請負規則に依り処分せらる

前項の場合に於ては既定工事に対し請負金額を減額せら(後欠)

工事目論見仕様帳土木工事工用品受負規剣は木県庁の規則を堅守し工事心得書は別記之

通尊守すへき事

右は後日異議無事為を契約証書依て如件

(・は判別不能)

この後に、長谷川、佐藤、大箸、堀内の署名があり、提出先として西縁水防組合組合長の名前

が書かれている。ここで注目したいのは、一つ書きの3番目と4番目である白これは工事の期限に関

する内容であり、し1かなる天災に遭遇しても規定にある工事を竣工させること、竣工期限までに工

事が完成しなかった場合は、請け負った金額の 1割2分を、いわば遅延金として納め、且つ足Ijに定

める静岡県の土木工事請負規定によって処分されることもあること、そして、そのような場合には、

当初見積もられた請負金額より減額して渡すことがある、とし、竣工期限より遅れることを厳しく規定

していることがわかるD

また、資料の中に登場する「本県庁土木工事請負規則 24)Jがすでに存在していたことから、道路、

港湾、河)11といった、県の管轄下で大きな費用を要する土木工事には、「誇負jが一般化しており、

その請負方法を規定したり、違反者があった場合にはそれを処分するための規定があらかじめ成

立していたことがわかる。

つぎに、使用される工事資材の規格ム納入期限に注目するD 工事資材も、規格と-8の必要

個数や納入期限を設定し、すぐに現場で使用可能な状態で搬入された。例えば、粗染、杭として
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使用する材木には以下のような取り決めがなされていたD

一粗染は粘質を有する落葉生樹木にして長 12尺以上 14尺以内元廻 2尺 l寸末廻 1尺 8

寸を以て l束とす

一柵粗染は樫楢等粘質ある生樹木にして長 12尺以上、元 4尺 8歩 25を以て l束とす

一杭木は柵全質ニシテ長 4尺元口 1寸 2歩乃至 1寸 4歩 10本を以て 1束とす

一~担架*flfr粗染杭木納期は 26 年 10 月 10 日より日々 50 束出納付 11 月 18 日迄 40 日間に皆

納の事

(i工事心得書J25)) 

最後の一つ書きにあるように、この工区において使用される材木は明治 26年 (1893)10月 10自

から 11月 18日までの 40日間、毎日 50束を納めるようにと定められている。

このような資材の調達はどのように行われていたのであろうか口ひとつには、先に見た一覧表の

中に、堤防改修資材として使用される「丸石jを大箸五郎作が請け負っていることからも明らかなよ

うに、工事詩負人が独自に用意し、工事に使用していた。そしてもう一つ、以下の史料から、資材

調達だけを専門に行ってる請負人の存在が明らかとなる。明治27年に出された、「請書26)Jの内容

を示してみよう。

これは、豊西村倉中瀬における工区で必要とされた工事資材に関する、数量と金額、そして搬

入の取り決めである。工事資材は、粗染 400束、柵粗染 320束、杭木 300束で、金 56円 20銭で

契約したことを確認している白そして「今般531J紙物質数量ニ雨、心得書之通り前書之種類ヲ以テ契

約jし、ついては「本県土木工事及工用品請負規員u堅ク相守jること、そして指示された、「明治二

十七年二月五日より二月十一日迄Jに納付し、もしこれに違反することが有れば「規別条項ニヨリ御

処分jされても異議はないとしている。そして契約保証金を添えて、保証人と連署した上で、この請

書を差出しているD この工事用の木材を調達するのは、野部村上野部に居住する山本泰治で、保

証人は向じ大字に住む長津定次郎で、あったD

山本は、この他にも西縁71<.妨組合が受け持っている改修工事の工区や、時には水妨資材として

必要とされる杭などの搬入も行っている人物で、あり、明治 27年には、水紡資材を備蓄する複数の

「諸色小屋jに杭の納入を行っていたことが確認で、きる 27)。山本は、工事資材を調達し各工区に差

配する、資材調達を専門とする「業者jで、あったことがわかるD しカも、山本は天竜)11左岸北部の野

部村上野部を居所としている。このような場所から、右岸の最南部に位置する芋瀬地区の堤妨下

にまで杭木を運び入れていたので、あったD 山本は、下流域全体を行き来して資材納入を行ってい

たことがわかる。
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このような、ある業種に特化した「業者Jの存在は、秋山組にも当てはまるcすなわち、先に見た

史料によると、秋山組は明治22年(1889)2月から、天竜川下流域での内務省直轄工事に「人夫出

しJとして関わることになったとし1う。しかし秋山組は、東海組設立以前には第一次改修を請け負っ

た形跡、がない白それゆえ、秋山組は人夫調達を専門とする、工事関連業者のーっとして位置づけ

ることができよう。秋山組によって周旋された人夫が、どこからやってきたかについては史料がなく、

ここでは明らかにしえない。しかし、『天竜)11改修史』によると、人夫は流域の人々をはじめ、遠くは

掛川や金谷方面からも動員されていた 29)、とされる。すなわち、流域に居住する人々だけでは動

員が間に合わず、東海道筋の遠州地方東部などから人々がやってきていたので、あるO このことは、

天竜)11下流域での土木工事が、工事を行うことで自分達の地域が守られるとしづ、いわゆる「受益

者jだけのもので、はなく、それとは別の場所からもやってくるという点で、これまでの堤防工事とは大

きく異なっている。

国や県が主体となって進められた天竜)11での、第一次改修では、工区ごとに水防組合や、流域

に居住する請負による土木業者がそれぞれに工事を行っていたD そして、人員、資材の調達を専

門に行う者、実際に現場で工事を行う者、水防組合という三者が複雑に絡み合いながら工事を行

っていたことが特徴的で、あったO このことは、第一次改修が「工期Jを重視し、そのためにいくつもの

「工区jと、「工事種目 jを設定して、いわば限られた予算と時間の中で効率のよい分業体制を取ら

ざるを得なかったために、誇負業者の存在なしには工事が不可能となっていたことを示している。

しかし、そこに動員される人々は、人夫周旋業の進出などからもわかるように、必ずしも工事による

受益者、すなわち、下流域の住民のみが従事するものとは限らなくなっており、これまで、とは違った

堤防工事からの経済的還元構造がみられた。

3 水妨組合の活動とその役割

1 )明治期における水防組合の組織的変遷

第一次改修が行われ、その工事に請負人や水防組合が従事する中で、平素より行われて

いた増水時の水防活動や、堤防の維持はどのような実態となっていたのであろうか。本節

では、天竜川下流域の地域構造の一部を構成するものとして前章で検討した水防組合の活

動が、大規模工事が進行中であった時期を通して、いかに変化しているかに注目していく。

検討の前に、江戸時代の天保水防組に端を発する水防組合が、明治中期までにたどった

変遷を政府の河川政策や、地方自治政策と関連づけて検討してみたい。なお、これらの名

称は変わっても、その目的は流域住民の生命や財産を洪水から守ることであり、具体的に

は増水時の堤防で、の防禦活動と、堤防の維持に関する土木工事としづ従来の機能をそのま

14-0 



ま維持していた。

天竜)11に限らず、江戸時代から水防総合を組織していた多くの河川沿岸では、明治時代

に入って以降もその活動を継続していた。 71<防組合は、明治政府の治水政策や地方自治に

関する政策の変更にあわせて、その名称や活動主体を変化させながら、維持されてきたの

である。明治時代以降には、一般的に「水害予防組合j 呼称されるこれら組織の変遷につ

いては、内田が全国的な状況と、その根拠となる法令について経年的に示している 28)。本

稿でもそれらを引用しつつ、天竜)11下流域での状況をみていくことにする。

明治時代の初期には、河川に関する諸策はすべて!日慣のとおりに処理されてきた。 71<防

組合もその例外ではなく、活動の主体や目的、国や県の政策との関連が初めて明記され、

根拠となる法令が出来上がるのは明治 13年 (1880)の区町村会法の発布を待たねばならな

い。この法令により、区町村は、河川の治水・利水事業を実行するための町村組織として

認められ、府県知事の許可する規則に従って事業計画を議決し、経費の徴収を当該の町村

から行うことが認められた。

明治 23年 (1890)になると水利組合条例が発布され、河川堤防の築堤や水防活動を行う

水害予防組合と、農業用水として利水を行う普通水利組合とが分割された。以降は地域の

治水事業の進展にあわせて統廃合や解散が数多く見られるようになり、第二次世界大戦後

の昭和 23年に消防法の改正により、地域の消防団との兼任が可能となった。

これら制度的な変遷を、天竜川下流域で結成されていた水防組合の動向と関連させてみ

よう(第皿-4表)。天竜jけでは天保2年 (1831)年に、前章で検討した村落連合としての

水防組が結成された。この組織は明治時代に入っても!自慢のまま活動を続けたが、明治 4

年 (1871)に組合組織を統括するのが浜松県となる。

明治 7年 (1874)には、天竜)11沿岸の安問村に居住する金原明善が私財を提供し、堤防

会社を組織、翌年に治水協力社と改称するが、県の堤防に関する土木工事を請け負う組織

として活動を行った。金原は明治 5年 (1872)に静岡県から堤防付属役を命じられ、翌明

治 6年 (1873)には天竜)11通総取締に任命されたa 明治初期には、県も財政基盤が整わず、

天竜)11流域の有力者に依存して治水を進めようとしていたのであった。

一方、治水協力社とは別に、村務組織としての水防組合も存続しており、明治 12年には

江戸時代の水防組合を引き継し1だ東縁、西縁の各組織が存在していた。この間天竜川には、

金原の治水協力社と水防組合の 2つの組織が問時に存在していたこととなる。双方の活動

の詳細については明らかにしえない。

明治 13年 (1880)区町村法の発布に基づき、翌年に静両県令甲第 113号により、河川に

関する普請は沿岸の村落に付属するものとし、工事費の一部を地方税より補助することと
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第 ill-4表 天竜)1I下流域における水防組合組織の変遷一江戸時代末期~明治時代-

H
AF
N
 

年次 治水関係、の動き 流域内の水防組合

天保2年(1831) 天保水防組結成 東縁水防組 一 西縁水防組 鶴見水防組 樹、塚水防組

明治4年(1871) 浜松県県吏が統括

明治6年(1873) 堤防取締規則 一
t 

明治7年(1874) 金原明善が堤防会社(私設)を組織

明治8年 (1875)
堤防会社を治水協力社に改称、築
堤と水防を専門とする

明治12年(1879)堤防会社とは別に、村連合を組織
耕一合堤防組合| 町

(治水組織の二重構造)

明治13年(1880)区町村会法発布

太政官布告第49号、府県土木費下
j度金廃止

静岡県令甲第113号、本川普請は沿
明治14年(1881)岸村落に付属し、工事費の幾分を地

方税より補助

静岡県令甲第133号、治水委員設置
流域組合甲組

(寺谷新回以北)
流域組合乙組 流域組合丙組

の布達 流域組合丁組

明治18年(1885)運営組織の名称変更 水利土功会

|l上野部村外6ケ↓村水利土功会

水利土功集会

県令第214号により治水委員廃止、
明治20年(1887)明治13年の区町村会法に依拠し、水 東縁水防組合 西縁水防組合

防組合を結成
i三ツ家村外2ヶ村水利土功会

明治22年(1889)市制町村制施行

明治23年(1890)水利組合条例

司運営組織名の変更 岩田村外9ヶ村堤防保護組合広瀬村外1ヶ村水防組合 浜名郡河輪村他16ヶ町村組 飯田村外lヶ村組合 掛塚町水防組

明治29年(1896)河川法制定 (東縁水防組合) (西縁水防組合)

明治32年(1899)水害予防組合に改称

(~天竜川水防誌』より作成)



なった。この法令発布以前まで、これまで静岡県との間で、治水関係の請負を正式に行なっ

ていたのは治水協力社で、あったが、前述したようにこれは私設組織であり、県令の指定す

る地方税の補助を得る場合は村落を主体とする必要があった口そのため、従来の東縁、西

縁の水防組織が流域組合と改称され活動が継承された。この流域組合では、左岸北部の、

天保水防組の頃から組織に組み込まれていなかった、寺谷新日以北の村々が組合に加入し

たD また、従来から輪中に存在していた鶴見水防組、掛塚71<防組が流域組合丙組として統

合された。しかし、両輪中間は増水時には交通が遮断されるため、両者が協調して水防活

動などを行なうことは不可能であるD それゆえ、両輪中の組み分けの統合は、治水政策を

遂行する上での機能的なものであったと考えられる。

明治 18年 (1885)には、東縁と西縁、すなわち甲組と乙組に、同じ組織でありながら運

営上の名称として水利土功会、水利土功集会が使われている。これは、先述した内田の分

類によると明治 13年の区町村会法の発布以降に使用される名称であるが、天竜)11の場合、

この名称の初出がその 5年後の明治 18年であり、地域によって水利土功会の結成に年代差

があったことがわかる。

明治 20年 (1887)の県令第 214号により、それまで、の治水委員の設置が廃止されるこ

となった。明治 13年より続いた治水委員設置と、その運営主体となる水利土功会がその自

的を失うこととなり、流域組合平組は再び東縁水防総合に、流域組合乙組は西縁水紡組合

となった。また、この改称、に際しては、明治 13年に発布された区町村会法を再び根拠とし

ている。このように、当時の水防組織の名称変更や再編に関して、天竜川下流域において

は、法令の発布と同時にそれらを実行するのではなく、運用している問に何か不都合が生

じた場合に初めてなんらかの手段を講じていくとしづ方法がとられていた。これは、それ

以降の法令による運営主体の変化にも明確に見られる D

明治 23年 (1890)に水利組合条例が施行され、水利土功会の活動から農業用水の維持や

権利に関する内容がはずされた。

天竜)11下流域では、従来から寺谷用水にはJ3Jjの用水組合が存在しており、水防組合の業

務に水利に関するものは存在しておらず、新たな組織の再編は行われなかった。しかし、

本来この年以降は河川政策上、水害予防組合と呼称、される組織が、天竜)11においては使用

されておらず、かつての名称で、使用されている。ただし、管理者との関係では、東縁の主

要な水防組合は岩田村外 9ヶ村堤防保護組合となり、これに寺谷新回以北の広瀬村外 1ケ

村水防組合を合わせて、広義の「東縁水防組合Jとなった。一方右岸は、浜名郡河輪村外

16ヶ町村組合と、鶴見輪中の飯田村外 1ヶ村組合が広義の「西縁水防組合Jとなった。鶴

見輪中は、これ以前は掛塚輪中とともに流域組合丙紐を組織していたのであるが、この年
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に運営の上で、も再び分割されることとなった。

しかしながら、天竜川の水防組織において明治初年 (1893)9月 18日に開催された臨

時会の決議書 29) には、「天龍J11西縁流域水利土功集会j と記載されている。しかもこの決

議書は、表紙に「明治廿五年十二月起天龍J11西縁水利土功集会決議書綴込 天龍J11西縁水

防事務所Jと書かれており、西縁は浜名郡河輪村外 16ヶ町村組合となり、水利土功会の名

称は廃されていた後も、この名で呼ばれ続けていたことがわかる。

明治 29年 (1896)には河川法が制定され、閣を中心とした河川管理の体系がようやく完

成をみるが、水防組合の組織には改変等の影響は出ていなし 10天竜J11では明治 32年 (1899)

にようやく水害予防組合と改称されることとなったD

天竜川!の事例で明らかなように、国や県での法令の発布と、実際の水防組織の再編の間

には時間的なズレが存在していた。しかも、実際現場で業務を行なう水防組合で、は、本来

使われなくなったはずの名称がそのまま組織の公式資料の中に残存しているなど、その対

応が統一の取れたもので、はなかったことが明らかである。

このことは、国や県と法的根拠をもとにやり取りを行なう、いわば対外的な自的で名称

や区域の統合を行なうことと、流域に居住する住民を主体とした実際の活動とが並存して

いたことが要因であると考えられる。

2)天竜川増水時における水防活動

明治期における天竜)11下流域の水防総合は、天保水防組の範囲をほぼ引き継いで存続してい

た(第ill-5図)。右岸は一つの水防組合(天竜川西縁水防組合)が組織されていたのに対し、左岸

では、野部・広瀬村の 2村で組織する広瀬村他 1ヶ村組合と、天竜)11東縁水防組合の二つが存在

していた。左岸両組合の境界である広瀬村・岩田村には、霞堤とそれに従う無堤地帯があり、しか

も、明治 22年(1889)の直轄工事で、ようやく流路を締め切った、磐田原台地西麓に向かう流れも、

本来は両村問に存在していた。広瀬・岩田両村間では、震堤を挟んで利害が相反したり、無堤地

に増水が及び堤防間の往来が困難になった場合、統一のとれた水防活動に支障をきたす恐れが

あるため、組合を二つに分割していたものと忠われる白同じような理由から、北部の上島輪中と、南

部の鶴見・掛塚の各輪中も、それぞれが独立した水防総合を組織していた 30)。

天竜川増水時における水防総合の活動を、明治 26年(1893)の出水を例に、天竜川西縁水防

、組合(以下、西縁水防組合)の業務日誌川から追ってし1くこととする(第ill-5表)。これら活動が行

われていた中瀬と中野町付近の位置関係は、第ill-6図、第直一7図による。 s誌によると 8月 17

日夜からの降雨により、翌日日朝から天竜)11が増水を開始し、水防委員 32)が様子を見るため下流

域北部の中瀬村附近を巡回している。この中瀬周辺の堤防は，当時内務省直轄工事による流身
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の改修と、県営事業による新堤防建設が同時に進められていた地点で、あったo18日の 10時以降

に静岡県庁の土木課員が中瀬堤防に出張しているのは、県営工事区間、すなわち、かさ上げや

基礎工事が進む堤防の状況を確認するためと思われる白同日の 15時には、各地の改修工事を請

け負い、施工を担当している長谷川栄三郎と、彼が引率してきた工事人夫が中瀬に到着している。

彼らは工事のために雇われた人夫であるが、担当する工事区間の水防活動を行なうためにやって

ー一郡境 一一町村境 A' t島輪中 、十、

B広瀬輪中 C鶴見輪中 D掛塚輪中 i 

Eコ河輪村他 16ヶ町村組合所属村

臼河川東縁水防組合所属村

口広 瀬村地 1ケ村組合所属村

IIII] 天竜川および遠州灘

o 2km 

」一一」

第皿-5図 天竜川|下流域沿岸の町村と所属水防組合一明治 22年 (1889)

(明治 23年測量5万分の l地形図「見附町Jr掛塚Jを元に作成)

1)輪中は、それぞれが独立した水防組合となっている。
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第ill-5表天竜J11増水時における水防活動と人員の動き一明治26年(1893)一

中ノ町村 中瀬村

状況 日 H寺 日 時 状況

降雨開始、東風 8/17 22:00 

天竜川出水開始、量水計3尺8寸、風東南、降雨 8/18 5:00 8/18 5:00 護内委員出張、中瀬付近の様子を見回り

10:00 中瀬村役場に水防人夫出役を依頼

県土木課員3人中瀬堤に出張

中瀬村長中瀬堤に到着

風雨さらに強くなる

水防委員、村長に水防人夫再び100人招集を依頼

村役場吏員2名場防に到着、 7k肪作業を手伝う

中瀬字窪の堤塘が危険との報が入る

委員から龍池村役場に水防人夫50名招集を依頼

15:00 
改修堤工事請負人長谷川栄三郎が工事人夫を引率し到着、古堤と新堤の聞の防

御を担当

中ノ町村長水防事務所に着き、村長と水防委員1名は岡村白鳥付近を見回り 16:00 

水防委員事務所に帰着 17:30 第2締切地点を中瀬村の地方人夫が担当

諏訪郡より水防事務所に雨量電報到着、これを受けて沿岸各町村宛に水防人夫出
18:00 

改修堤の長さ30間の危険個所に、土木監督署から粗染を借用して使用、監督署
役招集の依頼文作成 投手も工夫を引率し防御に当たる

作成中に中ノ町村中野町・同村一色で、4ヶ所の堤防漏水発生の報が入る

7.k防委員2名現場へ出張、 1名は途中で、会った巡査に水防人夫の招集と引率を依
頼、5j1jのl名は中ノ町村長宅・和田村助役宅に水防人夫招集を依頼

委員郡吏と合流、漏水場所でフk防に従事 18:20 

7k防委員長到着中ノ町量水計12尺8寸の最大値を示す 20:00 

21:00 床堀工事中の旧堤に水勢が押し寄せ、溢流まであと2尺となる

防御に現在いる人夫では足りないので警戒中の巡査6名に、追加入夫招集を依頼

天竜川減水開始 22:00 22:00 天竜川減水開始

郡長7k防事務所に到着 8/19 3:30 

4:00 7k防人夫解散

郡長・71<防委員長現地理防を視察、他の委員は防御個所の片付け (朝)
大平南15番出し付近危険の報が入る。水防委員は現場に駆けつけ、中瀬区長に

人夫招集および防御の依頼

最大、堤防上まで2尺の増水となるが、減水

(天竜川西縁水防組合f明治26年日誌jより作成)
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きたものであるD これには、流域の被害を食い止めるとし 1う目的と並んで、自らが請け負った工事区

間である中瀬工区の被害を最小限に食い止めることも意図してのことであろう。なぜなら、請負の

契約に際しては、天災による工事の遅延で、あっても、期限内に終了しない場合は違約金を取られ

てしまうからである口中瀬堤における水防活動では、内務省直轄工事の責任者である監督所技手

も、工夫を引き連れて堤防の防御に従事している。水防組合の規定上、この区間で、の出水時に堤

防防御の義務を負う中瀬村、龍池村には、水防委員から当該村長に水防人夫の出役が要請され、

各々が水防の任務に就いていたO 水防組合は、本来で、あれば堤防全体の水防を担当するはずで、

あるが、新堤防工事区間で、の水防活動は行なっていない。このように中瀬堤周辺では、水防組合

の水防活動以外にも、国、県の工夫が参加し、区間を分割して水防活動を行なっていたことが知ら

れる。これら 3者は、防御笛所の分担を連絡したり、内務省の資材である粗染 33)を水防組合側に

融通するなど、状況に応じて緊密に対応していたことがうかがえる口

つぎに、右岸中央部、中ノ町村付近の2地点で、の水妨活動を時系列に位置づけ、両者を比較し

てみよう。

向日の中ノ町村地内における水防活動は、この区間に回、県の事業が施工されていなかったこ

ともあり、水防人夫のみによって行なわれたO 中ノ町村字中野町には、水防組合の業務全般を取り

仕切っていた西縁水防総合事務所が設置されていた。天竜)11上流部の諏訪郡(長野県)からの雨

量電報や、水防総合の管轄する堤防で、の漏水発生の報告、下流域の他の水防組合との連絡など

は、全てこの水紡事務所iこ情報が集積するようになっていた。水防事務所からは、まず 15時の段

階で、 71<妨組合を管轄する浜名郡の郡役所に状況報告のためのf飛脚Jを走らせている。そして、

18時 20分には郡吏が、.翌日日未明には郡長が出張してきでおり、水防事務所は、 71<[坊組合の指

揮所として機能していたことがわかるD 中ノ町の担当区間は、 18時以降4ヶ所で、堤防の潟水が発生

したため水防活動が行なわれたが、幸いにも 22時嘆から天竜川が減水となり、翌朝には防御箇所

の片付けを行なった後、解散している。一方中瀬堤では、間じく 22時頃から減水となり、翌日日の

靭 4時をもって人夫は解散となったO しかし、その後、字大平南に設置されていた水制工のf15番

出しJ~付近で緊急に防禦の必要が発生し、再び水防活動が行なわれた。こちらも幸い、それ以上

の被害が出ることはなかったO

天竜)11増水時における水防活動では、中瀬堤の場合、内務省産轄工事や県営工事が進捗中

で、あったため人夫の構成は通常と異なるものの、監督署技手と工事請負人が、 71<防組合と連携し

て増水に対処していたD これら冨や県営工事に出役する工事人夫は、し吋三れも天竜)11の水防工

事の実務にかなり精通した、流域の住民が多く含まれていた可能性が高い。しかし、長谷川は竜

池村高蕗の住人であり、本来ならば高菌地区が担当する堤防の持ち場において、水防活動に従

事するはずである。それゆえ、監督署の技手たちを含めた中瀬で、の水防活動は、組合に加入し、
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出役を要請されたために行った行動で、はなかったことがわかる。このことから、水防活動にも、直轄

工事の影響が少なからず現れていたことがわかるD 一方で、中ノ町村における水防活動で、は、従

来とおりの人夫召集の手続きがなされ、妨御活動が行われていた。すなわち、天竜)11下流域では、

増水とし1う緊急時に機能する水防への出役は、一部で変則的な運用が見られたものの、江戸時代

以来変わることなく維持されていたといえる。

3)堤塘の維持・補修活動とその特徴

明治26年 (1893)5月28日に天竜)11において降雨による増水が発生した。先項で見た、水紡活

動が行われる 3ヶ月前のことである。この時、豊西村常光・中ノ町村白鳥間(第ill-6図参照)の堤

防では、水制工の破損が発生したD その補修工事は、破損笛所を村域として含む両村の村長が水

防組合に実地検分を要求し、折衝を行うことから開始された(第皿-6表)。工事予算額決定のため

の会合には、水防組合を管轄する浜名郡から郡書記、堤塘工事の予算を管轄する静岡県から県

吏、そして現場を指揮する水防組合からは水防委員が参加した。実地検分から 2日後の 5月 30

日には工事予算額が決定し、 6月 1日から富出組飯田八三郎の誇負により補修工事が開始されて

いるD 請負人は、先の節においても大規模な河川改修事業に伴う県営工事に参加する者として確

認されたが、 71<需Ij工の修復など、毎年数回行われるような規模の小さな工事にも関与していたこと

がわかる白富田組は、第一次改修には誇負人として参加した形跡、が見られなかった凸これを換言す

るなら、大規模に行われる改修工事は、長谷川ら請負人 4者を中心に進められ、しカも彼らはおそ

らく改修工事で、手一杯の状態となっており、応急的な水詰Ij工工事を請け負うまでは手を広げられな

いのであろう。富田組の存在は、天竜)11下流域において東海組のような大きな会社組織と、小規

模で、はあるが突発的な需要にも柔軟に対応で、きる土木業者の存在があったことを示している。それ

だけ、水防組合と緊密に対応できる土木業者が、この地域に複数存在していたのである。 水防総

合は、堤塘の補修といった小規模な工事においても、県からの予算を取り、工事を業者に詩け負

わせるとしづ、仲介者としての立場を鮮明にしている。これは、水防組合が増水時の水防活動にの

み義務を負い、そのほかの堤防維持・補修については、内務省、県、郡といった行政機関の一部と

して、河川管理を代行する立場に組み込まれていたためと考えられる。明治中期には、水防組合

自体が、堤塘の維持・補修工事を直接行うことはしていなかったのである。

6月 1日の工事開始以前から、水防組合は、水防諸色小屋に備蓄されていた材木や資材を用

いて沈枠 34)を組み、それを応急的に水制工の破損箇所に搬入したり、工事開始に備え大量に必

要となる竹の調達を開始している。竹は当初、組合加入村であり、工事筒所でもある中ノ町村ム

南に隣接する和田村から提供されていたD しかし竹は慢性的に不足気味で、工事開始からほぼ連

日にわたって中ノIBJ.和田両村に催促を行っている。それで、も事態は好転せず、 6月 14日には竹
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第ill-6表天竜川増水後に行われた応急工事の進展一明治26年(1893)ー

月日 関係者の対応 工事内容 資材 倉、破工事以外の内容

5.28 当該村長実地探査要求

29 県吏・郡書記・水防委員工費の相談 一色、白鳥の水防諸色小屋から沈枠3組搬出

水紡委員静岡県庁へ出張

30 県庁にて工事費用見積額決定

浜松に戻り郡長と面談

31 下阿多古村渡ヶ島に竹買い付け 中ノ町村・和田村へ竹100束刈出を指ホ

6.1 工事費用見積額決定 水制工工事を飯田八二郎が請負う

沈枠、菱牛搬入

2蛇鵠竹の欠乏に国窮 和田村から竹支渡

3 土出し下に沈枠1組搬入 中ノ町村・和田村より竹到着するも欠乏

4和田村へ竹の催促

対岸寺谷で竹の買付けができるか相談 沈枠l組搬入 中瀬堤工事監督のため出張

5白鳥堤塘の沈枠搬入場所を指ホ

6飯田村・和田村役場に竹の催促 沈枠l組搬入

10 中瀬改修埋設計図面調整

11 郡長が堤防を視察

13 中ノ町村議員、水防委員と竹の買付けで棺談

14 渡ヶ島に竹買付けの相談 竹不足により工事中止になる可能性が出る

16 渡ヶ島より竹200束購入を契約

18 中瀬改修埋設計図回調整

19 和田村に竹催促、岩田村に竹賀入れの相談

渡ヶ島、岩田村に竹買入れの件で出張

20 渡ヶ島、岩田村に竹質入れの件 c出張

22 渡ヶ島より竹100京追加契約

25 大菱牛10組、沈枠10組搬入

27 中瀬村住人より竹40東購入を契約

28 岩田村に竹買入れの相談

29 中ノ町村住人より大愛牛用の丸太を購入

30 県知事が場防を視察

7.2 中瀬堤工事請負人と打合せ

3工費300円のうち150円を中ノ町村銀行に預ける 中菱牛3組搬入 竹120束購入

7蛇龍作り代金支払い、工事工費の受取り

8 * 沈枠l組、大愛牛2組を予備として白鳥諸色小屋に搬入

10 応 急、 工 事 終 了

(天竜川西縁水防組合「急破工事日誌Jより作成)



不足が深刻で工事が中断してしまう恐れが出はじめていた。 7k防組合は、組合の範囲外である対

岸の岩田村や、天竜)11上流の下向多古村波ヶ島 35)などに掛け合い、数回にわたり竹の購入を行

っている。資材のうち 6月2713の竹や、 29日の丸太に関しては、中瀬村や中ノ町村の個人に掛け

合い、資材を調達している。中ノ町村には製材や木材加工など、材木業者が多く存在しており、水

防組合はそのような業者から丸太の提供を受けたことが考えられる。

また、水防組合が竹の調達に苦慮しているのは、組合が加入町村に労力や資材を賦課すること

を前提としているため、前項でその存在を確認した山本泰作のような工事資材の調達業者に、簡

単には依頼できないという、規則の縛りが存在していたことも影響していると思われる。しカも、西縁

水防組合加入町村には、大規模な竹林がなく、個人の敷地に屋敷林として存在する程度の小規

模なものがほとんどで、あった 36)。一方、岩田村を含めた、天竜)11左岸は、村域に磐田原台地を含

んでいる村が大半である口急崖をなす台地斜面には竹林が広く分布しており、これらの手入れのた

めに頻繁に切り出しを行っていた 37)。このため、東縁水防組合は、西縁水防組合とは対照的に竹

の調達に苦慮することはほとんどなかった口右岸・左岸の自然条件の違いとして、下流域を貫流す

る大きな用水路の有無はこれまで、にも言及されているが 38)、7k妨資材とその調達に注告すると、右

岸・左岸でこのような違いが見られたのである。また、同じく水防組合が竹の調達先としている下阿

多古村渡ヶ島も、天竜川の支流阿多古川に沿った谷筋に水害防御林として竹が植えられており、

これらの手入れや更新の必要から、切り出し可能な竹が豊富に存在していた。

この西縁水防組合の堤防維持・補修工事で、は、新たに沈粋 17組、大菱牛 10組、中菱牛3組の

水制工が搬入されたO 大量に必要とされた竹は、菱牛類を固定するための蛇箆を作成するために

用いられた。

補修工事が始まり、水防委員が竹の調達に奔走している最中にも、右岸の各地では第一次改

修が平行して進行中で、あったo7kl坊委員は、本表にみられるように 6月 4，10，18日と 7月 2日に、

新築される堤防の設計図の調整や、工事現場の視察を行っていたD

明治初・中期における天竜)11下流域の水防活動で、は、江戸時代のように村単位による出役体

制が存続してみられたD しかし、堤塘の修築工事で、は請負人による工事が一般的となっており、江

戸時代にみられた組合加入村の村請による方法とは異なったものとなっていた。そのため下流域

住民は、請負人を通じて天竜)11で、行われる工事に参加で、きたと考えられるが、それは個人個人の

いわば請負人との契約によって成り立つもので、あり、村を単位として積極的に工事に関わることは

なくなっていたことが特徴で、あったO

4)治水請願と天竜JlI東縁水防組合長の行動

7kl坊組合を統括する立場にあった組合長は、日々どのような活動を行い、地域の水防組合を運
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営していたのであろうか。本節では、東縁水防組合長で、あった大橋頼模の日記をもとに、それらを

検討してみたい。大橋は、明治 20年代から日記を残しているが、現在原蔵者の許可を得て公開さ

れている部分は、明治43年(1910)7月から、翌44年 (1911)3月までの9ヶ月間である。それゆえ、

これまで、本章で、検討してきた明治20年代からは時代が下ることになるが、天竜川|下流域では、この

間に、明治 43年 8月に発生した洪水とその復旧工事が行われ、さらには、全国的にも被害を大き

く発生させたその年の水害を契機として、国内に治水の機運が高まり 39)、この地域においても国に

天竜川の第二次河)11改修工事着工の請願が行われることとなる。すなわち、不十分な工事個所を

残したまま終了した第一次改修工事の延長線上に、 71<.防組合長で、ある大橋の活動が位置付けら

れるのである。そしてこの日記からは、地域や水防組合長の意思がどのように政策に反映されてい

ったのかを検討することがで、き、これまであまり明らかにされてこなかった、流域住民と国の政策と

を結びつける人物の行動を把握することが可能である。

a.大橋頼模の年譜と活動

日記の検討に入る前に、大橋頼模とし¥う人物の概略についてふれておく必要があろう。作成し

た年譜(第IV-13表)を元に、その経歴を追ってみたい。

大橋頼摸は、文久元年(1861)に、豊田郡小立野村において、大橋又兵衛の長子として誕生し

た。大橋家は、代々小立野村の名主を勤めた家で、伝承で、は村の草分けで、あったとし¥う。

19歳で地元の西之島小学校の 3級訓導補となったのを皮切りに、明治 14年(1881)、 21歳のと

きに郡役所に勤務し、それ以降郡書記、戸長を歴任した後、明治 21年 (1888)、27歳で静両県議

会議員に当選した。それ以降も村会議員、農会長、明治22年 (1889)の町村合併以降小立野が含

まれることとなった井通村の村長、米穀改良組合長、銀行頭取など、遠州地方の範囲を超えて政

治、経済両面に渡って組織の中核を担うようになっていった。

一方で大橋は、県議会議員となった明治 21年に、臨時天竜川東縁豊田山名二郡内八七ヵ村

水利土功会議長(明治 22年の町村合併以降は十ヵ村)、寺谷用水改良工事委員、天竜川東縁堤

塘保護組合議員、西部悪水組合会議員などを歴任し、治水・利水に関して天竜川の東縁堤防、す

なわち、左岸一帯の村々の利害を代表する立場となっていった。この中で大橋は、明治 22年には

小立野村人民惣代として、他の 16ヵ村人民惣代と連署した「天竜川東縁池日村以南堤防工事之

儀ニ付上申jを県に提出し、左岸の村々の河川改修工事に関する意見を取りまとめたO 県議会に

おいても、明治 27年 (1894)11月に富士・天竜・大井三大河川|改修工事に関する建議 40)を行うな

ど、治水問題に関して積極的な活動を行った。

彼の政治活動は、これら天竜)11左岸地域による支援を基盤としていたことが明らかである。そし

て彼の手腕は、単に名主の家柄の名誉]践的なものに留まらなかったことが特徴で、あったO すなわ
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ち、彼は県議会議員となった後に、自由党静岡支部幹事(後に憲政党静岡支部幹事)を務め、静

岡新報社を設立、『静岡新報 41)~を発刊し、党の見解を広く社会に伝える広報紙としての役割を持

たせるなど、積極的に地域の利害を守り自己主張を行う、いわば「ものを言うj政治家として活動を

行ってして。その頂点として、彼は明治41年(1908)に衆議院に当選、以後は国政の場においてそ

の手腕を発揮することとなる。

一方で、生家のある井通村小立野を離れ、政治、経済両面の活動拠点を静岡市内に移しており、

実質的な本拠地としては市街に所在する静岡新報社事務所が機能していた。明治43年 (1910)に

は静岡市会議員にも当選し、代議士と兼任で、職務にあたっていた。

遠州地方での活動拠点は、ノト立野の自宅のほか、見付町に所在する、彼の設立した新聞・広告取

次事務所である「日進社jと、旧見付宿の本障で、あった料亭「大孫Jが、様々な打ち合わせや来客

の対応、のために利用されていた。大橋は、当時の東海道本線の所要時間で 2時間ほどかけて、自

第皿-7表 大橋頼模年譜

年月日(括弧内は年齢) 事項

文久治元12年年 1861 (0) 2月9日豊田郡小立野村大橋又兵衛の長子として誕生
明 1879(18) 4月 浜松中学校内師範速養科入学

12月 西之島小学校3級司11導補

明治14年 1881(20) 6月 豊田・山名・磐田郡役所用係に任命

明治15年 1882(21) l月 豊田・山名・磐田郡役所書記に任命

明治18年 1885(24) 12月 山名郡川井村他11ヵ宿村戸長に任命~
明治21年 1888(27) 4月 静岡県議会議員に当選

明治22年 1889(28) 3月 中遠倶楽部を結成

4月 豊田郡井通村村会議員に当選

明治25年 1892(31) 10月 中遠農会長に当選

明治26年 1893(32) 11月 自由党静岡支部幹事に当選

明治28年 1895(34) 1月 『静岡新報』発刊

8月 井通村名誉職村長に当選(明治31年(1898)12月まで)

10月 豊田・山名・磐田郡米穀改良組合長に当選

明治29年 1896(35) 7月 中遠日進社取締役

11月 磐田郡参事会員に選任

明治32年 1899(38) 4月 憲政党静岡支部幹事に当選

10月 1静塁岡県議会参事会員に当選
明治33年 1900(39) 4月 州共同銀行頭取に就任

明治34年 1901(40) 5月 静岡県農会長に当選

明治35年 1902(41) I月 中遠疑獄事件が発覚(2月に収監される)

より収監

判決で無罪

締役・社長に就任

起こる

(W近代静岡の先駆者~p.94を使用)
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宅や見付の最寄り釈である中泉(後の磐田駅)と静岡の間を、多いときには 1日で l往復半と頻繁

に行き来していたD

次項において検討を行う、日記の明治 43年 7月の段階で、大橋は衆議続議員として 2年目を迎

え、加えて静岡市議会に当選して 3ヶ月という時期で、あったD

b.日記に見られる水防組合長の行動

日記に記載された明治 43年(1910)7月 1日以降の大橋頼模の行動について、治水事業に関

する活動を中心に追ってみたい(第i11-8表)。

大橋は、 7月 1日に静岡市内に滞在していたD 興味深いのは翌 7月 2日の行動で、大橋は自身

が組合長を勤める天竜川ではなく、静岡市街に近接して流れる安倍川の改修工事と、それに向け

た現地の視察をどのようにするかとしづ計画について協議を行っている白天竜J11東縁水防組合長と

しての職務は、 7月20S " 21日に組合規約や、堤防に関する法規定の草案作成としづ形でようやく

登場するがJその聞にも安倍川の改修問題を引き続き頻繁にやりとりをしている。このことは、当時

の大橋が、天竜川東縁水防組合長としての役害IJと並んで、静岡県全体の治水についてその調整

役を行う立場にあったことを示しているD これは、大橋の天竜川での経験が買われて、当時の事業

の拠点で、あった静岡市内においても、安倍)l'の協議に参加することになったもので、あろう。いずれ

にせよ大橋の「治水事業の専門家jとしての技量が、安{吾川i問題を抱える静岡においても期待され

ていたのである。

天竜川の水防組合関係の仕事で、は、 25日、 26日に再び法規定について、村政の代表者である

助役や、郡書記と打ち合わせを行っているD この当時、水防組合を管轄するのは郡長であり、郡書

記は、その代理として水防組合の協議に参加したので、あろう。この打ち合わせの内容は明らかでは

ないが、 8月 7日に、池田村の東縁水防組合事務所において開催された組合会において、同じ内

容の審議が行われており、 7月 25，26日の打ち合わせは、このときの組合会に向けた準備が行わ

れていたものと恩われるO

8月 8日は、水防組合長としての行動を知る上で、興味深い記述が見られる。すなわち、この日に

は、以前から頻繁に関係者と協議していた静岡県西部地方の宅地価修正問題に関して、それらを

調査する委員の選挙が行われていた白大橋は、この問題の調整役として税務署や、各町村長と協

議を繰り返し、選挙の当日の 8日を迎えた。しかし、この投票は、 400人の投票者のうち 60人あまり

が棄権しており、その理由として磐田郡東部で、の水害と、それによる交通路の寸断を挙げている。

ここでしづ水害とは、磐田原台地東麓を流れる、太田川流域における被害を示しているものと思わ

れるD 一方この時、天竜川下流域で、は大きな水害は発生しなかったものの、天竜)11は磐田原台地

を挟んで西側に位置しているため、当然ある程度の増水があり、その警戒には、両岸の7.K防組合
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第四一8表 日記より見た大橋頼模の行動一明治43年 (1910)-
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江田

十数名

安倍川踏査打ち合わせ i土木調査員諸氏

~Ú3.7~21県F一一 “|苅耐fJA.妄言)ij改爾Tj----一一一|平ff:師踊飯石末:琢了苅7伊東
|助役、小島部長、上原、野中

安{音)11踏査打ち合わせ

M43.7忌ー同経一一陣)11実地視察謀議F 一一!陣取、管理底、王昔、郡役所郡属京五一

議員、土木員20名、賎機村長、字惣代、治河村長、

助役、惣代

偏在日掛蔀夜京一l友樹芯妄訓示修協議 一一i天商妄万繭夜
両~fl.5-ly主汗一一一一一I~さ福Jii改修 一一一-1柄、神原、小島記妄一一一一一一一一一-

E訂正子l市研一 i 安倍]ïf~:f修融 一一-，金原

百3-:-i.201 I東縁iAl両羽子る嘉吉草案

両江子Ju-I示板庁 i妄?訓示寝ラ高石繭一一一一 n斉藤助役、青木t:E広葉市長蔀玄王束事市長一

属、大島保安課長

会社 i東縁組合の法規定を起案

玩"43.7."25--'大孫 |強顔堤防規約の露五議 I山田助役、大杉郡書記

雨王子~26'大原 i水防雇否規約 I内山、鈴源、恒恋:高志

而万三8-'市役所 一-I~言語)11出張の旅費雨露一一一 ， 

両3.8~1-1福岡扉z会議事堂i 三大)11.語根・本坂道路工事国庫補助を雇-1鈴炭、済、県会議員20余名

I I議
M43.8.6 I林昌寺 |施餓鬼

M43.8.7 I池田堤防事務所i組合規約諸規定協議 |山田助役、鈴文、石川、長谷川、青島、新村、金原、

I I斉藤
前3.8.8 版霧暑 j 一一一一一一一一 |蕊謀、鈴鼎、樽松、内山

大孫 l山林所有問題 l周知郡以北、磐田郡二俣以北町村長

宅地価修正問題、調査委員選挙 400人中間人棄権、磐田郡東部は水害

鈴源、鈴鼎、樽松、内山大孫

説話五万一i静岡駅 i末E書面Z謀者百回克一一一 |元田、岡村、高橋、・井情

千鳥座 |明日の視察行路打ち合わせ i寺崎

両日五一!譲渡一一一-1瀬戸)11破堤場所、河口一一一一一一一献代議士、飯塚制限、区長、郡長、警察署

長、巡査

島田金谷 I被害状況視察

掛)11 陳列館 |小笠郡の被害状況開き取り

中泉見付郡役所i磐田管内状況聞き取り

浜松 |工場見学

M4:釘:1911県庁参事会 任末蚕護出

各地被害視察日程

M43.8.20-'富士 i官主苅議室夜霧

M43.8.21 I安倍)11 I安倍川被害視察

M43.8.23 I市役所 i安倍)11改修協議

Mru."241県庁 |三大鉄橋架橋費、安倍)11富士川陳情

M43.8.27 I東京政友会本部!県会における水害状況を述べる

富田氏案内、掛)11警察署長

平野、鈴重、町村長、大杉郡書記

浜松町長

鈴木辰次郎、松永、松城、平野、富田、森、田中

松浦、森田代議士、石井県参事議員、平野、松城、
加島村長、田子浦村長、その他有志

松城、田中、県参事会員、市長、助役、村長、有志者

市長、助役

石原知事、野中

松田、伊藤幹事長

u大橋頼模日記jより作成)

l)i.Jは判別不能を示す。
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が当たったことは想像に難くない。しかし、この時の大橋は、水防組合長であるにもかかわらず水

防活動については何ら行動をしていない口大橋が水防組合時事務所に現れたのは、 7日に開催さ

れた組合会の場においてのみである白太田)11に洪水を発生させた雨が、いつから降り出したのか

については定かではない。それが仮に 7日からで、あったとしても、この日大橋は最初檀那寺である

林昌寺の縮餓鬼に出かけており、彼の行動からは、水防活動のための切迫した様子は感じられな

し¥。

このように，大橋の東縁水防組合長とじての職務は、非常時の水防活動の指示など、現場にお

ける活動とは切り離されて存在していたことがわかる口むしろ大橋は、静岡県全域に関わる治水や、

行政の調整役としての活動が顕著で、あった口

このような千支割は、 8月中旬以降さらに大きくなっている。すなわち、 8月中には、 2度にわたって，

7月に発生した水害の被災地を視察することとなる。 1回目の 18Sは，静向を出発して藤枝で下車，

町内の瀬戸)11という中小河川を視察し，その後東海道本線を西進して，島田，金谷，掛)11と小刻

みに下車して視察を行っているO これには，鈴木代議士という国会議員ι各地元の町長と区長，

県属，郡長といった行政の代表者が同伴していた。

2呂田の視察は8月 21日に行われ、静岡県東部の富士)11と，静岡市内の安倍)11の沿岸を巡視

している。このことから， 7月の水害は県全域に及んで、いたことと，その後行われた被害視察には大

橋が全てに同行し，関係する行政の長と頻繁に顔を合わせていたことがわかる。

この視察から 2日後の 8月 23誌には，現地での巡視をふまえて静岡市長，助役と安倍)11改修

についての協議が行われ，翌24日には県知事に安倍)I!，富士)11の改修について陳情を行ってい

る。そして 27日は東京に出張し，政友会本部において静岡県の水害状況を報告したので、あったO

現地視察以降の大橋の動きには，河川政策に携わる行政機関との対応順序が示されており興味

深い。すなわち，まず現地の市町村長、郡の代表者らと被災地を視察して現状を把握した上で県

知事と会見し，最後に中央の政党を通して政府に働きかけを行う準備を行っていたことが判明する

のである。

c.中央政府との科書調整

大橋の行動のうち、ここでは天竜)11に関係して行った活動に絞って、それらを抜き出してみよう

(第N-15表)。そして、彼がいかに地元の意見を汲み上げ、静岡県全体の治水請願として位置

づけをなし、政府への働きかけへとつなげてしりたのかを検討していく。

天竜)11は、安倍)11などに比べ現地視察などがそれまで行われておらず、一見すると行政の対応

が出遅れていたように見受けられる。しかし、 9月に入ると、視察の話が持ち上がり、それ以降は急

速に実現に向けた言語きが見られるようになるD まず、 9月 1日に静岡県庁において，県会議を傍聴
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第i11-9表天竜)I1第二次改修決定までの関係者の動き一明治43，44年(1910，11)-
ffJ日

i43.9.4 
ぽ-9.5-

[43.9.8 

143.9.16 

143.10.1 

[43.10.2 

43.10.3 

43.10.11 

43.10.14 

43.10.19 

43.10.22 

43.10.23 

43.10.27 

43.1 0.30 

43.11.9 

43.11.1 0 

43.11.11 

43.11.12 

43.11.13 

43.11.14 

現行五了

前訂百了

羽訂五「

高石百「

前日王子一
面訂正子一

両 立「

両日干一

M 

M44. 

同王子一

~一二一一一一一

l場所

静間

池田

天竜}Ij左岸

:fllJ刑判

出社

静i奇知事官邸

県庁

中泉友愛館

大孫

大孫

自宅

大孫

池田

浮影楼

県庁

市役所

出社

佐之や

県庁

佐之や

大孫

大孫

天竜)11

天竜JII

大孫

~ふR

県会議事堂

東縁組合参事会

見付税務署

大孫

大孫

大孫

税務署

池田水防組合役場

新報社

国会

国会

東広政友会本部

用料二 出席者など
県議会の後、水害の件について来談 磐田 ~11 )IJT村長

京株水防組合組合会規約仙数字iニ審議 出席議員21名

京株堤塘巡視 鈴久、平作、長谷川助役、斉藤替八(舟)、大庭助役、地フむ

惣代

巡視 本問、石川、平六

水害地調査の善後策協議 鈴清町長、鈴{言IIIT長、 20余名

各地河)11増水の報告あり

天竜}II視察の件 平野政五郎

天竜jfl堤防の件 石原知事

天竜川堤防(中島‘匂坂)の件 小島郡長、野中

!fRで出迎え 東縁組合参事員諸氏、池田権太郎、松城、富田、田中、森

田県参事会員、鈴木代議士、寺崎

歓迎会

IIIT村長参事会員と面会 県参事会委員5人、田中、鈴辰、午前9時帰郷

神田より両縁視察 東縁組合参事会員鈴木議長、見付!町長、西縁組合大塚卓

一、 20余名

築堤その他の協議 山田代理者、左司会計係、鈴久、金原、斉藤、青島半三郎

中島堤防の件 長谷川猪太郎、大庭浦太郎、茂野

堤防及び参事会開会の件 山田代理者、長谷川、松本八郎

水防組合参事会(匂坂西、源兵衛新田、中島 鈴久、斉藤、金頭、長谷川、石川、山田代理者、左口会計

工事)

その他組合協議 笹倉主幹、駒場相場長年、高木大庭滞次郎、井通松本八

郎、立野・森本・西之島・源兵衛惣代

組合内反別戸数割調査の件 参事員諸氏

安倍)11改修工事の協議 市の委員、伊藤助役、県参事会会員

安倍川改修問題 松城、長島市長、山田

安倍)11問題 伊藤助役

安倍川改修工事 山田、池田、平野、森

安倍)11宮地使用の件 土木課野中県属、山田

県参事会安倍川改修工事 松城

改修工事陳情(西之島、源兵衛新田惣代) 平野

天竜)11視察の日程相談 平野政五郎

参事会開会の件、掛塚などへ連絡 山田代理者J委員諸氏

東縁水妨組合組合参事会、視察、各村負担 吉田氏以外全員出席

反日IJN耳査報告

天竜)11視察 鈴木県会議長、平野県参事会員、笹合主幹、組合役員一

同

池田、半場、鶴見輪中、掛塚西縁堤 松下家宿泊、掛塚町長、助役、 IHJ会議員

港湾、福田、中泉 袖浦村長、相場、七)11、浜口、山田代理者

水防組合打ち合わせ 山田氏

東縁組合に統合の件 掛塚池田藤七、左口

傍聴、回大川国庫支弁、五大橋架橋

丈夫付、予算追加更正、掛塚町加入の件

宅地価修正委員会 鈴?青、富田以外出席

東縁組合参事会反別調査 山田代理者が出席

東縁各村の絵図図書き写し 左口、山毘、長谷川

東縁組合加入立件 掛塚持田助役、山田代理者

組合内村部の絵図写し取り 長谷川

組合内町村及び参事会 村長8名(池田は欠席)

掛塚I!lJ編入の件協議 鈴・、青島平、青島・、斉藤、石川、金原、新村、長谷川

改修工事詩願、架嬬請願

天竜)11改修工事、総堤防保護を県当局に|瞭 西縁組合水防委員2名、東緑山田代理者、長谷川、金原

情打ち合わせ

緒願委員第一分科会

天龍橋架設、天竜)11国庫支弁、回収第一期

編入決議

静岡県における治水問題陳述 鈴木、大野、伊平代議土、一木次官、水の土木局長

大ヂ1:天竜安部改修工事に関する建議案につ

世)'宝、党員の賛成を得る
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的日 [場所 扇件 出席者なと

M44.2.9 国会 本会議、ニ)11改修工事案の質問をする

両刀子 国会 所問委員会

面訂「 井通自宅
井通村役場 掛塚IIIT編入、天竜川改修工事説明

両刀「 自宅 小立野耕地整理、池田井遇改修工事の件 野原平作、山田和一
河原地開墾の件 九平他数名

耐訂了一 県庁 大井安倍)11治水上の調査依頼 小島内務部長、六名土木課長

両工訂正一 国会 所願第二分会
一一l反日子一 国会 本会議、治水政策に対する演説をする

治水問題相談 元田

M44.2.18 盟会 所願委員会 鈴辰、大野

本会議天竜大井安倍川改修建議案委員付

M44.2.27 ニ大)11改修 石原知事、小島部長

大井安部、流域平面地質説明 土谷課長、高野村長

天竜大井安{吉川改修建議案について質問会 土木局長、近藤、鈴展、長、森田、高柳、田中法

M44.3.12 池田水防事務所 組合参事会、工事速成問題、掛塚編入の件
当局大臣議員へ陳情警の件 荷縁組合、大塚

改修工事の件協議 西之島、立野、森本区長‘有志者

浮影楼 陳情上京者決定 平野、青島、石川、袖浦村長高安同伴

M44.3.13 国会 諸願委員会、天竜)11東縁水防組合委員と会 10名
見

本会議 天竜、大井、安部改修問題可決

M44.3.17 平・治水会長へ天竜川代表者を紹介 平の政ニ郎{ili5名

M44.3.18 天竜州東西両縁委員を一木次官に紹介 両総委員、一木次官

(1大橋~事、模日記J より作成)
1) r.Jは判5)IJ不能を示す。

し終えた大構と磐田郡内の町村長らが会談を行った。そして4日には東縁水防組合の組合会が池

田の水防事務所で行われ、翌 5日に天竜川左岸、すなわち東縁水防組合の管轄する堤防の被害

視察が行われた。この際p 同行した村長 2名と水害地調査に関する善後策の協議を行っている。

一方で 9月 8日にはJ各地河川増水の報告ありJと記載されているものの，本人は 7Bから静

岡におり，先述の 8月 8日の場合と同様に、東縁水防組合への指示等を出している様子はない。

そして静岡滞在中ではあるが，自身が治水対策のために調整役となっている安倍川に関しても、

堤防周辺で行われていたであろう増水時の水防活動については、一切関与していない。ここにも、

現場を取り仕切る者とは一線を画した大織の立場が見てとれる。

明治 43年 (1910)9月 16日、大橋は静向の新報社において平野政五郎という人物と天竜)11視

察の件を相談し， 18日には見付の大孫において山田松ーと天竜j11堤防の件を相談している。山

田松ーは、留守がちな組合長の代理として池田の水防組合事務所に詰めている人物で，組合長

の大橋に代わり、東縁組合の実質的な指揮をとっていた人物である。換言するなら、大橋は、この

山田松ーがいるからこそ、天竜}11流域を離れて静間や東京を行き来してさまざまな活動を行うこと

が出来たのであった。

5自の天竜}11現地視察の後、 9月 23日に天竜J11堤防の件で県知事と面会し，その後に県の小
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島部長などと打ち合わせを行っている。これはおそらく，最初に県知事と会談して要点を述べ，そ

の後で、待機していた県の幹部と詳細について協議を行っているのであろう。この小島部長との協

議では，具体的に天竜)11堤防のうち中島と匂坂地区についての内容であると明記されている。

10月 1S) 2自には，代議±や両岸の水防組合幹部などが参加し)2回目の天竜)11下流域両

岸の視察が行われている。このことから、 9月5日に行なわれた視察は、代議士などが参加したこの

2回目の視察の下見として行われたもので、あった。それゆえ、この 2回目の視察こそが、天竜)11の

被害状況や、復旧の状況を対外的にアピールする場として機能していたのである。

その後 11Sに組合会で審議する内容の確認を参事諸氏と行い、 14日に池田の事務所で組合

会が開催された。このときは，匂坂西，源兵衛新田，中島地区の堤防工事に関する件が議題として

登場しており，去る 9月 23日に県知事や県幹部と協議した内容が組合会で、取り上げられたことが

確認できるむ組合会協議の終了後には，池田の料亭、浮影楼に場所を移し，水防組合の歳入の基

本となる加入町村への賦課算定のための，反別戸数割調査の件で打ち合わせが続けられた。

10月の中旬から下旬にかけては，天竜)11に関係した動きは一段落し、再び安倍)11改修問題に

ついて市と県のレベノレで、頻繁に協議が行われている。大橋はそのどちらにも参加しているが、これ

は換言するなら、安倍)11、天竜)11の各関係者の活動が、同時に重ならないように配慮されたものと

も捉えることができるD

ようやく 10月初日になって，大橋の井通村の自宅に西之島と源兵衛新田(ともに井通村)の惣

代が訪問し，改修工事について何事か陳情を行っている。大橋は，市や県，時には政府への陳情

を自らが代表者となって行う一方で、天竜)11下流域内において利害調整が必要な際には、その地

区の惣代などから際情を受ける立場にあり、このような場で「地元の声jを収集していたので、あっ

た。

11月 25日の県議会では、これまで、に行った大橋の陳情や、県幹部との被災地巡視の結果，県

の方針が政策としてまとまり，県内の四大河川(富士・安部・大井・天竜)11)の改修に国庫支弁を要

望すること，そして、問河川の架橋工事を推進する事などが審議された。大橋はこの県会を傍聴に

訪れている。また，この日の県会終了後に静向から中泉に移動し、そのまま組合の参事会に出席、

組合の予算追加や掛塚町の東縁組合編入の件が話し合われた。ここでは、大橋が傍聴した県会

での審議の様子も伝えられたことであろう。

12月 13日には池田で組合の会合が関かれ，改修工事の国庫支弁を組合においても請願する

ことが確認されたD このように水防組合は、増水時の水防活動や、堤防工事の差配、仲介者として

の、いわゆる堤防の保護に関する実務だけではなく、治水請願などの社会的な働きかけにも参加

していたことが確言忍できる。

年が明けて明治 44年(1911)1月に入ると国会が招集され、大橋は上京して本会議や分科委員
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会に出席している。そしてその傍ら、静岡県当局と政府との調整役として頻繁に立ち回るようになる凸

その結果、いよいよ国会において天竜)11をはじめとする静岡県内の諸河川に関する、改修工事の

是非が審議されることになるのである。

まず、 1月 14日には、西縁水防組合の委員と合同で、県当局に行う陳情の打ち合わせを行って

いる。 24F-lには国会の諸願委員第二分科会において、天竜)11の架橋と天竜川改修に関する国庫

支弁の審議、そして、その工期を早め、全国的な河川改修工事のうち、天竜)11などを第一期に着

工する必要のある河川に編入することが決議されている。この委員会の後、議案は本会議に掛け

られることが決定された。大橋は 28日に国会内において内務省の-木次官 42)、水野土木局長ら

を前に、静岡県における治水問題について陳述を行ったム

2月 8日、大橋の所属政党である政友会は、本部で会合を開き、「大井天竜安倍川改修工事ニ

関スノレ件Jの議案について、党として賛成する方針を確認している。政友会はこのとき議会で最大

の党員数を持っており、政友会の方針はすなわち、国会本会議での可決を意味していた。大橋は、

翌 9日に開かれた本会議において、三)!1改修工事案について、質疑に立っている。

ところで、本来大橋や静同県当局が意図していたのは、「四大河)11 Jの改修で、あった。しかし、

「三)11改修j、f大井天竜安部」という名称からも明らかなように、国との折衝の中でf富士)11 Jが欠

落しているのであるが、それに至った経緯については明らかにしえない。おそらく、四)11全てを問

時に改修することは予算などの関係で困難となり、何らかの政治的な妥協が探られた結果が、「三

) 11改修Hこなったので、あろう。

この後、大橋の調整役としての役割はますます大きくなり、まず 10 日の国会で委員会に出席し

た後、 11 日には井通の自宅に戻り、井通村役場に国会での状況を説明している。 13 日には静関

県庁を訪れ、小島内務部長、六名土木課長と面会、大井安部荷)11における治水上の調査を依頼

している凸この 2名は、静同県における河川行政の責任者であり、おそらくこの後国会で改修工事

開始が可決されることを見越して、打ち合わせを行っているのであろう。 14 日には再び上京し、 16

日の国会で、治水政策について発言を行ったoそして 18日の本会議において、天竜大井安倍)11改

修建議案が委員会に付託されることが決定したD これは、本会議で了承され、後は専門の委員会

を組織して詳細について協議することを意味しているD 改修工事の開始が現実のものとなったため

か、 27 日は静岡県庁において、知事や部長、課長あるいは、流域村長らと会談し、流域の地質や、

図面について打ち合わせを行っている。 3月 4日に国会の専門委員会での質問会を終え、 5日に

静岡市内に戻った大儒は、天竜)11改修工事の件について、沿岸の町村長や西縁組合への伝言

を託している。そして 3月 8日に、付託された委員会で、天竜大井安倍)11の改修工事が決定となり、

これ以降、天竜)11では昭和戦前期まで続く、内務省産轄の第二次河川改修工事が本格的に始動

寸一ることとなるのである白
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3月 12日にはそのことを報告する水防組合の臨時組合会が池田の水防事務所で、開催され、内

務省の担当者と委細の打ち合わせや陳情を行う、上京委員を決定した。14日には早速上京委員

を伴い、大橋が案内してまず河川改修の問題が最初に審議された所願委員会に出向き挨拶を行

っている。一行はその日の本会議で、改修問題の可決を見届けた後、内務省に出向き土木局長な

どと面会している。 18日には国会内において内務省の一木次官に面会し、次々と政府の治水事業

担当者と顔合わせを行っている白

資料の制約により、大橋本人と、彼を介した水防組合関係者の動向は 3月18日までしか明らか

にし得ない。しかし、この間にも天竜川をはじめとする県内三河川の、国庫支弁による河川改修工

事と、第 1期着工への編入が国会で可決されるまでの関係者達の動きが詳細に知られるのであ

る。

一方大橋頼模自身は、この期間を通して、治水関係の法案可決とそれに関連した関係各所との

連絡調整だけを行っていたので、はないD 自身の事業をはじめとし、電灯会社の静岡市営事業化問

題、磐田郡内の宅地価修正に関する件でも各地を奔走し、静岡県西部と中部、東京、そして、宅

地価問題では名古屋にまで、出張することもあった。

このように、大橋は、天竜J11東縁71<防総合長としての職務に留まらず、治水政策そのものについ

て静岡県や中央政府にまで、働きかけを行う存在で、あった。そして、ついには静岡県と政府を結ぶ

調整役として機能することとなった。他方で大橋は、国会議員、新開社経営者、農村の地主として

の側面も持ち合わせていた。大橋は、自身が持つ、いわゆる地域の名望家としての地位を大いに

発揮して、天竜)11下流域の意思統一を、治水誇願という形で、成し遂げていったD そして、その構造

の頂点に、政治家としての大橋自身を位置づけた。その一方で、大橋は水防組合長でありながら、

実際の水防活動など、現場に出動して行う業務については一切の指揮を代理人に任せていた。

そして、大橋を系且織の長とするこの頃の水防組合は、前節で見たような増水現場や堤防補修の

工事に関する実務とならんで、政府への誇願のため地域の意見を収数し、治水の機運を高めるた

めの「機能集団Jとしての役割をも担うこととなった。この 5ヵ月後に発生する明治44年水害の対応

が日記では判明せず、詳しい検討は別の資料を基に次章で行なうこととするが、この水防組合の、

いわば行政への「圧力団体J的な活動は、本来組合が行なってきた現場で、の活動とは著しくかけ

離れた目的を持つもので、あることに注目する必要があろう。

大橋はこのような地元の要望を汲み取り、政治活動において一定の成果を上げることで、さらに

地域の人々の賛同を集めていったD 政策面で地元に利益誘導を行う人物が、天竜川下流域の場

合、それが治水と直結ーする水防組合長の職にあった大橋で、あったことが象徴的であるo
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第E章注記

1)服部敬(1997)明治期における淀川改修工事と西淀川地域、ヒストリア 156、18'"'"'26ページ。

2)この規則は、その公布に前後して、内務省に河川管轄が移された時で、あったため、「大蔵省番外Jと

なり、法令番号を持っていない。

3)渇水期など、低水時で、も船舶が安全・自由に航行で、きるような水深と上流から下流への水面勾配(こ

うばし¥)の確保を目的とする河川ヱ法で、河川|の流路の整備、浅瀬の淡諜、要所での水流制御の施設

や護岸の施工などを主な目的とする。

4)内務省第四区土木監督署編・発行(1898)W天竜)11流域調査書』、ただし、建設省中部地方建設局

綜・発行(1989)の復刻版を使用した。

5)大正 12年度(1923)以降 10カ年内改修河川に指定され、大正7年(1918)より測量開始。

6)前掲 4)、447ページ。

7)建設省中部地方浜松工事事務所編・発行(1990)W天竜)11 一治水と利水-~、 131 ページ。

8)前掲 7)、132ページ。

9)国土交通省浜松工事-事務所所蔵文書のうち、 f鈴木治三郎氏収集明治改修関係」と一括された文書

群のコピーにあり、[天龍)11治水沿革調書jの表題がある手書き原稿で、ある。

10)前掲 4)、447'"'-'448ページ。

11) 上条宏之 (1985)~天竜)11流域調査書Jの作成事情と特色について:建設省中部地方建設局(1989) 

天竜)11流域調査書、巻末 18'"'-'19ページ。

12)前掲 11)0 

13)国土交通省中部地方建設局浜松工事事務所所蔵文書、天竜)11西縁水防組合「明治三十年一月

二十七日決議書」

14)十束尋常小学校編・発行(1913)r十束村誌』。

15)堤防の上面(馬踏)だけでなく、中段にも地面と水平部分を作り、堤防を補強するやり方。

() 11側)につける場合を表小段、堤内地(人家側)を補強する場合を裏小段と呼ぶ。

16)現地調査による。なお、中町付近には江戸時代以来の旧本堤が、町内の道路として現存している。

17)国土交通省中部地方建設局浜松工事事務所所蔵「河川台帳附図jによる。なお、この地図につい

ては後述する。

18)前掲 13)、天竜川西縁71<防組合「明治二十六年七月改修工事請渡金高帳」による。

19)居所は天王村下堀で、この時は村長も兼任している。

20)天竜建設業協会 30周年記念誌編集委員会編(1983)W社団法人天竜建設業協会30周年記念誌』、

天竜建設業協会、 24'"'-'25何ページ。また、浜名郡竜池村(1912)W竜池村誌』によると、長谷川は明治 22

年5月8日から 24年 12月2日まで、竜池村の初代村長を勤めている。

21)神田は野部村神田(右岸北部)、和田は和田村和田(右岸中央部)に存在。

22)堀内平四郎の居所は掛塚村豊岡 51番地、堀之内集落。

23)前掲 9)表題に「約定証書jとある。
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24)前掲 9)表題に「明治二十六年十二月改定土木工事及土用品受負規員IjJとある。

25)前掲 9)表題に「工事心得書Jとある。

26)前掲 9)r表題欠J。

27)前掲 9)r領収書j、f催促状jなどがある。これは明治 27年頃に、水防倉庫に納入する分の丸太に

ついて、山本が納期に間に合わなかったことを示す一連のやりとりで、あるO

28)内田和子 (1994)W近代田本の水害地域社会史』、古今書院、 31'"'"'34ページ。

29)国土交通省中部地方建設局浜松工事事務所所蔵文書、「天竜川西縁水防組合明治二十五年十

二月起天竜川西縁水利土功集会決議書綴込J。

30)磐田市史編さん委員会編・発行(1991)W磐田市史資料編2~、によると、明治 20 年 (1887) に東縁水

防組合が発足した際には掛塚輪中、広瀬村共に同組合に参加していたが、防御上の不都合から明治

23年(1890)に脱退したとし1われている。

31)前掲 29)、「天竜川西縁水防組合明治二十六年日誌J0 

32)水防組合に加入する町村から選挙により選出され、組合会の議決権を持ち、組織の運営を行った。

33)樹木の校や樹皮のことで、応急的な水制工作成の資材に用いられる。

34)水制の一種で、丸太を組み合わせて河床の根固めに用いられる。

35) (著者・編集者・発行所名記載なし)(1912) W下阿多古村誌Jによると、明治末年頃の材木の販売額

として、杉・槍 6000円、松・雑木 5000円、竹 1000円とあり、多くの需要があった。

36)磐田市匂坂中での開き取りによる。

37)一貫地村では切り出した竹を仲買人などに入札させ、そこから得た売却費を村入用に当てており、

明治時代にはその金銭出入を記した[竹勘定帳]が残されている。

38)磐田市誌編纂委員会編・発行(1987)W磐田の新田開発』、 225'"'"'293ページ。

39)山本三郎・松浦茂樹(1996)旧河川法の成立と河川行政(2)、水利科学 40-4、55'"'"'78ページ0

40)天竜)11東縁水防組合編・発行(1938)W天竜川水防誌J、4.54'"'"'454べ}ジ。

41)静岡新報は、明治28年(1895)1月4目、[東海公論J(それまで沼津で発刊していた自由党系の「岳

南新聞Jを改題し、明治 27年6月 15日東海公論社から創刊)を改題し、静岡新報社から創刊。 1941(昭

和 16)年 12月 1日、一県一紙とする新聞統制により、静岡新聞に統合。

42)一木喜徳郎 1867-1944。国史大辞典編集委員会編(1979)W園史大辞典第一巻』、吉川弘文館、

633ページ、によると、明治から昭和初期にかけての法学者、宮僚政治家。遠江国佐野郡倉真村(静岡

県掛川市)の出身。明治 43年には、第二次桂内閣の元で内務次官を務め、地方改良運動などの尽力

した。
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第N章水害減少期における天竜川下流域の地域構造

前章までに見たように、天竜川下流域では、内務省直結による第一次河川改修が明治 27年

( 1894)までに終了し、洪水軽減の一応の成果もみられたoこれにより、天竜川下流域では、堤内地

にまで、激しい洪水流が侵入するような、堤防決壌を含んだ大規模な水害発生の危険は相対的に

低下したのである。このことは、第H章において検討したように、元来水害に遭遇することを「前提J

として、自然条件に対応しながら展開してきた天竜)11下流域の地域構造に変化をもたらす要因とも

なっていく。それらを明らかにするため、本章では再び農業生産と水防組合の実態を検討してい

く。

一方で天竜川lは、明治中期以降、中流域で伐採された材木の輸送路としても重要な機能を有

することとなる口本章では、この新たな悶'J7kJの一機能として捉えられる材木輸送と、それに付随し

た流通形態の展開を考察に加え、水害減少期の地域構造に位置づけてみたい。

1 農業生産と村落構造

1 )農業生産の特徴

a.遠州4品の栽培

元来から商品作物栽培が盛んで、あったこの地域において、水害の危険が少なくなったことは、

農業生産の安定を意味することとなる。ここでは、まず明治中期頃から始まった農作物の変化につ

いて概観し、その後この地域において主要な作物となっていく疏菜栽培について検討を行う。そし

て、疏菜産地形成の過程で再編されていく、下流域の村落構造について検討を行う。なお本節に

おいては、本研究において中心的に論述する明治末期の状況より若干時代が下るが、大正期以

降の農業に関する史料を含めて考察を進めてして。

江戸時代以来続けられてきた自然堤防上の畑での綿作は、明治 20年代後半になると、インドな

どから安価な輸入綿が入るようになり、衰退していったoそれにとって代わったのは藍で、あり、明治

30年頃に人工染料が普及するまで盛んに栽培されたD

しかし、綿作に付随して発達した綿織物工業は、従来からの高い技術を維持し続けた。それゆ

え当地での綿工業は、農業としての綿、藍栽培が衰退した後も51き続き盛況で、あったO この地域で

生産された綿織物は、江戸時代から「河西木綿Jと呼ばれブランドカを有していたため、綿、藍生

産が衰退し、原料を他所から調達するようになってからも、綿工業製品は「遠州木綿jとして引き続

き存在していた。これらを基盤とし、第二次世界大戦前には「別珍・コーノレ天Jの生産ですでに日本
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有数の産地となってして 1)。

藍が衰退しはじめる明治 30年代になると、それまで、藍を補完する存在で、あった疏菜が、栽培の

中心となっていったD そしてそれらに混じり、ヘチマ、ショウガ、トウガラシ、ラッカセイの 4品が盛ん

に栽培されるようになっていった。これらの作物は、主として輸出を目的とするという販路の特徴か

ら「遠州 4品Jとして総称されていた。本稿においても、特別な事情がない限り、これら4品を総称す

る場合は遠州 4品と記述することとする。

読菜類のうち、江戸時代末期から「継ぎ牛努Jの一件などですでに浜松城下に知られていた根

菜類は、畑地の深耕を必要とするため、大規模に栽培を行うのは容易で、はなかったO 根菜類栽培

が盛んで、あったのは、天竜)11に比較的近接した地域であり、詳しくは後述するが、自然条件と密接

に関係していた。それに比べ遠州 4品は容易に栽培が可能で、あったため、下流域に広く普及し

た。

これら 4品のうち、ヘチマは、食器の洗浄用や緩衝材など、現在スポンジが使用される用途全般

に需要があったO 特に紳士用の帽子の内張として重宝がられ、アメリカやヨーロッパに輸出されて

いた。また、綿工業地帯でもあるこの地域が、特産のヘチマが容易に手に入るという環境を放って

おく訳がなく、繊維産業とヘチマとし 1う、ユニークな組み合わせによる帽子生産は、天竜)11下流域

においても行われた。明治 29年(1896)には浜松市街、向宿町に帝国製帽株式会社が設立され、

以降昭和 30年代まで高級ソフト帽の生産が行われていた 2)。

一方、ショウガは江戸時代から枝の部分を乾燥させたものを「ハジカミ 3)Jと呼び、漢方薬の原料

として高価に取引されていた。ラッカセイは、食用、搾油用に大きな需要があり、天竜)11の沖積平

野から三方ヶ原台地にかけて、広範囲に栽培が盛んになった。沖積平野上の村々にとって、自然

条件の異なる台地上の農村と向じ作物を栽培し、時として情報の交換や出荷組合を組織すること

は、これまでの天竜)11下流域で、はほとんどみられなかったもので、あった。

ヘチマの生産量とその額や栽培面積は、栽培が本格的に開始されてすぐの時期にあたると思

われる、明治20年(1887)から、 3'"'"'5年間隔で判明する(第IV-1図)。なお、この数値は浜名郡全

体のものであるため、天竜)11下流域での生産だけを抽出することはできない。しかし、浜名郡の動

向は、当然天竜)11下流域にも大きく影響を与えていたと考えられよう。

本図のうち、作付面積の推移に注目してみよう。ヘチマは、明治30年(1897)頃から、郡全体での

作付面積が 100ヘクタールを超える。それ以降は、明治 40年 (1907)や大正 11年(1922)に面積

が減少するものの、大正時代の終わりまで、 100ヘクタールを割り込むことはなかった。

つぎに生産量をみると、明治 30年頃までは、 100万本に満たない生産量であり、ヘチマが導入

されて間もない頃の、栽培も試行錯誤の段階で、また、販路も十分に開拓されていなかったので、あ

ろう。
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第IV-1図浜名郡におけるヘチマ生産の推移一明治中期~大正期一

cw浜名郡誌』より作成)

底 辺2作付面積(ha)

一・ー生産本数(万本)

ところが、明治 34年(1901)になると、面積、生産量共、飛躍的に増加している。しカも、次の明

治 40年に至るまでに、栽培面積が 100ヘクターノレほど減少するのに対して、生産量は明治 34年

の値を維持している。詳しい原因は不明であるが、おそらくこの時に、何らかの栽培技術や、方法

の革新があったので、はなかろうか。ヘチマ栽培は、次の明治 43年(1910)にひとつのピークを迎え

ることとなる。

一方で、大正期に入ると徐々に面積、生産量共に減少し、大正 11年(1922)に最も低い値となる。

大正初年からの減少には、第一次世界大戦が影響していると考えられる。このように、輸出を主目

的とした農産物は、市場が世界へと広がったため、国際的な社会情勢に出荷量や産額が影響を

受けることとなった。これは、従来までのこの地域の農業では、まったく考えられなかった事象で、あ

ったD

ところで¥ラッカセイをのぞ、いた3品は、反当の収支と収量等が明らかとなる(第N-1表)。以下、

表に即して、遠州、14品に代表される商品作物の特徴を検討してみたい。

はじめにヘチマでは、収入の欄に l番成から4番成までがあり、それぞれ見積もられる価格が異

なっている。収量を見ると、 1~3 番成までは反当り 800'"1000本ほどであるが、 4番成は 150本し

かなく、この年は 3番成までで収入のほとんどを占めていた。ヘチマ l本あたりの買い取り額は、 1

番成が 6銭で、以下 2番成 5銭、 3番成4銭、数が少ない4番成は 3銭となっており、最初にでき
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たヘチマが最も値が高く、それ以降のものは順々に安く設定されていた。 4番成に至つては 1本あ

たりの買い取り額が l番成の半額で、あり、収穫時期が遅くなるに従って品質が劣化してしてもので、

あったことがわかる。本表の事例農家では、 4番成りを 150木、 4円50銭分しか出荷していなし10こ

れが意味するところは、以下のことが考えられよう。すなわち、品質が劣り、し¥わば「買い叩かれるJ

4番成をあまり作らないとしち方針をとっているので、あれば、ヘチマ全体の利益が 6円に過ぎないと

いうのは、トウガラシ、ショウガと比較してもあまりiこ少ないD それゆえ、おそらくこの農家は、 4番成

の売値が低いことは承知しながらも、当初は、 3番成りまでと同じくらいの収穫を見込んでいたので

はないだろうか。 4番成りになると、結実時期が晩夏になるため台風の襲来などもあり、栽培の途

中で、ヘチマ棚が倒壊してしまったことも考えられる口それゆえ、当初の見込みより、ヘチマからの収

益は減少したことが想像できる。

一方、支出に注目すると、全支出の半分ほどは耕作人夫への賃金となっているoこれらは、ヘチ

マの収穫時や、棚の作成時に必要とされる人員と考えられるD 男29人、女 13人が動員されている

が、人夫賃の総額 68円 10銭を一人当たりの日給で割ると、男女とも 1人当たり 2、3回という、短

い日数でのみ労働に従事していたことがわかるD それゆえ、ヘチマ栽培は多くが家族労働を基本

としており、収穫期になると人々 が一斉に集まって収穫を行ったので、あろう。この人数は、後述する

トウガラシと、ンョウガにも共通しており、いずれも短期間に集中的に人を集めるのが特徴的である。

おそらくは、集落内の人々が「ユイjのような形で、手伝いに来ているのであろう。天竜川下流域で

は、磐田原台地上や、北遠の山間部で盛んに栽培された茶の収穫期になると、 2、3日の短期間で

茶農家の元に出向き、茶摘みを行うこともあった 4)。史料や現地調査からは明らかに出来なかった

が、あるいは、このような農家間での労働力の融通が行われていたことも考えられる。これについて

は、今後検討する必要がある。

トウガラシは、品質によって 1等から3等までの区分がされており、出荷されるもののほとんどはl

等品で、あったD トウガラシの等級は、ヘチマのそれとは異なり、収穫期のずれによって生じるもので、

はない。また、基幹の部分も 3等より額は少ないが、販売用として出荷されている。これは、いわゆ

る「葉トウガラ、ン」などであり、佃煮や漬け物として用途があったので、あろうO トウガラシ栽培の支出で

は、内訳に小作料が記載されている。すなわち、この事例農家は、トウガラシ栽培の畑を地主から

借り受けていたことが明らかであるD それでも、人夫賃の支出が示すように、農繁期には家族以外

の人手を必要としていたのであるD 小作地で、ありながら人を雇い入れて栽培を行っている状況に、

この地域での疏菜栽培の特徴が見出せる。

ショウガは 400寅近い生産量に対して製造高が 100貫未満と、 4分の lに目減りしているため、

多くが乾燥させたもの、すなわち、漢方薬の原料として出荷していたものと思われる。また、茎葉を

肥料として換算しており、 30円で購入した金肥と合わせて使用していたことがわかる。
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第IV-1表遠州4品のうちヘチマ・トウガラシ・ショウガの収支および、反当収量一大正9年 (1920)-

ヘチマ
(円) (銭)

支出 133: 90 
内訳 68・10耕作人夫男29人、女13人 男1円、女70銭

38: 10 肥料代

15: 70 棚代見積搬は細丸太300本、竹30束、縄、針金等を使用

(3ヵ年継続使用と見越し、計上額は総計の3分の1)
12: IJ¥作料

収入 14504: :50 
内訳 1番成900本

50: 2番成1000本
32: 3番成800本
4: 50 4番成150本

利益 6; 60 

トウガラシ
(円) (銭)

支出 iτすτ5
内制 48:-1人夫賃男16人、女17人

1 24: 701肥料代

1 20; 1小作料

1 7: 701種子、苗床材料、農具、その他

収入!161: 701 
内訳I153 :----Ti等600芹

6: 12等50斤
1: 513等30斤
2; 201基幹120斤

利益 I61: 301 

ショウガ
(円) (銭)

支出 124: 50 
内訳 50: 人夫賃男25人、女25人男l円20銭、女80銭

40: 種子代80貫
30: 肥料代(金肥のみ)

2; 50 乾燥器具代

2: 公課

収入 156: 50 
内訳 155: 生産量387貫500匁、製造荷96貫880匁

. l斤は250匁、 l丹につき2斤5分. 
1: 50 茎葉を肥料として見積、 150寅

利益 I32: 

(W浜名郡史』より作成)
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一方で、水田の反当収入はどれほどだ、ったので、あろうか。最後に稲作と遠州 4品の比較を行い、

これら輸出作物の相対的な優位性を概観してみたい。

遠州、14品の反当収量調査が行われたのと閉じ頃の調査である「静岡県農業経営事例 5JJでは、

芳川村(ほうがわむら)において 9反の水田単作経営を行っていた事例農家、中津川家の反当収

量と、向調査によって収集したその他の事例農家を合わせた、地域の平均値が示されている。そ

れによると、中津川家の稲作 1反当の純益は 101円44銭で、あったO 同様に平均値は、 98円60銭

ほどであり、およそ l反につき 100円の純益があったことが明らかである。他方で、ヘチマ、トウガラ

シ、ショウガの反当純益だけを見るなら、それぞれ 140円、 161円、 156円と、稲作を大きく上回って

いる。しかし 3品の場合は、人夫賃や、おそらく稲作よりも大量に使用されているであろう肥料代な

ど、支出の分を考慮する必要がある。しかし、自然堤防が卓越し、元来水田の少ない自然条件で

ある下流域においては、純益において稲作を上回るこれら作物の栽培は、極めて重要な意味を持

つもので、あったと考えられる。天竜)11下流域では、これら商品作物や、疏菜栽培を組み合わせた

農業が展関されており、これは水害頻発期より引き続き焔を重要視していたことを示している。

b.一般競菜の生産拡大

遠州、14品と並んで、一般の野菜類、根菜類の栽培については、『中ノ町村誌 6)~により明治 34 年

(1901)とその 10年後の明治44年(1911)における農作物の作付け面積を比較することが可能であ

る。また、同種の史料から、明治 44年における、隣接する和田村、飯田村の農作物とその作付け

面積も明らかとなる 7)。これらは、村ごとに調査基準が異なるため、 3村の状況を単純に比較するこ

とは出来ないことを考慮する必要はあるが、農作物の概要を知る上では、貴重な史料となろう。

作成した一覧表では(第IV-2表)、中ノ町村の 10年間の農作物と、その栽培面積の変化を知

ることができる。一方、和田村、飯田村の作物は、調査項目が少ないが、中ノ町村と共通するもの

がいくつか見られるため、下流域平野の客観的な指標として見ることが出来る。

栽培作物は、遠州、14品も見られるが、これらは村によってその作付けの規模が異なり、どの村も 4品

すべてを大規模に生産していたので、はなかったことがわかる。明治 44年(1911)では、和田村がシ

ョウガ、ヘチマ、飯田村はショウガの植え付けが盛んで、あったO 中ノ町村の、ンョウガ、ヘチマは 10年

間で減少したが、その代わりトウガラシ、ラッカセイが増加している。また、飯田村はコラフ 8)、ゴボウ

などの根菜類や、サトイモの作付けが自立っている。中ノ町村は、他村よりも調査項目が多いとしづ

特殊な事情があるものの、 10年間で実綿と葉藍の作付けが皆無になり、その代わりナス、キュウリ、

蕪青 9)などの疏菜類が急速に面積を増加させていた。

このように、明治末期頃の天竜川下流域では、遠ナ1¥14品のうちのどれかと、芋類や疏菜類に生産

の比重を置き、農業を展開していたことがわかる。また、この他にも『大正十二年農業調査報告 lω
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第N-2表天竜)11下流域における農産物とその作付面積一明治末期一

中ノ町村 和田村

農産物 明治34年 明治44年 明治44年

作付(反) 作付(反) 作付(反)

米 1377 1355 1600 

陸稲 200 

麦 856 900 1330 

甘藷 370 150 

葉藍 200 

大旦 160 20 100 
桑 73 220 

0ショウガ 60 15 230 
ソノく 60 

小旦 50 20 35 

黍 50 40 

。ヘチマ 50 3 180 

議萄 38 20 
対冠王七宝 20 23 10 

実綿 20 

葉煙草 19 2 130 

ゴボウ 19 

コラフ 18 一
トウモロコシ 15 

ソラ豆 12 12 

サトイモ 12 30 

0落花生 6 45 

馬鈴薯 5 5 

白瓜 5 一
ナス 3 180 

エンドウ 3 20 

カボチャ 2 5 
-余~ 2 

キュウリ 106 

菜種 90 

(桑収量) 311石

0トウガラシ 20 

蕪青 150 

(~中ノ町村誌』、『和田村誌J、『飯田村誌』より作成)
1) fOJは遠州、14品を示す。
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飯田4寸
明治44年

作付(反)

1125 

300 

1595 

220 

188 

一
一
10 

10 

一
210 

155 

150 

100 

50 

218石



によると、芳川村金折で、は明治中期に初めて「人ノ喜ノ〈ザリシ土地jにおいてレンコン栽培が開始

された。疏菜需要が増加している状況において、土地条件に見合う新たな作物を導入したり、旺盛

な需要に合わせて様々な作物を模索していた様が想像されるD

ところで、根菜類のよく育つ自然条件は、天竜川の洪水がもたらす土砂の堆積が関係していると

いわれている 100この地域で行われていた畑の深耕法には、天竜川の洪水との関連が明瞭に残さ

れている。古くから度重なる水害を受けたこの地域では、復旧作業として田畑に流入した土砂を起

返しする際に、流入した分の土砂を取り除いて水害前の耕土面を地表に出した後、さらに地面を 5

尺ほど掘り下げ、そこに流入した土砂を埋め込んだ。そして最後に表土をかぶせ直して元の耕地

に復!旧日していたとιし、う丸O 数年単イ位立で

表土の下に敢り込まれていたことなり、結果的に水害が根菜栽培に適した土壌を作ってし 1ったと言

えよう。また、昭和 30年代まで、 10年に l回の割合で表土とその下の土を入れ替える「天地おこし」

を行っていたといい、水害の危険がなくなった後も深耕の習慣が残っていたo一方で、、根菜栽培の

うち、ゴボウやナガイモは収穫に手間と時間がかかるため、家族労働で行う農業形態では1反5畝

以上の栽培は不可能で、あったとし 1う12)。

大正初年になると、芳j川iけ!村に浜名郡の農事試験場疏菜部 i

る栽培法や品種の研死が行われたこれにはこの地域が、疏菜生産地としての性格が強かつたこ

とも、設置の要因となっていたことが考えられるo昭和初期頃になると、芳川村は施設園芸農業の

先進地となってしてが、これには試験場の農業技術者からの教示も大きく影響をしていたという lぺ
ところで、天竜)11下流域では、平野内部における微少な自然条件の違し 1から、栽培作物の違い

も生まれている。以下の2つの作物は、ともに1つの集落で、しか生産、加工されていない特殊な作

物で、あったD それがスゲとフトイ(太蘭)で、前者は鶴見輪中最南端の老問、後者は大柳が産地とな

っていた(位置は第IV-2図参照)。

老間におけるスゲ栽培は、個人が、所有する水田の一角をスゲ田として利用しており、刈り取り

後に乾燥させ、農閑期の高Ij業として菅笠を編んだ。スゲ田は、家屋や屋敷林に近接し、日当たりに

難のある水田を利用しており、その規模はほとんどが1畝程度で、大きな所でも2畝以上の規模を

持つものはなかったo 1畝から刈り取ったスゲ、から、およそ 200個の笠が作られ、完成した笠は l軒

の家に集められ、そこに浜松などから来た仲買人が一括して買い上げていたとし1う15)。笠の販路は

近郷の農村をはじめ、浜名湖北岸地域にまで、広がっていたD 遠州地方のなかでも、かなり広範囲

に需要がありながら、スゲ笠は老間以外の集落では製造されておらず、例えば北隣の西大塚集落

では、スゲ田は全く存在していなかったO 他方で、笠と並んで夏季や雨天時の農作業に不可欠な

蓑や各種藁細工などは、老間では全く作られておらず、スゲ、笠の生産に特化した状況で、あった。ま

た、老間は天竜)11に面した深耕地帯で、あり、畑で、は根菜類の栽培も盛んな所で、あったO
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つぎにフトイの場合を検討してみよう。大柳では、江戸時代以来、芳川の水の淀みや湿地に自

生しているフトイを刈り取り、建に加工することを慣習として行ってきたo明治時代に入ると、芳)11の

河川l改修が行われ、大柳地籍の流作地が永続的に使用可能な水田として整備された。しかし、予

想以上に地下水位が高かったため、この新たな農地も結局は生産性の低い湿田とならざるを得な

かった。その後、それまで)11などに自生していたフトイを、この湿田に持ち込むことに成功したため、

それ以降は大規模な栽培が可能となった 16)。フトイで作られた建は、周辺農家の板の間に敷くた

めに使用され、多くの需要があった。

第N-2図老問・大柳とその周辺一明治中期一

(明治 23年測量2万分の l地形図「浜松Jr五1
1I財引を縮小して使用)
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2)集約的土地利用と輪作体系

遠州同品と並び競菜需要の増加に対応した天竜)11下流域の農家が、畑の利用をどのように行っ

ていたのかについて、農事暦を元に明らかにしてして。ここでは、その栽培体系が一応の完成をみ

ていると思われる大正期の競菜栽培について検討を行うD

第IV-3図は、『静同県農業経営事例 lリに登場する飯田村渡瀬(位置は第IV-4図参照)に

居住する水谷熊吉家の競菜輪栽法である。大正 10年(1921)当時、水谷家では 1町5反の農地を

所有し、このうち6反4畝が疏菜栽培に利用されていた。畑は8区画からなり、面積は最小で、3畝、

最大で 2反 5畝となっている。本来は輪作されている土地であるが、調査時にはその時点で畑に

植えられている作物が書き上げられているので、便宜上区画を第 1区から第8区と番号で示してい

る口例えば、第 1区とされる畑では、一年間に麦、水菜キュウリ、ササゲ¥ネギ、抜菜 18)を栽培し、

翌年には図中 2段目の葱頭からはじまる作物を栽培する。このように、以下7年半かけて作物の組

み合わせを変え、 11月の麦、 12月の水菜を植えつけて年が変わると、調査時と同じ一年目の組み

合わせに戻ることとなる。この輪作体系は、従来からあるものを改良して調査時の大正期に至って

いるので、以前からの伝統的な体系と土地利用を踏襲しているものと考えられる 19)。

以下、注目される作物について見ていこう。

8区間ある畑の中で、最も作付け回数が多いのが麦であり、秋から冬にかけてほぼ毎年栽培さ

れている。 越年して栽培される冬作物を挙げると、第 l区から)1慣に小麦と水菜、第2"-'3区の大麦と

ダイコン、以下、小麦とホウレンソウ(第5"-'6区)、小麦と水菜(第6"-'7区)となっており、麦を中心と

しつつも、ダイコンや葉菜類などの疏菜類を輪作体系に組み込んでいたことが明らかとなる。

一方、夏作の組み合わせについて、ここでは 4月から 8月の 4ヶ月間に播種が行われた作物を

抜き出してみる。この中ではキュウリ、ササゲ、ネギが該当し、各間場において、毎年作付けが確認

できる。

農事暦から明らかなように、例えば第 1区の場合では、 4月に水菜を収穫した場所は、 2ヶ月の

関をおいてササゲに、 6月に麦を収穫した後が、同じく 2ヶ月をおいてネギ、抜菜の栽培に当てら

れていると考えられる。これを農作業のサイクルとして見てみると、冬作である水菜の収穫が終わる

とすぐにキュワリが植えられ、麦の収穫後にはネギが、そして、 8月になるとネギと抜菜が植えられる

とし¥うように、 1つの園場で、は、その場所をしてつかに区切り、場所をずらしながらl年中常に何かし

らの作物が植えられている状態にあったことがわかるD

生産額を見てみると、 1畝当たりの生産金額が高い作物には、ナスの 10円、ネギ、ショウガ、キュ

ウリの 8円などがある。また、冬作の麦、水菜の生産額を見てみると、それぞれ傾に第 1区で 5円と

10円、第7区で 25円と 50円となっているD このように、冬季の水菜生産は、麦の 2倍の産額を上げ

ており、おそらく関西に向けた需要が大きかったことが考えられる。
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.-
月 1畝あたり

区画 作物
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

収量 金額(円)
金額(円)

日第I区 表 一 ... l石 5 

水菜 A 625貫
一『一一一

10 2 
一一 一 一 一-一一一一

キュウリ ト一一.ーー ー-... 5，000本 40 8 
一

(5畝) 大角豆 A 7，000本 20 4 

ネギ 一 一
500貫... 40 8 

一
抜菜 -一-... 一 3 0.6 

第2区 ネギ . 
4‘ 373寅 20 4 

一 一サトイモ 1・ A 325寅 25 5 
一 一ダイコン(5畝)

-EL第L3区i麦Lへ-移L行一三-1麦 -一

第3区 麦 ト一一一 ... 2石 15151
甘藷

一 一 一一
500貫 35 I 3.5 

(1反) コラフ 400 I 50 I 5 

ダイコン
一一一ト一一一

第4区ダイコンへ移行

第4区 ダイコン A 300貫 12 4 
一 一

ショウガ
(3畝)

' A 180 24 

ノ¥クサイ '‘ 50 13.5 4.5 

第5区 カンフン ... 叩 ト一一 ム 42 6 

ネギ 一 ト一一一
1・ A 56 8 

一
抜菜

_ ... 
.戸市蜘 A 一 14 2 

(7畝)
ホウレンソウ

一 一 一 一 一
第6区ホウレンソウへ移行... ー一

麦 - 第6区麦へ移行

第6区 ホウレンソウ ... 60糞 3 l 
一

麦 A 6斗 も 2 

ナス 15，000 I 30 I 10 
(3畝) 山東菜 市-... ~ I 9 I 3 

麦
いーーー一一

第7区麦へ移行-均時ーー一

水莱
ド一一一

第7区水菜へ移行1-

第7区 麦 A 325斤 25 1 
一 一

7.k菜 ... 875貫 50 2 
一(2反5畝) カボ、チャ 1，500 125 5 

一
ネギ "'1 2，500 200 8 

第8区 体菜 1-ー 日-... 360 18 3 
一

ネギ 4‘ 360 18 3 
一一

大角旦 -一一 い-ー『四ーー 一-... 480 24 4 
一(6畝) ダ、イコン A 900 18 3 

一
麦 1" 第l区麦へ移行

第1区水菜へ移行水菜 |守一
」一一一

第IV-3図飯田村における専業農家の畑作物農事暦一大正10年(1921)-

(i静岡県農業経営事例jより作成)

1 )・は栽培開始を、 Aは収穫を示す。

2) r -Jは、収穫量不明。

3)年を越して栽培される作物は、下の区画の農事暦に移動する。
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一方、この年一年間の焔からの収入は、 1001.5円となっており、作物ごとの合計が高し1ものでは

葱類の 334円、南瓜 125円、大角豆 80円となっているD これは 8区画中最大の面積を持つ 2反 5

畝の畑に、ど、の作物が作付けられるかによって、若干順位が変わってくる。生産額 1001.5円のうち

支出は 374.33円であり、最も高い項目は肥料代で 242.6円となっている。支出の 3分の 2を肥料

代が占めるところに、競菜栽培地域の特徴が現れている。

ところで、水谷家は疏菜畑のうち 1反 9畝を小作に出し、残り 4反 4畝を自作地としていた。農

作業は家族 3人の労働を中心としており、人を雇うことはしていないが、競菜栽培農家の中には臨

時雇いをおくところもあったO 臨時雇いは、主に播種期や収穫期の補助であり、遠州4品栽培の頃

と比べても大きな変化は見られない。ただし、中には魚肥などの購入時に、拳大ほど、の塊となって

いるものを小槌で、害IJり、ほぐして畑に撒ける状態にするためだけに雇われる者も存在した 20)D

この他盛んで、あったものとして、タバコ栽培と養蚕があげられる。タバコは、永島種とし 1う品種が

作られたが、これは竜池村永島の地名が由来となっており、古くから栽培が盛んで、あった様子が知

られよう。一方の養蚕は、特に中瀬、竜池村など、平野北部において行われていた。竜池村では、

タバコ畑の近くにある桑畑の桑を食べた蚕が成育が悪くなるので、なるべく桑の近くにタバコを植え

ないように喚起する内容の注意が村役場の史料として残されている 21)。

疏菜の生産は、冬作は麦と、冬季でも栽培可能な疏菜を組み合わせ、夏作には単価の高いナ

ス、カボチャ、キュウリなどの果菜類とネギを中心とし、これに豆類を加えた輪作体系を作り上げて

いた。

3)温室による読菜促成栽培の発展

a.温室の導入

江戸時代の綿作以来、作物を変えつつ発展を遂げてきた天竜)11下流域での集約的農業は、大

正末期になると温室施設を導入し、議菜の促成栽培を行うまでに発展してして。促成栽培は、大消

費地に向けた競菜の販売が、他の産地と競合しないように出荷期をずらすために行うものである。

大正末期以降になると、東京に向けた遠郊農業地域としての性格が大きくなり、地域もそれに向け

て対応している状況を示している。

本項では、温室園芸が特に盛んで、あった芳川村都盛地区(第N-4図参照)を中心に、疏菜促

成栽培の実態とそれらを統合する営農組織に注目し、地域におけるその意味を検討する。都盛

が温室園芸の中心地となった経緯については不明な点が多いが、この集落の北部に位置する字

西伝寺に、浜名郡農事試験場競菜部が設置されていたことが影響しているとし¥われている。そして

大正5年 (1916)頃には、 3人の人物が都盛において温室を導入し始めたとし¥われている。これら篤

農家と芳川村農会などが、試験場の技術員から促成栽培の技術指導を受けたことがあったとし¥う。
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農会も、大正初期に当時すでに先進的な温室、温床を導入していた静岡、清7水k地区の久能山石

垣イチゴ栽培の見学を主{催雀しており弘、新たな農{作乍物や技術の導入に力を入れていたようである 2ω2幻)

大正 l印O年(1921)頃の温室は、試験的な導入期であり仇、いわば、従来までの読菜栽培の合間に

高首副iリj業的に行われていた日時寺代で、あつたoこの導入期には、ナス・カボチャ・キュウリ・メロン・ブドウや、

花存類など、おそらく農事試験場で、栽培されたものを何で、も持ち込んでいたと思われるが、大正末

期から昭和初期にかけての温室拡大期になると、ほとんどがキュウリとメロンの栽培に統合されてい

ったD このほかに、バラなどの花奔のみを扱う温室も存在した。

温室園芸を導入していた農家の農作物栽培パターンをみると、昭和 10年(1935)頃の温室菌芸

最盛期には、 9月から 12月までがナスの作付け、 12月から翌年3月までがキュウリとナス、 3月から

6月までがメロンを中心に若干のキュウリ、 6月から9月まで、がメロンを栽培しており、 1年間休むこと

なしに温室を利用した。これらは、ほとんどが東京と大阪に出荷され、特に大阪向けのメロンは「阪

急メロン 23)Jという商擦を持つ高級品で、あったD

温室は 1年を通して休みなく作付けされるため、年に 2回ほど殺菌と地味回復を呂的とした土壌

の入れ替えを行っていた。この際に使用された土は、自家が所有する水田などから運んで、きたとい

う。また温室は、石炭ボイラーによって温度管理を行っていたが、自動で温度調節する機能などな

い時代であるので、冬季には深夜に温度調節を行う必要があったO このため生活が不規則になる

ことがあり、しカも温度の上昇した温室内で、作業を行うため、体を壊す者も少なくなかったD 温室題

芸は高収入ではあるが、身近に体調を壊すものが出て、温室の規模を縮小する家もあったという

24)。温室は家族経営では限界があることも事実であり、それを大規模に行える農家は、常雇をおい

て企業的な経営を行っていたのである。

写真N-1a、写真N-1bは、当時の温室の外観を撮影したものである。温室は木のタト枠にガラ

写真N-la昭和初期における温室の概観

(W浜松の農業~93 ページを使用)
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スをはめ込んだもので、 l棟の規模は 20坪前後、高さは最も高い部分で 2mほどで、あったD ガラス

はこの当時貴重品で、あったが、温室導入の試行段階からガラスj苫が資材提供を協力していたよう

である。同様に、石炭ボイラーも農機具j苫などが試行錯誤を繰り返しながら温室用に改良を行って

いったD ガラスj苫は、温室ガラス用に大きさの異なる数段階のガラス規格を作成しており、新たに温

室を作る際にはその規格に合わせて柱の間隔を調整していったとしづ 25)。

温室の最盛期は、昭和 10年代前半までであり、それ以降は戦時体制の強化により、メロンなど

の賛沢品は衰退してしまったO また、第二次世界大戦中は、温室の形が工場の建物に似ているた

め頻繁に爆撃に遭い、温室園芸は壊滅的な打撃を受けた。

b.組合事業に見られる集落構造の変容

温室薗芸は、施設の導入や栽培中の作物の管理や技術の向上など、個人の営農活動だけで

は到底対応し得ないものであり、先に見たガラスやボイラーの搬入を含めて、共同の組合組織が統

括を行うことで、初めて成り立つもので、あったO そこで、本項では、温室園芸に主導的な役割を果た

し、加入者は遠州地方の西部に広範囲に存在した「静岡県丸浜温室園芸組合jに注目し、業務の

内容から、この組織の特徴について明らかにしてし1く。組合は、組合長、高IJ組合長各 l名、理事 9

名、代議員 22名からなる役員が選ばれ、運営に当たっていた。

はじめに、組合の活動を、組合規約 26)に書かれた内容から見てみよう。

規約では、第 1条に「温室盟芸ノ改良発達ヲ図リ組合員相互ノ福利ヲ増進スノレヲ以テ目的トス

ノレjとあり、具体的に行う事業として、1.生産品の共同出荷、 2.必需品の共同購入、 3.荷造りの

改善統一、 4.販路の拡張、 5.生産販売に関する研究調査、が挙げられている。

このうち、 1の共同出荷と3の荷造りの統一が重要な事業で、あったO そのことは、組合規約の中に

「丸浜温室園芸組合共同荷造共同販売事業」という細員Ijを設けていたことからもうかがえる。そして

組合は芳)11村内に専用の集荷所を有し、収穫された作物の選別と箱詰めに当たった。 2の共同購

入では、ガラスなど温室設営時に必要とされる資材のほかに、消耗品として温室の熱源として使用

する石炭の購入が重要で、あった。昭和 10年(1935)には、石炭は240万斤(単位不明)の取扱量が

記録されている。

つぎ、に、組合加入者の実態について検討を行う。温室組合者名簿によると、組合員の所有する

温室の坪数は、最小の者で 15坪となっているO 一方、最大では 1000坪を所有する農家が存在し

ており、組合加入者の平均所有温室坪数は約 90坪で、あったO 温室所有規模の大きな農家は芳)11 

村に多く、最大の 1000坪所有者も芳J11村在イ主である。温室栽培は、この地方における温室発祥の

地である芳)11村において最も盛んとなっていたD

規約に示された組合で、の共同事業のいくつかは、メロンやキュウリとし1った作物の値段に、諸経
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費として上乗せされる形で計上されている。組合のメモから判明する、昭和7年(1932)のメロンとキ

ュウリ l籍あたりの諸経費とその内訳を検討してみよう 27)。

これらは、組合の経費として販売額に上乗せする 13の項目を、この年の 5月 26日から 9月 25

日までの、 5ヶ月間の出荷箱数である 44，100で、害'1って算出したもので、あるO 金額として最も高いの

はメロンの箱代、 7銭 5厘で、最も少なし 1ものでは僅か2厘 2毛となっているO それゆえ金額的には

微々たるものであるが、諸経費に挙げられた項目はそのまま組合が共同出荷を行う際に必要とさ

れた支出を伴う諸業務の内容を示している口その内訳は、釘縄代、木毛代、ラベノレ代、鉄道納金、

馬力運送代、積込並送荷案内、人件費、荷札伝票・材木・墨・その他、事務諸費、共済部掛金、会

議費、販路拡張予備費からなっている。このうち、木毛は材木を繊維状に細かくした、メロンの箱に

詰める緩衝材である。また、大正初期頃には、近隣製材工場で大量に発生するおがくずに疏菜栽

培農家が注目し、苗床や温床として利用したこともあるとし1う28)。この地域には温室が作られる以前

から、促成栽培を導入する基礎が存在していたのである。そのきっかけとして、同じ地域内で発展

を続けていた材木産業の、しカも、廃棄物に相当する木くずやおがくずが関係していたことは、非

常に興味深い。

再び諸経費の検討に戻ろう。この中で人件費はメロンを栽培する際にかかるものではなく、ここ

では共同出荷にかかる人件費のことである。このように見てしくと、出荷には箱の組み立てや、その

際必要となる材料費、輸送にかかわる費用、そして、会議や販売促進にかかわる組合としての人

件費からなっており、これらが重要な業務となっていたことがわかるO

同様に、キュウリの諸経費をみると、その内訳はほとんどがメロンと同様であるが、諸材料値上見

込額、パラフィン紙代、チャリローズ紙代の3つ項目が多い。これら紙類は、表面が薬品で保護され

た防湿効果があり、出荷の際はこれらにくるんだ形で箱に詰められた。諸材料値上見込額とし、うの

をあらかじめ経費に見込んでしものも興味深い。これはおそらく、組合の予算額が確定した後に材

料の高騰が見込まれることとなり、諸経費の中にその差額分を組み込んでいるのであろう。ここにも、

共同で事業を行う組合の特徴が見出せる。

また、メロン、キュウリともに、出荷に関しては以下のような規格が存在していた。その決まりを書

き出してみると、メロンは、

願ノ大キサハ三百匁ヲ標準トシ(11月ヨリ 3月迄ニ収穫ノモノハ二百五十匁ヲ標準トス)ネット、

穎形、重量、色津、香気、甘味等ニヨリ撰類格付‘ス

キュウリ特 5寸 3分以上ノ形状ヨリ真直ナノレモノ

松 4す 5分以上 5寸 2分迄ノ形状ヨリ真直ナノレモノ
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竹 3寸 8分以上 4寸 4分迄ノ形状ヨリ真直ナルモノ

梅特松竹ノ寸法ニシテ形状柑悪シキモノ及少曲リシモノ

桃 3寸7分以下ノモノ及曲リ又ハ特ニ大ニ過ギノレモノ

となっている。そして、メロンは周年で、キュウリの場合は 10月 1日から翌年の 5月 15日までを共

同荷造、共同販売期間とし、その時間は午前 10時から午後 2時まで、となっていた。

このように、すで、に昭和初期の段階において、キュウリで、は長さに合わせた等級が厳密に決めら

れており、しカも大きくて「真直Jなものほど等級が高かった口協同組合の性質から、規格にあったメ

ロンやキュワリの栽培を行えば、後は組合の販路を利用することが可能で、あったO しかし、出荷には、

それに向けた共同作業を必要とするため、栽培するのは農家個人で、あっても、それを時間通りに

共同の選果場に持ち込み、他の農家と一緒に出荷用に箱詰めする必要があった。このことは、組

合に加入する農家が、定められた時間、規格に基づいて農業に従事することとなり、し、わば、組合

への出荷を第一義的に、自分達の栽培サイクノレや生活そのものを、変化させていたことを意味す

る。それゆえ同じ集溶に居住していても、組合加入者同士の結び、つきが優先されることとなり、同じ

農業を生業活動の中心におきながらも、組合未加入者との間には、属性の異なる集団としての意

識が生じていたことが予想される。すなわち、温室園芸にまで行き着いた天竜川|下流域の集約的

農業は、盛んに高品質の農産物を作り出して行くことと引き替えに、従来までの農村における村落

構造までも変えてしまうほどの影響力を有していたのである。

ところで、出荷組合に見られるような強固な機能集団は、なぜこの地域において展開することが

可能だ、ったので、あろうか。前述したように、温室園芸そのものは大正初期に試験的に導入されて以

降急速に広まったもので、あるD 組合組織はそれに併せて作られたのであるが、これら組織は、ゼロ

から突然作られたものではない。それ以前の時代、例えば、遠州 4品の時代にも、出荷されるヘチ

マは 4つに等級分けされ、買い取り金額に差が生じていたことが明らかで、あったO 他の輸出作物に

ついても、その性格上、個人での出荷ではなく、共同出荷によって対処していたで、あろう。すなわ

ち、このような農家の生活リズムそのものを変えうる農業生産の萌芽は、すでに明治時代中期には

存在していたので、あるO

また、このことは温室園芸組合への加入者の分布からも跡づ、けることが出来るO 第N-5図は、

組合への加入者と町村ごとの温室坪数を示したものである。組合は、天竜)11下流域から浜名湖

沿岸にかけて加入者が広がり、それらは支部のような形で、 4区に分割されている。中心となるのは

芳川村であるが、この頃には温室栽培が遠州地方南西部に広がりつつあったことがわかるO

温室園芸の発展期には、自然条件の一致に起因する作物の選択や、栽培暦の共通性よりも、

むしろそれを超えた遠州地方の農業地帯としづ大きな枠組みが存在し、その中のーっとして天竜
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凡例

• 3000 ti!Z以上

• 2'000""2999坪

• 1000"" 1999坪

1000坪未満

浜名湖

遠州灘

第IV-5図丸浜温室園芸組合加入者の市町村別所有温室坪数一昭和 10年(1935)代一

u丸浜温室園芸組合関係文書」より作成)

) 11下流域が位置づけられるというように、これまで、よりも、より大きな地域的結合が必要とされるよう

になっていたことがわかる。

一方で、組合参加者が集中する芳)11村周辺においては、共同作業を中心とし、その出荷に合

わせた形態を取る農家と、そうではない農家との間で、栽培のペースや、生活パタ}ンにまで差が

生じることとなっーた白丸浜出荷組合は、共同選別・共同出荷をE的とした組合で、あったため、集荷

揚までの距離が遠い農家は、出荷待問に間に合わすために、収穫待問がi限定されるという不都合

があったo それゆえ、個人選別・個人出荷を掲げた西遠出荷組合 29)が、丸浜出荷紹合から分離す

ることとなったo両組合は、分離の理由が利益の不平等から出発しているため対抗意識が強く、互

いを誹誘中傷する広告が取引先である東京や大阪に出回り、問題化することもあった 30)。

このように、出荷形態の違いが、地域内の対立を生じさせる事態まで確認できるのである。それ

ゆえ、同じような耕地1面積を所有し、閉じ階層に属しているように見える農家においても、組合加入

者と未加入者との間には、組織的な農業の末端部にいる者と、そうで、はない者という差が生まれる

こととなり、階層分化とは異なった、質的な所属階層の分化が集落ーの中で、起こっていたことがいえるo
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第H章において論じたように、江戸時代以来、天竜)11下流域の人々は、一年を通じておおよそ同

じようなベースで、農業とそれに関連する「稼ぎ」を複合的に行ってきた口しかし、明治時代以降に

なると、個人が選択した作物や、栽培方法を維持するために、集落を超えた連携が必要とされ、場

合によってはもはや集落としてのまとまりすら不必要になっていた村落構造が見出せるのである。

2 材木流通と天竜川の機能

1 )天竜川における材木流通の推移

a.商業的林業の成立過程

明治中期以降、天竜ハ!流域では急速に材木流通が発展した。本節では、水害減少期という天

竜)11との関わりが変化し始めた時代において、増水とともに大量に発生する流出材の取扱いに着

目し，材木の生産地域である中流域との関係の中に下流域住民の果たした役割を位置づけるD 加

えて、この時代における天竜川そのものが有していた機能の変化について検討する。

流出材は，本来天竜)11中流域から筏流しされる材木が，河)11の増水に伴い筏組みされる前に

流失することから発生する口流出材は，増水時の水流に乗じて堤防や水制工といった治水施設，

あるいは橋桁に損傷を与えたり，大量に漂着した場所では水勢そのものに変化を与えるなど，洪

水被害を助長する危険性を有するもので、あったoしカも，材木流通においては， r商品Jであるため，

その取扱いには権利関係が発生し，対応に苦慮する「厄介jな存在で、あった 31)。

天竜川は長野県の諏訪湖から伊那谷を流れた後，天竜峡一帯から狭窄部に入る。ここから、沖

積平野に流れ出る谷口に位置する静向県浜松市二俣付近まで、天竜川iは標高 300"-'1000mほど

の山間部を流れる。この狭窄部以南の愛知県奥三河地方・静岡県北遠地方の県境地域から，谷

口集落にあたる二俣までは、江戸時代からの木材生産地域で、あった 32)。本節で、はこれら一帯を天

竜)11中流域とし二俣以南の沖積平野である下流域と区別して論考を進めていくこととする(第W

-6図)。

天竜川流域において切り出された材木は 3 沢を管流しされ，各地の天竜)11本流との合流地点に

おいて一時的に貯木された。天竜)11本流では 3 享保 10年(1725)以降材木の管流しが中止されて

いたため 331材木は合流地点において筏に組まれ3 下流に流送された。貯木と筏組を行うこのよう

な場所を「土場Jといい3 天竜川!本支流の合流点に多く存在していた(写真N-2)。鉄道開通以前

には，材木は天竜川11可口の港である掛塚まで運ばれ，多くは東京に向けて海路運搬された 3
/
1)。明

治 9(1876)年に東京に運搬された材木の地方別移入量によると，遠州材は紀州材に次いで、第 2

位の地位にあり，鉄道開通以前から東京との材木取引が盛んで、あったことが知られる 35)。また、東

京の材木集散地である木場では、昭和初期の頃においても、遠州地方の地名に関しては、当時か
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ら人口第一の都市である「浜松jよりも、材木の積出港で、あった「掛塚jの方が認識度が高かったと

しち 36)口かつての地域間関係が地名のイメージとして残存している例として興味深い。

明治 22年(1889)に金谷・浜松聞の開通をもって東海道本線、新橋・神戸間が全通すると，筏組

された材木は 3 鉄道の橋梁から至近の中ノ町村，和田村と，その対岸の池田村付近で陸揚げされ

るようになった 37)。明治 31(1898)年には天竜)11鉄橋から約 1km西側の和田村半場付近に天竜川

駅が開設され38)，筏の荷揚げ場との関に引き込み線が敷設された。対岸の池田からは，明治42年

(1909)に中泉駅(現磐田駅)までの約 4kmの区間に軽便鉄道が敷設され3 材木の輸送が行われ

た 39)。

o lOk.m 

上
山
山
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同

標

標
幽

幽

回圃県境

第N-6図天竜)I1流域の材木産出地帯一明治~大正期-

(明治 20年編集 20万分の l地勢区jf豊橋Jをもとに作成)
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写真IV-2水窪)11 .天竜)11合流地点の波場一昭和初期-

(W佐久間町史下~491 ページを使用)

b. 製材業の推移

鉄道開通以前の明治 12(1879)年に 3 掛、塚から海路出荷された物資を挙げてみると(第N-3

表入材木関係の金額が約 26万円であるのに対し，それ以外の物資はおよそ 8分の]と少額であ

る。掛塚において最も重要な移出品は3 中流域から産出される材木と，その加工品で、あったことが

わかる。

つぎに天竜)11流域の材木加工場の立地に注目する(第N-7図)。流域に存在した製材工場の

分布をみると，明治 10"-'20年代までの製材工場は，小規模な工場が山間部の中流域に存在して

しも。その中でもとくに，明治 20年代における工場数の増加が顕著である。

明治 30年代になると 3 それまで、機械製材のほとんどなかった下流域において 3 大規模な製材所

が出現してくる。さらに明治 40年代になると?下流域には 50人以上の規模を有する製材所が 3工

場)11 '"'--'49人規模の製材所が 5工場増加しており 7 とくに東海道線に近接した右岸の和田村付近

にその集中が著しくなっている口

写真N-3は、大正初年頃の、和田村付近の様子である。写真の右側に天竜)11の水面が映っ

ており、背後に見える鉄掃は東海道本線であるD この写真で最も目をヲiくのは、材木の移しい数で

あろう。その様子をみると、)11の中に浮いている丸太は、天竜)11を流れ下ってきた筏の状態で、およ

そ 15本がーまとまりにされ接岸している。石垣で組まれた護岸の上や、材木が積まれた広い土地

の奥にも小屋があり、これらが製材工場で、あると思われるO

つぎに、材木集積地の様子を、地図によっても確認してみよう(第1V-8図)口

本国は、 fi可)11台11長附図 10)Jという、明治 40年頃の天竜川沿岸の海防の高さや、周辺の土地利用

をHij¥;\た大柿尺の突出IJI~l である。この地図は、当Il~j:の内務省が管轄する河川について、堤防や淀
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第N-3表樹、塚港より移出された物品一明治12年(1879)-

品名(材木関係) 数量 金額(円)品名(材木以外) 数量 金額(円)

杉大貫 2，409，723挺 92，681 操綿 941伺 12，703 

柿板 215，616個 53，904 米 1，769俵 5，133 

杉中寅 1，661，895挺 33，237 石灰生石 349，186〆 2，530 

杉四分板 2間入 52，971束 21，188 石灰 11，733俵 1，466 

雑木 尺〆13，733木 19，617 葉煙草 75個 1，340 

中会角 尺〆12，565本 12，565 砂糖 607個 1，214 

杉角 尺〆9，865本 7，588 pまv向nタ口ミ 1，370個 1，170 

*~角 尺〆2，781本 3，436 炭 2，929俵 878 

杉板子 1721本 2，458 芋麻 4，142〆 828 

桧板子 尺〆1，121本 2，242 串柿 322個 483 

桧四分板 2間入 1，983束 1，322 製茶 78個 468 

桧一六分板 l問入 1，788束 1，192 青石 1，392〆 417 

椴四分板 2間入 2，950束 1，180 婚腕 1，751挺 375 

槻角 尺〆441本 1，103 藍玉 46個 276 

桧八分板 l間半入 1，349束 1，011 太蘭鑑 102個 204 

椴板子 670本 831 竹皮 61個 183 

ネ母角 尺〆481本 819 半分糖 373俵 171 

椴一六分板 l間入 2，015束 806 竹 3836本 153 

杉皮 3間入 2，109束 790 千華 95i表 142 

松敷居 8，643挺 576 焼酎 7石5斗 128 

椴角 尺〆584本 450 手重油 171:尊 119 

槻板子 131本 439 中佐 17個 102 

杉六分板 l間半入 709束 354 茶実 46イ表 80 

桧丸太 尺〆81本 271 蜜柑 63個 31 

杉五分板 2間入 510束 255 ボロ 26個 26 

椴六分板 1間半入 593束 254 香実 10俵 16 

桧敷居 1，945束 243 古綿 11 11固 16 

背板 4，750東 237 醤油 121:尊 9 

朴板子 82本 164 

橋板子 78本 156 

椴八分板 1間入 300束 150 

姫子 尺〆68本 114 

茶箱板 455個 81 

桜板子 25本 64 

小言十 261，778 小言十 30，661 

(~金原明善』より作成)
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明治 10年代明治 20年代

0 ・機工 50人以上

0 ・職工 10~49 人

0 ・1渓工 l~ 9人

+1-+サ 東海道本線

:天竜)11

o 5km 
し一一一_J
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明治 30年代明治 40年代

0 ・械工 50人以上

0 ・職工 10-49人

0 ・職工 l~ 9人

判叫東海道本線

天ti'tJII

天t{t川材木間

回同業組合
第 11支部の範囲

o 5km 
Lーー一一」

b:明治 30"--40年代

第IV-7図天竜川流域における製材所の分布とその変化一明治期-

(W静岡県材木史』より作成)
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写真IV-3 和田村半場付近の製材所と貯木の様子一大正期一

(~天能川|流域の林業』口絵ページを使用)

外地の実況を把握するために作成したものである。それゆえ、宅地や農-地の様子は、堤防に治つ

た部分のみ明らかにしうるD しかし、筏の着岸地点や、堤外地に存在する引き込み線、あるいは、

堤防上の建築物に関しても、河川工作物とそれに付随するものとして捉えられJ河川台 11長 '11)Jに

登録されているため、その位置や大きさを、地図上で詳細に知ることができる。

東海道木線の天竜)11鉄橋周辺の材木流通関連施設の立地をみると、この地図の範囲外、西側

に天竜川駅があり、そこから 2木の線路が天竜川に向かって東進している。このとき、東海道本線

はまだ単線で、欽橋部分のすぐ北側に、線路に沿って等間隔に 5個の小さな河川工作物が確認

できる。これは、このとき複線線路建設が進んでいた、線路の矯脚である。引込み線のうち南側の

線路は、)11を波る手前で大きく右にカーブを描く。カーブの中ほどで北向きと南向きの線路が分岐

し、どちらも)11の流れに並行して 200〆ートノレほとや進んだ、ところで、行き止まりとなる。それと淀んで、

天竜川IJ辛には荷揚場が存在している。このように、天竜川を流下してきた筏は、荷揚場に接岸した

あと陸揚げされ、そのまま貨車積みして述び出すことが可能となっており、文字通り河川交通と欽

道との結節点になっていたのである。:51e;に見た写真l士、まさにこの南側の荷揚;場を撮影したもので

あった。

ところで、河川台帳付図では、建物の大ささや、 jこから見た形まで、もが明らかとなる。この中で注
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第N-8図中野町~半場問の材木関連施設一明治 40年 (1907)頃一

(i天竜川台帳附図jより作成)
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自されるのは、荷揚場と線路、そして、右岸の連続堤紡に挟まれた部分に位置する建物の存在で

あり、これらが製材工場であるD

このように、材木流通に関連した施設は、集落を守る堤防の堤外地、すなわち、川に面した側に

集中して立地していた。これには、陸揚げした材木を遠くまで移動させることなく加工できることと、

それに関連して、材木置き場として河川敷のような広い土地を必要とすることが要因として挙げられ

よう。あるいは、製材工場の騒音の問題や万が一火災が発生した場合に材木やおがくず、機械

油など、燃えやすいものが大量に存在する工場を、なるべく集落から離しておく必要があったことも

想像される。

そして、このことは、材木流通に関連する諸業種が筏を介して結び付けられ、その筏の通り道と

なる天竜川の流れとそれに面した荷揚場など、極めて狭い範囲での「沿岸」に限定された中で行わ

れていたことを示している。

2)天竜111における材木流通の特徴

a.資金の流れと中・下流域の関係

明治中期における，中流域の材木問屋と，掛塚の回船問屋兼材木問屋に交わされた流通資金

の流れからは(第N-4表)，中流域の問屋が，掛塚の問屋から資金を得ることで成立していたこと

が明らかとなる。この借用金の用途は，山林地主から立木を買い付ける擦の資金や，伐採，搬出

等の諸経費となっているO そして借用の担保には，下流に流送される予定の角材や板材が設定さ

れており、資金の返済は，担保である材木が下流に到着し3 売却した代金の中から支払われてい

た。

このほか、別の「山林立木売渡証文 '12)Jにおいても、山林所有者が立木を「売渡代金三百円Jと

し3 うち「金二百円Jは「内金jとして既に中流域問屋からの受け取りを確認している。残金 100円は，

中流域問屋が下流域問屋に「借用」し 3 この立木が下流域問屋に流送され，売却された代金から

返済されるとしている口

中流域の材木問屋は，伐採・出荷された材木が，無事に下流域まで到着するという仮定のもと，

資金を下流域に立地する材木問屋や回船問屋に依存し，次の伐採を可能にしていた。それゆえ

担保である材木が風水害等に巻き込まれ，遭難などにより届けられない状況になると，先に調達し

ていた資金が負債となってしまう危険性もはらんで、いた。中流域の材木問屋にとっては，材a木が迅

速に下流域や東京の問屋に運ばれ3 伐採資金の仕切を完了させることが，材木流通を円滑に行う

上で、最も重要なことで、あった。

つぎに流送される筏の実態について検討を行う。筏の回漕問屋で、あった平賀家が筏として扱っ

た材木については、大正 7年(1918)7月から 12月の約半年間に限定したものであるが、この間に

190 



第IV-4表天竜)l'における材木流通資金の流れ一明治期一

年.月.日 借用金 用途 担{呆 返済方法
借用者 貸し人

その他
居住地 居住地

一一ー一一一一 一-ーー 一 一一一

明1台10.11.11 30円 材木山出諸経費 杉角材尺〆250本
担保貨物が掛塚に川下げ

早瀬村 捕、塚村
完了後の売却金より

← 一一一ー-一一 一一一一一

明?台10.11.28 50円
立木買い付け

杉角尺〆240本
担保貨物が掛塚に川下げ

早瀬村 掛塚村
山出諸経費 完了後の売却金より

明i台10.12.28 30円 材木伐出入用 桧角材
来年l月，担保貨物の掛塚

早瀬村 樹、塚村
川下げ完了後の売却金より

一一一一.

明1台11.11.23 50円 商方入用金
川下げ予定の

柿板売却代金にて 横山村 掛塚村
柿板280個

一一一 一

明治11.1.28 50円
立木買い付け 杉山立木7'"'-800本 7月に半分， 10月に残りを

早瀬村 掛塚村 立木は長太郎から買う
山出諸経費 (尺〆1500本相当) 川下げした売却金にて

一一一一一

明治11.1.28 10円 一 松角材尺〆80本
担保貨物が掛塚に)11下げ

早瀬村 掛塚村
完了後の売却金より

ー. 一一

明i台12.1.16 25円 前金
i月20日までに川下げ 東京問屋への御積為替金の中

横山村 掛塚村
される柿板140~回分 から

一 一一一一一十一一一一一一ー 一ー

明1台18.10.12 30円 材木{支出諸賄金
杉角材尺〆200本 11月10日，掛塚へ川下げ予定，

早瀬村 掛塚村
杉挽材尺〆250本 その売却金を充てる

一一一一

明治25.4.30 40円 山林支払
杉尺〆419本 掛塚川下げ後，東京問屋に

i頼尻村 掛塚村
松は6月，杉は8月に

松角尺〆256本 売った残金より )11下げ予定

明?台25.6 30円 松角材尺〆60本
6月20日に川下げし，東京問屋

掛塚村 掛塚村 三1)，1'1滝原村より伐り出し
へ運んだ仕切金の残金より

一一 一一 ー一一一一

明f台25.7.18 30円 山林買入代金
北遠会社で挽立の

川下げ後東京に売った残金より 瀬尻村 掛塚村
横山銀行の入札で

一一
中貫30以上

買い入れた源山寺林住職から

明治27.8.22 35円
抵当山林の立木 杉・桧の中貫200東 12月掛塚到着後，東京へ運搬

瀬尻村 掛塚村
山林は永

買い取り金 桧角材尺〆25本 する荷物内金と仕切残金より 買う

(~津倉家文書3Jより作成)

送り出した筏の数と、切り出された材木の種類と産出地、そして送出先などが明らかとなる(第N-

5表)。

本表から、筏は水量の多い夏から秋だけでなく、潟水期の冬で、あっても流されていたことがわか

る。平賀回漕庖が扱った材木の産地は、菌白山、豊根山、出馬山などが頻繁に登場している。こ

れらは、奥三河に位置する、標高 1000メートノレ程度の山々 で、し 1ずれも谷筋から天竜川支流の大

千瀬)I ，に合流する同じ水系に属している。この大千瀬川は、平安回漕f苫の所在する)l'合土場に

おいて、天竜川に合流する。このように、筏の回漕問屋は、それぞれの支流が天竜川に合流する

土場に点在し、その支流が背後に抱える山々から切り出された材木を扱っていた。

一方、送出先をみると、略称の印で記載されているものもあるが、いくつかは地名が判明するD こ

のうち、多く見られるのが、中野町(中ノ田了)、半場、国吉とし 1った地名である。半場は東海道本線

の南側!の引込み線付近、国吉は北仮Ijの引込み線付近の地名である。中野町と合わせて、し¥ずれ
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第N-5表川合波場平賀回漕f苫が扱った筏の状況一大正7年 (1918)7月"-'12月一

年月日 筏数 材種 産出地等 送出先等

大正7.7.6 23 杉桧松 赤柴山菌呂山豊根山 中野町国半場関

夏目山 中ノ町飯田合名会社

7.11 4杉 日原山 半場@

7.24 6黒木松 設楽郡三輪村 半場@運送 ① 

7.25 21:t} 日原山豊根山 半 場 @

8.14 3杉桧樫板 三州、IJ鳳来寺・大野町 中野町@木炭p 半場@輸送

8.24 5杉松 赤柴山 中野町西

8.28 l付木 豊根山 半場@ ② 
9.3 4杉桧松 高林重作 中ノ町飯田合名会社

9.4 6杉桧松 雨林重作 中ノ町飯田合名会社

9.6 8杉桧松 永原和市出赤柴山 中野町民

9.8 13 杉桧 永原出赤柴山深造山 中 野 町 民 半 場 @

9.9 11 杉桧松 高林重作出赤羽根山 @竜西材木，中ノ町飯田合名会社

9.11 8杉桧 夏目山 半場@)，中ノ町飯田合名会社

9.11 2挽角 平沢峰ノ沢鉱山 s西渡大井鉱山

9.18 9杉桧松 赤柴山永原和市出 中野町国

10.5 3杉 豊根山 半場@

10.9 51:t} 豊根山夏目山 半場@

10.16 9杉桧黒木 菌白山南林重作出 中ノ町飯田合名会社

10.20 36 杉従 豊根山金越山兎ヶ島山 半場合 3 中野町命

10.26 4杉 豊桜山流材集木 中野町@木炭

中ノ町飯田合名会社

11.6 2杉丸太 出馬山 中野町令

11.7 5杉丸太 出馬山 中野町令，国吉口業

11.8 4杉桧丸太 菌日山 国吉竜西

11.9 2杉桧丸太 国吉竜西

11.10 4杉桧丸太 菌田山 国吉竜西

11.11 8杉桧丸太 竹森長七出 鹿島①製材

11.18 4杉丸太 神妻渡坪井喜一郎出 中野町 ii'
12.2 2諸木 坪井喜一郎出 中野町口業

12.3 2黒木 坪井喜一郎出 i峰ノ沢鉱山

12.5 3諸木 坪井喜一郎出 中野町口業3 大井鉱山事務所

12.10 1兎ヶ島山集木 兎ヶ島山 半 場 @

12.19 l竹 山香村 焼津@運送，田中漁業会社

12.25 2杉丸太 神妻山 中野町令

12.25 2杉松 出馬山 中野町令

12.26 6杉松 出馬山 中野町や

12.28 8杉松 出馬山 中野町令

12.29 3杉松 出馬山 中野町令

(W佐久間町史下巻』より作成)

①7 ftll 日から全54双流したうち平賀の扱しゅ~6双
②8A 1 日 -----31 日までに全6双流したうちの平賀扱しゅ~1双
③他に筏の上に積木あり
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も「河川台帳付図」において確認した、製材所の林立する天竜)11岸が筏の送出先となっている。そ

して、送り出す材種は、そのほとんどがスギ、マツ、ヒノキなどの針針，葉樹で

また、一部には、 12月初旬に取り扱った「諸木」や、 12月9日の「竹jなどもみられる。これらの送

出先は、鉱山や焼津港の漁業者に向けられたものであり、特殊な用途が想像される。なかには、 10

月初日のように、豊根山で、切り出されたものの、増水等により流出してしまったJ流材集木jが含

まれているD また、 12月 28Sには、筏の上に中流域で加工を終えた、なんらかの「積木jを載せて、

中野町まで流送されている。このように、筏回漕屈をはじめとする流域の材木流通業者は、時折需

要がある、これら特殊な用途の材木にも対応し、流通を行っていたことが明らかである。

b.流出材の発生と流筏の体系

明治から大正期にかけて，天竜)11において切り出された材木の流下量と増水時に土場から流

出し，漂流した後拾い上げられた流出材との比率をみると，流出材は3 明治 30年(1897)前後から

その量が増加していることがわかる。また大正中期に材木の総出量が最も大きくなるのに比例し

て，流出材の量も増加している(第IV-9図)。しかし，総出量がピークである大正中期のおよそ半

分しかない明治後期の方が，流出材の量が多いのも特徴的である。材木流下量に占める流出材

の割合が最も高かったのは明治 41年(1908)であり，天竜)11を流下した材木のおよそ4分の1がp

筏組される前に増水等によって流出し，漂流した後に収集されたことになる。天竜川の水害年表

(第 1-1表)によると，明治41年は特に大規模な水害が発生した年ではない。天竜)11においては，

むしろ明治 44年(1911)の方が 2 後述するように山間部における土砂崩れと，下流域での堤防決

壊を伴う浸水とが重なり，中・下流域に大きな被害をもたらしていた。

このように材木の総出量と流出材の割合をみた場合，洪水被害の大きかった年が，必ずしも流

出材の発生が最も多かった年とならないことが特徴である。この要因として，材木の輸送費など中

流域の経済的事情が考えられるため，本国のうち流出材の発生と筏流送賃の推移を比較してみる口

筏流送賃は，明治28，29年や， 37~40年にかけて上昇し3 その後一度値下げされるものの， 43 年

から再び上昇している。一方，明治41年以外の年で流出材の本数が増加する年をみると，明治29

'""-'31年や3 明治 39，43， 44年が挙げられ，多くが筏運賃の値上げされた年に一致している。

このように流出材は 3 原因は特定できないが 3 水害とし1う不可抗力によって発生するので、はなに

それ以外の要因も絡み合って発生する傾向にあったことが注目される '13)。

材木流通は，中流域の材木問屋が材木を下流域の問屋に届けることで仕切が完了し，その材木

の伐採に必要となった諸経費の前借りを返済することによって成り立つもので、あったO そのため 3 材

木の流出は 3 場合によっては材木問屋としての存立を揺るがしかねない事態につながる恐れがあ

ったO それゆえ流出材の処理は，中流域問屋のみの責任で行われるのではなく，天竜)11材木商問
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第N-9図天竜)11における流出材の割合と流筏費との関係

一明治 22年~大正 11年(1899'"'-'1922)一

(~佐久間町史』、『静岡県木材史』より作成)

1) 1般あたりの筏流送貨は、大正期以降が不明のため図示していない。

(円)

iι 

1.2 

W'..<W総出材

組副圃流出材

_"_l般あたりの筏流送賃

業組合(以下、材木務総合と記載)としづ組合組織を通じて行われていた。これは，明治 7(1874) 

年に組織された天竜)11材木商会を母体とし，以後数百組織を再編しつつ，明治 34(1901)年の重

要物産関業組合法の制定に伴い法人組織化されたもので，当初は 517人が加入した 44)。この内

訳は，中流域に居住する山林地主と材木問屋3 回漕問屋と筏師 3 下流域の材木問屋と製材業者

から成り，天竜)11の材木流通にかかわる全ての業種が加入していた。組合内には流出した材木の

処理を専門的に扱う部署「流材課」が設置されており 3 流出材の発生とその対応が，組合業務の大

きな比重を占めていたことがわかる 45)。

材木商組合の流出材に対する立場を表すものとして3 明治 44年 (1911)4月に発生した流出材

の対応を「漂流材調査決議書 46)Jから追っていくこととする。この増水が起きた際，東海道本線の

天竜)11鉄橋が複線化の工事中で、あったため 3 橋桁や工事の足場に， 280本の材木が漂着し3 工

事の足場や建築資材の一部に損害が発生した。しかし材木部組合は3 流出材の発生をf大災ニ起

因スノレ不可抗力ニ出、ンモノjとし1 i損害負担ノ責任ナク従テ受負人ノ要求ハ全テ此ヲ拒絶スルコ
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トjを決定している。このように組合は，流出材の発生者である中流域を擁護していたことがわかる。

3)天竜川における流出材の処理とその帰属

a. 流出材の実態と回収の行程

河川沿岸への材木の漂着は，その量や角度によっては堤防や水制工に過度な水圧をかけるも

のとなり，二次的な水害の要因になる恐れもあったO 天竜)11下流域の水防組合においては，水防

活動中に堤防や水詰Ij工に漂着した材木を発見した場合，ただちに引き上げるように規定がなされ

ており，材木の除去が水防活動の中で、も重要な任務で、あった 4九明治期になると，材木所有者で

ある材木簡組合と，流出材の拾得者となる下流域沿岸村との間で明確な取り決めが交わされるよう

になったO 以下，明治 23年(1890)に作成された「天竜)11流材取扱ニ関スル事項契約 48)Jに従い，

流出材の発生から荷主へ材木が返還されるまで、の流域の対応を追っていく。そして，材木商組合

と共に流出材の収集に関与する下流域住民の役割を検討する。本稿では，下流域住民を構成す

るものとして，水防人夫，収集詰負人，筏師，農民の4者に注目してして。

天竜)11本・支流に増水があり，仮の貯木場である土場からの材木流出が確認されると，二俣町

に所在する材木商組合の事務所lこ，中流域からその旨が電報で届けられる。組合は，それらの情

幸長から流出材の合計数を見積もりしおおよその到達時間を下流域沿岸村に伝達する。その頃下

流域の堤防上では，水防組合が増水の警戒に当たっており，堤防や水制工に漂着した材木は，

水防人夫によって即座に引き上げられる体制となっている。

天竜川が減水すると，今度は中州や水市IJ工の下部に残った材木の収集が行われる。切り出され

る材木には3 材木取引の目印として所有者がわかるようにあらかじめ登録がなされた焼き印や翠印

などが付けられている。この印は沿岸町村にも届け出がされており 3 材木が流出したとしても、持ち

主を特定で、きる仕組みとなっていた。

この所有者の印が持つ機能の具体例を、先にみた明治44年(1911)4月に、天竜)11の東海道線

鉄橋に漂着した材木 280本の内訳から見ると(第N-6表)、拾い上げられた材木は、そのすべて

が有印か無印かが検分され、 275本についてはその所有者が判明した。残る 5本については、印

はあるものの、該当者が存在せず、不明の扱し¥となっている。不明の材木は、本来違う印で、あった

ものが、増水時の激しい流れに乗って天竜川を下っている最中に材木の表面が削れてしまったり、

破損したりするために、本来の印が判別で、きなくなってしまったものが多い。 2本存在する「ニ」とい

う印の場合も、例えば本来は「三jとし 1う印で、あったのがど、こか一画分が削り取られてしまっていたり、

本来「ニjの前後にも字が存在していたものが、読めなくなってしまってしも場合が考えられる。

印から明らかとなる材主の特徴も検討してみよう。例えば 5本の「合資明治会社Jと3本の「津倉

亀作jは、印が異なるのは当然である。しかし、この二つが共同で、材主となっている{合資会社明治
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会社・津倉亀作J分についても、それぞれが所有する印とは別のものが使用されていることがわか

る。同様に、この地点に最も多く漂着した材木の材主である「王子製紙株式会社中部分社」と、 1:本

だけ漂着した「王子製紙株式会社気回分社Jも、同系列の会社でありながら、使用する印は別物と

なっているD

このように印の使用は、材主が共同で所有している材木で、あっても、そのどちらかを使うのでは

なく、厳密に別の印を登録し、活用することになっていた。それだけ流出材の取り扱いは慎重を期

第N-6表漂着した有印材とその所有者一明治44年 (1911)4月11日一

印 本数
所有者

居所 会社名・氏名。 128 磐田郡佐久間村中部 王子製紙株式会社中部分社

リウア ① 88 磐田郡池田村 龍東材木株式会社

ス久 実) 11 周知郡奥山村奥領家 鈴木定蔵

サニ @ 10 三重県桑名町桑名 佐々部材木j苫

タ¥ 7浜名郡芳)11村老関 横山イ山吉

ヨコ山 13 6浜名郡芳川村金折 横山庄太郎

メ ① 5浜名郡河輪村芋j額 合資明治会社

ア @ 5浜名郡和田村半場 天龍木材株式会社

エ @ 3磐田郡掛塚町掛塚 津倉亀作

ナヒラ @ 2 仲平角太郎

イソタ 2 磯田伊=郎

X 1周知郡熊切村長蔵寺 尾上清次

一 。1磐田郡浦)11村浦)11 長原和一

十 j 回 1磐田郡山香村大井 小沢清吉

一ー工く 1河輪村芋瀬・掛塚町樹、塚 合資明治会社・津倉亀作

〉受く 1磐田郡龍山村下平山 遠山又蔵

Eヨ 1周知郡犬井村堀之内 村松兵次

ω 1磐田郡二俣町鹿島 坪井喜一郎

ケセー 1周知郡気回村気回 王子製紙株式会社気回分社

一 2不明 不明一

サ 1不明 不明

ハタ 1不明 不明

カマ 1不明 不明

合計 280 
一一一
(天竜)11材木商協同組合「流材関係決議書」より作成)

l)r一」は居所の記載なし
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していたのである。そして材木問屋は，商取引の必要性としち理由の他に 3 流出材が発生すること

を前提としてこのような印を活用していたのである。流出材の扱いはこの「有印材jと，流出中に印

が半1J531J不能となったり，印を押す前に流出してしまった「無印材」とで、処理の方法が異なっていた。

有印材の場合は，漂着した地点の町村長から嘱託を受けた流材保管人を大学ごとに置き，収集さ

れた本数とその拾得者を確定した。一方天竜)11材木商開業組合は，代表者として流材担当係と荷

主総代を派遣い流材保管人とともに数量の点検じ収集した現物の再出荷を差配した。

この際，実際に流出材を拾い上げた個人に対して，定められた金額の謝礼が保安料品、う名目

で支払われた。これは流出材 1本では微々たる金額であるが，増水時には数千本としづ単位で流

出材が発生することもあり，これを拾い集めることは現金収入を得る機会で、もあった。増水時に堤防

の警戒にあたる水防人夫も流出材を拾い上げれば保安料を受け取ることができた。また材木の

利用価値が高かったため，転売などを目的とした流出材の不正拾得や，隠匿事件が発生したこと

もあった 49)。

一方無印材は，材木高組合の入札によって収集請負人を決定し，その収集人によって回収され

た後，希望者に払い下げが行われた。

b.流出材発生の具体例

大正 3(1914)年 4月に，沿岸の各村々に漂着した流出材の数量は，上島輪中右岸の大平と東

海道本線鉄橋下流付近で¥特にその数が多いことがわかる(第N-10図)。各大字で流出材の本

数に差が生じるのは，当日の風向きや，増水時間，地形など，自然的要因に影響されているものと

思われるD

この流出材処理のために 3 材木商組合は下流域沿岸を 15の区域に分割し(第N-11図)，区

域ごとに流出材の収集請負人を決定している(第N-7表)。図にはそれぞれの区域を担当する請

負者の居住地とその担当区域を示した。これによると流出材処理は，西・北鹿島に居住する筏乗り

が、多くの区域を請け負っていたことがわかる。収集された流出材は， i請負区域内流材木ノ所在

現場ヨリ搬出筏組トシ 50)Jとしづ規定にあるように，再び筏に組まれ本来の自的地である東海道本

線付近の製材所へと送られていったD それゆえ筏師は，下流域の各地で流出材の再出荷に中心

的な役:劉を担っていたのである。

つぎに，収集請負人の性格を検討するため，これより古い年次のものと比較する。明治 37年

( 1904)に行われた流出材処理では，沿岸がそれぞれはの区域に分割された 51)。このうち下 3，4， 

5区に注目すると収集請負人の中にその区間の大字である松ノ木島・掛下・寺谷新聞としち集落

名が記載されており(第N-12図参照)，その見積もり数は 3 尺〆換算で1000"-'1600本となってい

る(第N-8表)。
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• Rr'IOO本以上 500木州

. 尺，...50本以上 10白木未満

・尺〆60木*i，ll

す

o 2km. 

し一一J

収集符負人の居所

10図天竜J11下流域に漂着した流出材数一大正 3年(1914)ー

は内山真龍資料館所蔵f漂流材調査決議書jより作成) 回広三:
|下5.llJ31 

第N-11図天竜川下流域における流出材の担当区域と収集請負人の居所

一大正 3年(1914)一

(天竜市立内山真龍資料館所蔵rz票流材調査決議書jより作成)

1)四角で、図った番号は区域名を表す

2)請負人の居所にある番号は、その誇負区域を表す
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第N-7表天竜川における流出材の収集請負人一大正3年 (1914)-

区域
流材数

収集請負人 居所
(尺〆)

ー ー幽甲ー 一ーーー一一一ー一一ーーー 一 一一一

奥3 400 坪井清次郎 上島
一一

下1 430 
西鈴組木筏亀世十話郎人

二俣
日一一

下2 150 西鹿島
一 一 - ー

下3 350 山下善之助 北鹿島

下4 250 鹿島筏世話人 北鹿島

下5 400 伊藤源次 ニ家
下6

21080 0 
(イ系争中)

下7 西組筏世話人 西鹿島
一一

下8 800 皆久保政吉 二俣
ー『日ー一一一一旬一_..

下9 600 大城広平 中瀬
下別l 250 寺田次郎八・高田甚吉 池田・七蔵新田

下汚IJ2 300 鈴木清次郎 新野

下別3 650 石川伝六外3人 持|、塚

_I型生しょQQ_L_亙正室さ外三人 持卜塚

(天竜川材木商協同組合「漂流材調査決議書」より作成)

1)各区域は，第IV-ll図に対応する。

第N-8表天竜川における流出材の詰負区間と収集請負人一明治37年 (1904)-

空竺| 区間

奥1
奥2

一塁LI______船明を除く
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この他にも明治中期の流出材処理には，落札するまでには至っていないが，請負を希望する者

の中に村域と同一の区間の入札に参加している村が数多くみられる52)Dこのことから明治中期以前

における流出材処理は，材オてが漂着した集落ご、とに行われていたものと推測される。これは，江戸

時代においても，流出材が発生するι沿岸村に対してその収集と保管を徹底する旨の触書 53)が

回状として出されていることからも明らかで、ある。しかし，明治中期以降材木の流下量が増加し，そ

れに付随して流出材の量も多くなってくると，集落のみでは増加する流出材の処理に対応できなく

なっていったことが考えられる。そしてp 明治後期以降の入札にみられるようにP 流出材処理そのも

のがある種の「権利Jとして確立し，漂着地点に関係なく流出材処理を行おうとする者が現れている

ことがわかる。

一方、無印材は，天竜)11材木商同業組合に引き渡された後，入札による払い下げが行われた。

明治 37(1904)年の材木払い下げの落札者のうち、居所のわかるものは、池田村の「マル龍(龍東

木材)J、掛塚村の「カギ庄(回船問屋兼材木問屋の庄古北蔵)Jなどが挙げられる 54)。このように払

い下げ材の落札者は，下流域沿岸で操業を行う製材業者や材木問屋を中心にしていたことがわ

i:Pるロ

C.沿岸村が有する権利と流出材との関係

天竜)11下流域沿岸の農民は，降雨によって増水していた天竜川が減水し始めると P 競って堤防

へ出かけ漂着した材木を拾い集めた 55)。流出材は，河川工作物に多く漂着する。そのため，橋桁

や大聖牛のような大規模な水制工には，多くの人が集まって流出材を収集したO なかには橋の上

から流れていく流出材をモリで、突き上げる者もあった 56)。また，舟を所有する農民は，天竜川|が減

水する前から危険を顧みず中州に乗り付け，材木を収集していたとしづ 57)。

その一方で，流出材の収集とそれらの帰痛をめくGって，天竜)11の対岸同士の村が訴訟を起こす

という事態も発生した。以下，訴訟の内容を記した「漂着材木所得権確認事件中間判決闘jから，

村内における流木取扱の意味を検討してして。

大正元年(1912)9月 22，23日にかけて天竜川では増水が発生し3 下流域の沿岸には大量の流

出材が漂着した。このとき，左岸の広瀬村松ノ木島地区と，対岸の竜池村高薗・新野両地区(位置

は第N-12図参照)の住民は，堤防とその地先から流出材の収集を開始し，減水とともに中州付

近に取り残された材木処理に着手した。この際，両村の境界付近に漂着した有印の流出材を，両

村共に自村分として検知し，天竜川材木商同業組合に提出する!帳簿に記載してしまった。村境付

近の材木の本数は，尺〆数で約 8，000本という彪大なもので、あった(第N-9表)。尺〆l本当たり

の拾得報酬は 21"-'23銭と設定されており，中川、iの流出材は最低でも 1，600円の価値があったこと

になる。この金額は，大正3年(1914)における竜池村の歳入 4，806円59)と比較しても，相当な金額
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第IV-9表竜池村新野・高菌に漂着した材木と報酬額一大正元年 (1912)-

-l-'J<L 1" . J.h l!dr I尺〆l本当|報酬合計
材種 i本数し尺〆換町 l 1 /1""'"7'" l' '-r ]::t<: 71~ Iたり報酬 1 (円)

杉・桧・槌 I1，49引 2321 21銭 48.72 

椴・4母 I 9，1271 6，8001 22銭 I 1，496.00 
松・黒木 I 1，1371 5151 23銭 I 118.45 

無印材 1 1，1081 4421 - I 一

合計 I 12，8661 7，9891 I 1663.17 
(W豊岡村誌』より作成)
1)無印材の収集には報酬が設定されていない。

で、あったことがわかる。

このように、流出材の拾得は、時として大きな経済的還元を沿岸の村々にもたらすこととなったO

流出材は、その複雑な材木流通の構造そのものに、発生の要因が存在していた口しかし、山林地

主や問屋、筏師、製材業者とし1った、いわゆる材木関連産業の従事者だけでは、増加する流出材

に到底対応しきれず、沿岸に居住する農民の存在なしにこれらに対処することは不可能で、あったO

つまり、材木関連業者は、普段は材木とは無関係に存在する沿岸の住民を取り込むことで流出材

に対応し、材木流通を維持させていたのである。

しカも天竜川は、明治 17年 (1894)から 10年間行われた第一次改修と、その後も継続された県

営の堤防改修工事により、扇頂の上島輪中と、河口付近の 2つの輪中が残されてはいたが、その

他の部分については改修堤防に挟まれた幅 1キロほどの中に流路が宙定された。このことにより、

材木の取り扱いは、以前よりも容易になったと考えられる。

3 水防組合の活動と村落組織

1 )明治 44年の水害とその実態

これまでに見たような、地域の変容が次第に明確になってきた明治 44年 (1911)、天竜)11では過

去 50年で最大規模の洪水被害が発生する。この水害では、左岸岩田村において 2ヶ所の堤防が

決壊し、洪水流は井通村において平野を東西に横切る東海道線の線路を破壊し、最下流部にま

で到達した。

一方、右岸においても中瀬村内で、破堤があったD この他にも右岸では、堤防は持ちこたえたもの

の、各地で、堤防を乗り越えるような増水に見舞われ、各地で浸水被害が相次いだD

この増水は、前後の暴風の状況から中部地方を通過した台風によるもので、あったと考えられるが、

下流域の被害を大きくした要因はこの時発生した中流域での被害と関連していた。中流域では、

天竜)11本流に面した急傾斜の111が土砂崩れを起こし、天然のダ、ムのように川の流れを堰きとめて

しまった。天竜)11はそれ以降も増水を続けたため、)11の水が堰き止めていた土砂を乗り越えるよう

202 



になると、それまで停滞していた大量の水が一気に下流に向けて流れ出すこととなった。下流域の

堤防は、この急激な増水に持ちこたえることがで、きず、破堤してしまったので、ある口

本節では、このときの被害記録を元に、下流域全体での被害の実態を概観した後、そこから浮

かび上がるこの水害の特徴について検討を行う。ここでは右岸の被害を中心に検討を行い、左岸

地域の状況や周辺の土地利用については、次節において検討することとしたい。

a.左岸岩田村における家屋の浸水状況

この時の洪水で、最も被害の大きかった、左岸の状況から見ていくこととしよう。特に堤防決壊地点

である岩田村(第N-13図参照)では、集落が洪水流の直撃を受けたため、多くの被害が出た。

大字ご、との家屋の被害状況によると(第N-IO表)、被害は流出、全壊、半壊、床上浸水、床下浸

水の 5つに区分されている口このうち流出は、家屋のある場所が洪水流の通り道となり、まさに跡形

もなく流されてしまったものをしづ。それだけ、このときの洪水流が激しかったことがうかがえる。

第N-13図 岩田村付近一明治中期-

(明治 23年測量 5万分の l地形図「見附町Jを使用)
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第N-10表明治4Ll年 (1911)水害における岩田村の被害状況

(単位:軒)

大字 流出 全壊 半壊 床上浸水 床下浸水 被害合計
一一一

7 3 64 28 103 

匂匂寺坂谷坂新上中田
H一一一一一一一

7 
310 4 

。 19 

6 3 8 12 63 
一一 一一一一一 一一一

匂寺谷坂新
5 

8 0 
51 66 。*1 12 7 20 

一一

伝治寺右谷郎衛作沖新新門新田田田

。。。12 。
110 2 一一一一一一。

io. 
9 。

一一一。 。 。
合計 7 22 294 

(~岩田村誌』より作成)
1) *は、土砂崩れによる家屋の倒壊を示す。

各大字の被害では、堤防の破堤地点である寺谷新田と寺谷で、それぞれ 19軒、 66軒の被害が

確認できる。他方で、最も被害軒数の多かったのは破堤地点から南に下った匂坂中で、あり、ここで

は 103軒の被害が確認できる。これは、寺谷、寺谷新田の二ヶ所で、破堤し、堤内に入り込んだ洪水

流が、匂坂中やこの地区よりひとつ北側の匂坂上のあたりで、合流したために被害が大きくなったこ

とが考えられる。

このことは、流出家屋の軒数からも明らかである。すなわち、最大の流出家屋数である 7軒の被

害を出しているのは、決壊地点の寺谷新田と、この匂坂中の2大字で、あったo 流出家屋は、匂坂上

と寺谷においても確認でき、これらはいずれも洪水流が通過していった大字で、ある。

一方で、被害が少なかったのは治郎作新問、伝右衛門新田、寺谷沖新田などであり、これらは

その地名からも明らかなとおり、新日集落である。これらの大字は、家屋数が少ないため、柁対的

な被害も少ないことを考慮する必要があるが、本来ならば、生産活動の条件が不利なこのような新

田集落が、真っ先に洪水流の直撃を受けたり、被害が大きくなったりすることが予想されよう。しか

しながら、この水害では、古くから居住と開発が進み、ある程度の洪水流に対しては、自然堤防や

田畑の配置から防御できるように立地しているはずの集落が最も被害を受けたのである。しカも洪

水流は、家屋が立ち並ぶ、集落の中心部分を貫いて流れていったD すなわち、この水害では、岩

田村の場合、本来最小限の被害に抑えられるはずの場所が最も被害が大きいとし 1う、これまでの

水害で、は考えられなかった状況が発生していたのである。

b.右岸中瀬村・竜池村における被害の実態

右岸では、平野最北部の中瀬村において破堤被害が発生した口この中瀬村と、南に隣接する竜

池村については、被害の集計が存在する 60)(第N-11表)0 r堤防切所jとし、う項目によると、この

ときの増水により中瀬村で、は堤防が3ヶ所、総延長にして 389簡が決壊してしまったO 一方の竜池

村は、伺じ項目は「ナシ」となっており、このときの平野北部の被害は、中i頼村の決壊地点から押し

寄せた洪水流が村内の多くの地点を通過し南接する竜池村に流れ下ってきたために発生したも
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第N-11表 中瀬村・竜池村における洪水被害一明治44年 (1911)-

項 目 中瀬村 竜池村

総戸数 689 395 

総人口 4，398 3，766 

水田 7町l反5畝 80冊T9反4畝

畑 367町 161町3反7畝

宅地 45町9反2畝 29町5反4畝

浸水家屋 468 120 

避難戸数、人数 16戸 80人 2戸 12人

被災者収容場所 中瀬尋常小学校 民家

炊出実施日時 8月5日7時"'"'7日午後 8月5日5時"'"'17日寺

炊出し救護戸数、人員 133戸 665人 111戸 518人

炊事米石数、費用 白米5石7斗7升金250円 白米l石6升金45円

流出橋梁 県道1里道5 皇道6

流出及被害家屋数 流失6全壊7 半壊21 流失0全壊2 半壊2

道路決壊箇所 県道3町里道50ヶ所 ナシ

水田浸水面積 7町 27町2畝

畑浸水面積 285町 72町8反6畝

宅地浸水面積 42町 10町3畝

堤防決壊箇所 3ヶ所 389間 ナシ

堤防破損箇所 2ヶ所 43間 2ヶ所 18間

水制工破損箇所 3ヶ所 50問 ナシ

家畜被害 豚15頭 鶏55J5J 豚I頭

救護に関する寄贈金品 金5円、手拭い300枚、味噌l樽 金3円

荒蕪地面積(水田) 4町 30町

(畑) 20町 5反

(宅地) 2町 ナシ

被害作物の主なる物 タバコ、ヘチマ、桑、ラッカセイ タバコ、ヘチマ、稲、ラッカセイ

(f浜名郡洪水状況調jより作成)

ので、あった。中瀬村と竜池村の被害を比較してみると、激しい洪水流に襲われた中瀬村の方が被

害の程度が大きい。そのことを考慮しつつ、被害の状況を見ていくこととしよう。

中瀬村は、被害前における田畑の比率が 1対 51と、畑が卓越している。これは、第 l章におい

て検討したように、中瀬村付近が扇頂となる、平野の自然的特徴を示すものである。一方の竜池村

では、水田面積の比率が増加し、田畑の比率はおよそ 1対 2となっている。

浸水反別をみると、中瀬村の水田は、 7町 1反 5畝のうち、 7町までが浸水しているのに対して、

竜池村では 27町が浸水している。これは、竜池村の水田面積全体の 3分の lに相当する。水閏

は、比高の低い位置に存在するため、より浸水被害を受けやすいのであるが、竜池村では全面積

の 3分の 2の水田は被害を免れていたことになる。これはおそらく、中瀬村からの洪水流が、網状

に存在する旧低水路を満遍なく浸水させたのではなく、どこかーヶ所ないし二ヶ所の旧低水路に集

中的に流れ込んできたことを示している。これは、水田の荒蕪地面積を見ても明らかで、中瀬村で

は浸水 7町のうち 4町までが、竜池村の場合は浸水 27町 2畝より多い面積の 30町が、荒蕪地と

して集計されている。堤防を決壊させた破壊的な洪水流により、その被害を受けた水田が土砂に

埋まって、荒地のようなi惨状を呈している実態がうかがえる。
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本表では、洪水により避難した戸数とその人数、そして避難中に行われた炊出しゃ、届けられた

救護物資の内容が明らかとなる。中瀬村では、 16戸 80人が村内の尋常高等小学校に避難してい

る。この時中瀬村では、流失及び全壊の被害家屋が 13戸発生しており、おそらくは家を失った村

氏と、半壊 21戸のうち程度の大きかったものが小学校に避難したので、あろう。また、炊出しを受け

た戸数、人員は 133戸、 665人に上っている。この数字は、支給を受けた人数の延べ数か、実数で

あるのかは判別しないが、少なくとも小学校に避難した戸数よりも多くの人々が、炊出しの恩恵、を受

けている。中瀬村での炊出しは、 5日の朝 7時から、 7日の午後まで、 3日間に渡って続けられた。

一方、中瀬村より被害の少なかった竜池村の実態は、避難戸数や炊出しの回数にも現れている。

すなわち、家を離れて避難した戸数は 2戸に止まっており、その場所も小学校などで、はなく、同じ

村内の民家が受け入れ先となっている。炊出しは、 111戸 518人が利用しており、 133戸を数えた

中瀬村と比べて大きな差は見受けられないが、その期間は水害の発生した 5日の日中で終了して

いる。

この{也、救護品として中瀬村に届いた寄付の品物の中に、手拭い 300枚とし1うのがあり、当時の

救援物資として必要とされていたものが知られ、興味深い。

最後に、被害作物をみると、畑では、中瀬村の 78010、竜池村の 45%で浸水被害が発生した。被

害にあった主要な畑作物はよ両村ともに、タバコ、ヘチマ、ラッカセイなど、前節で検討した作物が

登場しており、盛んに栽培されていたことが知られる。浸水被害のうち完全に農地として使用できな

くなった、いわゆる荒蕪地化してしまった土地は、中瀬村で畑反別総計のうち 5010、竜池村ではわ

ずか 0.3%ほどで、あったD これはすなわち、天竜川が平水に戻り、堤内に入ってきた洪水流の排水

と、決壊した堤防の仮〆切が順調に進めば、迅速に畑の復旧を行し¥得たことを示している。また、

水害によって混乱した状況から、ある程度地域が落ち着いた状況に戻ってして様子は、炊出しの

長さにも反映されていると思われる。すなわち、多くの被害を出した中瀬村においても、村民のた

めに炊出しが実施されたのは 3日間であり、それ以降は被災者といえども自分違で、自炊なり世話

になる他人なりを頼り、生活していたので、あったO

C.右岸南部における農地の浸水状況

右岸では、下流域南部においても浸水被害がみられたD 南部における浸水と農作物への被害

については、飯田村、芳)I1村、河輪村の3ヶ村における状況を知ることができる(第IV-14図)0 

ここで考慮を必要とするのは、先に見た中瀬・竜池両村における堤防決壊の被害と、本図にお

ける 3ヶ村の被害は、直接的には関連がないことである。中瀬・竜池村を流れた洪水流は、竜池村

の最南部に達したところで、北西から南東に向かって築かれた霞堤によってその流れを変えられ、

新野地区において天竜J11本流に戻るようになっている。この堤防は、江戸時代中期に存在してい

206 



!/ヘ¥
17 

滞
日
〈

i

エ図
由
同
国

-
W」
ニ
・
当
日
暮

ω
ヰ
3
4怜
陣
温
、
一
刻
!
温
芯
サ
潜
|

(
沼
芯

ωω
刊
淫
帥

ω
M
3
3
H
H
E判一

w
図

「
洞
連
日
叶
」

「
川
河
端
阿
当
日
」

品
川
海
道
)

N
O斗



た流路を締め切るために築かれた「彦助堤jを延長し、幾度も改築を重ねてきた堤防である。明治

44年水害時には、この霞堤は決壊しておらず、中瀬、竜池を流れ下ってきた洪水流は、この堤防

によって阻止され、再び天竜川本流に合流したと考えられる。それゆえ、右岸の平野南部における

浸水は、震堤以南の豊西村から下流の複数の地点で天竜)11堤防を乗り越えてきた洪水流や、中

小河川として残存する、天竜川の!日低水路が氾漉したことに起因すると考えられるO

第IV-15図は、飯田、芳)11、河輸の 3ヶ村のうち、大字ご、との水田、畑の浸水日数を示したもの

である。ここに挙げられていない大字については、被害が軽微で、あったと考えられ、資料とした「明

治 44年水害調査書 61)Jにその報告はない。

記載のある中で、最も被害の少ないのは飯田村の小松倉、渡瀬、福増の 3大字と、芳)11村の四

本松、江川、下前島、河輪村の長十郎新田などであり、これらの大字では水田の浸水が 1日、畑に

至つては水に浸かることがなかった。

つぎに浸水程度の軽いのは、水田、畑ともにrl日浸水」の大字である。河輪村の大字は、すべ

てがこの被害程度の範鴎に収まっている。河輪村内には、天竜川の本流に直接面している大字も

存在するが、この時の増水では、;可輪村内の天竜川堤防に破堤被害が発生しなかったため、この

程度の被害で難を逃れることができたと考えられる。

一方で、本図からは、天竜川との距離では河輪村の各大字よりも内側に存在する、芳川村西部

において、浸水日数が長くなっている状況が見て取れる。例えば、都盛、大柳、八反畑、鼠野の大

字では、水田 413、畑 2日の浸水被害が発生しているのである。これはおそらく、豊西村以南にお

いて堤防を溢流した洪水流が旧低水路を伝って流れ下り、図中芳川村の中央を北から南に流下

するノj吋可)11 (芳)11)に達し、この川が氾濫したために発生したものと考えられるo

また同様に、水回 1日の浸水被害のみで、あった芳)11村四本松などの北東側には、金折、古川|、

立野という 3大字で水田 3臼浸水となっているのが確認で、きるO これには、金折から南流する小河

川の影響が考えられ、同じ村内で、あっても!日低水路や中小河川の存在により、洪水流の伝わりに

差違が生じ、そのことが浸水状況の差となって現れるので、あろう。

このように、明治20年代に改修堤防が築かれ、水害の発生は相対的に減少していたにもかかわ

らず、ひとたび堤防が破堤した場合には、これまでと同様に、どの!日低水路に洪水流が流下する

か、予測できないとしづ状況が残存していた。

明治末期の天竜)11下流域では、農業や諾産業が発展を続けていたが、その基盤である足元、

すなわち平野の自然条件に関しては、なんらこれまで、と変わることはなかったので、ある。農業、材木

流通などにおいて、地域的結合の形や意味が変化しつつあったこの時代に、天竜)11下流域で発

生したこの水害は、おそらくこのことを流域住民に久しぶりに思い起こさせることとなったで、あろう。

その一方で、第一次改修以降も河川工事が継続して進められ、平野北部や中央部で、はこれま
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第Nァ 15図明治 44年(1911.)水害における飯田・芳)!I・1可総各村の浸水被害

(W明治四十四年水害調査書』より作成)

1)数字は、浸水日数を示す。
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での苦し流路を締め切り、連続堤防化が進んだことは、次のような被害の拡大を引き起こす要因とも

なったD すなわち、これまでの治水方法では、流域住民の経験によって認識されたf危険個所」が

少なからず存在していた。人々は、このような場所をf急百ITJとして重点的に防御したり、それが困難

で、ある場合には最初から無堤部分を作って遊水地とし、その周辺には人家や高度な土地利用を

行なわないことで、被害を最小限に食い止める工夫をしてきた。しかし、第一次改修の段階で高水

工事に対応することを見越して、その後も断続的に築堤が進んだ改修堤防は、工事施工区間すべ

てにおいて同じ規格によって、画一的に築かれていったO その結果、かつての危険個所とそうで、な

い個所の区別はなくなったが、反対に今度は、「どこの堤防が切れてもおかしくなしリ品、う状況を

作り出した。岩田村において次々と家屋を流失させた洪水流は、まさに「これまで、決壊しなかったj

地点において堤防が決壊したことが原因で、あったO

それゆえ、明治 44年水害を大きくした要国には、人災とはいい切れないまでも、連続堤防化が

一因となっていたことは明らかである。

2)水防組合の活動と復!日工事の特徴

a.右岸中ノ町村で、の水紡活動

北部の両岸で破堤被害を出し、さらに沿岸各地で浸水被害をもたらした明治44年 (1911)8月の

洪水では、各地で堤防の防御や、被害を最小限に食い止めるための水防活動が行われたO 本節

では右岸、左岸におけるそれらの対応と、堤防の破堤から復旧工事にいたるまでの水防組合の動

きを通して、組織の影響力や意味を検討してして。

はじめに、右岸の水防活動について、その詳細が判明する『中ノ町村誌 62)~の記載から明らかに

する。なお、本史料は、次項で取り上げる、左岸の増水とその後の復旧工事について詳細に記録

された『治水葉報 ω』の内容と重複する面があるが、『治水葉報』は天竜)11東縁水防組合を中心と

する、左岸での破堤被害とその対応を記録したものである。一方、『中ノi町村誌』記載の内容は、当

日の中ノ町村での増水に対応する動きに加えて、西縁水防組合の事務所がこの地にあった関係

で、し 1わゆる右岸の村々の対応も知ることができる。少し長くなるが、その記載を要約しつつ、実際

の水紡活動がどのようなもので、あったのか記述してみよう。

明治 44年 8月 4日の降雨により、天竜川では当日正午 12時ころより増水が顕著となり、午後 2

時には中ノ町村地先に設置された量水標が 12尺(3.6m)に、午後 4時には 12尺 5寸(3.75m)に

達したD 天竜)11は、なおも増水する見込みとなったため中ノ町村駐在所の巡査に協力を仰ぎ、ま

ずは水防組合の小頭を招集し、堤防警戒について協議を行ったO その結果、午後 4時 30分に半

鐘を鳴らし、組合員に招集がかけられた。 ;J¥頭は中ノ町村の天竜)11堤防を水防活動の受け持ち区

間とする各大字の代表者である。
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水防組合の組合員は消防の火の見やぐら前に集合し、中ノ町村が防禦を担当する堤防区間で

の指揮系統のトップ、頭取の富田秀太郎より簡単な罰Ii辞が行われている。この中では、[本日ノ:洪

水ハ普通ナラズ、明治 37年洪水ノ経験ニ依ルモ、今ヨリ充分警戒ノ必要アノレjこと、「夜間ニ至リ

倍々増水シ危険ハ極度ニ達スルモ、自家ヲ顧慮、ツツ先ヅ極力水防ニ従事ス可キjことが述べられ

ている。このことから、西縁水防組合のうち中ノ町村に非常呼集がかかったのは、大きな増水を見

た明治 37年(1904)以来で、あったことがわかるO そして、自分の家のことを気にかけつつも、まずは

水防活動を優先して行うよう、組員に徹底を図っている。

この後組員を4隊にわけ、ノト頭をそれぞれの監督とし、平素から危険と認識されている場所にお

いて警戒を開始した。午後6時頃に、 4つに分けたうちの第二区隊の警戒場所が危険としづ通報が

入札堤防を保護する水防活動が展開されるO 午後 6時 30分に、この危険箇所から約 10閑(l8m)

上流側の堤防斜面から激しい漏水が発生したため、 4隊すべてを集結させてこの区間の応急工事

が行われた。この漏水は無事に止めることがで、きたが、午後 10時を過ぎると、今度はさらに増水し

た天竜川の流れが堤防を乗り越えて中ノ町村の堤内地にまで溢れ出すようになってきた。水防組

合は、「急連ノ増水ニテ水防用材料ノ準備シアラザノレjため、「止ムヲ得ズ、各人ノ畳、若クハ重量ア

ノレモノハ貴重ヲ顧ミズ水防ニ使用jし、かろうじて堤防を乗り越えてくる溢流を食い止めている状況

で、あった。

このように、数年前の洪水時の経験を大いに生かしつつ、さらなる用心を徹底して開始した今回

の水防活動で、はあったが、増水のベースが予想外に速く、水防資材を準備する時間すらなかった

ことが明らかである。

この後、対応の遅れはさらに顕著となってしてD 午後日時になると、水防組合員の疲労の色も濃

くなってきており、ヨIJ底防止スル能ワザル事トナリタノレJ状況で、あった。そのため、笠井村の警察分

暑から派遣されてきていた 2人の巡査と、中ノ町駐在所の巡査 1名の計 3名は、笠井の消防組に

応援を頼むため、水防組合員 2名とともに現地に赴いたのであるが、笠井地区においても危険箇

所があるので、応援を仰ぐことはで、きなかったD そこで天竜)11西縁水防事務所に至り、詰めていた

所員から組合加入の村に対して、追加人夫の召集を要求したのであるが、「多クハ各人ノ避難ニ忙

殺サレj、「途中道路皆浸水シ行動自由ナラザノレjので、人を集めることがで、きなかったO

江戸時代には、堤防を村域として持たない浜部村のような内郷村でさえも、水防活動のために

人員を確保し、)11附村ーからの指示があれば却座に対応できるよう準備を整えていたもので、あったD

しかし、明治 44年水害では、水防活動の応援要員が容易に召集されず、すでに流域に居住する

住民自身が堤防を守るとし 1う、本来あるべき意識が薄れていることがうかがえるO

この後も水防活動は続けられるが、円高ク少数ノ人夫来ノレモ以外ノ大水ニ恐レテ直チニ避難jし

てしまい、まったく役に立たない状態で、あった。しカも、本来率先して7J<防組合を補助し、且つ求め
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に応じて人員を出す立場にあるはずの中ノ町村の住民で、あっても、「破堤ノ免ガレザノレト思料シ何

レモ家族家財ノ避難ヲ為し水防ニ従事スノレモノナシJとし 1うありさまで、あったD

組合は現在いる人員を再び分割し各危険笛所へ配置したが、人数が少なすぎるため、今度は

) 11下に位置する和田村の橋場消防組に応援を要請し、幸いにも人員の手配がついた。橋場から

の応援が到着すると、はじめに中ノ町の消防組と合流し、不足している水防資材を調達しながら防

御活動を行うこととなった口これにより、側面から噴出するように激しく漏水していた 2ヶ所、増水が

堤防を溢流していた lヶ所、溢流と堤防の陥没が同時に発生した 1ヶ所、堤防に亀裂の入った 1

ヶ所の、合計 5ヶ所に石俵、杭、畳など、手元にある資材をやりくりして辛うじて紡御することができ

た。1:益流簡所には、上流からの流れに乗って勢いのついた、材木などの大きな漂流物が時々堤紡

上に飛び込んで、くるため、防御活動自体が非常に危険な状況で、あったD

堤防の警戒はなおも続いたが、日付の変わった午前 0時半ころから少しずつ減水し始め、午前

l時を過ぎると暴風が収まってきたため、炊き出しをして休憩となったO 警戒は明け方まで続いたの

ち、ようやく解散となったO 中ノ町村付近で天竜)11が減水し始めたのは、皮肉にも平野北部の対岸、

広瀬村・岩田村付近において堤防が決壊し、その地点から左岸一帯に洪水流が侵入して大きな

被害が発生したからである。しかし、破堤じなかったとはいえ、中ノ町村においても、相当深刻な堤

i坊の損傷が発生していた。しカもそれを防御した村内の組織は、最初に集合した規定人数だけの、

まさに最低限の水防人夫と、村の消防組員、そして、応援要請により途中から駆けつけた隣村の消

防組員のみで、あったoかろうじて防御は完了したものの、その活動は人員不足のまま進められ、組

織的にも非常に脆く、危険な活動で、あったD しかもこの問、本来は非常召集が掛かつてもいいよう

に待機しているはずの中ノ町村住民も、各自が勝手に避難してしまい、水防組合の人員召集と活

動が、最小限しか機能していなかったことがわかるD

この時期になると、役目として恒常的に水防組合や消防組に参加している者でない限り、「自分

たちの地域を水害からどう守るかJとしづ主体としての意識が完全に薄れていることがわかる。西縁

水紡組合事務所が設置され、日常的に水防関係の業務が行われ、住民にとっても水防組合は近

しい存在で、あったで、あろう中ノ町村においても、人員調達が機能せず、また、水防資材も急な増水

に対応できないなど、組織の弱体化が顕著に認められた。これが、他の村々においても同様か、そ

れ以下の対応しかできないほどに組織の求心力が弱っていたことは想像に難くない。しかも中ノ町

村は最初の小頭の訓示から察するに、これより 7年前の明治 37年の増水が、大がかりな活動であ

ったと認識されていたのであろう。しかしそれ以降、水防組合の人夫がすべて出動し、水防活動を

行うような天竜)11の増水は、この村に関してはなかったことになる。天竜)11では明治中期以降、水

防組合が水紡活動を行う機会が急速に減少しており、それはひとえに内務省直結による河川改修

が行われ、河床の状況が改善し、堤防に害が及ぶような大きな洪水が発生しなくなったことと関連
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があろう。しかし一方で洪水の減少は、水防組合を弱体化させる要因にもなっていったO そのことは

すなわち、水防組合を形成する村々そのものが天竜)11の治水活動の主体的存在で、はなくなって

いっていることを意味しているものといえるD

b.東縁水防組合の活動と岩田村の被害状況

大規模な水防活動が行われなくなって以降、初めて発生した明治 44年(1911)水害と、その後

に行われた復i自に至るまでの流域住民の対応を、東縁水防組合の活動を報告した『治水禁報Jの

記述からみてし1くこととする。

本史料によると、東縁水防組合は、堤防が決壊した原因として「天竜)11ハ明治十九年度ヨリ改修

工事ニ着手シ堅牢ナル築堤ヲ為jしたため、「水下人民亦多少堵ニ安、ン、改修堤ニ重キヲ措キ113

式堤防ノ¥殆ント度外視Jする傾向が強く、「田畑開墾ヲ目的トシ!日式堤防ヲ侵害jしようとしていたこ

とを挙げている。さらに、「寺谷新田堤防接続地ハ地元村ヨリ嚢日ニ廃堤ヲ出願jしていた事実があ

り、第一次改修以降に流域住民の堤防に対する意識が変化し、堤防を取り払った跡地を耕地化し

ようとする動きが生じていた。しかも、その場所は、 f寺谷新田堤防接続地」としち言葉で表されてい

るように、かつての寺谷用水の取水口を防御していた震堤と、天竜)11本流に沿った連続堤防とが

接続する、いわば水防の重要地点に相当する。このような、以前で、は考えられなかったような場所

でさえも、耕地化が推し進められていたことになり、住民の、水防に対する意識の変化を裏付けるこ

とが出来る。この頃の景観を復原するため、前節で利用した「天龍)11台帳附図jを再び用いて、堤

防決壊地点周辺の土地利用を示した(第N-16a図)。最も)11 に近い西側の直線的な堤防は、明

治団年(1885)の内務省直轄工事以来、県営事業として工事が進捗していた改修堤防であるo

f天龍川台帳附図jの作成当時、改修堤防はまだ築堤中で、あったため、中央部付近(A地点)で途

切れており、その周辺は広大な河J11敷となっていたO 改修堤防築堤以前は、 A地点周辺の空白部

は天竜川の堤外地であり、)11が増水すると流路の一部となる場合もあったD 改修堤防が完成すると、

このような!日堤外地は徐々に耕地化され、大正中期頃には桑畑として利用されることが多かった

(第IV-16b図)。改修堤防が途切れる南側には、堤外地に存在する耕地を囲っている小規模な輪

中堤が残存している。このうち、 2ヶ所の堤防は、)11上にあたる北側の輪中堤が存在していなし、。輪

中のような聞い堤の場合、)11上側に無堤部分を作ることは通常考えられない。それゆえ、この場所

では、改修堤防の延長に従し¥増水時に流路となることが無くなったため、廃堤にしている様子が

わかる。かつての流路に沿って築かれた堤防のうち、 B地点では堤防が崩され、畑地化しているこ

ともわかる。『治水業報』の記述は、このような状況を伝えているのである。

内堤のlt高は、相当の規模を持ったもので、上流部では改修堤防と接続していない霞堤となって

いる。内堤の堤内地は宅地と水田が卓越しており、ここを流れる寺谷用水に関連して古くから開発

213 



斗べ。」 i

一一

N-16a寺谷周辺
N-16b堤防決壊地点周辺の土地利用

堤防道路 医ヨ水田

巨ヨ芙li!)11 ・ 屋敷地

阻田畑 亡コ河川敷・荒燕地

大堤防決壊地点 A 改修堤防

B 旧堤防 C 霞堤

第N-16図岩田村における堤防決壊地点と周辺の土地利用一明治 40年(1907)頃-

(大正 9年測図 2万 5千分の l地形図「笠井」、「天龍)11河川台帳附図J~こより作成)

が進んでいた。岩田村での破堤地点は、この内堤の2ヶ所で、あり、これより西側は、改修堤防が存

在するとはいえ、古くから流作地的な土地利用のもとに成り立ってきた新しい開発地である。しかし、

内堤の東側は、いわば村内で最も重要な土地生産基盤を有する一体であり、この堤防が決壊する

ことは村の存亡に係わるといえるほどの場所である。つまり、「最も切れてはいけない場所Jで、堤

防が切れてしまったことが、この明治例年水害の特徴である。しカも、図から明らかなように、決壊

地点は住居と極めて近接した場所である。岩田村の家屋が壊滅的な被害を受けた原因は先節に

おいて検討を行ったが、まさにその状況が、地図からも跡付けられるのである。
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C.復旧工事とその特徴

明治 44年(1911)8月 4日に発生した洪水の後、下流域で、は復旧工事が開始された。ここでは、

決壊した左岸堤防の応急工事の進捗状況について、工事人夫の構成を中心に検討する。

この洪水により、左岸で、は合計3ヶ所で、堤防が決壊した。 1ヶ所は県営工事により連続堤防化の

工事が進行中で、あった広瀬村壱貫地地内の本堤か1)であり、残りの2ヶ所は前項で、みた岩田村の寺

谷新田地内と、寺谷地内における内堤で、あったo東縁水防組合は、堤防決壌から 3日後の 8月 7

日から堤防復旧に向けた活動を開始し、はじめに静岡県と復旧の進め方について折衝を行なった。

水防組合は復旧工事に際し、岩田村内の 2か所の同時着工を望んだが、県は予算の関係と、決

壊した寺谷新田附近の水深が 5m以上あり、即座に工事を開始することが困難としづ理由から、 1ヶ

所ずつの工事を決定した。県の計画ははじめに寺谷堤の復旧工事から着工しようとするものであ

ったoしかし、 2か所の内堤を同時に着工しないと、後回しになる寺谷新団地先から堤内への氾濫

を防止できず、下流域の被害をさらに大きくしかねない状況が予想された。そこで組合では、決壊

地点での水深が浅い寺谷堤での工事を組合の白普請として暫定的に着工し、寺谷新田堤の工事

を水深が減り次第、県が即座に着工することで、両地点の着工の時間差を可能な限り短くする様

に計画の変更を要誇した。県はこれを了承し、 2か所の工事が着工されることとなった。ここでは着

工された順に、水防組合の自普請となった寺谷堤で、の応急工事から、その状況をみてして。

水防組合は、工事決定後の会合で組合加入村から 2000人の非常人夫を強制的に招集し、 2日

間で堤防の仮締め切りを完成させる計画を策定した口水防組合は 8月 7日の 22S寺から 23時の間

に、加入村役場にその旨を通達し、翌 8日の朝 6S寺から招集された人夫により工事を開始した。こ

の人夫の内訳をみると(第IV-12表)、招集される人夫は最終的に 2，573人となっており、井通、富

岡、天竜の各村では、出役者数と村の賦課戸数とが一致している。このことから工事は、賦課戸数

第IV-12表寺谷村自普請における水防組合加入村の人夫内訳一明治44年(1911)一

賦課戸数 人夫割当 村内出役 買上げ人夫 不足金(円)

袖浦村 527 252 252 

井通村 520 520 26 494 

長野村 510 450 450 30 

富岡村 349 349 117 232 

十東村 326 323 323 1.5 

池田村 290 86 86 102 

天龍村 284 284 249 35 

岩田村 268 268 109 159 

於イ呆村 172 41 41 65.5 

合計 3，246 2.573 1，653 920 199 

(~治水禁報Jより作成)
1)不足金は、不足人夫l人につき50銭で、換算する口
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l戸につき 1人の割り当てとなっており、最大で 3，246人を動員することが可能で、あった。しかし、

実際に加入村内から出役した人夫は 1，653人で、賦課総数の約半数に過ぎない。不足分は各村と

も買い上げ人夫として組合加入村外から雇い入れるか、人夫の代わりに不足金を納めることで対

応していた。買い上げ人夫の出役が特に多い村は井通、富岡、岩田の 3ヶ村で、ある。これらの村は

決壊地点に近く、洪水被害が大きかったために一時的に村外に避難した者などがあり、自村内

のみでは人夫を調達で、きなかったものと考えられる。招集された人夫による堤防の応急工事の様

子について『治水嚢報Jは、「午前六時頃ヨリ続々出夫セノレ正人夫ノ¥数百名ニ達セノレjも、「規律無

ク自身勝手ノ行動ヲ執リ更ニ統一スルコトヲ得ズ」と報告している。しかも出役する予定になってい

た人夫が来ていなかったり、引率するはずの村長、区長がおらず、どこのキすからきた人夫なのか水

防組合役員が把握できていないなど、現場では指揮系統が混乱していた。そのため水防組合は

人夫の統率がとれず、計画通りlこ工事が進捗しなかった人夫の行動も、 f熱心ニ水防ニ従事スノレ

誠実者jもいるが、 f冷淡ニシテ利害ヲ感セサルモノJ、「数盟ノ往復徒歩ニ疲レ出役ニ堪ヘサノレモ

ノj、[現場ニ出夫セノレモ渦巻ク水勢ヲ看テ己ニ心胆ヲ奪ノ¥レ戦傑シテ水中ニ入ノレコトヲ得サノレ人

夫Jなどが少なからず存在しており、出役して来たもののあまり役に立たない者が出る始末で、あったo

強制的に人夫を招集する復旧工事においても、水防組合とその加入村が組織として効果的に機

能していなかったことがわかるO

水防組合の自普請による復旧工事は、完成予定の 8月 9日にようやく 7害iJが完了したが、向日

の降雨により天竜)11が増水し、水流が仮締め切り堤を乗り越えたため工事中断となった。『治水素

報Jによると、工事の遅延により水防組合では「多数ノ正人夫ヲ招集セシモ比較的其ノ効果ナキ而

巴ナラズ義務的人夫ハ実際ニ於テ適応セサノレヲ認メ熟練者ヲ選択、ン臨待買上人夫ヲ以テ従事セ

シメ速ニ成功セシムノレノ適当ナルヲ認ムJ~v\う意見が出はじめたことを述べている。水防組合は、

加入村に数合わせ約な人夫招集の義務を負わせるよりも、誇負業者などに頼り、熟練工をあらかじ

め選抜する『買上げ人夫』の方が作業効率が良いことをすでに自覚していたので、あった。

寺谷堤の工事は8月 10!3に県営ヱ事に移管され、 12!3に仮締め切り堤が完成した。水防組合

は、江戸時代にみられたような人夫を加入本すから召集するやり方で復旧工事を進めようとした。しか

し、前章において見たように、内務省直轄による河川改修の堤防築堤や通常の増水後の水制工

搬入工事でさえも、すで、に誇負人による施工が一般的となっていた明治時代中期以降にあって、

再び急に水防組合が工事施工者として現場のすべてを取り仕切ることは、到底不可能な事-で、あっ

た。水防組合と招集人夫の工事に関する機能性は、著しく低下していたのである。

つぎに、県主導による寺谷新田堤の工事をみていくこととする。

寺谷新田の決壊地点は水深が深く様子見が続いたため、工事が開始されたのは 8月 12日であ

ったO 工事着工後は、必要な人夫数や資材の指示が、県から水防組合を経て、組合加入村へ
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次々と伝達された(第N-13表)。工事は 8jJ 12日から 18日まで行われ、 14日からは昼夜に交

代による突貫工事の態勢となったo12 日、 18 日の工事には舟および舟夫も動員されており、特に

12 日の場合、東縁氷防組合には加入していない掛塚本すからも舟を徴用した。掛塚は、天竜)'Iから

太平洋へと繋がる河口港でもあり、)'I舟を数多く所有していた 65)。この水害で、は、輪中堤における

決壊被害が出なかったため、掛塚では他の被害地域に救援用の舟を貸し出せる体制にあったも

のと思われる。

招集人夫の数は、最大で 8月 13日の 330人であり、工事を通して常時 200人前後が動員され

ている。このうち組合の中で決壊地点から遠い天龍・長野・袖浦の各村は、人夫の招集日数が少な

い。また池田村では、工事開始の 12日に動員があったのみとなっている。池田村は先にその自然

条件を確認したように、集落のある自然堤防の上流側に遊水地機能を果たす場所があるため洪水

の直接的な被害を受けにくく、この洪水においても集落のほとんどが被害を免れていたD

県営工事への出役人夫や資材提供も、水防組合が試みたものと同様、流域の村々からの派遣

を前提として指示が出されている。同じ人夫の調達方法を採りながら、機能しなかった組合の工事

第N-13表寺谷新田堤復旧工事における周辺各村の人夫出役状況一明治44年(1911)-

月日集合時刻 通達村および人員・工具数 備考
井通 富岡 十束 池田 岩田 袖浦 接|、塚 長野 天龍

8.12 6:00 60 50 40 30 
鶴噴 鮒2、鍬
5、鋤 10、鋤・ 鱗3
20 鶴明20

9:00 。。。。。。。 鵜飼舟七分ザ、ツパ舟、舟夫付

8.13 6:00 100 100 80 50 追ッテ人夫ニノ¥相当賃金県庁ヨリ支払

8.14 6:00 60 50 50 弁当3食持参

(夜) 。。 。 3ヶ村の青年回250人

18:00 200 土持ち篭1人1つ、弁当3食、土工器具持参

8.15 (朝) 。。 。 3ヶ村の青年国250人

6:00 50 50 50 100 土持ち篭l人1つ、弁当3食、土工器具持参

18:00 (合計250人)

8.16 5:30 (合計250人)

18:00 100 70 30 土工器具持参

8.17 18:00 40 50 80 30 篭、弁当3食持参

8.18 6:00 50 ，50 50 篭、弁当3食持参

6:00 舟5 舟12 舟3 舟3 舟5 鵜飼舟七分ザッパ舟、舟夫付

(~治水嚢報』より作成)
1) rOJは、人数が不明ながら割り当てがあったことを示す。
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と、この県営工事との差は、どこにあるのであろうか。

県営復旧工事は組合の白普請と異なり、人夫への賃金を含む工事予算を事前に策定し、工事

の進捗に合わせて出役人夫数を調整するO それゆえ、効率よく工事を行うことができたと考えられ

る。さらに、県営工事には青年団の参加など、村内の組合員だけではない別組織が率先して活動

していることも注告されよう。この工事にかかわる指示系統では、水防組合は県が必要な人員、資

材を加入村に通達するのみで、工事の実務に果たす役割はほとんどなかったO すなわち、これは、

県の命令が直接村々に届くことを意味する。水防総合のように、賦課戸数から割当の人夫数を算

出し、それをどう割り振るかとしづ面倒な行程を必要とせずに、「このキすから何人Jと指示できることは

大きい。すなわち、組合主導の場合は、工事自体が機能しなかったと向時に、加入村の中の害iJ当

数という、活動自体の取り決めが足かせとなって、逆に融通の利く人員調達が出来なかったことも、

工事の失敗に拍車をかける結果となったので、あるo

仮締め切り堤が完成した後、堤塘の本格的な復旧工事が開始されることとなった。これらの工事

は、山田竹治郎、秋山錠治郎、鈴木字吉、長谷川栄三郎らの請負によって着工されることが県と水

防組合によって了承されたD 堤防工事は、前章においてその存在を確認した長谷川や秋山のf東

海組jをはじめとする、第一次改修以来の専門業者の手に再び委ねられたのである。

3)水害減少期における地域構造

本章では、明治時代中期以降における農業生産、材木流通、水害の状況と水防組合活動につ

いて、それぞれの側面から検討してきた。ここでは、本章の小括として、それらを水害頻発期の状

況と対応させながら、天竜)11下流域全体の動向として捉えなおし、水害減少期における地域構造

として提示してみたい。

明治時代初期に綿作は衰退したが、土地生産性の高い自然堤防上の畑では商品作物生産の

重要性は持続しており、輸出を目的とするf遠州、I4品Jや競菜栽培が行われていた。これら農業生

産は、大正末期の温室園芸導入試行携を経て、昭和初期にはキュウリやメロン等の促成栽培の先

進地lこまで発展していったD

明治 22年(1889)の、東海道本線の開通によってその移出が容易となった天竜)11中流域からの

材木輸送は、天竜)11を筏流しの輪送路とすることで、成り立っていた。この際発生する流出材は、普

段は材木流通に関与していない、下流域の農民によって収拾されたO 流出材は、その収拾者に報

酬金が支払われるため、収拾活動自体が経済活動の側面をも有していた。明治中期は、大都市

の需要が重なったこともあり、材木輸送は盛況で、あったO それゆえ、発生する流出材の数量も相対

的に多く、流出材収拾による経済的な還元は、下流域住民にとっては大きな意味を有していたも

のと考えられる。

218 



このような状況の下、明治 44年に下流域では最後で最大級の洪水が発生した。この時の水防

組合の活動では、非常時の人員招集に支障をきたすこととなり、結果的に増水時の防御、破堤し

た堤防の応急工事ともに、かつてのように機能することがで、きなかったO そして、そのことが堤防の

決壊被害を大きくし、その後の浸水期間を長引かせる遠因ともなったO 決壊した堤防の応急締め

切り工事は県が主導し、その後行われた本格的な復!日工事には、第一次直結工事において現場

で、中心的な役割を担っていた、土木請負業者が携わることとなったD 明治中期以降、水防組合が

その役割として堤防での土木工事を掲げることはすで、にその意味を持たなくなっていたので、あっ

た。

以上の諸要素について、水害減少期におけるそれぞれの連関と、それより前の時代、すなわち、

水害頻発期の地域構造からの変容を模式的に表したのが、第N-17図である。水害減少期の地

域構造を論じる前提として、水害頻発期のそれを大まかに説明してみたい。人々の自然条件への

働きかけが水害を克服するまでには及んでいない時代には、洪水流の浸水程度が低い、中少1'1状

に広がる自然堤紡上の土地利用を重点的に行っていた。すなわち、それは住居と畑であり、浸水

の危険が大きい網状の!日低水路には水田が存在した。人々は、畑において商品作物を栽培し、そ

れが平時には重要な収入源となっていたD 一方で、収穫が期待できない水害時には、堤防の維

持・補修を通じた水防組合活動から還元される利益が存在し、水害時、平時両面において天竜)11

下流域の存立基盤となる構造が存在していた。

水害減少期に至っても、網状の乱流路と、中州、|状の自然堤防としづ自然条件はそのまま維持さ

れた。しかし、第一次改修によって近代工法による堤坊が築堤され、それまでの「流路の統合は進

んだものの、依然としてどの乱流路が主流路になるかはわかならいJ~\;\う状況を脱し、初めて天竜

) 11の河道が固定された。

農業生産に注目すると、遠1'1'14品をはじめとし、読菜生産の特化に向かう過程は、同時に強固

な農業組織の発達を推し進めることとなったO 遠州、14品はいずれも出荷組合が存在しており、品質

向上に向けた取り組みゃ、仲買、貿易商とのやりとりなど、その栽培には組織的な対応が必要とさ

れたことは想像に難くない。疏菜栽培においても、東京・大阪への出荷を自的とする場合には汽車

の発車時刻に合わせて出荷時間を調整したり、共同選果を行う必要が生じた。それゆえ、以前は

天竜)11下流域という自然条件を前提に、地域で、広く共有されていた生活サイクノレよりも、流域住民

の個々が選択した農作物や農業形態が重視され、所属する組織内での連帯に重点が置かれるよ

うになっていったD このことは、温室園芸の導入以降、さらに顕著なものとなり、一時は出荷時の利

害対立から組合組織が分裂し、双方を誹誘中傷する騒ぎも発生するほどで、あったD

生活サイクルの分解は、天竜)11を輸送路として利用する材木流通からも明らかなものとなったO

大都市の旺盛な需要により明治中期以降急速に発展した材木流通は、天竜)11下流域で河川改修
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水害頻発期における天竜川下流域の地域構造
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が行われ、流路の国定化が一応の成果を上げていた時期と重なっていることも看過できないD なぜ

なら、連続堤防で、固定された流路ならば、筏に組む前に流出した材木が紛失したり、大きく痛んだ

りする危険も少なくなるからである。

流出材発生時に、それらを収集するのは、この新たに固定された流路に沿って居住する住民で、

あったO 流路の固定化は、それ以前までの「同じ自然条件を持つ下流域全体」としづ構図から切り

離されて、;可道からの距離に応じた天竜川との関わり方を生じさせた。材木流通においては、堤防

付近とその周辺だけが、天竜川の上になぞられる「帯状Jに機能集団を形成しはじめたのである。

それゆえ、村域に天竜)11堤防を持たない村は、流出材木拾得の権利が発生せず、したがって材

木流通によって結ぼれる、天竜川中・下流域の関係にも関与する余地がないことを意味した。

これら機能集団化の過程において重要となったのは、集落や平野全体としての意志統ー

ではなく、より広域に組織された新たな組織との関係であったがゆえに、集落内である程

度の人員を必要とし、結果として下流域全体が治水を目的に機能することとなる水防組合

の活動を維持させていくことは、生活サイクルの上からも困難な状況になっていた。そし

て、水害そのものの減少により、水紡組合を介した経済的還元がほとんど意味をなさなく

なっていたことも、下流域全体の生活サイクル再編を加速させ、水防組合の形骸化が進む

要因の一つになっていた。
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第N章注記

1)藤田錦司 (1954)~日本別珍コーノレ天五十年史』、社団法人繊維振興協会、 47------50 ページ、によると、

遠州地方での別珍(ベルベット)、コール天(コーデュロイ)、加工前の生地(ブロック)を合わせた生産額

は、昭和 5年に全国合計値の 64.5%、河 9年には 83.8%に達した。

2)帝国制!椙株式会社編・発行(1937)~創立四十局年史止によると、会社は明治 29 年(1896)に創立、

明治 32年(1899)には第二工場も稼働し、 3年後の明治 35年(1902)には両工場で 299人の職工がい

たとしち。

3)浜名郡編(1929)~浜名郡誌』、浜名郡役所、 333 ページ、によると、組合組織ははじめ明治34年

(1901)遠江生菱・魚瓜伺業組合として設立され、明治 37年(1904)に静岡県生菱・糸瓜・蕃椴・落花生

開業組合となった、とある。

4) 豊田町誌編さん委員会編・発行(l996)~豊田町誌通史編』、 750------751"ページ。

5)静向県農会事務所編・発行(1917)~静岡県農業経営事例よ 54""'55 ページ。

6)浜名郡中ノ町村役場編・発行(1912)中ノ町村誌。

7) ①和田村役場編・発行 (1913)~和田村誌J、②飯田尋常小学校編・発行 (1913)~飯田村誌』。

8)貝原益軒(1714)r諸莱譜j、ではf胡羅旬jとあり、セリニンジンのこと。

9)前掲 8)によると、カブラナ、カブのこと。

10) 静同県農会編・発行 (1924)~ 自大正十年度至大正十二年度農家経済調査』、 146 ページ0

11)浜松市老関町、西大塚、四本松町(し1づれも!日芳)11村)での聞き取りによるD

12)浜松市老間町、西大塚での聞き取りによる。

13) 浜名郡農会編・発行 (1916)~浜名郡農会報』、 35""'36 ページ。

14)芳)11尋常小学校編・発行(1932)~芳)11村郷土誌』、 59ページ0

15)浜松市老間町での聞き取りによる。

16)前掲 14)、54ページ。

17)前掲 5)、443""'451ページ。

18)一般的には「間引き莱jのことを示すが、遠州地方ではとくに、ダイコンを構え付けて一ヶ月ほど経過

したものを、葉を食用にするため収穫するものをしづ。以上は、浜松市西大塚、磐田市掛塚での聞き取

りによる。

19)浜松市老関町、西大塚、四本松町(し 1づれも!日芳)11村)での聞き取りによる

20)前掲 10)には、飯田村の長芋栽培の事例の中で、「菜種粕粗砕キ人夫二人Jとある。

21 )浜北市編・発行(1999)~浜北市史資料編近現代J、 228 ページJ蚕飼育法改良結果申告書j によ

る。

22)前掲 14)、57""'58ページ。

23)浜松市安松田了西尾氏所蔵文書「昭和五年出荷台帳Jによる。
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結章天竜川下流域における地域構造

1 地域像の提示と展望

本研究において設定した基本的な課題は、かつて水害が頻発し、そのことにより条件「不利J地

域として捉えられてきた河川下流域において、そこに居住する人々がいかにして社会経済活動を

持続していたのか、そして、それが明治時代以降導入された土木技術による水害の減少を通じて、

し¥かに変容していったのかを明らかにすることで、あったD

天竜川iを事例とした考察に際しては、そこにf近代化Jの過程が存在していることに着目し、筆者

はそれを二つの側面から検討したO 第一の側面は、地域の変容をもたらした外的要因そのもので

あり、これは従来から産業革命の諸相として取り上げられてきたもので、あった。すなわち本稿では

第 3章において述べた、土木工学に基づいた河川改修工事の進展や、東海道本線の開通などが

産業革命の結果もたらされた外的要因として位置づけられる。第二の側面は、それら外的要因を

受容した天竜)11下流域そのものの変容として捉えられた。具体的には、本稿の第 2章で描いた水

害頻発期の地域構造が、第 4章において明らかにした、水害減少期に見られたように変化したこと

を意味する。それぞれについての分析は各章において述べたので、ここではそれらを関連させる

中で導き出される新たな地域像を浮き彫りにし、合わせて今後の課題について論述してして口

天竜)11で、繰り返されてきた水害のうち、破堤被害のあった場所と年次に注目すると、ある一定の

地点に被害が集中し、その地点は、時代を経るに従い変化していく傾向にあった口被害地点の変

遷は、そのときに採用している天竜川|下流域の治水システムに由来する。江戸時代初期の場合は、

左岸北部に取水口を持つ「寺谷用水」を保護するために、洪水流を右岸方向に流すように意図し

ていた。それゆえ右岸にはいくつかの乱流路が残存し、これらの締切が試みられるのは 1670年代

以降であり、最後の分流が締め切られたのは、昭和初期になってからで、あった白

つぎに水害が激化するのは 1700年代の中ごろで、これは天竜)11の洪水規模がそれまで、に比べ

て大きくなったというよりは、平野中央部が紀州、|流の治水工法で、ある連続堤防を採用したために

破堤する確率が増えたことに起因するもので、あった白同様に、輪中地域への被害増加も、輪中堤

妨の強化がかえって破堤の増加をもたらした。これら中央部、南部での破堤では、いくつかの被害

頻発地点が存在しており、それらの場所を遊水地とすることで、結果的に広範囲に水害が及ぶこと

を逃れていたとも考えられる。一方、明治中期以降になると、それまで、頻繁に繰り返されてきた水害

は、相対的に減少し、河川改修工事の効果が確認されたo

天竜川下流域では、網状に広がる苦し流路に沿って洪水流が侵入し、浸水と土砂の堆積、あ

るいは水勢の激しい洪水流によりそれまでの地形が改変されて被害が拡大するのが特徴であ
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った。これは、例えば利根川下流域における排水不良地帯が、広範閣で「面的jな浸水被害を生じ

させるのとは大きく違なり、水田と畑の比率がほぼ l対 lとし¥う、天竜川下流域の自然条件を如実

に示すもので、あった白

このことは、以下に述べる水害頻発期の地域構造にも大きく関連していたD 天竜)11下流域では、

平野の開発が進展した江戸時代初期以来、比高の低い旧低水路の水田に洪水流が侵入しやす

いため、自然堤防上での居住と畑の利用が重要な意味を持ち、そのことが結果的に下流域におけ

る夏作の綿、冬作の麦を中心とする標準的な農作物生産として定まっていったO そして平野上では、

どの地点で、あっても、自然条件、景観形成の歴史的展開、土地利用のいずれもが同じ性格を持っ

ており、そこに居住する住民に共通の生活サイクノレをもたらすこととなったoこの生活サイクノレの中

に、住民によって組織された水防組合が存在し、堤防上で、の水防活動や土木工事も組み込まれ

ていた。

水害頻発期には、この土木工事から得られる経済的還元の比重は大きく、江戸時代中期には水

制工の不正工事の存在が明らかとなっていたD 下流域住民にとって堤防工事の意味は、単に地域

の水害を除去するとし¥うだけでなく、「少々堤防が破損してくれた方が、普請の機会が増えて村が

潤うjという、被害の軽減という目的とはかけ離れた側面も持ち合わせていた。しかも、極端な例で

はあるが、場合によっては地域に水害の危険性を高めかねない「手抜き工事jでさえも、住民たち

自らの手で

物の栽培がJI煩j煩演調となり玖、とくに全国的な流通体系に組み込まれた綿栽培を収入源にすることが可

能で、あつたD その逆に水害が多ければ、畑作物の収穫量は減少するものの、頻繁に維持・保守を

必要とする堤防工事によって経済的還元が期待で、きたので、あったoこの構造が存在したことによっ

て、天竜川下流域は常習化する水害にもかかわらず、社会経済活動を持続しえたのである。

明治 18 年~26 年 (1885~1893)の問、天竜)11では内務省による河川改修工事が行われた。こ

れらの工事では、同じ区間の工事で、あってもそれぞれに工程を分割し、工事期間と予算の関係か

ら、「工区」や「工期jを設定していた。これを、それまで、の住民の生活サイタルに当てはめた場合、

農閑期には安定して大量の人員を工事に派遣することが可能で、あっても、それ以外の時期には対

応することが困難となることを意味したD それゆえ通年で人員、資材-を供給可能な「土木業者」が誕

生し、それら業者が内務省直轄工事や、通年の堤防補修作業を支えることとなったO 堤防工事に

は、業者に雇われた流域住民が多数参加したが、もはや水防組合加入者としての「出役jではなく、

業者と個人との問で結ぼれた「契約」によるもので、あった。

この河川改修工事が終了した後、天竜)11を取り巻く社会経済状況は急速に変化してして。このう

ち、畑作物は依然として重要性を持続しており、集約的農業による輸出作物(遠州 4品)や疏

菜栽培が行なわれていた。 しかし、それらの生産で、は同じ作物や同じ農法を導入する者同士の
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連帯が強くなり、水害頻発期に見られたような下流域で、広範に共有された生活サイクルや生業活

動を前提とする構造とは異なった展開を見せた。

間じことは、明治中期以降大幅に増加した材木流通にも当てはまる。天竜川での材木流通は、

中流域に位置する山間部で、伐採された材木を筏に組んで、下流域まで、流すことで、成り立っていた。

明治中期以降の筏流しは、下流域においては「連続堤防jとして国定された流路の中で完結する

ものとなったG 材木輸送の過程で発生する流出材は、この連続堤防の存在と、流域住民の収拾活

動があって、初めて円滑に行なうことが可能となる。材木流通は、平時にはそれらに関与せず、材

木商協同組合にも加入していない沿岸住民を、増水時にのみ巻き込むことで、成り立っていたので、

あるD

このような状況の下、明治 44年 (1911)に発生した水害においては、水防組合の弱体化、

機能の低下が白日の下にさらされることとなった。水防組合は、下流域一帯が同一の生活

サイクルであることを前提にしているがゆえに有効に機能していた。そしてそれは、村々

の治水に関連した利害を調整し、かっ、工事費用の支出母体の異なる複雑な慣習を一元化

し、それを地域の存立基盤として「経済的還元j に変えていく重要な f装置j であったが

ゆえに、強固な結束を持って維持されていたといえる。しかし、従来は水防人夫として出

役した下流域住民の個々が、明治時代以降、新たに発展を始めた様々な機能集団に依拠し、

再編されつつあったこと、そして水害そのものの減少と工事機会も減少したことにより、

組織の形骸化が著しく進んでいったのであった。

以上のことを踏まえて展望するならば、天竜)11下流域で、明らかとなった地域構造の変容とは、水

害頻発期に存在した自然条件の共通性を元にした強固な地域的協業体制が、水害減少期に至り、

それぞれの業種の頂点に大消費地である東京や大阪を位置づける機能集団として再編されてい

った過程として捉えられるO すなわち、天竜)11下流域は、遠郊農業、材木流通を通じて、効率よく

大消費地に「商品Jを供給することを目的とした、「合理性jを重視した組織の集合体に変貌を遂げ

たのである。それゆえ、この新しい機能を担うことを選択した時点で、天竜)1 [下流域自体の持続的

な存立を最大の目的としてきた地域的協業体制とは、相容れないものになったので、あった。しカも

これら産業ごとの新たな組織化は、天竜)11下流域だけで再編が進んだものではない。例えば、遠

州、14品や疏菜栽培では、天竜)11下流域が栽培の中心的役割を担っているとはいえ、必要とされた

組織は遠州地方全域にまたがるもので、あった。すなわち、これら商品作物の大消費地への供給過

程で、他産地との競合などから、「遠州地方jというより広域な組織化が必要とされたのである。しか

も、移出に際しては必ず浜松駅を利用することとなり、出荷の利便性と、広域化した組織の中心地

として、浜松の都市機能も発展していくこととなったoその際、天竜川下流域に必要とされたのは、

商品作物栽培の伝統を有する良質な農作物の産地としち機能のみであり、そこには水害時に機能
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する構造や背景品¥った、これまで地域の存続に重要で、あった部分は、経済活動と切り離されたの

である。

このことは材木流通においても同様であるD 消費地の関心は、「良質な天竜材Jが安定して供給

されるかとしづ一点であり、産地である天竜)11中・下流域も、それに応えるために、さらに合理性を

追求することにつながったので、ある白一方で流出材が再流通していく過程は、以下のような地域の

変容を象徴するものとしても捉えることができる。天竜)11では、堤防や水制工を損傷させる恐れが

あるため、通常は材木の流出は厳しく取り締まるべきものとされており、ましてや本流を材木 1本単

位で流下させるいわゆる「管流し」は江戸時代中期以降禁止されていた口

しかし、明治中期以降、前)11に関する国の法律の整備により、堤防の管理主体は国と府県に定

められた。しかも、第一次改修の終了以降も継続して築造が進む連続堤防は、それまでの脆弱な

堤防とは異なり、堅固で、かっ河川工学の規格に従って、画一的に作り変えられていったO その結

果流出材は、一つには発生しても堤防本体に大きな損傷を与える危険が減少したこと、そして他

方では堤防の管理主体が国や県に移行し、かっ水害の減少自体が地域と堤防との関わりを弱め

ていった時期に柁当したことも重なり、増水としヴ不可抗力以外の理由によっても発生することにつ

ながったと考えられる。し 1うなれば、禁止されている「管流しJを、不可抗力に見せかけて行うとし 1う、

本来は行うべきではないが取り締まる方法がない、いわば「脱法行為jとして流出材が存在してい

たのであるD

洪水頻発期においては、自然条件に基づいた地域的協業の構造が、水利や入会などに代表さ

れる集落の基本的な存立基盤と同様に、この地域の自然条件を受け入れた時点で、必然的に重要

な要素となった。そしてそれは、水害を「前提jとした結果もたらされたもので、あったが、その中には

水害時以外、すなわち「平時jの機能も有する、二面的な構造を持つもので、あったoしかし、産業革

命後の技術導入による堤防構築以降、その重層構造をもたらした最大の要因で、あったはずの「水

害Jそのものが減少していったoそれゆえ、この地域に水害を前提としない恒常的な「平時jの空間

が固定されることとなり、それ以降の地域構造の変容に大きな影響を与えることとなったので、あるD

2 今後の課題

業者主導の下で河川工事が進捗していた明治中期には、国内各地で築港事業や、道路改修

工事なども行われていた。河川工事を含めたこれら土木工事は一括され、工事の主体を中央政府

や府県に集約し、いわゆる「公共工事J、「公共事業Jとして社会に浸透していくこととなる。本研究

では沖積平野を中心とする洪水頻発地域を考察したため、河川下流域の枠組みを越えて着手さ

れていく、これら事業については位置づけを行うことはで、きなかったD また、このほかにも、本研究
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において着手し得なかった地域構造解明の側面も存在している。以下、筆者が特に重要と考える

2つの事柄について、記述しておし

第一に、本稿では、地域構造を検討する上で、農業と材木流通の検討は行ったが、農業生産に

ある程度の比重を置きつつ賃金労働者としても働く、兼業農家の動向に関しては検討が行えなか

ったD 本研究で課題の一つに挙げた、近代化を捉える一指標としての都市の発達を考慮するなら

ば、当該地域における近世以来の城下町であり、最大の人口規模を有する浜松市街の動向も当

然視野に入るべきで、あるD 浜松は、明治末期に鉄道橋至近に立地した製材工場以外にも、鉄道省

浜松工場、帝国制帽株式会社など、 100人以上の工員を要する大工場がいくつか存在しており、

それ以外の中小工場や会社組織を合わせるなら、相当数の「勤め人Jが周辺の農村部から通勤し

ていたと考えられる。兼業農家増加の萌芽期は、当地域で、の水害減少期とも重なり、それまで堤防

維持に必要とされた労働力が、浜松市街への通勤者として形を変えたものとしても捉えられよう。こ

れら人々の影響を、地域構造に位置づけることは今後の大きな課題である。

第二に、本研究では土砂供給量の多さとしづ観点から天竜)11を事例地域に選定し、その中から

近代化の意味を検討したため、一つの河川下流域に限定して考察を行ってきたo しかし、先述した

天竜川下流域で、の社会構造を決定付けた要因の一つで、ある、土砂の堆積が多いとしづ自然条件

は、他河)11との比較を行うことによって、よりその位置づけが明確なものとなるであろう。そして、他

河)11における、地域構造の変容に至る過程や、天竜)11との時代差を比較検討していくことも水害

常襲地域研究では重要な課題であろう。公共工事そのものの意味づけと合わせて、今後の課題と

したい。
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